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社団法人日本病院会
会長   堺　常雄

ごあいさつ

　昭和 26年 6月 24 日に日本病院会は日本病院協会として設立され、今年度 60周年を迎えまし

た。人間で言えば還暦になります。この間、病院をめぐる環境は大きく変わりましたが、日本病

院会は多くの先達の努力と会員の協力により、定款に掲げた目的に適った成果をあげてきました。

ここに 60年史を発行できることは大きな喜びです。創立 50周年の折には立派な「50年史」が発

行されたこともあり、今回はその後の 10年に焦点を絞った年史としました。

　61年目となる次年度は一般社団法人になる節目の年として再生日本病院会の第一歩を踏み出す

ことになります。60年の歴史と伝統を踏まえるとともにいくつかの新たな取組みを考えていきま

す。平成 23年末には 10年ぶりに「倫理綱領」の見直しを行いました。また懸案であった死因究

明制度に関して「診療行為に係わる死亡・事故の原因究明制度の在り方について」の意見書をま

とめました。診療情報関連事業ではWHOの ICD-11 改定支援の中で、待望の「WHO-FIC 協力セ

ンター」の指定を受けることができました。

　「見える化」事業では、中小病院の支援のために電子レセプトデータ活用システムを構築し、病

院の新たな「類型化」の取組みを開始したところです。これを発展させることにより今まででき

ていなかった中小病院の情報収集・分析が可能になります。DPC 病院の情報を合わせれば、オー

ルジャパンの状況把握ができ日本病院会として政策提言ができるようになります。厚生労働省も

社会保障・税一体改革や診療報酬改定作業の中でエビデンスの重要性を言っています。しかし行

政のエビデンスはどうしてもマクロの視点になりがちで、医療現場のミクロの情報が不足してい

ます。その意味では我々が構築する「見える化」のシステムは有益と考えます。喫緊の課題であ

る消費税問題の議論の中でも、必要な病院の情報収集のためにこのシステムが役立つと思います。

病院の類型化については病院の差別化に繋がると危険視する意見もありますが、全国の病院を同

じ尺度で評価することは実情を反映しきれない恐れがあります。共通する部分は多くあるものの、

例えば東京と浜松の医療は異なっており、新たな類型化による実情に合った病院の評価が適正と

考えます。

　この他にも行うべきことはたくさんあるだろうと思っています。この 60年史の発行を機に皆さ

んから色々なご意見を頂けたら幸いです。

　最後になりましたが、これからの 10年が日本病院会、会員病院にとって明るく実りの多い年月

であることを祈るとともに、この 60年史の作成に当たり中心的な役割を果たした大道道大副会長

と担当スタッフに深く感謝いたします。





日本病院会　倫 理 綱 領（案）

1 我々は知識と技術の習得に励み、
温かな心をもって医療の質の向上に努める。

我々は人格の陶冶に努め、社会正義を重んじ、より良い医療を追求する組織を目指し、病院医療を
通じて、日本が生きがいのある健全な社会になるよう病院人として実行すべき規範を定める。
　我が国は国民皆保険制度のもと、国民はだれでも、いつでも、どこでも医療を受ける利益を享受できるようになり、そのため平均寿命は伸び世
界に冠たる長寿国家となった。一方、病院の近代化に対応するための人的物的負担は増大している。それに加え対GDP比医療費がOECD加盟国
中平均以下という現実があり、低負担でより良い成果を求める政策誘導が行われてきた。その結果は病院医療従事者の過労を招き、救急・産科・
小児科医療に始まった医師不足から多くの医療現場が荒廃し、医療崩壊と言われる事態を生じた。さらに高齢社会を迎え医療と介護の境界が不
明瞭であることが明らかになった。このような状況のもと、我々は国民の命と健康のために奉仕する心を忘れず、高い倫理性を目指し、病院医療を
通じて、日本が生きがいのある健全な社会になるようこの倫理綱領を掲げる。

　人命に関わる極めて重大な業務に携わる者として、我々は生涯にわたって向上心を持ち、人格の円満な発達と知識・技術の修得に努める責務があ
る。また、現在の病院医療は、病院職員全員の協力、いわゆるチーム医療なしでは円滑・敏速かつ柔軟な活動は望めない。医療界に従来ありがちであ
った職種による階層性や職場毎のセクショナリズムを取り払った組織横断的で闊達な運営が今後の病院経営の要である。
　我が国の社会においては、女性の労働力は貴重であり、今後は女性職員の職場におけるワークライフバランスに配慮した環境整備を心掛ける。
　医療の実践は患者の苦痛に共感するところから始まる。患者と心を通わせ、患者に対して深く思い遣り、労わる心を持つことが大切である。
　医療の質には、医療安全を確保すること、最善な医療結果を適正な費用で得ること並びに患者に無駄で利益のない治療は行わないことが含まれ
る。また、医療が営利を目的とするものでないことを銘記すべきである。

我々は患者の権利と自律性を尊重し、患者の視点に立った医療を行う。
また権利には義務が伴う こと並びに医療の不確実性について患者に理解を求める。

　我々は全ての患者に平等の心で接し、その生命の尊厳を守り、診断・治療等について誤りのない情報を伝え、患者が適切な判断ができるように援助
する。患者もまた、診療に協力し、医師に自身の健康状態を正確に伝え、医師の指導に従い、診療費用を支払う義務がある。しかし治療結果はときに
予測不可能で患者にとって受容できない不利益な結果を生む場合もあるので、医療の不確実性について理解を求めるよう努力する。

我々は診療情報を適正に記録・管理し、
開示請求には原則として応じる。

　個人情報は個人に帰属するものであり、医師と患者の信頼関係を保つために本人の同意なしに他者に漏らすことはできない。また、個人情報の提供
は秘密が守られる前提があるから得られるのである。守秘義務の例外となるのは、患者の明確な同意がある、法律に規定されている、個人の利益より
社会・公共の利益が大きい、重大な危害が差し迫っている、医師が家族に死因を伝える等の場合である。臨床医学等で患者情報を使用する際は匿名
性の保全に遺漏のないよう特に留意する。開示を拒否できる場合は、本人または第三者の生命・財産その他の利益等を害するおそれがある、医療の
実施に著しい支障を及ぼすおそれがある、他の法令に違反する等である。近未来には患者が自らの診療情報にアクセスできるよう我々は努力する。

我々は地域の医療・保健・介護・福祉を包括的に推進するとともに、
関係諸機関・施設等との連携・協力関係を構築する。

　少子高齢社会を迎え独居老人も増えた現在、疾病は治っても自宅での自立した行動力が回復せず、生活に介助を必要とするため退院できない高齢者
が多い。病院には医療に加えて、保健・介護・福祉にも包括的な連携を推進する必要が生じている。そのためにも、地域の医療機関、介護施設ならびに
行政機関等との緊密な連携を構築すべきである。併せて公衆衛生活動への協力、分かりやすい情報発信、環境保全など社会に対する責務を果たす。

我々は人の自然な死に思いをいたし、緩和医療を推進し、
誰もが受容しうる終末期医療を目指す。

　医療の進歩と普及は多くの患者を救ったが、その一方で、終末期医療に対する国民の考えが近年変化し、治癒の見込みがなく死期が迫っていると診
断された場合、人工呼吸器等による延命治療を望まないとする意見が増えているのも事実である。自ら身体を動かすことができなくなり、食事摂取もで
きなくなった高齢者に対して行われる延命処置としての胃瘻造設等の妥当性が問われるようになった。我々は人の自然な死に思いをいたし患者および
家族の意思を尊重して、誰もが受容しうる終末期医療を目指す。がん患者については適切な治療法がなくなり、終末期を迎えざるをえないとき、その苦
痛を緩和し、覚悟した死を迎えることができるよう緩和医療を推進する。

る。また、医療が

　我々は全ての我々は全ての
患者

2
予測不可能で患

　個人情報は個個人情報は個
密 守

3
実施に著しい支

　少子高齢社会少子高齢社会
多 病

4
行政機関等との

　医療の進歩と医療の進歩と
断 合

5

平成24年4月1日施行予定



病院憲章

病院は、利用しやすく、かつ、
便益を人びとに公正に分ち合うサービスを
志向するものとする。

Ⅲ

病院は、患者中心の医療の心構えを堅持し、
住民の満足を得られるように意欲ある活動をするものとする。Ⅳ

病院は、地域医療体系に参加し、おのおののもてる機能の連携により、
合理的で効率的な医療の成果をあげることに努めるものとする。Ⅴ

Ⅰ

病院は、生命の尊重と人間愛とを基本とし、
つねに医療水準の向上に努め、
専門職的倫理的医療を提供するものとする。

Ⅱ

病院は、社会機能の一環として、
公共的医療サービスを行う施設であり、
地域の人びとの健康と福祉を保証することを目的とする。
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■ 病院団体の変遷
司会　きたる2011年５月に日本病院会創立60年

式典を予定しております。創立60年を記念して、

記念誌を発行しようということになりました。

 　10年前、50周年式典に秋篠宮殿下、妃殿下

においでいただきました際に用意した 50年記

念誌はかなり立派なものにでき上がりました。

内容のほうも、非常によく書けていまして、今

から読み返してみても、あれ以上のものは作れ

ないというくらいのものができていると思いま

す。相当コストもかけて作りました。

 　今回は 50 年に続

く 60 年ということ

で、60 年記念誌に

つきましては、もう

少し簡易的なものを

作ろうと思っていま

す。とくに焦点を当

ててみたいのは、こ

日本病院会創立60年を迎えて

日本病院会 創立60年記念座談会

の 10 年間の間にどういう変遷があったのかと

いうことです。

 　客観的な記録に関しては年表形式で綴りま

すが、今回は日病の歴史を振り返り、それぞ

れの時点で当時の先生方が何を感じ、どのよ

うに行動されたのかを座談会形式ですすめて

いきたいと思います。

 　前もって先生方のお手元に資料がお送りし

てございますが、お手元の式次第のとおりに

進めていきたいと思います。よろしくご協力

お願いいたします。

 　それでは、早速、最初のテーマですが、こ

の 10 年間、諸橋先生の後、中山先生、山本先

生、そして今の堺先生の諸先生が会長を歴任

されたわけですが、まず中山耕作先生時代の

日本病院会の取組みについて、とくに病院団

体の変遷について、若い会員はご存知ない方

が多いと思いますので、お話しいただこうと

思います。それでは、大道學先生、よろしく

お願いいたします。

2010 年 12 月 2日　ホテルオークラ　オークルーム

出席者
会　　　長 堺　常雄
名 誉 会 長 山本修三
名 誉 会 員 大道　學
名 誉 会 員 武田隆男
名 誉 会 員 星　和夫
副　会　長 梶原　優
事務局顧問 山口和英

司　会
副　会　長 大道道大
（創立60年記念誌編集委員会委員長）

（敬省略） 
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大道學　中山先生は、

人格者でありまして

我慢強く、じっくり

と腹を据えて日本病

院会の改革を進めて

こられたという方で

した。会長に就任す

るとまず、「病院団

体の団結」「医の倫理の確立」「医療の質の高揚」

を掲げ実践されました。前任者であります諸

橋先生は、非常にリーダーシップを発揮され、

かつ大変個性的な先生で、さまざまな施策を

立案・実行されて、日本病院会を高いレベル

に引き上げたという功績を残されました。し

かしながら、平成５年に全病団連を強引に結

成したため、日医や他の病院団体の反発を招

き、昭和 57 年に発足した四病団（四病院団体

連絡協議会）が、全日本病院協会、日本医療

法人協会、日本精神病院協会＊が独立して日本

民間病院連絡協議会を結成し、文字どおり四

病団は分裂してしまいました。

 　こうした状況においても中山先生は我慢し

て見守り続け、その結果、平成 12 年の四病協

の復活ということにつながったわけです。こ

の中山先生が四病協を育ててこられた基礎が

あってこそ、今日の日本病院団体協議会がで

き上がったわけです。そして会長を辞任され

てからすぐに、有名無実化していた全病団連

を解散に持っていったという功績がありまし

た。このとき中山先生はご病気になられまし

て、私に「いち早く全病団連を解散に持って

いくように頼む」と指示され、私は中山代表

幹事代行という任を受けました。山本先生、

星先生、竹内先生と私で東京ステーションホ

テルにおいて解散の会合を開きましたが、こ

れが最後の会議になってしまったという記憶

があります。

 　このように中山先生のご尽力は大変なもの

があったと思います。四病団は波乱に満ちた

団体で、平成 5年の分裂の時は我々も辛い思

いをしました。しかし、これを見事平成 12 年

に四病協として復活させ、今日の日病協の基

礎となったわけであります。まことに中山先

生の功績の大きさには敬服するばかりです。

司会　武田先生、なにか付け加えることはござい

ますか？

武田　はい、もうすべておっしゃっていただいた

ので、あまり付け加えることはございません。

中山先生が会長になられる前、日本病院会の対

象は、公的病院が中心でありました。これは

当時の状況からすると仕方のないことでした。

しかし中山先生は「民間病院も大切であり、大

型病院だけで医療が成り立っているわけでは

ない」とおっしゃられ、中小病院に目を向けら

れ、各種の事業についてもそうした考えを基本

に展開なさってこられました。倫理問題につき

ましても、ご人格からか、かなり深くご研究な

されたと思います。同時に時代の流れが先端医

療になりましたので、進んだ医療というものを

やっていこうという姿勢も、中山先生の時代に

は強くあったと思います。

司会　倫理綱領といえば、星先生ですが、そのあ

たりのご苦労はいかがでしたか？

星　その前に、四病協のことでよろしいでしょ

うか？　

司会　はい、どうぞ。

星　私の記憶では、四病団というのがございまし

て、平成5年に私は全病団連の監事ということ

で辞令をいただきました。同年に四病団は分裂

してしまいました。平成 17年になって、先ほ

ど大道學先生がおっしゃった東京ステーション

ホテルでの会合だと記憶しておりますが、竹内

先生と私は、その会合に出席し解散を決めたわ

けです。それから間もなく四病協というふうに

なりまして、法人格を持ったところだけで運営

していこうということで、全国公私病院連盟が

抜けた、という経緯であると記憶しております

が…。

＊日本精神病協会：（当時）平成13年11月から日本精神科病院協会
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武田　そうですね。

梶原　そのとおりですね。

星　倫理綱領につきま

しては、平成 12 年

に中山先生から倫理

綱領の見直しをやっ

てくれ、ということ

で委員長をまかされ

ました。倫理綱領の

見直しとは、えらい

ことを引き受けたと思いましたが、苦労しなが

ら、いろいろなことを調べました。

 　当時、常任理事に池澤先生がいらっしゃっ

て、さまざまな部門で学がおありになり、哲学

的な部分でも随分アドバイスをいただきまし

た。そうして審議をして、現在のものができた

のが平成 13年でした。その 2年前にも全国自

治体病院協議会のほうでも、私は倫理綱領の作

成にもたずさわりまして、その時の資料もあり

まして、同じ手法で作りましたのが、現在の倫

理綱領でございます。

大道學　星先生が委員長をなさり、会長、副会長、

参与等が委員となり、役員会終了後 2時間ぐ

らい真剣に論議されたのを覚えております。期

間も 1年半ぐらいかかったという記憶があり

ます。星先生、大変お世話になり、ありがとう

ございました。

星　審議しても審議してもきりがなく、中には一

言一句検討を行ったという内容もありまして、

こうして、でき上がったのが現在の倫理綱領で

ございます。

司会　皆さんのお手元にある事業案内に掲載され

ているのが、星先生がご苦労されて作られた

「日本病院会の倫理綱領」でございます。

 　梶原先生、いかがですか。

梶原　私は総括的なことをしゃべらせていただく

ことになるかと思います。諸橋先生がご病気で

倒れられて、中山先生はその後を引き継いだわ

けですが、先生のご人格で、他の病院団体とも

非常によい関係を築くことができたという記

憶がございます。

 　基本的には、日医と三病院団体、日精協、医

法協、全日病が民病協を作りまして、その時の

全日病の会長と日病の諸橋先生は「ともに天を

仰がず」状態であったという話しがございまし

て、会員の方は大変な思いをされたと思います。

 　それに対抗して全病団連といいまして、病院

の職能団体をすべて入れたものができました。

中山先生は最終的にそれを解散させまして、元

の四病協に戻ろうと説得をなさいました。同時

に武田先生がおっしゃったように、民間病院の

会員の方が 6割以上ありまして、とくに中小

の民間病院も配慮しなくてはならない。そうな

ると、全日病とも仲良くしなければならない。

ということで中山先生の 2期目には、星先生

と私が特命を受け、水面化で全日病と日病がど

うすれば 1つになれるかという宿題をいただ

きまして、環境整備や意識改革に取組みました

ことも記憶に残っています。

大道學　全病団連は地方の病院団体、中央の病院

団体、職能団体等で構成され、発足当時22団体、

解散時には30団体で構成されていました。

 　病院団体の体をなしていなかったものをまと

めたわけですが…。それはなぜかといいますと。

諸橋先生はとにかく病院団体から中医協に委員

を出したかった。それまでは病院の委員が出た

といっても、たまたま全日病の会員があくまで

日医からの推薦委員として出ていただけで、ど

うしても病院団体から中医協の委員を出したい

という信念から、全病団連を作ったわけです。

司会　今の時代からすると、考えられない病院団

体の変遷ですが、そのエネルギーはどこからき

ていたのでしょうか。

大道學　平成 5年に四病団が分裂した時は、それ

までともに仲良く協議していた日本医師会が、

まず最初に距離をおきました。同時に全日病、

医法協、日精協が民病協を作り、分かれていき

ました。
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司会　日本医師会と日病の間の反発が大きな要因

だったのでしょうか。

梶原　基本的には、日本の医療費の 7割は病院に

支払われている。それなのに、中医協には病院

の代表が出ていない。それは不自然だという諸

橋先生の意見でした。当時の厚生省からすれ

ば、日本医師会、病院団体が一体化すると手強

い相手になって、それは困る。そうした見解が

背景にあったのかもしれません。今は社会保障

財源の問題もあり、医療提供側は施設から在宅

まで、医療から介護福祉まで連携して社会保障

財源を効率よく使っていただきたい。言い換え

るなら提供側は一枚岩になるべきという見解

に変化したわけです。

司会　この時代は病院団体にとって、激動の時代

であったのですね。

梶原　そうですね。

司会　ありがとうございました。次は、今、ここ

においでになる山本先生の世代になるわけで

す。まずは、当事者である山本先生、いかがで

すか。

山本　私が日病に常任理事として入ったのは平成

13年の 4月で、中山先生が第 2期の会長にな

られた時でした。そして、その年の 7月に副

会長の藤澤先生が、お亡くなりになってしまい

ました。副会長が亡くなられたものですから、

急遽、同じ済生会の病院から理事で入っている

私が副会長に就任することになりました。そこ

から 9年間、副会長と会長をやらせていただ

きました。

 　中山先生は、本当に人格者であられまして、

誰とも分け隔てなくおつきあいをする方でし

た。そして四病協が復活しました時に、四病院

団体からそれぞれ 2人ずつ委員を出しまして、

これからの四病協の方向を検討しようという

ことで、8人会という委員会が発足しました。

日病からは奈良先生と私、全日病からは西澤先

生と猪口先生、医法協からは日野先生と須藤先

生、日精協からは 島先生と長瀬先生が出られ

た。

 　中山先生からこの時にいわれていたのは、こ

の四病院団体から 8人の委員を出して委員会

を持つのは、病院団体の統一という方向をつ

けるためのものだということでした。私はすっ

かり、皆さんのコンセンサスは取れていると受

け取りました。8人委員会の 1回目の会合の前

に、全日病の西澤先生と事前に打ち合わせした

ところ、西澤先生も承知なさっていました。そ

れで、統一を議題に会合を進めましょうという

ことになりました。

 　実際に会合を開いて、私が議長をやることに

なり、最初に「8人委員会は四病院団体の統一

ということを話し合うための会合です」と切り

出したところ、医法協と日精協から「そんな話

しは聞いてない」という意見が出まして、その

話しは立ち消えになってしまいました。もう少

し事前確認を慎重に行って、ことを起こすべき

だったと反省しておる次第でございます。全日

病は知っているということで、すべて承知して

いると認識したのが最大のミスでした。逆にい

うと、中山先生は、病院団体は将来 1つにな

らなくてはならないということを大切に考え

ておられた。そして、病院団体から中医協に委

員を出さなきゃいけないという、諸橋先生以来

の悲願達成に向けて、頑張っておられました。

 　私が会長に就任したのは平成 16年のことで

したが、翌平成 17年の 4月に厚生労働省から

「相談があるからおいでいただきたい」と連絡

がありました。四病協と全国公私病連盟、全国
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自治体病院協議会、日本私立医科大学協議会

の 7つの団体が厚生労働省に呼ばれて、「平成

18 年の改定は大きな改定になるので、今まで

のように各病院団体から個別で要求を出され

ても対応できないので、病院団体は 1つにま

とまって要求を出してほしい」と依頼されたわ

けです。その場で話しを受け取って検討し、「こ

れは非常によい機会だ」ということになりまし

て、その 7団体が中心になって日本病院団体

協議会という形でまとまりました。

 　平成 17 年 4月の 26 日に第 1回会合を開催

され、事務局を日病が担当することでスタート

しました。その時に国では有識者会議による中

医協の見直しが始まり、見直しのポイントが出

そろった時期でした。その中で、日本の医療

団体を代表するのは日本医師会ということに

なっているが、病院団体から委員が出ていない

のは、おかしいのではないか、という意見が出

されたのです。その結果、医療側委員 5人の

うち、2人は病院団体から出すことでまとまり

ました。

 　実は、私自身、中医協見直しの有識者会議の

第 1回から第 7回まですべて傍聴者として出

席したのですが、それが決まったのが 7月 20

日のことでした。その際に、尾辻厚労大臣が

記者会見を開き、今までと違った形が国民から

見えなければならない、そして病院団体から 2

人委員を出すと発表されました。その時に記者

から「では、委員を 2人出せる病院団体はあ

るのですか」という質問がありました。その時、

厚労相が「今は、日本病院団体協議会という団

体がある。そこから出せばよい」と断言したの

です。そこで日病協から委員が出ることになり

ました。病院団体の長年にわたる悲願が達成さ

れた瞬間であったわけです。私は日病の会長を

やらせていただいて、これほどの幸せなことは

なかったと感激しました。

大道學　あの時、日医は、日医から委員を出して

ほしいという要望がありましたね。

山本　日医は病院団体の委員を日本医師会の名前

で出してほしいという案を示しましたが、これ

について我々は断固拒否しまして、結果的に日

医から出ましたけど、日病協という名称を明記

して出すということを貫きました。

大道學　あれはよかったですね、感動しました。

山本　次は、国際活動ですが。日本病院会としま

しては、それまで星先生や聖路加病院の牧野先

生、虎の門病院の秋山先生が中心になっておや

りいただいた医療の国際活動は、委員会として

は非常に活発にやっていただいたのですが、日

本病院会として会長がどういう立場で、どう関

与していくのかを明確にしなければいけなく

なり、私も AHF（アジア病院連盟）にいって、

活動をしっかりやることになりました。最終的

にはAHFの会長もやらせていただいて、IHF（国

際病院連盟）の理事にもならせていただいて、

今は堺先生が跡をお継ぎになって、これもよ

かったと思っています。

司会　WHOとの関係は、いかがでした。

山本　WHOとの関係は、日本病院会が診療情報

管理士を 30年以上にわたって育成してきまし

た。その経緯は 30

年誌をみて頂きた

いと思いますが、こ

れは、今から考える

と画期的なことでし

て、先輩たちの先見

の明に感心しており

ます。

 　私が会長のときに、ちょうど ICD-10 から

ICD-11 に変えなければならない時期にきてい

ましたがWHOは資金もなければ、人材も不足

という状況にありました。当時、日本病院会は

実績もあれば、資金もあるということで援助を

要請され、常任理事会に諮りまして、その結果

援助することになりました。かなりの資金でし

たので、ふたつ返事というわけにはいきません

でしたが、これはよいことだと判断し、決断を
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いたしました。

 　そうしたところ、最初に反応があったのが厚

生労働省でした。「日本病院会は、非常によい

ことをしてくれた」というわけです。実は、日

本の民間団体がWHOに寄附をしたのは、笹川

記念保健協力財団以来のことだったようです。

日本国政府としては資金援助していますが、イ

ギリスやアメリカの民間団体が資金援助して

いたのにひきかえ、日本の民間団体が出す例は

稀だということでした。厚生労働省の中でも日

病が認められるきっかけとなる、ということで

思い切って始めました。

 　それから、もう 1つ私の代になって始めた

ことは、新年会ですね。日病はこれまで新年会

をやったことがありませんでした。医法協の新

年会や全日病の新年会には参加していますが、

日病としてはやっておりませんでした。政界と

か行政とか、いろいろな業界の人を呼ぶのに、

どうせならきちんとやりましょうということ

で役員会に諮ったら、「ぜひやろう」というこ

とになりました。決まってはみたものの、開催

時期が迫っていまして場所がありませんでし

た。それで都心から外れたところになんとかホ

テルを探したのですが、「日病の新年会はそん

なところでは駄目です。帝国ホテル以外ありま

せん」という声が出まして、今から帝国ホテル

は無理だろうと困ったのですが、大道學先生が

なんとか予約をしてくださいました。それで第

1回が帝国ホテルで行われることになりまし

て、以来、帝国ホテルで新年会が続いています。

これは、大道先生のお力です。ありがとうござ

いました。

司会　ありがとうございます。そんなエネルギッ

シュな会長のもとで武田先生、相当、苦労され

たのではないですか？

武田　私は総務担当しておりましたが、皆さんが

一生懸命やられまして、とくに今の情報管理

の仕事を大井先生が頑張ってやっておられま

して、それがWHOの仕事につながったわけで

す。非常に大勢の優

秀な診療情報管理士

が育っております。

 　それから、中山先

生の当時から感染症

対策委員会、先代は

エイズ対策であった

のですが、新聞など

でも感染症対策が大きくクローズアップされる

ようになりました。

 　感染症対策については、病院の間でレベル

の差が大きく、模範になるような病院から看

護師さんもあまり勉強しておられないところ

まで、さまざまでした。そういうことで、ハ

ンドブックを作って PR しようということにな

りました。

 　そこで日本病院会感染症対策委員会を立ち上

げたのですが、これも、みんな一生懸命にやっ

てくれまして、「病院感染予防対策ハンドブッ

ク」というものを作りました。これは予算がな

かったので、メーカーにお願いして作っていた

だき、皆さんにお配りしました。

 　そしてアメリカの方法を勉強していくと、ス

タッフのレベルがかなり高くなくてはいけない

ということが分かりました。感染対策医師であ

るとか、看護師がなかなか育ってないので、私

たちの手によって、現場で役に立つ人材を育て

ようということで感染対策チームスタッフの養

成を始めました。そうしたいろいろな面で山本

先生に随分、お尻を叩かれました。

山本　もう 1つ、武田先生にお世話になったのは、

個人情報の問題ですね。

武田　個人情報問題は、少し早めに作りました。

司会　同じくお尻を叩かれたひとりの堺先生、い

かがですか。

堺　私は感度が鈍いせいか、あまり叩かれたとい

う記憶がないのですが、山本先生はいろんな面

で積極的に活動なさったと思います。

 　中でも、私が関わった国際活動では、会長自



ら、AHF、IHF に出ていかれましたことは非常

によいことであったと思います。日本は現在で

も、アジアで医療をリードしています。ただ

残念ながら医療情報面では韓国が少し進んで

いるし、いろいろな面でシンガポールが頑張っ

ていますが、そういう状況のなかで山本先生は

AHF の会長を経験し、IHF の理事にもおなりに

なりました。

 　実は IHF の会費についても、日本はアメリ

カに次ぐ金額を出してきましたし、今はほとん

ど同じ額の会費を払っています。多額の会費を

出すということをお決めになられて、今後、日

本病院会が国際的な活動をしていくうえでの

よい足場を作っていただきました。

 　それから、診療情報でいいますと大井先生

と山本先生がタッグを組まれてやっておられ

まして、以前は診療録管理学会という非常に

狭い名称であったのを、非常に発展性のある

診療情報管理学会というふう変えられました。

その時、私はあまり事情を分からずに、「診療

なんていってないで、もっと大きな名前にし

たらどうですか」とお尋ねしたら、「英語は

Health Care Information になっているから大

丈夫だよ」と教えていただきました。本当に

山本先生は先を見越した政策を立案なさって、

実行され、さまざまな種を撒かれました。私

はわけも分からずに追いかけていって、気が

ついたらいろいろなことをやらせていただい

ておりました。

 　山本先生、その下の 6人の副会長さんがそ

れぞれの持ち場で頑張って活動され、今ある病

院会の形に育て上げられたということで感謝

しております。

大道學　当時、資金の点では、私は総務担当をやっ

ていましたが、中山会長時代の後半頃に診療情

報管理士通信教育の受講生が増加し始め、収入

が増え、さまざまなところへ援助できるように

なったという背景がありますね。

梶原　当時、私は星先生と長年、監事をやってい

たのですが、昔、諸橋先生の時代、日本病院会

は財務面で非常に苦しく、交通費の封筒まで回

収していました。星先生は市立病院を経営な

さった経験から資金の大切さを痛感しておら

れて、財政的にきちんと立ちいくようにしない

と駄目だということで、諸橋先生の時代の途中

から、財政面での健全化を目指したわけです。

そのおかげで機能評価機構の資金、引っ越しの

費用も捻出できるようになりました。その後、

診療情報管理士の通信教育が軌道に乗り、ここ

から随分、楽になりました。

堺　今後、法人改革で日本病院会が将来、一般法

人になるということがありまして、これは避け

て通れない議論ですが、財政基盤を確立できた

ことは非常によいことだと思います。

山本　私の力というよりも、副会長の 6人が、一

人ひとりがそれぞれ力を発揮なさって、それが

相乗効果を出した結果だと思います。

堺　先ほど、新年会の話しが出ましたが、このご

時勢、それぞれの病院団体が別々にやっても大

変だろうということで、来年はみんなで一緒に

やろうと考えていたのですが、全日病が 50周

年ということで単独開催を決めています。再来

年は日病と全日病、医法協が一緒に新年会をで

きれば、と考え、事務局長レベルでは話し合っ

ています。

大道學　それはいいですね。

山本　先ほど、梶原先生が交通費の封筒を返すと

いうお話しをなさっていましたが、最初、出張

費をいただいた時に他の理事の方が封筒を返
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しているのを見て、「なるほど、こうして返す

のだな」と納得した記憶があります。

堺　昔、景気がよくない時に、中山先生が聖隷浜

松病院の電気を消して歩いていましたね。今の

日病の会員は想像もつかないことでしょうね。

梶原　とくに象徴的なのは、日病の執行部の役

員が講演にいく時の謝礼が 1万円なのですが、

これは日病の内情が厳しい時の名残ですね。こ

れは、皆さん忙しい時に講演をお願いするのに

1万円は厳しいだろ、という声が出ていますが

…。

星　私も平成 3年から監事をやらせていただい

ていました。今、皆さんおっしゃったとおり、

諸橋先生時代は本当に財政面が厳しかったの

ですが、徐々によくなりました。そうした時

に有効に使ったのがWHO への援助でした。

いずれにしても財政面で恵まれていますので、

事業を推進していくのによい時代だと思いま

す。

■ 現在の取り組み、今後の展望
司会　ありがとうございます。そういう時代を通

じて、今年から新たな執行部体制になりまし

て、堺丸が船出をするわけですが、そのあたり

で会長になられる前後のご心境をお聞かせく

ださい。

堺　山本先生の後を継ぐのは、どなたが受けても

大変だと思っていたのですが、順序的に民間病

院ということと、副会長の中で年齢的なところ

で、私に白羽の矢が立ったわけです。

 　先ほど、山本先生がおっしゃったように、副

会長の 6人体制がよく機能しており、しかも

皆さん有能な方で、非常に助かっています。

 　とくに総務の梶原副会長、財務の相澤副会長

が目を光らせていただけるので、本当にありが

たいと思います。ただ創立60年ということで、

1つの変革の年だなという気がしますし、社会

的にいいますとリーマンショックの後、時代も

厳しくなっています

し、会員も 2,500 い

くつになってきまし

た。これは仕方ない

状況でもあるのです

が、そういう中で日

本病院会として何を

すべきか、基本に立

ち返って考える必要があるかと思います。

 　とはいえ、60 年、連綿と受け継いでこられ

た先輩たちのご努力もありますし、継続をしな

がら緩やかな変革というものを行っていこう

と思います。そういう意味で 22年度の事業計

画も、ほとんど山本会長時代のものを踏襲しま

した。

 　その中で私が考えたのは 3つあります。そ

の 1つは人材の確保と育成。病院というのは

景気のよい時は、なかなか人が集まらない。医

師も看護師も不足している。東京の大病院は

まだしも、地方にいくと厳しい病院たくさんあ

ります。非常に重要な問題は、病院の診療の質

と経営の質の問題。診療の質はある程度医師が

頑張ればなんとかなるものの、経営の質に関

しては、経営を勉強していない医師が病院長

になる時代ですから、難しいものがあります。

それならば、経営事務の専門家の活用というこ

とも考えなければならないと思います。

 　2つ目は、地域連携の推進、言葉を変えれば

地域医療の再生をどう実現するかという問題

です。厚生労働省が全国一律でやるのは難しい

かもしれませんが、地域レベルでは意外と医師

会との連携がうまくいっていたり、他団体と

の連携がうまくできていたりしていますので、

それが重要であると思っております。

 　3つ目は、情報の発信。我々病院にはいろい

ろ情報がありながら、活用できていない状況に

あります。幸い DPC になって、いろいろな情

報が手に入るようになりましたが、それは受け

身の情報なもので、我々が能動的にどう情報を
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活用するか、が重要になってきます。そういう

ことで、委員会も少しは変えさせていただきま

した。

 　医療の質向上ということでは「病院診療の質

向上検討委員会」、病院経営の質については「病

院経営の質推進委員会」を作りました。後者は、

病院の中堅マネージャーをしっかり育てるこ

とが大切だということで設置しました。

 　情報の見える化に関しましては、今回、「診

療報酬改定影響度調査」を実施しましたが、い

つもながらデータが出てくるのは大きな病院

か、頑張っている小さな病院です。実際我々が

見たいのはデータの出せない病院のデータな

ので、それをなんとかできないか、仕組み作り

を大道副会長にお願いしております。

 　大道先生が頑張っている中で、病院は厚生

労働省のデータ収集、四病協のデータ収集に

出しているものですから、それをなんとか中

小病院でも出せるように形にできたら、と思っ

ています。会員の 60％くらいからデータが集

まって、70％、80％になっていけばよいかな、

ということで、そういう仕組みを埋め込めない

かなと考えています。

 　これについては、担当副会長に非常に頑張っ

てやっていただいていますが、これは 1年計

画では結果が出るはずもなく、2 年、3 年か

かるものですが、それでよいと思っています。

種を撒き、それが芽を出してくれれば、5年、

10 年後には収穫ができるのではないでしょう

か。そして先ほど申し上げた、新年会を一緒に

行うということにつながるのですが、病院団体

が将来的には統一ということを考えなければ

なりません。これは、山本先生が考えておられ

たことですが、そろそろ機は熟しつつあるのか

なという気がします。

 　現在、病院経営は非常に困難で、3つも 4つ

もある病院団体に会費を払い続けるのは大変

だという病院はたくさんあります。そういうこ

とですので、非常に難しいのを承知のうえで、

法人改革を睨みながら統一を進めていく必要

があります。山本先生時代には、支部の状況を

見ておられたと思うのですが、これからは地域

レベルでは、日病の支部に限らず、いろんな病

院団体に、もっと日病は積極的に関わっていく

必要があると思います。本当に 6人の副会長

には無理難題ばかりいって、申し訳ないので

すが、これからもお力添えをいただいて頑張っ

ていきたいと思います。

山本　堺先生のおっしゃったことで、支部のこと

なのですが、私が会長になるまで組織強化委員

会なるものがありまして、「支部を増やせ」と

いう動きが日病の中にありました。ところが中

山会長は、さほど、積極的に支部を増やせとい

うことをおっしゃっていませんでした。その意

図は、病院団体が 1つになることを考えれば、

日病の支部のみに注目をして、それを増やす必

要ないというものです。そういうことを頭の隅

に入れていたものですから、私も支部を増やす

必要がない、むしろ病院団体が 1つになるこ

とのほうが大切だと考えました。そして、地域

レベルでは、すでに異なる病院団体の支部が一

緒に活動をしているという現状があるわけで、

そこを日病が支えていくというほうがよいの

かもしれません。

梶原　そうですね。

大道學　診療報酬の調査の件ですが、私が統計調

査部会委員長のとき、現在も行っております公

私病連と共同実施の病院運営実態分析調査、こ

の結果報告書は、当時の厚生省においても非常

に重要視されておりました。

 　また当時大阪大学助手で現在東北大学大学

院教授の関田先生が委員の時、私的病院の 70

～ 80 病院を対象とした定点調査を実施し、こ

の結果は大変有意義なデータとして当時の政

策に大いに活用されました。

 　これに習うというわけでもありませんが、日

病としても、政策提案の元となるというか、核

となるデータ収集は今後も必要だろうと考え
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ます。

山本　それについて担当副会長としては、いかが

ですか。

司会　データでものをいうためには数が大切でし

て、8,000 の病院のうち何％のデータだという

ことが問題となってきます。今、日病は 2,500

の会員がおりますが、各種アンケートの回収率

が 30％弱で、これで提言ができるかというと、

少々辛いものがあります。つまり 70％ほどは

無回答でして、回答のパーセンテージをなんと

か上げたいと思います。そして、先ほど堺会長

がおっしゃったように、回答をいただく病院の

顔ぶれはいつも同じで、よい病院、自信のある

病院、あるいは人的に余力のある病院です。確

かにアンケートに回答いただくのは大変です。

とくに診療報酬改定影響度調査などは本当に

労力が必要で、調査に割く人員がいない病院は

アンケートに回答している状況じゃないので

す。

 　最近、日病は中小病院ばかりに注意を払って

いるという声もありますが、私はそれでも構わ

ないと思っています。会員である限り、中小病

院にこそ光を当てることが我々の使命だと考

えています。今、そうしたデータを出す余力

のない病院についてのデータを収集するツー

ルがないか、と模索をしている状態です。候補

ツールがあるので実験中ですが、実用に耐えう

るか結果が出るのはしばらく先のことです。そ

して、日病としてはなんとかして、光の当たり

にくい病院に光を当ててデータとしてピック

アップして、それをベースに政策提言として関

係省庁に出して、それが診療報酬に反映される

ようなところまで持っていきたいと考えてい

ます。

堺　その種をまいていただいたのも山本名誉会長

でして、いろんな成果が出るものと楽しみにし

ております。

司会　その堺丸の総務を担う梶原先生、いかがで

しょうか。

梶原　創立 60年を迎えて、つまり還暦を迎える

わけでして、非常に嬉しく思います。還暦は、

文字どおり元に戻

る、原点を見つめる

時期だと思います。

 　今、堺会長がおっ

しゃったように、山

本先生が法人制度に

しても公益法人を目

指すにしても、どう

すればよいかを何年間もかけて準備をしてく

ださいました。それがそのまま堺会長の年度に

移りました時に、すでに基盤が整っているわけ

です。先日の理事会において、日病は一般社団

法人を選ぼうというふうに決めていただいた

わけですが、山本会長時代の入念な準備があれ

ばこそ、即決できたと考えています。

 　公益法人になるにはこうした条件が必要で、

実際に公益法人化すると病院の年会費も上が

りますよ、我々の収益事業もこれだけあります

が、同時に、これまでと違った縛りもあります

よ、という検討を継続的に重ねてきたので、す

んなり決まったものと感謝しております。そし

て、日病という組織は、歴代の会長さんの足跡

などを見てみますと、日病の DNA は人材養成

ということができると思います。病院の質を高

めるためには日病がいかにあるべきか、という

姿勢が原点にあります。

 　先ほど、武田先生がおっしゃられたように、

感染症が話題になった時に感染症対策をマネ

ジメントする人材を育てましたし、リスクマネ

ジメントの問題も同様ですし、臨床研修指導医

もそうです。いろいろな領域で日病が病院人材

を育ててきたという実績を持っています。

 　今また、堺会長の時代になりまして、アドミ

ニストレータ、事務方の管理職について、たと

えば医療の現場で働く医師や看護師などの医

療職が気持ちよく働けるように、病院の質があ

がるように環境整備をする人たちが必要であ
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り、これも日病が育てるべきだということで、

今回、堺会長がいろいろな施策を始められまし

た。これも日病の DNA であり、これまでの活

動の延長線上にあるものだと思っています。

 　もう 1つは、中山会長、山本会長の時代か

らある病院団体の統一ということです。日精協

は独自の会館を持たれていますし、成り立ちも

異なっています。医法協も、クリニック、一般

法人も入っているので少し異なっています。そ

ういうことですので、全日病と日病が一緒にな

るべきだと考えています。もともと同じ組織か

ら出た団体ですし、途中、政治的な思惑の違い

から分かれたわけですから、本来一緒になるべ

きだと思っています。しかし、現実的な問題と

して、いろいろな問題をはらんでいます。

 　まず全日病は公益社団法人を目指していま

す。我々日病は一般社団法人を目指していま

す。ここに大きな違いがある。そして、双方、

厚生労働省が認めた法人であり、どちらが継続

法人になるのか、あるいは双方廃止して、新し

い法人を起こすのか、という問題も起きてきま

す。総論では皆さん賛成だと思いますが、各論

ではそうした難しい問題がいくつもあります。

そうした問題を乗り越えて統合するには、5年

とか 10年とかの長いスパンで考えなきゃいけ

ないと思うのですが、その出発点は人の交流だ

と思います。それは具体的に申しますと、事務

方の交流を始め、さまざまな交流から始めるべ

きだと思います。

 　よく堺会長と夢のような話しをするのです

が、病団連ビルというものを建てまして、そこ

に日病と全日病がテナントとして入りまして、

医法協が入ってもいいですし、各職能団体、臨

床薬剤師会とかに入っていただいて、会議室な

どは共通で使用していただきます。全員、同じ

ところにいるわけですから、つねに顔が見えま

す。無駄も省けますし、職員も日病と全日病の

職員同士が切磋琢磨していくことだってでき

ます。そういう計画を、今すぐというわけでは

ありませんが、山本会長が準備をなさったよう

に、堺会長の時代に下準備をしておいて、次の

時代には念願の統一ができるようになればよ

いのではないかと考えています。

司会　道頓堀の食い倒れみたいなものですね。

しゃぶしゃぶとかお寿司の店とかありまして。

あまりよいたとえではありませんが…。

梶原　そのようなものです。

■ 事務局体制の変遷
司会　分かりました。次は、歴代の会長を支えて

いただいた山口事務局顧問にお話しをおうか

がいしてみたいと思います。

山口　私、中山会長に最初おつかえしまして、そ

の後、山本会長、堺会長とおつかえしました。

 　平成 12 年から日

病にお世話になって

いるのですが、翌年

5 月、創立 50 周年

記念式典がセットさ

れていました。12

年暮れの最後の会

長、副会長会議の時

に、亡くなられた藤澤副会長から「創立 50周

年ということで、記念式典には皇族のご臨席を

ぜひお願いしたい」という声があがり、会長、

副会長会議で了承されました。早速、宮内庁宮

務課にお願いに参りました。「残り半年もない

この時期、場所も時間も決定ずみでは無理」と

いうことでした。しかし、中山会長から、医療

界における病院団体、とりわけ日本病院会の立

場等についてご説明し、再度お願いしておりま

したところ、2月の半ばに宮内庁から返事があ

り、秋篠宮同妃両殿下が御臨席いただける、と

いうことになりました。

 　その後、4月に「お言葉を賜るには、両殿下

に日本病院会についてご説明が必要」というこ

とで、中山会長にお供し秋篠宮邸に参上いたし
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ました。両殿下の御前で中山会長は非常に緊張

され、1時間、ご進講申し上げる間、お茶と羊

羹がだされたのですが、お茶はもちろん羊羹に

も手をつけずという状況で、いかにも中山先生

らしいお人柄でした。

梶原　旧海軍軍人ですからね。

山口　そういうことで創立 50 周年記念式典は、

非常に立派な式典になりました。ただ、その式

典には藤澤副会長は病に倒れて出席できませ

んでした。一番、皇族のご臨席を望んでいまし

たのに、残念なことでした。

 　中山会長から山本会長と、事務局長としてお

つかえしたのですが、10 年間顧みますと、新

しい事業が増え、業務量も増えました。経理、

財政面からいいますと、会費収入はあまり会員

の変動がなかったものですから、金額的にも 3

億円前後を推移しています。ただ事業収入を見

ますと、平成 12年度が 2億 3,000 万円であっ

たのに対して、昨年平成 21年度は 7億 3,000

万円、3倍強に増えています。

 　通信教育事業が拡大し、中でも診療情報管理

士の受講生が増えまして、10 年前、年間入学

生1,700人でしたのが、今は2,500～2,600人、

5割増になっています。この 10年間、事務局

の職員は、正規の職員は 24 人ほどで 10 年前

とほとんど変わっていません。しかし、通信教

育の事務が大幅に増えたことを受けて、契約職

員が 17 人と純増になっています。25 人から

42 人へと増えています。そして事務局の体制

の強化、事務局の職員が対外的にも責任を持っ

て職務にあたれるようにということで、平成

13年 6月に事務局の組織再編を行いました。

 　それまで事務局長以下、4課体制でありまし

たのを、部制を敷きまして事務局長以下 4部 8

課体制にいたしました。さらに増大した業務量

に対処するために効率化を図らなければなら

ない、ということで会計事務のコンピュータ化

を実施しました。そうした職員と業務量の増加

によって事務所のスペースも、2階の全フロア、

550m2 でしたのを、今は 2階 3階の事務室と

5階の会議室で 1,400m2 と、ほぼ 3倍に広が

りました。職員の数、体制の強化、事務の効率

化、事務所のスペースというあたりを 10年間

にわたって改善してきました。

 　これからは、先ほどからお話しが出ている

法人の体制が変わるということ、病院団体統

合へ向けての動き、堺会長がおっしゃられた 3

点を実行していくこととなり、これらの動きに

沿った事務処理を満遍なくこなしてゆくため

には、事務局体制を万全なものにしていくこと

が課題であろうと思います。そのためには、現

在、在籍している職員が職務に対する認識を新

たにし、自己研鑽を積んでいただくとともに、

有能な人材を補充、確保することが求められる

と思います。

 　今後は、こうした人事の活性化を図りつつ、

体制の強化を実現していくことが必要と考え

ます。日本病院会の役割や位置づけというもの

も変わってくるでしょうし、そういう意味にお

いても事務局一同、一丸となって種々の問題に

対処していかなければならないと思います。

司会　それぞれの会長に対して、何かご苦労した

ことはなかったですか。

山口　中山会長のお人柄には心酔しておりまし

て、できる限りのおつかえをさせていただいた

と思っております。毎回、東京駅の丸の内中央

口までお送りしたのですが、お別れの際に手を

振られるのです。はるか彼方まで遠ざかっても、

まだ手を振ってらっしゃいました。平成19年

4月 4日お亡くなりになって、最後のお別れを

した時には、本当に涙が出てまいりました。

山本　浜松と東京をどれくらい往復なさったので

すか。

山口　その頃、中山先生は忙しくて、あまり東京

にお出でになられない時もあり、事務的な連絡

とご指示をいただくため私のほうから何回か浜

松にお邪魔しました。うなぎの美味しいお店を

教えていただいたのは、今でもよい思い出です。
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堺　中山先生は、電話魔でしたね。中山先生の

お部屋にお伺いすると必ず電話をしていまし

たね。

梶原　マメでしたね。いろんなところに。

堺　今ならメールがありますけど、当時は全部、

電話でしたからね。

山口　あの頃、中山会長の日程との関係から浜松

で会長、副会長会議を何度か開催しました。山

本会長には、2期 6年つかえさせていただきま

した。とくにWHOの件では、対処方策につい

ていろいろ詳しくご指導いただいて、非常に感

謝しております。

大道學　諸橋先生に代わって中山先生が会長代行

をしていた時代に、中山先生を次期会長にとい

う話しが出たのですが、名古屋で 3度ほどお

会いし相談受けました。その時の話しの内容

は、「果たして、自分は会長の任を受けていい

のだろうか」というものでした。3度目に「や

る」といわれた時は、ほとんど侍の顔をしてい

ました。ちょうど、いろいろ悩んでおられて、

相談できる相手は私しかいなかったからだろ

うと思うのですが、その時の状況と中山先生の

顔は今でも忘れることができません。

堺　中山先生は、お父さまが岸和田藩の出身でし

たからね。

■ 日本病院会の今後のあるべき姿
司会　最後に、現執行部に対して、大先輩の先生

方から、「日病はこうやれ」とか「ここをしっ

かりやれ」とか何でも結構ですので、お叱りや

ご期待を含めてお言葉をいただけますでしょ

うか。星先生、我々執行部はいかがでしょうか。

星　私は監事として財政のことをやらせていただ

いたのですが、幸い財政基盤はよい状況ですの

で、これからも期待できると思います。国際委

員のほうも長い間やらせていただきましたが、

たった 1人 2人で海外に出ていったりしまし

たが、だんだんに国際的に目を向けていただい

て、非常にやり甲斐もあるようになってまいり

ました。

 　東南アジアも何度か出かけましたが、やはり

人間は交流があって、初めて道が開けるのだと

思います。そういう意味では非常によかったと

思っていますし、今後も続けていただきたいと

思っております。

 　雑誌の編集委員も長らくやらせていただき

ました。一時、雑誌とニュースが一緒になった

りして、滞りましたが、ここのところ雑誌のほ

うも順調に進むようになってきました。今後、

日病はますます発展すると思っております。

堺　先ほどから、財政基盤がよいという話しであ

りがたいのですが、その一番の稼ぎ手である通

信教育、診療情報管理士の需要が一回りしてき

て受講生が減ってきています。ある年数は凌が

ないとならないと思います。1,000 人減ると 1

億の減収になるので、かなり大きいので、それ

がどのくらいのペースなのか、見通しをつける

必要があります。そして、それに代わる事業展

開を新たに考えていかなければなりません。し

かし、まだまだ日病がそういうことをやってよ

いのかという思いを持たれている会員もいま

すので、今後、どういう展開がよいのかという

ことについて、かなり慎重に検討していかなけ

ればなりません。

司会　武田先生、いかがですか。

武田　会員は増強していただきたいですね。

堺　そうですね、今、大道副会長が言われたよう
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に、中小病院に対してもメリットを示すとか、

日病に入るメリットは何なのか、ということに

ついて明確に答えにくいところもあるわけで

す。たとえば全日との違いは何だということも

なかなか説明が難しいので、次年度から日本病

院会はこういうものだということを明確にし

て、ここでも「見える化」を推進していきたい

と考えています。

 　会員の皆さん、非会員の方にも分かるように

して、日病に入っていただけるように努力する

必要があります。結局数がものをいうので、病

院団体の統合ということにしても大きいほう

が強いと思いますので、ぜひそのあたりはしっ

かりと考えたいです。ありがとうございます。

司会　大道先生、お願いします。

大道學　実は、日本病院会がどう進むべきか、と

いうことをまとめてきたのですが、堺会長の

発言で、すべて言い尽くされました。

 　会員増強にはどうしたらよいか、などをま

とめてみましたので、改めて皆様にお送りし

ておきます。

堺　ありがとうございます。

司会　日病として、日医も含めて、他の団体との

お付き合いの仕方はいかがですか。

大道學　日医とはこれまで距離があったことは事

実ですが、今後は交流を深め、十分協議を行い

ながらお互いに理解しあうことは必要だと思

います。しかし時には毅然とした態度で望むこ

とも必要だろうと思います。

梶原　そうですね。

司会　山本先生、いかがですか。

山本　現会長として、先ほど堺会長が 3つほど

テーマをあげておられましたが、これは非常に

よいし、賛成だと思います。もし、私が何かを

いうとすれば、自分ができなかったことがあり

ます。

 　その 1つは、日本病院会というのは、どう

いう団体なのだろうかな、ということを考えた

時に、他の団体とは違うということを明確にし

ていただきたい。全日病は私的病院の集まり、

全自病協とはあくまでも公立病院の集まり、国

立病院機構は国立病院の集まりです。

 　そういうところから比べると、いろいろな病

院が入っていて、数的にも最大の団体であり、

日本を代表しているのだという自覚を持って

いるはずです。そういう意味では国際活動は、

日本代表としてきちんとやってほしいと思い

ます。そうした視点で考えた時に、今後、日病

は医療界のオピニオン・リーダーになるべきだ

ろうと思います。要望は止めましょう、提言を

しましょうと。「これしてください」と日病は

いうべきではなく、あくまで専門家として「こ

うすべきですよ」というふうに発言をしてい

かなければならないと思います。そのために

データを収集する仕組みというものをお作り

になっているようですが、そういったものはぜ

ひ進めていただきたいと思います。

 　大道先生のおっしゃった日本医師会との距

離についてですが、これはすごく大事だと思っ

ています。これは近過ぎてもいけないし、遠

過ぎてもいけない。そうした意味では、最近、

ちょっと近くなり過ぎたのかな、という気がし

ます。

 　もう 1つ、人材育成という面で、これは私

ができなかった一番大きな課題なのですが、外

部的にはいろいろな養成をやってきましたけ

れども、内部の組織強化ということでは、手が

十分に回らなかった。堺丸が、これから 6人

の副会長とともに航海しますが、その強力なパ

ワーを支える内部的な組織を考えていくとい

うことが大切だと思います。とくに監事は、現

在会計監事をメインに担当していますが、本来

は会務執行や業務監査という仕事があります

ので、それを監事の仕事に入れていくことも必

要だと思います。これについては、私も考えて

はいましたが、時間など、さまざまな理由でで

きなかったのですが、それらのことを視野のど

こかに入れていただければ、と考えています。

22

記
念
座
談
会



堺　大変、ありがとうございます。実際に会の運

営をやっていますと、気がつかないことがあり

ますので、こうした提言については、本当に感

謝いたしております。お一人おひとりの提言

は、非常に貴重なものですので、次年度の事業

計画はまだ策定しておりませんし、その中で、

それを反映できるような形でやっていければ

と思っています。ありがとうございました。

司会　本日は座談会というより、私たち現執行部

の勉強会のようになってしまいました。こうし

て、先輩諸氏の方々のお話しをお聞きして、改

めて日病の 60年の重みというのは、こういう

ことなのかな、という気がします。1つひとつ

のご指摘が、本当に心に重く響きまして、今日

はまことに有意義な座談会となり、楽しい時間

を過ごさせていただきました。ありがとうござ

いました。
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大道　本日は、日本病院会創立 60年記念誌の対

談ということで、大井先生には通信教育、以前

は診療録管理士、現在は診療情報管理士という

名称に変わっておりますが、通信教育の成り立

ちとここ 10年の動きについて、お聞きしたい

と思います。

大井　分かりました。

大道　昭和 47年に通信教育が始まりました。今

から 39年前のことになると思うのですが、そ

のあたりから通信教育の歴史について、かいつ

まんでお話しいただけるとありがたいと思い

ます。

大井　はい、昭和 47 年、1972 年 7 月に診療

録管理士通信教育としてスタートしました。

1974 年に第一回の卒業生を送り出して、その

後、毎年 1回認定していました。当時は年に

2回認定しておりました。平成 2年、1990 年

に専門学校の編入指定制度を開始いたしまし

て、1994 年に大学・専門学校の認定受験制度

を開始しております。そして 1996 年に診療

録管理士から診療情報管理士へと資格の名称

が変更になりました。名称変更と期を同じく

しまして、当時の厚生省の指導により医療研

修推進財団との連携で資格認定を行うように

なりました。ここ 10年間の大きな動きという

のは、2002 年にカリキュラムを大改訂いたし

まして、2003 年に四病院団体協議会と医療研

修推進財団の 5団体の認定資格となりました。

しかし、養成と試験については、以前から現在

まで続いておりますように日本病院会の所管

で実施されています。その後、ICD-11 に向け

てリビジョンの動きが活発になるにつれ、診療

情報管理士養成の機運がどんどんと高まって

まいりまして、通信教育の規模が拡大してきま

した。さらに、2008 年に一斉試験に基づく診

療情報管理士の認定が開始されました。これに

よって、それまで通信教育と大学・専門学校で

それぞれ行われていた認定試験が統一されま

した。さらに 2009 年には付加コースとして、

DPC コースと医師事務作業補助者コースを開

講しております。大きな流れとしては、このよ

うなところだと思います。

大道　診療録管理士から診療情報管理士への変遷、

直近ではDPCコース、医師事務作業補助者コー

スにしても、単なるコーディング、情報の管理

だけではなく、少しずつ業務の幅が広がってい

るような気がするのですが、そのあたりの潮流

について、大井先生はどうお考えでしょうか？

大井　ここ10年間に限ってその流れを考えてみ

ますと、2つの面があると思います。1つは時

流を掴んで飛躍したこと。これは、たとえば認

定団体を5団体にしたことであるとか、DPCの

導入・普及であるとか、厚生労働省が ICD の

リビジョンに力を入れ始めたなどの、時の流れ
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を掴んで飛躍した日病としての活動がありまし

た。そして、もう1つは財政的、組織的に拡充

してきたこと、事業基盤の整備、充実が大きかっ

たと思います。事業基盤の整備は、もちろん事

務局の拡充もあると思いますが、日病が人材育

成と職種の養成ということに眼を向けたことが

大きかったと思いますし、そのことが財政基盤

の確立につながりました。たとえば、診療情報

管理士とか幹部職員養成、感染管理者、医療安

全管理者など、実際の医療現場で必要とされる

さまざまな職種を養成してきました。そして、

それが事業として通信教育なり養成事業なりと

いう形で行われてきたということが大きかった

と思います。さらに政府や外部に向けての意見

出しの体制整備、これも基盤整備と考えてよか

ろうと思います。各種委員会、たとえば統計情

報委員会とか医療制度委員会、あるいはイン

ターネット委員会などが活発に資料を集め、そ

れらの資料、データによって日病の発言に重み

を与えることになりました。こうした基盤整備

と時流に乗った活動が重なって、通信教育事業

が大きく育つことになったのだと思います。た

だ、10年経って反省してみると、道半ばだった

という自責の念を感じることがあり、なかでも

一番大きいのは日病の会員の皆さんに対する会

員サービスをもう少し肉厚にできればよかった

のかな、という思いがあります。しかし、時の

流れを掴んでの活動が日病のここ10年の活動で

大きな意味を持っていたことは確かです。

大道　一方で ICD-11 の構築、つまり世界の標準

を作るという事業について、日本がリーダー的

な役割を果たしているということは非常に重要

なことだと思うのですが、WHOとの関わりに

ついてはどう思われておりますでしょうか。

大井　これは、当時の日病会長の山本先生のご決

断が一番大きかったと思いますが、その決断の

素地になっているのはその前の諸橋先生、中山

先生を始めとする皆さんが診療情報管理士育

成を通して、ICD 普及を通しての病院の診療情

報管理の重要性を一貫して視野に入れて活動

されてきた実績だと思います。そうした精神と

姿勢が 1996 年、診療録管理士から診療情報管

理士への名称変更にも表れているのですが、そ

れまでの診療録という物の管理から診療情報

の管理に変えようと大きく踏み出しました。情

報管理の共通基盤になる言語が国際標準で決

められている ICD ですから、その ICD をきち

んと使いこなし普及させて、医療の現場で正確

な情報管理を行う診療情報管理士を育成する

ということは医療の現場にとって不可欠なも

のであるのです。それを国際的に所管している

WHOに働きかけていった日本の、その中心に

日病がいたというのが実情です。当時、1990

年に改訂された ICD-10 が使い勝手が非常に悪

くなっていました。原則的に 10年ごとにリビ

ジョンが実施されるという方針であったのが、

実際には改訂できなくなっていました。それは

時代の流れが速過ぎるという事情もありまし

たが、そうした事情に加えてWHOの人的、資

金的な枯渇によって改訂に着手できなかった

のです。そうした実情を見てきた日病の関係者

は、なんとかして ICD-11 へのリビジョンに力

を貸していきたいということで関係者の努力

と助言をいただき、厚生労働省とも相談しなが

ら、まずは資金提供を行っていこうということ

になりました。それが 2006 年のことです。資

金提供はWHOのほうでも非常に歓迎されまし

て、それがきっかけとなって ICD-11 へのリビ

ジョンとインプリメンテーションに向けての

活動が活発になったという経緯がございます。

その時の日本病院会がWHOに出した条件とい

うのは、改訂だけでなく、できれば普及に向け

ても資金をお使いいただきたいというもので

した。世界を見回してみますと、ICD を使用し

ていない国々がたくさんありまして、そうした

ところの情報はほとんど上がってきません。イ

ンフォメーションパラドックスというか、そう

いう現象が東南アジアやアフリカにもありま
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して世界の健康に大きな影響を与えていると

いう現実がありますので、普及にも資金を使っ

ていただきたいという希望は申し上げました。

細かな運用については、すべてWHOにおまか

せしました。そして毎年の報告を見て、日病

のほうで判断をさせていただいて、リビジョ

ンが完成するまではお手伝いさせていただく、

ということで資金援助がスタートしました。お

かげさまで、私自身が予想した以上に大きなう

ねりとなって動き始め、WHO-FICの年次会議も

以前の様子とは大違い

で、参加する国も増え、

会議の規模も熱気も大

変なものになりました。

ICD普及の機運が高まっ

ているのをひしひしと

感じております。

大道　資金を出すだけで

なく、実務で汗もかく。

最終的に世界標準を日

本から発信する。これは日本の診療情報に関す

る理解や力の入れ方というものが世界的に評価

されてのことですが、大井先生としては、どん

な感想をお持ちですか。

大井　1つは、リビジョンに関しては予定どおり

に進んできていると思います。もちろん細か

なところは意見がとおりにくいところがあっ

たり、ICD の国際的な動きが国により、地域に

よって温度差がかなりあったりしますので、な

かなか足並みが揃いにくいという面もありま

す。そして、もう 1つは分類の章、チャプター

ですね、循環器とか呼吸器とか精神領域とかの

章によって温度差が大きなものがあり、それら

がすべて同じペースで動いていくということ

はなかなか難しいのですが、だいたい予定した

方向に動いてきています。そして、日本国内の

ことを考えますと、日病がそういう動きのきっ

かけを作り、厚生労働省の所轄部門、俗称 ICD

室の中でも動きが活発になりまして、ICD 専門

委員会が発足しました。WHO支援を始めた年

の夏のことだったと思います。そういう意味で

は、日本は世界各国の中で誇るべき組織を作っ

たと思うのですが、そのきっかけを作ったのが

日病であると自負しています。内科、外科、皮

膚科、整形外科など、日本の 29の学会から委

員を出していただいて、ICD に関していろいろ

話し合い、ものごとを決めていこう、話し合っ

たものを各学会にフィードバックして討論し

て、また結論をお持ちいただく、という仕組み

を日本で作り上げました。

学際的な活動としては、非

常に大きな効果を持って

いたと思います。先ほど、

章によって活動がばらば

らだということを申し上

げましたが、そのばらばら

の状態であったものが日

本を中心に統一されつつ

ある。その機運を日病の活

動が作ったのではないか、と私自身は誇りに思っ

ています。

大道　そうした状況の中で、昨年、日病の横堀課

長が理事に推挙されました。

大井　これはもう、大変なことであります。一昨年、

WHO-FICの年次会議で横堀課長はエデュケーショ

ンコミッティーのピュアレビュアーに推薦されま

した。大変な名誉で日本からは2人が出ておりま

す。これは、所属する会議をレビューしまして、

コメントを出す権限を持っています。そして昨年

は、さらにIFHRO（診療録協会国際連盟）の理事

に押されて、重要な仕事をまかされています。そ

うした成果を日病の職員として確実にあげている

ということは非常に嬉しいことであります。

大道　これまで 2万人を超える診療情報管理士の

方々を日病は世に送り出してきましたが、この

2万人の診療情報管理士の方々に対する大井先

生の思いを聞かせていただけませんか。

大井　分かりました。その前に、この診療情報管
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理士養成事業がなぜこのように急速に伸びたか

をお話したいと思います。それには、6つくら

いの理由があると考えております。1つは、先

ほどもお話しした時流に乗ったということがあ

ります。ICD-11 リビジョンの問題、DPC の問

題、厚生労働省の ICD専門委員会の設置とか、

時流に乗ったということが成長の要因であると

思います。2つ目は、日病事務局の努力によっ

て養成体制を充実させたということが大きかっ

た。通信教育というのはそれに携わる大勢のス

タッフが必要になり、スクーリングの講師だけ

でも 200人に近く、これだけの講師陣をそろ

えるのは大変なことで関係者の協力なしには成

り立たないと思います。3つ目は日病会員病院

の心強い支援があります。たとえば厚生労働省

の科研事業について日病も参画しているのです

が、そうした場合に協力していただける会員病

院がありまして、依頼に応じてすぐさまレポー

トがまとまるという状況です。これは、本当に

ありがたいことです。4番目は同時に動いてい

る診療情報管理学会が充実してきて5,000人を

超える会員を擁し、活発に活動していることも

あります。5番目は、まったくの私見なんですが、

診療情報管理士の集まりがそれまで3つあった

のが1つに統合されまして診療情報管理士会と

なり、この会の存在が大きな後押しとなってい

ることであります。6番目は、講義を受けにき

てくださる受講生の努力というものが陰にあっ

たと思います。しかし、これから先を考えます

と、大勢の方々の努力で養成事業が動いていて

も、診療情報管理士のこれからの業務というの

はまだまだ課題がたくさんあると思います。一

番大きな課題は診療情報管理士の称号が法的に

認証されていないということです。これは喫緊

の課題で、これから日本病院会、診療情報管理

学会が手を携えて法的に認証を獲得していただ

くことが強く望まれます。現場の病院で雇用す

る時に法的に認可されてない職種を雇用するの

は難しい病院もありますので、法的認可はぜひ

実現していきたいと思います。それから、次に

診療情報管理士の方たちが行うべき業務が必ず

しも明確でないという課題があります。昨年、

「診療情報学」という本を診療情報管理学会が

中心になって出版しましたが、さらに業務指針

を明確に定める必要があります。明確化を行わ

ないと法的な認証を受けるための働きかけもで

きません。それは机上で考えるのではなく、病

院の中における診療情報の展開、今の日本の医

療の現場の動きを視野に入れつつ考えていく必

要があると思います。そういう意味においては、

現在の日本ほどチーム医療の必要性が叫ばれて

いる時はないので、チーム医療を円滑に進めて

いくためにも診療情報管理士の方々の働きが必

要だと考えています。そういうものが具体的な

形になってくれれば力強いと思います。それが

また、個々の病院の財政基盤を厚くしていくと

いうところに直結していかなければなりません。

財政基盤を厚くするためには、現在、診療報酬

の中に明確にうたわれていない診療情報管理士

の業務内容が認定されて、診療報酬体系に反映

されるようにならなければならないと思います。

このように考えてみますと、今後の課題は山の

ようにあります。今、日病は創立60年を迎えま

したが、これまで診療情報管理士を中心として

日病の通信教育に関わってきた者として一番強

く感じるのは、今までは時流を掴んで時流に乗っ

てきたように思いますが、これから20年、30

年は日病が時流を作るような団体になるべきで

すし、そういう活動方針を打ち出していくべき

だと思います。今までも、多少はそうした努力

をしてきたと思っていますが、今後、日病は日

本の病院医療の時流を作るような団体に大きく

育っていただきたいと思います。期待しており

ます。

大道　ありがとうございます。最後は、励ましの

言葉であるとともに、責任の重さを肩に感じる

ようなお言葉をいただきました。本当にありが

とうございました。
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日本病院会の10年を振り返って

社団法人日本病院会

　名誉会長   山本修三

還暦を迎えた社団法人日本病院会（以後日病）の 10年間、医療界、とくに病院団体にとって大

きな変化の 10年間でありました。私は、この間、中山耕作第 9代会長の下、常任理事、副会長と

して 3年間、第 10代会長として 2期 6年間、名誉会長として 1年間を過ごしたことになります。

このような立場で、この 10年間の主な出来事を振り返ります。

1　平成 13 年 4月から 16 年 3月

平成 13年 4月、常任理事に選出され、6月 11 日、藤澤副会長（福井県済生会病院院長）の急

逝にともない、その後任の副会長として 3年間務めさせていただきました。

（1）四病院団体協議会（四病協）8人委員会について

復活した四病協の課題を整理するため、各団体から 2人ずつ委員が出て「8人委員会」が立ち上

がりました。日病からは奈良副会長と私が委員になり、中山会長にこの会の趣旨を尋ねたところ、

これは病院団体をいかに統一するかを検討してもらう会だといわれました。委員会の議長は山本

が推挙され、病院団体統一の問題を提示したところ、2つの団体からそのような話しは急にいわれ

ても困るということで、この委員会は、四病協総合部会の議題を整理する委員会として機能する

ことになりました。事を急ぎ過ぎたと今でも反省しています。

（2）役員の改選

平成 16年 3月、次期の役員改選に際し、中山会長が引退を表明され、新役員の選挙が行われま

した。理事立候補者が定員より多かったため、ルールに従って理事選出の選挙が行われました。新

しい理事会で山本が次期会長に選出され、私は副会長を 4人から 6人に増やすことを提案し、私

的病院からは、武田隆男、川合弘毅、池澤康郎、公的病院から奈良昌治、大井利夫、村上信乃各

副会長の 7人体制がこのときからスタートしました。

2　平成 16 年 4月から 19 年 3月

新体制がスタートし、その 6月、第 54 回日本病院学会（土屋章学会長、横浜）に、私は初め

て日病会長として出席する予定の学会直前に心不全になり、緊急入院、開心術を受けたため欠席、

スタートからつまずきました。後に、中医協への参加という大きな夢が実現するとは、思っても

見なかったスタートでした。
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（1）混合診療について

小泉内閣における混合診療導入問題が起こり、医療界は一部大学の医師を除きこぞって反対しま

した。マスコミの多くは、混合診療賛成の論調でしたが、反対論を掲げ、徹底的に話し合い、混

合診療導入を阻止しました。

（2）会員資格に関する問題

平成17年3月、会員資格に関する定款変更の問題が提起されました。当時の定款には、第5条に、

「病院の代表者はその病院を管理する病院長または医師である開設者とする」とあり、定款施行細

則に、「定款 5条の規定による正会員のうち、医師である開設者とは、法人における医師である代

表者として、病院より届け出たもの・・・」と記載されていました。これは病院の事情もあるので、

病院が代表者と決めれば、名誉院長等でもよいという趣旨でした。この趣旨を踏まえて、定款第 5

条を、「正会員はこの会の目的および趣旨に賛同し入会した病院の代表者・・・」と変更すること

を代議員会、総会に諮ったところ、議論は大いに白熱し、会議が約 50分延長されましたが、最終

的にこの定款変更が承認され、今日に至っております。

（3）中医協へ病院団体から代表を送る

平成17年 4月の初め、厚労省、保険局から病院団体に声がかかり、「平成18年の改定については、

病院団体としてまとまった意見を提出してほしい」といわれ、それを受けて 7団体が相談し、17

年4月26日に日本病院団体協議会が結成されました。9月には参加団体が11団体となり、この間、

「中医協のあり方見直しの有識者会議」が、医療側委員 5人のうち病院団体から 2人を入れるとい

う答申をまとめ、時の尾辻厚労大臣がこれを受け入れました。9月 27日、厚労省から待望の中医

協委員を 2人推薦するようにとの依頼が日病協にきた時は、病院関係者が長年にわたって念願し

てきた夢が実現した歓喜の瞬間でした。初めて病院団体が参加した 18年の診療報酬改定では、小

泉首相の「これまでを上回るマイナス改定」という一言で、マイナス 3.16％という改定が行われ

てしまいましたが、その後、邉見・石井、邉見・西澤委員の中医協での活躍により、病院団体か

ら委員が出たことの正当性を大きく証明する結果となりました。

（4）国際活動について

牧野、星、秋山委員等を中心に活動してきた国際委員会のご支援により、平成 17年、山本がア

ジア病院連盟の会長に就任、20年には、秋山国際病院連盟理事の後を受け、国際病院連盟理事に

就任し、日病は国際的に日本を代表する病院団体として、その位置づけがより確実なものになり

ました。

また、日病が長年にわたり、育成してきた診療情報管理士の国際疾病分類（ICD）に対する関わ

りから、ICD を管理しているWHO-FIC（国際疾病分類ファミリー）による、ICD-10 から 11へのバー

ジョンアップに対する協力依頼を受け、役員会、厚労省の了承の下に、これに協力することにな

りました。その内容は、ICD のバージョンアップとアジアへの普及活動に、毎年 30万ドル、平成

26年の完成まで支援する。ただし、毎年、日病にその活動と進行状況を報告すること、支援金は

正しく使われることなどを条件に、17年 10月 16 日、ジュネーブWHO本部を訪れ、支援協定を

締結しました。これらの国際活動は、すべて 22年 4月以降、第 11代 堺会長に引き継れました。
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3　平成 19 年 4月から 22 年 3月

2 期目は、平成 19年 4月 4日、中山名誉会長がご逝去され、その高潔な人格、穏やかな人柄に

接することができなくなった悲しみのスタートとなりました。政治面では、首相が小泉、安部、福田、

麻生と代わり、ついに総選挙で、自民党から民主党に政権が移った混乱の時代でした。

（1）日本病院団体協議会議長として

平成 20年 4月から日病協の議長を務めた 1年間の最大の課題は、死因究明制度の創設問題でし

た。医療関連死の届け出を医師法 21条から切り離して、専門的に検討する仕組みを作るための、

最初の厚労省試案に大きな不備があり、その後の修正自民党案も多くの疑問が指摘されるなか、各

病院協会の意見も種々異なり、総論の考え方は、総意を得たものの、結局、日病協でもまとめら

れなかったのは、残念でした。

（2）緊急経済対策に対する有識者提言

麻生内閣の折、日本経済の低迷に対し、緊急の経済活性化対策が求められました。麻生総理が

各界の有識者から提言を聞くことになり、医療界からは聖路加国際病院の日野原先生、日本医師

会の唐澤会長、日病の山本、国立病院機構の矢﨑理事長が首相官邸で提言をしました。医療を通

しての緊急経済活性化対策ということで、私は病院の耐震政策の推進（内需拡大）、医師の補助業

務員を導入し、医師の過重労働の軽減と雇用の増大を図ること、将来への投資として、再生医療

の臨床応用に対する研究費の増額をすべきと申し上げ、この 3つすべてが A評価をいただき、後

に実行されました。

（3）人間ドック学会の独立と創立 50周年記念祝賀会

日本人間ドック学会が創立 50周年を迎えるに当たり、奈良理事長と相談し、これからの予防医

学の重要性を考慮し、より学術的に発展するために学会として独立すべきとの見解で一致し、独

立をしました。平成 21年、創立 50周年の祝賀会に天皇、皇后両陛下のご臨席を賜り、親しく会

員とご懇談いただいたこと、そして、そのために皇居を訪れ、奈良理事長、山門学術大会長、山

本の 3人でほぼ 1時間にわたり予防医学についてご進講させていただいたことは、生涯忘れ得な

い思い出となりました。

（4）厚労省からの委託事業

平成 20年 5月、日病が初めて、厚労省から「病院勤務医勤務環境改善事業」の調査、研究とい

う事業を委託されました。

最後に、平成 21年 11 月 3日、秋の叙勲の栄誉に浴し、翌 22年 2月に帝国ホテルでお祝いの

会を催していただき、多くの人々からうれしいお言葉をいただきました。このご恩は終生忘れま

せん。日病会長として 2期 6年間、内外の多くの皆様方に支えられ、ご指導をいただき、その役

を果たしてきました。やり残したことも多々ありますが、22年 4月、堺常雄会長にたすきを渡す

ことができました。この創立 60年を期に、少し若返った日病のさらなるご発展を心から祈念して

おります。
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創 設時代

設立の経緯

昭和 23 年、わが

国はなお敗戦後の

窮乏、混乱の状態

にあり、アメリカ

占領軍の軍政下に

苦しんでいた。

全国3,048の病院

がこの虚脱状態か

ら立ち直ろうと努力していた。陸海軍病

院が国立病院となり、都道府県、市町村

の公立病院も復興の途にあったが、日本

赤十字社病院、済生会病院を始め日本全

国病院の 72% を占める私立病院は、い

ずれも経済的に後盾を持たない病院で、

その再建に苦悩していた。

昭和 23 年 7 月 30 日、医療法が制定

され、「病院は、傷病者が科学的で且つ

適正な診療を受けることができる便宜を

与えることを主たる目的として組織さ

れ、且つ運営されるものでなければなら

ない」と定義され、病院長には病院管理

の権限と責任が課せられるに至った。

医療法の規定する病院基準は高く、こ

れに則って病院を復興することは困難で

あった。このために昭和 24年 9月、東

京都下の病院管理者有志が慶応義塾大学

の北里講堂に集まって、東京都病院管理

者協議会を設置した。その発起人は上條

秀介（昭和医科大学附属病院長）、大森

憲太（慶応義塾大学医学部附属病院長）、

塩沢總一（東京警察病院長）等の諸氏で

あった。

協議会は事業を行うための事務所をも

とめ、東京都文京区湯島一丁目の 2階

建てビルを確保して、病院会館と名づけ

た。昭和 25年その開館式にあたり、協

議会を東京病院協会と改めた。

病院の団結は東京だけでなく、新潟、

富山、長野、栃木、宮城を始め各地で病

院協会、病院会、院長会等の名称のもと

に病院管理者の結集が行われた。膨湃と

して起こっているこれら病院団体の力を

結集し、欧米諸国の病院団体機構にな

らってわが国にも全国的病院の代表的機

初代会長

上
かみじょうしゅうすけ

條秀介氏

湯島・病院会館

歴
代
会
長
と
日
本
病
院
会
の
歩
み
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関を結成し病院の機能強化を促進すべきである、

との意見が台頭してきた。

昭和 26年

数々の準備を経て 6月、日本病院協会が設立

された。病院の助成金、医療金融、入院料是正の

運動が早速開始された。日本病院学会が創設され

た。

昭和 27年

看護婦確保、医療費、医療金融、課税等の対策

の委員会が設立され、それぞれの働きが始められ

た。インターンについて、また給食についての委

員会が設けられた。

昭和 28年

インターンの実地修練基準をまとめ、医療費問

題についての原価計算の委員会が設けられ、入院

料是正の運動は 12月にその成果を得た。

昭和 29年

病院原価計算はその講習会が行われ、調査資料

が増加してきた。医療費改定の全国運動を強く打

ち出した。技術と物を分離する医療費支払いの考

えが厚生省に出始めた。会の強化のため地方協会

とともに特定病院団体も構成の中に加えるよう定

款を改めた。

昭和 30年

病院税制の改正について要望した。医療費は原

価計算に基づいて改正し、物と技術を分離した根

本的改革を行うべきとの意見を厚生省および諮問

委員会に述べた。9月の医療費改定は病院に著し

く不利であり、中医協への病院代表の推薦を強く

要望した。新医療費体系は趣旨賛成であるが各論

不十分で厚生省案に同調できない、と決めた。

橋 本会長時代

昭和 31年

上條秀介会長が逝去し、

橋本寛敏氏が会長に推され

た。高看進学課程に対し、ま

た税制に対し要望を行った。

公表された新医療費体系に

対しては本来の趣旨にそわ

ないところが多く、これを

阻止することとした。

昭和 32年

医療単価適正化運動が武見太郎氏の日本医師会

長就任とともに頓挫し、一点単価即時引き上げ要

求に変わった。堀木厚生相は、物と技術を分離す

る甲表と従来の一点単価を守る乙表とを公示し、

日本病院協会は甲表に賛成した。これに対し日本

医師会（日医）は日本病院協会を不当とした。看

護婦の不足が顕著になってきた。国際病院連盟

（IHF）の会議に初めて橋本会長らが出席した。

昭和 33年

診療管理の研究が始められ、短期人間ドックが

開始された。甲表、乙表について、厚生省の乙表

案は修正実施された。報道機関に対して広報会見

が頻回に行われた。

第 2代会長

橋
はしもとひろとし

本寛敏氏



35

歴
代
会
長
と
日
本
病
院
会
の
歩
み

昭和 34年

第 4期の理事選挙が行われ、この選挙結果に

不満をもつ地区の協会が日本病院協会を脱会し

た。医療機械耐用年数の研究とその報告がなされ

た。病院緑化の運動が具体化した。短期人間ドッ

クが全国的に実施された。坂田厚生相から念願の

中央社会保険医療協議会（中医協）委員推薦の要

請があり、多賀一郎氏が委員に任命された。日医

はこのために委員を送らなかった。

昭和 35年

日本病院学会が第 10回を迎え、このとき日本

病院協会は創立 10年を祝った。健康保険組合連

合会（健保連）との提携による妊婦ドックが試験

的に開始され、乳幼児保健指導も始められた。日

医のボイコットにより中医協が開催されない。要

望を続けてきた医療金融公庫の新設が認められ

た。前年暮れに始まった病院争議は他の病院に広

がった。橋本会長らが IHF のスタディツアーに

参加した。

昭和 36年

病院視察旅行が始められ、東京、神奈川、静岡

の病院を見学した。休業の中医協は日医推薦委員

のないまま単価改定により 7月と 12 月の 2回、

医療費の引き上げを行った。病院争議は引き続き

繰り返された。

昭和 37年

日医の不当をなじって支払側が中医協に出席せ

ず、医療費の改定が行われず病院は困った。妊婦

ドックが全国的に開始され主婦ドックも始動し

た。看護婦不足に対する人員構成の研究が大きく

行われた。病院争議行為の逸脱をとどめる通牒が

出される一方、病院監視が強められることとなっ

た。全日本病院協会（全日病）が法人化設立され

た。協会雑誌は本格的に形を整えた。

昭和 38年

日本病院協会への入会は、団体を通さず個々に

入会するよう定款を改めた。中医協は改組され、

日本病院協会からの委員推薦はなくなった。日医

は再診料設定一本を主張、医療費改定は行えな

かった。医療制度基本方策の意見をまとめ、健康

保険制度の抜本改正への研究を開始した。病院勘

定科目を定めた。

昭和 39年

インターン教育をいかによくするかの研究を行

いその案を発表した。事務管理部会、医事研究会、

栄養管理部会を設置し、研究と教育にあたること

とした。中医協では再診料に固執する日医委員と

入院料その他の引き上げを主張する側との紛糾が

続き、医療費は上がらない。全国公私病院連盟（公

私病連）が結成され政治面を委ねることにした。

出版事業が緒についた。

昭和 40年

病院経済委員会は世界各国の医療保険制度の研

究結果をまとめた。看護管理部会、薬事管理部会、

病院管理総合（中小病院）部会が発足した。講習

会を開いて会員の教育に資した。ストックホルム

での国際病院会議で橋本会長は常任理事に選出さ

れた。医事請求事務能率化の研究とその陳情がな

された。多数の出版が行われた。

昭和 41年

医療保険制度の改革案を発表し、この改革を厚

生相に陳情した。これは各方面に影響をおよぼし

た。庶務人事研究会、用度研究会、施設研究会が

設置され、全国研究会が始まった。第一線監督者

セミナーを始め多くの講習会が開かれた。秋の研

究旅行のほかに春の一泊見学会が行われた。第

16 回日本病院学会に初めて韓国、台湾から参加

があった。
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神 崎会長時代

昭和 46年

日本病院協会、全日病の合同の気運が動き、病

院協会連絡会が設けられた。日医が保険医総辞退

の指令を出し、日本病院協会は辞退すべからずと

した。アジア病院連盟（AHF）が結成された。神

崎会長が IHF 常任理事に選ばれた。年間 141 病

院が入会した。病院ニュースが発刊された。

昭和 47年

病院協会合同協議が進み、合同常務理事会を開

いた。診療録管理士の通信教育を始めた。医療費

問題は両協会合同で働いた。医療基準法草案へ

昭和 45年

橋本寛敏会長が勇退し、神

崎三益氏が会長に推された。

16の研究部会のほかに内科

臨床協議会が設けられ、診療

幹部セミナーが開かれた。4

つの外国研修団を送った。日

本病院学会が第20回を迎え、

日本病院協会創立 20 年を

祝った。アジア諸国との病院交流が繁くなった。

昭和 42年

医療保険制度の改革について公開討論会を開

き、世論を喚起した。教育委員会を設け研究部会

の働きを調整した。さらに会計経理研究会、放

射線管理部会、臨床検査管理部会、病歴研究会、

JST による第一線監督者教育指導者養成が新設さ

れた。病院看護研究視察団を初めて米国に送った。

協会事務局が湯島から番町へ移転した。

昭和 43年

1 年延期された役員選挙が行われた。わが国の

病院制度改革のために研究が行われた。ハウス

キーピング部会が新設された。欧州病院視察団が

派遣された。診療統計を検討し、定義を定めた。

IHF 事務総長が来日した。病院人材センターが設

けられた。

昭和 44年

病院の労務に関する研究のため労務研究会が設

けられ、病院長セミナーが始められた。日本の病

院制度をいかに改めるべきかの論文を完結した。

看護勤務体制の研究が行われて看護制度改革に対

する意見が発表され、その養成についての要望が

なされた。新入会員は年間 100 病院を超えた。

第 3代会長

神
かんざきさんえき

崎三益氏

番町共済会館
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昭和 51年

研究部会の中にさらに図書室部会が誕生した。

メディカルクラークの通信教育が始まった。病院

大会が開かれ、政治連盟が設立された。病院にコ

ンピュータが普及してきた。国際病院学会の準備

が進んだ。学術雑誌「病院学」の発行を決めた。

昭和 52年

左奈田幸夫氏が会長に推

された。第 20回国際病院学

会が参会者 1,911 人を得て

東京で開催された。第 1 回

日本診療録管理学会が開催

された。学術雑誌「病院学」

が創刊された。

昭和 53年

調査室が設置された。事務長養成の通信教育が

開始された。病院情報センター設立の構想ができ

た。看護制度についての要望を行った。国際交流

基金を設けた。AHF の日本の視察旅行が行われ

た。

第 6代会長

左
さなだ

奈田幸
ゆきお

夫氏

昭和 49年

神崎会長が退任し東陽一

氏が会長に推された。橋本寛

敏名誉会長が逝去した。健

保連との提携による自動化

検診が始められた。第 1 回

診療録管理学会が開かれた。

病院へのコンピュータ導入

のためのセミナーが頻回に

開かれた。日本病院共済会が設立された。両協会

合同の協議、手続きが終わり 10 月 18 日、日本

病院会（日病）が発足した。

昭和 50年

阿久津慎氏が会長に推さ

れた。委員会の数が増し 22

委員会となった。研究部会、

講習会、通信教育、臨床予

防活動、視察研究、病院学

会は従来のように行われた。

国際病院学会組織委員会が

作られ、さらに準備が進め

られた。賛助会員の制度を設けた。ザグレブで病

院会議が開かれ、AHF の交流も深くなった。

東 会長、阿久津会長、左奈田会長、内藤会長時代

第 4代会長

東
あずま

　陽
よういち

一氏

の意見、看護制度改革への意見を公に提出した。

2,400 カロリーを減ぜよとの意見を出した。国際

病院会議 1977 年東京開催を決意した。フィリピ

ン、台湾との病院交流が繁くなった。

昭和 48年

両協会合同のための定款、施行細則案が決めら

れた。栄養管理部会のもとに調理研究会が設置さ

れた。医療費改定資料としての病院原価計算の全

国調査が行われた。病院内託児所設置補助金の要

望を行った。国際病院会議東京開催が IHF 理事

会で決定された。神崎会長が AHF 会長に推され

た。

第 5代会長

阿
あくつ

久津慎
まこと

氏
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諸 橋会長時代

昭和 58年

任期満了による役員改選、

会長選が行われ、諸橋芳夫

氏が第 8 代日病会長に就任

した。医療費抑制政策に反

発し病院大会を開いた。勤

務医師マニュアルを作成し

た。日本病院学会の開催回

数を通算回数（第 33回）に

第 8代会長

諸
もろはし

橋芳
よしお

夫氏

戻した。ホスピタルショウの第 10回開催にあた

り会場を晴海から池袋に移転した。

昭和 59年

「日本病院会三十年史」を制作した。創立式典

は 33周年記念として帝国ホテルで行われた。診

療報酬と事業税問題を主題に病院大会を開いた。

医療法人の相続税問題で自民党の昭和 59年度税

制改正大綱の中に類似業種比準価額方式が適用さ

れた。パート医師給与源泉税も所得税改正で減税

昭和 54年

診療統計用語の統一が行われた。医療費適正化、

救急医療対策、税制改正について陳情を行った。

和歌山県に支部が設立された。医療従事者無料職

業紹介事業を行うことになった。事務局を麹町に

移転した。

昭和 55年

内藤景岳氏が会長に推さ

れた。委員会の数を 12に統

合した。病院概況調査報告

書が作られた。病院幹部医

会が発足した。病院視察研

究会は 20回、日本病院学会

は通算 30回を数えた。病院

診療報酬改定、税制改正の

陳情をした。病院倫理綱領が制定された。

昭和 56年

研究部会・研究会の名称を研究会に統一した。

3年余ぶりの診療報酬改定は実質マイナス改定と

なり、再度病院大会を開いた。公私病連と共同主

催の集会を開き、原価割れ是正運動に取り組むこ

ととした。薬価基準と納入薬価の問題で製薬協を

公取委に提訴した。パート医師源泉税問題の共同

行動を全日病等に呼びかけた。

昭和 57年

公私病連と「病院診療報酬適正化推進会議」を結

成した。パート医師源泉税問題で全日病と懇談、

日本医療法人協会（医法協）、日本精神病院協会（当

時）を加え「四病院団体連絡協議会（四病団）」を発

足させた。源泉税は月額表適用を可とする国税庁

通知を引き出した。人間ドック学会を「日本人間

ドック学会」に変更した。英文誌「ジャパン・ホス

ピタルズ」を創刊した。

第 7代会長

内
ないとう

藤景
けいがく

岳氏

麹町パレス
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となった。IHF特別視察研究会が日本で開かれた。

昭和 60年

病院と特養の中間施設整備案に対し、日病は病

棟単位による病床転換を提言した。医療制度委員

会が「病院管理マニュアル」を作成し、将来の病

院認定の評価指標をめざした。その巻頭に掲げる

「病院憲章」も制定した。医療審議会に四病団各

団体から委員を推薦することとなった。日病顧問

議員団が発足した。

昭和 61年

諸橋会長が2期目再選された。中小病院委員会、

給食委員会を設置した。医療制度委員会が「21

世紀へ向けての中長期ビジョン」を答申した。地

域医療計画をめぐり、都道府県における原案作成

段階から病院代表を参加させるべきという病院団

体の主張が実現した。前年の国立病院に続き国立

療養所が一括入会した。

昭和 62年

老人保健施設基準を審議する老健審委員に四病

団代表を推薦した。厚生省国民医療総合対策中間

報告に対し日病の見解を発表した。入退院マニュ

アル作成指針をまとめ、病院給食管理基準を策定

した。病院管理者の育成について文部・厚生相に

要望した。医法協、日精協、公私病連との四団体

合同の病院大会を開いた。

昭和 63年

日病会長の 2期限度規定を削除する定款改正

案が承認された。給食委員会が栄養管理自己評価

表を作成し会員に送付した。4週 6休が本格実施

となり、病院は職員増のため医療費再改定が必要

であると要望した。キセノンガス振り替え請求事

件の処分に対し、諸橋会長は「厚生省は自らの責

任にふれず遺憾」とした。

昭和 64年／平成元年

1 月 7 日、天皇陛下が崩御され、翌 8日平成

と改号された。諸橋会長が 3選された。医療施

設類型化をめざす第二次医療法改正の動きに対

し、日病の提言をまとめた。消費税が 4月から

導入されたが、社会保険医療が非課税となり転嫁

問題を生じた。キセノンガス事件でミドリ十字社

に被害会員の補償と名誉回復を実施させた。

平成 2年

看護学校協議会が独立移転し、日病内に看護教

育施設部会を設置した。第二次医療法改正の法律

案要綱が医療審議会で答申された。諸橋会長が「医

療政策への提言」9項目を発表した。メディカル

クラーク通信教育を廃止した。 湾岸危機が起こ

り、外務省の中東派遣医療団会議で諸橋会長が座

長を努めた。

平成 3年

IHF 地域会議の平成 6年日本開催が決定した。

中東医療団派遣で医師、看護婦等 20数人を確保

したが停戦となり、派遣は見送られた。病院の週

休 2日制研究報告書をまとめた。創立 40周年記

念式典を帝国ホテルで開いた。国民 6,000 余人

の病院に対する意識調査をまとめた。病院機能標

準化マニュアルが完成した。諸橋会長が勲一等瑞

宝章を受章した。

平成 4年

諸橋会長が 4期目選出された。日病内にエイ

ズ対策本部を発足させた。第二次医療法改正が成

立し特定機能病院と療養型病床群が設けられた。

新設の医療保険審議会委員に日病代表を推した。

四病団の強固な団結を求める提案を受け、諸橋会

長が病院団体連合（盟）構想を提唱した。看護教

育施設部会が看護学校運営の緊急調査を行った。
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平成 5年

医療制度委員会が「インフォームド・コンセント

―病院の基本姿勢」を答申した。ほかの委員会か

らも多くの答申、提言、報告が行われた。看護業

務改善推進連絡会が日病内に設置された。全国病

院団体連合（全病団連）が日病、公私病連を軸に

創設され、四病団は解消された。消費税の転嫁が

不十分で病院の負担が大きいという声が高まった。

平成 6年

消費税の転嫁問題でゼロ税率適用を要望した。

横浜で第 44 回日本病院学会に続き、1994 IHF

汎地域会議を開催し、37カ国 522 人の参加者が

あった。病院機能の第三者評価を行う財団設立構

想が起こり、日病参加の結論は持ち越した。国立

大学病院（文部省）筑波大学付属病院が入会し、

会員は全開設者が網羅された。

平成 7年

諸橋会長が5期目、会長選を経て選出された。1

月17日阪神・淡路大震災が発生し、戦後最大の地

震災害となった。神戸の第45回日本病院学会を「災

害学会」として開催した。全病団連が診療報酬問

題を主題に2度の病院大会を開いた。消費税負担

の詳細な会員調査を実施した。日本医療機能評価

機構が発足した。事務所を一番町に移転した。

平成 8年

公的介護保険検討委員会が制度導入について提

言をまとめ厚生省へ提示した。診療録管理士を診

療情報管理士に名称変更した。薬害エイズ調査に

関連して診療録保管期間の 10年延長、診療報酬

上の評価を学会名で要望した。中医協の病院代表

参加問題を新旧厚相に要望した。AHF 加盟が倍

の 10カ国になった。インターネットホームぺー

ジを開設した。

平成 9年

老人保健施設部会を介護保険制度委員会に改め

介護保険問題の対応を図った。政府・与党の医療

保険制度改革案における日本版 DRG ／ PPS 導入

に対し、日病として調査研究するため医療保険制

度対策特別研究会を設けた。現行の 18研究会を

10 研究会に統廃合した。消費税が 5%にアップ

した。医療機能評価機構初の認定証が 8病院に

交付された。

平成 10年

諸橋会長が 6期目重任となった。委員会・部会

を一部統廃合して事業目的対応の 5区分に編成、

事務局も改組した。中医協の病院代表問題は進展

しなかった。薬価基準を廃止し日本型参照価格制

を導入する案に対しては反対を表明した。ホスピ

タルショウが東京ビッグサイトに移転開催した。

平成 11年

諸橋会長が健康上の理由で会長辞任、中山副会

長が後任に推され第 9代会長となった。感染症

対策の実態調査をまとめた。中小病院情報交換会

第 1回を名古屋で開いた。カルテ開示で日医指

針に協力する確認書を交わした。人間ドックの判

定基準統一を図り、認定指定医制を導入した。通

信教育の事務長養成課程を病院経営管理者課程に

改称した。
ラウンドクロス一番町ビル（現在）
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事会において、諸橋芳夫会

長から健康上の理由により

提出されていた会長・理事

辞任届けを了承した。後任

の会長には、中山耕作副会

長（総合病院聖隷浜松病院

総長）が満場一致で選出さ

れ、中山新会長の就任に伴い、欠員となった副会

長には、武田隆男常任理事（京都府・医療法人医

仁会 会長）、常任理事には、秋山洋理事（虎の門

病院院長）が選出された。新執行部の陣容は、前

執行部の任期途中の交替であり、前任者を引き継

ぐ形をとり、定款に基づき残任期間である 13年

3月 31 日まで中山会長を中心とし、日病の事業

活動を行うこととなった。当日の記者会見で中山

会長は、諸橋体制を継承した活動を行う一方、医

療制度の抜本改革や診療報酬改定に対し新たな施

策で臨み、会員との心を 1つにした結束が必要

であると強調した。

残任期間の平成 12 年 7月 28 日に全日病、医

法協、日精協、日病の会長、副会長が集まり、7

年ぶりに「四病院団体協議会（四病協）が発足し、

政策合意による共同行動を図ることとなった。

この他、平成 12年 4月の診療報酬改定におい

て、かねてから日病と日本診療録管理学会（木村

明理事長）が要望していた「日本診療録管理体制

加算（入院初日 1日に限り 30 点の加算）」の点

第 9代会長

中
なかやま

山耕
こうさく

作氏

中 山耕作会長時代（平成11年 9月 1日～ 16年 3月 31日）

数化が実現した。

平成 13年（中山耕作会長が再選）

平成 13 年 3 月 24 日に行われた 12 年度代議

員会・総会において、中山会長が満場一致で再選

され、真の中山執行部が動き出す。再選された中

山会長は、当日の記者会見で医療制度抜本改革の

問題として、14 年度の創設が迫っている高齢者

医療制度の問題を重要課題として取り上げ、「国

の財政との関係、負担と給付とのバランスをどう

するかが大事であり、国民 1人ひとりに病院医

療の最善を尽くすことのできるようにお互い手を

携えて邁進したい」との見解を示した。

秋篠宮殿下・同妃殿下のご臨席のもと
創立 50周年記念式典を挙行

日病は、昭和 26 年（1951 年）6 月の創立か

ら 50 年目を迎え、平成 13 年 5 月 25 日、創立

50 周年記念式典が帝国ホテルにおいて秋篠宮殿

下・同妃殿下のご臨席の下、厚労相を始めとする

各界の関係者の参加により盛大に挙行された。中

山耕作会長は式辞の中で、創立 50周年を迎える

に当たり、これまでの会員の尽力と関係者の支援

に感謝を捧げた一方、現在の山積する医療界の仮

題を前に「会員一同さらに身を引き締め、国民医

療の増進のため、より一層研鑽し、国民より信頼

される病院となるため努力を重ねていく所存で

す」との決意を宣言、50 年の節目と同時に新た

平成 12年

中山執行部体制が本格スター卜した。諸橋名

誉会長が逝去し、お別れの会を開いた。医療事

故が大きく報道された。一般病床の区分化と看

護職員配置基準の強化、病床面積拡大となる第

四次医療法改正が成立した。診療録管理の診療

報酬点数化が実現した。民間対象の院内情報シ

ステム整備に国庫補助がついた。
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な世紀を迎えた日病の前途に期待を込めた。

一方、ご臨席された秋篠宮殿下は「この50年間、

日本病院会は戦後復興期の医療体制の確保に始ま

り、医の倫理の確立、病院医療の質の向上につい

て種々の活動をしてこられました。また、病院倫

理綱領の策定と配布、日本病院学会等の関係、研

修会、セミナー等の開催による教育研修、さらに

は人間ドックを始めとする予防医学の事業を活発

に行い、本会員のみならず、広く日本の病院事業

の発展向上に大きな貢献をされていたと伺ってお

ります。一方、最近医療事故の発生が広く報ぜら

れており、このことは病院に勤務される職員にとっ

ても、また医療を受ける国民にとっても大変不幸

なことであります。会員の皆様方におかれまして

は、それぞれの病院の組織を挙げて医療事故の発

生防止に特段の留意をされ、私たちが安心して医

療を受けることができる病院づくりに努めていた

だきたいと思います。終わりに、日本病院会の創

立 50周年を契機に、会員の皆様方のさらなるご

活躍と日本病院会のますますのご発展を祈念し、

お祝いの言葉といたします」との御言葉であった。

内藤景岳元会長、藤澤正清副会長のご逝去

第 7代会長を務められた内藤景岳顧問（享年

89歳）が平成 13年 5月 20日に逝去された。

昭和 55 年 4 月に日病で初の私的病院代表と

して第 7代会長に就任し、一期 3年間を務めた。

この間、日病事務局体制の刷新、会員増強、他の

病院団体との連携強化に尽力し今日の組織の下敷

きを作った。

また、平成 13 年 6月 11 日に藤澤正清副会長

（享年 75歳）が逝去されたことから、7月 28 日

の理事会において、藤澤正清副会長の後任に山本

修三常任理事を副会長に選任した。

病院倫理綱領について

昭和 55年 12月に策定された「病院倫理綱領」

を創立 50周年事業の一環として見直す運びとな

り、「病院倫理綱領見直しに関する特別委員会（星

和夫委員長）」から 12月 15日に、①医療の質の

向上：我々は医療の質の向上に努め、人格教養を

高めることによって、全人的医療を目指す、②医

療記録の適正管理：我々は医療記録を適正に管理

し、原則として開示する、③権利擁護とプライ

バシーの保護：我々は病める人々の権利の擁護

と、プライバシーの保護に努める、④安全管理の

徹底：我々は病院医療に関わるあらゆる安全管理

に、最大の努力を払う、⑤地域社会との連携の推

進：我々は地域の人々によりよい医療を提供する

ために、地域の人々とはもちろんのこと、地域の

医療機関との緊密な連携に努める の 5項目から

なる「病院倫理綱領」を中山会長に答申した。

診療情報管理士の育成

日病が診療情報管理士の養成を目的に開講して

いる「診療情報管理課程通信教育」を平成 15年

7月より四病協の共同事業とするとともに、認定

は財団法人医療研修推進財団と四病協の 5団体

となった。

開催 30回目を迎えた国際モダンホス
ピタルショウ

昭和49年に東京・晴海で第1回ホスピタルショ

ウが開催されてから、今回で 30回目を迎えた同

ショウは、平成 15 年 7 月 16 ～ 18 日の日程で

東京・有明の東京ビックサイトで開かれ、初日に

は、日病創立 50周年記念式典にご臨席された秋

篠宮・同妃殿下が再度ご臨席になられ、一般開場

に先立ち、当日欠席された中山会長に代わって武

田隆男副会長の案内により、日病コーナー、企画

展示コーナーを視察した。
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山本副会長が第 10代会長に就任

平成 16 年 3 月 27 日の代

議員会・総会において、任期

満了に伴う役員改選を行い、

新会長に山本修三副会長（神

奈川・済生会神奈川県病院名

誉院長）を全会一致で選出し

た。

勇退した中山耕作会長の

後を継ぐ第 10代会長として、日病の 3年間の舵

取りが託されることとなった。また、6人に増え

た副会長は大幅な刷新が図られ、新たに池澤康郎

（東京都・中野総合病院理事長）、川合弘毅（大阪府・

医療法人若弘会理事長）の両常任理事と、村上信

乃理事（千葉県・国保旭中央病院院長）、大井利

夫氏（栃木県・上都賀総合病院名誉院長）が加わり、

再任の武田隆男（京都府・武田病院グループ会長）、

奈良昌治（栃木県・足利赤十字病院名誉院長）の

両氏とともに山本新執行部が誕生した。

山本新会長は、「信頼される医療づくりがテー

マ」とし、病院・医療界の難局に向かって一致団

結して邁進する決意を表明した。

理事会・常任理事会

山本会長は、 平成 16 年 4 月 24 日の合同理事

会で新執行部発足時の公約に掲げた 3年間の行

動指針となる「国民のための医療の質と安全の確

保・推進に向け行動する」をスタンスとする「日

病の新体制における活動基本方針」として、①病

院医療政策について、②病院団体による病院医療

政策会議の推進、③政府・地方行政機関および関

連団体との連携、④内部組織の見直しを提示し、

大筋で合意を得た。

また、平成 16 年 5 月 22 日に開かれた 16 年

第 10 代会長

山
やまもと

本修
しゅうぞう

三氏

山 本修三会長時代（平成16年 4月 1日～ 22年 3月 31日）

度代議員会・総会で合同会議で合意された「日病

の新体制における活動基本方針等」が原案どおり

承認された。さらに、具体的課題を検討し、政策

立案を行うための新たな委員会構成案も提示し了

承された。この他、18 年に予定されている診療

報酬体系の見直しへの対応を基本方針の最重要課

題に位置付け、「総力を挙げて取り組む」決意を

明らかにするとともに、会員の一致協力を呼びか

けた。

「混合診療」解禁に反対でポスター作成
および反対声明

平成 16 年 11 月に小泉純一郎首相が「混合診

療」の解禁を 16年度の目標に掲げている事態へ

の危機から、患者、国民に解禁の是非について必

要な判断材料を提供し、解禁がもたらすマイナス

面の影響の大きさを訴える狙いで日病はポスター

2種類（各 A2、B2 サイズ）、各 7,000 枚、計 2

万 8,000 枚とチラシ 28万枚を作成し、会員病院

の窓口に提示するよう要請した。また、12 月 2

日に小泉首相、尾辻秀久厚労相等に反対声明を提

出した。

日本病院団体協議会を結成、中医協関係

わが国の病院の 8割が連なる「日本病院団体

協議会」（日病協）が平成 17年 4月 26日、日病、

全日病、医法協、日精協、全国自治体病院協議会（全

自病協）、日本私立医科大学協会、公私病連の全



44

歴
代
会
長
と
日
本
病
院
会
の
歩
み

国規模を有する7病院団体により結成された。「ゆ

るやかな連携」を持ちつつも、公、私、大、小の

病院に共通する諸問題への主張は明確に打ち出す

ことを確認。平成 18年診療報酬改定に向け、病

院側として厚生労働省（厚労省）に政策提言を行

うこととした。今回の結成は、病院界の声を一本

化するための統一組織が誕生したことになる。

また、7団体に加えて、参加意向のある独立行

政法人 国立病院機構など 3団体が近く正式加入

する。同協議会の議長には、豊田堯医法協会長、

副議長は、竹内正也公私病連会長、実務者会議委

員長には、齊藤壽一日病常任理事がそれぞれ選任

された。

平成 17 年 5月 23 日の第 2回の代表者会議で

は、組織の枠組みとなる運営要綱を大筋で固め、

活動の大枠は、各団体の病院医療に対する「共通

認識」に重点を置き、あくまでも共通問題に限定

しての取組みとした。当面迫っている次期診療報

酬改定の提言策定についてはタイムリミットを 9

月上旬に定め、6月早々にも実務者レベルで検討

をスタートさせることとした。

「中医協の在り方に関する有識者会議」は、7月

20日に「中央社会保険医療協議会の新たな出発の

ために」を集約し、診療側・医科委員への病院団

体代表の参画について、委員5人のうち2人を病

院代表とすべきとの意見を正式に盛り込んだ。尾

辻厚労相は、記者会見で病院代表の受け皿候補に

日病協を念頭においていることを表明した。

平成 17 年 8月 23 日に日病協は、診療報酬改

定に対する病院側の初の統一要望 12項目をまと

め厚労省保険局医療課に提出した。

平成 17 年 9月 27 日尾辻厚労相から中医協の

医科委員（病院代表）2人の推薦依頼を受け、石

井暎禧（日病常任理事）、邉見公雄（全国公私病

院連盟副会長）の両氏の推薦名簿をとりまとめ日

医を経由し厚労相に提出した。

平成 20 年 3月 28 日日病協代表者会議で、山

本修三会長が満場一致で第 4代目の議長に選出

された。任期は 4月 1日から 1年間。

新議長就任にあたり、11 団体の一致した問題

を活動対象としてきた従来の路線踏襲を基本と

し、現在の医療状況への対応を図る方針を述べた。

平成 20 年 6 月 6 日、日病協の山本議長は社

会保障費の伸びを毎年 2,200 億円削減する政府

方針に対し、安全・良質な医療を確保するため

断固反対する旨の声明文を舛添要一厚労相に提

出した。

国際活動

日病がわが国を代表し加盟しているアジア病院

連盟（（AHF）12 カ国で構成）は、平成 17 年 9

月 29 日に開催された AHF理事会で次期会長に

山本修三会長を推挙した。任期は 17 年 11 月 1

日～ 19 年 10 月 31 日までの 2年間。一方、山

本会長は、WHO（世界保健機関）本部に赴き、

10 月 26 ～ 28 日にスイス・ジュネーブで開催

されたWHOフォーラムに出席し、日病とWHO

との間で ICD（国際疾病分類）を統括するWHO-

FIC（国際疾病分類ファミリー）の ICD 改善業

務の支援（年額 30 万ドルと人的、技術的支援）

を行うことで合意し、協定を締結した。また、

WHOフォーラムに先がけて、10 月 16 ～ 22 日

に東京でWHO-FIC ネットワーク会議（WHO主

催、社会保障審議会統計分科会の共催）を開催し、

ICD-11 のアップデートや ICD の普及等が検討さ

れた。会議には世界16カ国、約80人が参加した。

山本会長 2期目の舵取り

平成 19 年 3月 24 日の新理事会で山本会長を

再選した。退任した奈良昌治、武田隆男両副会長

の後任に、宮崎忠昭氏（長野県・長野赤十字病院

院長）、堺常雄氏（静岡県・聖隷浜松病院院長）

を選任した。このたびの役員改選から、役員の定

年制を採用。

2 期目を迎えた山本執行部は 5 月 26 日の合

同理事会で今後 3年間の「日病活動の基本方針」

を決定、同日の代議員会・総会で公表した。それ

によると、①病院医療の再生と質の向上を目指し
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て、②医療政策、健康保険制度と診療報酬、医療

費財源の確保の活動に必要な委員会の活性化と中

医協対応、③組織強化活動と会員サービスの推進、

④学会、各種セミナー、人材育成、研修事業の推

進 を内容とするもので、この方針に軸足を置き、

医師不足問題や診療報酬改定など山積する重要案

件に臨む姿勢を明確にするとともに会員の支援・

強力を要請した。

診療報酬改定

政府は平成 17 年 12 月 18 日、18 年度診療報

酬改定について全体で概ね 3.2% 引き下げる方針

を決定した。診療報酬本体はマイナス 1.36% で

医科は同 1.5% となる。診療報酬本体の下げ幅は

14 年のマイナス 1.3% を上回る過去最大規模と

なった。また、薬価改定のマイナス 1.8% と併せ

た全体の下げ幅も 14 年度のマイナス 2.7% を上

回る規模となった。

平成 20 年度診療報酬改定は、医科本体では

0.42% のプラス改定だが、トータルで 0.82% 引

き下げと依然マイナス改定となった。22 年度診

療報酬改定は、薬価・材料価格は 1.36% 引き上

げる一方、診療報酬本体部分は 1.55% アップ、

全体として 0.19%と小幅ながら実に 10年ぶりの

実質プラス改定となった。

日本病院共済会創立 30周年

日病の会員向けに図書の刊行・販売、病院賠償

責任保険等を取り扱う株式会社日本病院共済会が

昭和 49 年の創業以来 30 年を迎え、平成 17 年

4 月 23 日に都内ホテルで創立 30 周年記念式典

を実施した。

日本診療録管理学会の創立 30周年

第 30 回日本診療録管理学会が創立 30 年を迎

え、平成 16 年 9月 16 日千葉市・幕張プリンス

ホテルで記念式典を実施。大井利夫理事長は、「本

学会は、昭和 50年に発足し迂余曲折があったが、

一歩ずつ進んで今日を迎えた。学会として、今後

とも一層研鑽し邁進したい」と述べた。

中山耕作名誉会長のご逝去

平成 19年 4月 4日、中山耕作名誉会長（享年

82歳）がご逝去された。

お別れの会（聖隷浜松病院、日病、日本病院共

済会、中山家による共催）を平成 19年 7月 8日

（日）、東京・グランドプリンスホテル新高輪にて

開催。お別れの言葉は、堺常雄実行委員長、山本

修三会長が行った。

日病ニュース第 800 号発刊

第 1 号は、昭和 46 年 4 月 20 日であり、55

年から原則月 2回の発刊となり、平成 21年 5月

25号で第 800 号を迎えた。

新年賀詞交歓会の実施

平成 18 年 1月 16 日に、日病は初めての新年

賀詞交歓会を東京・帝国ホテルで開催し、国会議

員、厚労省、日医、病院関係団体などの医療関係

者が出席。

山本会長は、年初の所信表明と病院医療を取り

巻く厳しい医療環境を打破するため、会員の結束

と支援を要請した。

平成19年は1月15日に同ホテルで開催し、参

加者に医療費財源確保のために消費税を目的税化

すべき考えと情報開示の積極的な取り組みを表明。

平成 20 年は 1 月 15 日に同ホテルで開催し、

山本会長は、我々医療界がしっかりと国民のため

に質の高い、安全な医療を提供していかなければ
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ならないと述べた。

平成 21 年は 1 月 12 日に同ホテルで開催し、

国会議員、厚労省、日医、病院関係団体などの

医療関係者が総勢 303 人出席。山本会長は挨拶

で政権交代により診療報酬改定率が 10年ぶりに

ネット 0.19% のプラスになったことについて「小

さな一歩だったが、極めて大きな一歩であった」

と感想を述べた。

経済危機克服のための「有識者会合」へ
の出席

平成 21 年 3月 21 日に開催された有識者会合

（麻生首相による招集・社会保障分野）に山本会

長が出席し、緊急経済対策として、①医療の質、

安全確保の観点から、病院施設の耐震化の促進や

電子カルテ等の IT 化の推進、②雇用確保の視点

から医師の支援策としてのドクターズ・セクレタ

リーの導入、③医学・医療に関わる研究・技術開

発等への緊急投資の必要性を提言した。

日本人間ドック学会創立 50周年

平成 21年 9月 3日に日病と日本人間ドック学

会の共催により創立 50周年記念行事をグランド

プリンスホテル赤坂にて開催した。当日の記念式

典後の祝賀会には、天皇皇后両陛下のご臨席をい

ただいた。

山本修三会長の叙勲受章

平成 21年秋の叙勲で本会から推薦した山本修

三会長が旭日中綬章の栄誉に浴された。

平成 22 年 2月 26 日に帝国ホテルにて「山本

修三先生の旭日中綬章を祝う会」を開催し、多数

の医療関係者が出席された。
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堺常雄氏、会長に選出

平成22年 3月 27日の 21

年度代議員会・総会において、

新会長に堺常雄氏（静岡県・

聖隷浜松病院院長）が第 11

代の会長に選出され、また、

副会長には、今泉暢登志氏

（福岡県・福岡赤十字病院名誉院長）、高橋正彦氏

（茨城県・茨城西南医療センター名誉院長）、末永

裕之氏（愛知県・小牧市民病院院長）、相澤孝夫

氏（長野県・相澤病院理事長・院長）、梶原優氏

（千葉県・板倉病院理事長）、大道道大氏（大阪府・

森之宮病院理事長）の 6氏が就任した。

堺新会長は、同日の記者会見で「今後の日本の

医療（病院）をどうやっていきたいのか、また、

診療報酬改定を含めた政策に関して、会員病院の

考え方を集約して提言していきたい」と、新執行

部のスタンスを示した。

また、平成 22 年 5 月 25 日に開催された 22

年度の代議員会・総会で、堺会長は、「新キャビ

ネットに課せられた課題の 1つは “みえる化” で

あり、新キャビネットが何を考え、“会員のため

に何をするかを” 明確に提示することである」と

強調するとともに、このみえる化を提示するた

めに①病院医療の再生、②医療保険制度と診療

報酬体系の検討、③医療の質と安全の取り組み、

④人材育成、⑤情報提供の推進などを柱とする

22 年度の重点項目の事業活動を展開するとの運

営方針を述べた。

なお、平成 22 年度総会に先がけて、5月 21

日に「新執行部披露パーティ」が都内で開かれ、

堺会長は新執行部が取り組むべき方向としては、

「質の高い医療、安心して安全な医療を提供する

ことに尽きるので、それに向かって邁進する」と

強調する一方で「行政には財政問題にしっかりと

取り組んでもらいたい」と述べ、医療費財源確保

に向けた行政の対応を強く求めた。

医療再生で各政党に要望

日病と日本病院会政治連盟（日病政連）は 5

月 27 日、7月の参院選に向けて「わが国の医療

再生のための要望」を民主党ほか各党に提出した。

要望は、四本柱として、数値目標を設定した医師

の増員等医療人の育成、医療提供体制や診療報酬

体系の見直しの実現のほか、医療崩壊を回避する

ため、省庁の枠を超えた強力な医療制度改革委員

会の設置を求めたことがポイントである。

公益法人制度改革への対応

平成 22 年 10 月 23 日の常任理事会で「公益

法人制度見直しに係るプロジェクト委員会」での

結論として「一般社団法人」への移行について常

任理事会で議案提出した。

病院医療の動向や経営環境の変化などにさまざ

まな方法で対応できる機能性の確保、事業活動が

各種人材育成、国際活動などさまざまな事業展開

を特徴としている等を挙げ、本会は「一般社団法

人」への移行を承認した。平成 23 年 1月 11 日

の理事会でも審議した結果、「一般社団法人」へ

の移行を承認し、23 年 3月の総会へ上程するこ

堺 常雄会長（平成22年 4月 1日～）

第 11 代会長

堺
さかい

　常
つねお

雄氏
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ととした。

平成 22年診療報酬改定影響度調査

会員施設を対象に行った平成 22年度診療報酬

改定の影響度調査（病院経営の質推進委員会：宮

﨑瑞穗委員長）結果報告について 11 月 19 日、

堺会長、末永副会長、宮﨑常任理事、永易病院管

理者協議会会長が記者発表を行った。

林 雅人 理事のご逝去

平成 22年 11月 30日に林 雅人理事（秋田県・

厚生連平鹿総合病院総長）がご逝去され、12 月

19 日に秋田県・横手市でお別れ会が行われ、日

病を代表し、堺会長は弔辞を述べた。堺会長のほ

か、山本修三名誉会長、大井利夫顧問、藤原秀臣

常任理事が関係者として出席した。

東日本大震災への対応

平成 23 年３月 11 日午後２時 46 分に宮城県

三陸沖を震源とした大地震が発生した。この地震

は、最大震度７、マグニチュードは日本観測史上

最大の 9.0 であった。堺会長は、同日、日病に災

害対策本部、サブとして聖隷浜松病院内に設置し、

被災地の会員病院等の被害状況等の情報収集と併

せて被災地以外の会員に対して支援要請（人的、

物品、患者受入れ対応等）活動に入った。被災地

支援の活動としては、義援金口座を開設し、正会

員、賛助会員等に広く呼びかけを行い、医療材料

（真空採血菅）の供給不足を懸念し、厚労省への

在庫確認、ガイガーカウンターの提供等を行う一

方、IHF、AHF に対して災害支援要請を積極的に

行った。

さらには、被災地の復興、再生に向けての支援

活動を行うために各種委員会委員長を招集させ災

害対策を講じる災害対策特別委員会の設置を指示

した。

日病としては、その後、被災地（岩手、宮城、

福島 各県を中心として）への視察を図り、各県

の関係部署を訪ね被災状況、復興、再生に向け

ての取組等の情報収集を行い、ホームページを

活用して会員各位への情報提供を実施した。東

日本大震災に伴う被災地支援は中・長期支援が

必要なことから、災害対策特別委員会が各県の

災害対策本部窓口を通じての積極的な活動を

行っている。

岩手県立陸前高田病院　仮設診療所 岩手医科大学   小川学長から被災状況の説明を受ける堺会長
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歴代の会長

会長名 任　期 所　属

初代会長 上條秀介 昭和 26年 6月 24日～ 31年 5月 19日 昭和医科大学附属病院

第 ２ 代会長 橋本寛敏 　　 31年 6月 16日～ 45年 3月 31日 聖路加国際病院

第 ３ 代会長 神崎三益 　　 45年 4月 1 日～ 49年 3月 31日 武蔵野赤十字病院

第 ４ 代会長 東　陽一 　　 49年 4月 1 日～ 50年 3月 31日 中伊豆リハビリテーションセンター

第 ５ 代会長 阿久津慎 　　 50年 4月 1 日～ 52年 6月 30日 名鉄病院

第 ６ 代会長 左奈田幸夫 　　 52年 7月 1 日～ 55年 3月 31日 国立埼玉病院

第 ７ 代会長 内藤景岳 　　 55年 4月 1 日～ 58年 3月 31日 総合病院南大阪病院

第 ８ 代会長 諸橋芳夫 　　 58年 4月 1 日～平成 11年 8月 31日 総合病院国保旭中央病院

第 ９ 代会長 中山耕作 平成 11年 9月 1 日～ 16年 3月 31日 聖隷浜松病院

第 10 代会長 山本修三 　　 16年 4月 1 日～ 22年 3月 31日 済生会神奈川県病院

第 11 代会長 堺　常雄 　　 22年 4月 1 日～ 聖隷浜松病院

平成 13年度以降の副会長

平成 13 年 4月 1日～ 16 年 3月 31 日

大道　學 ボバース記念病院
藤澤正清 福井県済生会病院 平成 13年 6月 11日ご逝去
奈良昌治 足利赤十字病院
武田隆男 武田総合病院
山本修三 済生会神奈川県病院 平成 13年 7月 28日就任

　　 16 年 4月 1日～ 19 年 3月 31 日

武田隆男 武田総合病院
池澤康郎 中野総合病院
川合弘毅 若草第一病院 平成 17年 4月 23日退任
奈良昌治 足利赤十字病院
大井利夫 上都賀総合病院
村上信乃 総合病院国保旭中央病院
佐藤眞杉 佐藤病院 平成 17年 5月 28日就任

　　 19 年 4月 1日～ 22 年 3月 31 日

池澤康郎 中野総合病院
佐藤眞杉 佐藤病院
堺　常雄 聖隷浜松病院
大井利夫 上都賀総合病院
村上信乃 総合病院国保旭中央病院
宮崎忠昭 長野赤十字病院

　　 22 年 4月 1日～ 25 年 3月 .31 日

今泉暢登志 福岡赤十字病院
高橋正彦 茨城西南医療センター
末永裕之 小牧市民病院
相澤孝夫 相澤病院
梶原　優 板倉病院
大道道大 森之宮病院

平成 16年 4月 1日から副会長４人体制から６人体制となる。

歴代の会長・副会長





現況（組織と活動）
（平成13～22年度）
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昭和 26 年 6 月 24 日の日本病院協会

創立後、定款制定から平成 10 年 9 月

18 日までの第 12 回改正までは「日本

病院会 50年史」にその詳細が記載され

ているので、第 13回改正以降を中心に

記述する。

1．平成 15 年改正

日病の正会員数が2,700を超え、会員

数ではピークを迎えている時期であった。

加えて、病院医療も高度化が進み、病院

の日常業務も複雑化傾向にあり、日病が

要望・提言活動を行っていく上で、各分

野で業務を統括する副会長の業務も多忙

となっていった。このあたりで2人を増

員し、6人体制とし密度の高い分類で業

務推進を図ることとした。

他、主務官庁の厚労省より役員の定数

確定の指導もあったが、厚労省や関係諸

団体と協議の末、今回の改正では見送る

運びとなった。

2．平成 17 年改正

日病は、各病院の代表者として病院長、

開設者以外の者を会員として届出された

場合、役員会等でこれを承認していた。

また民法の規定上、正会員は社員である

ことを明記した。

他、かねてより主務官庁の厚労省から

指導のあった役員の定数確定にも着手

し、現行の役員数に沿って理事と代議員

の定数枠を定めた。

剰余金については、毎年繰り越すこと

は決まっているので削除し、残余処分の

議決についても、一般的な総会の議決へ

変更した。

平成 15年 9月以降の変更点

施行年月日 現　行 改　正

平成15年9月4日
（第 13回改正）

第 10 条（役員の種類）
この会に、次の役員を置く。
会　長　1名
副会長　4名
理　事　若干名
　（内若干名を常任理事とする。）
監　事　3名
代議員　若干名

第 10 条（役員の種類）
この会に、次の役員を置く。
会　長　1名
副会長　6名以内
理　事　若干名
　（内若干名を常任理事とする。）
監　事　3名
代議員　若干名

平成17年6月8日
（第 14回改正）

第 5条（会員の種類）
会員を分けて次の 3種とする。
正 会員　この会の目的および趣旨
に賛同し入会した病院の代表者。
代表者はその病院を管理する　
病院長又は医師である開設者と
する。

第 5条（会員の種類）
会員を分けて次の 3種とする。
正 会員　この会の目的および趣旨
に賛同し入会した病院の代表者。
（以下の条文を削除。）
2　正会員をもって民法上の社員
とする。

定
款
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施行年月日 現　行 改　正

第 10 条（役員の種類）
この会に、次の役員を置く。
会　長　1名
副会長　6名以内
理　事　若干名
（内若干名を常任理事とする。）
監　事　3名
代議員　若干名

第 10 条（役員の種類）
この会に、次の役員を置く。
会　長　1名
副会長　6名以内
理　事　60名以上　66名以内
　（内若干名を常任理事とする。）
監　事　3名
代議員　110 名以上　130 名以内

第 31 条（資産の管理）
2　資産のうち現金は、郵便官署、確実な
る銀行又は信託会社に預入、若しくは信託
し、又は国債その他確実な有価証券に替え
保管するものとする。

第 31 条（資産の管理）
2　資産のうち現金は、日本郵政公社、確
実なる銀行又は信託会社に預入、若しくは
信託し、又は国債その他確実な有価証券に
替え保管するものとする。

第 33 条（剰余金の処分）
年度末において剰余金を生じたときは、代
議員会の議決を経て、その全部若しくは一
部を翌年度に繰越すか、又は積立金として
積立てるものとする。

　　削除

第 39 条（解散残余財産の処分）
前条により解散したときの残余財産は、代
議員会の議決を経て、主務官庁の認可を得
て、この会の類似の目的を持つ他の団体に
寄附するものとする。

第 39 条（解散残余財産の処分）
前条により解散したときの残余財産は、総
会の議決を経て、主務官庁の認可を得て、
この会の類似の目的を持つ他の団体に寄附
するものとする。

定款施行細則

1．平成 15 年改正

会長および顧問、参与の任期を新たに設けた改

正であった。病院を取り巻く環境や社会情勢は

日々変化し、会員からの意見を的確に反映する必

要がある。執行体制を整えながらも適宜世代交代

を図る必要性から、会長職は 2期を限度とする

観点で対応を図った。また、執行部の求めに応じ

て意見を述べる顧問や参与の任期についても同期

間とした。

2．平成 17 年改正

正会員資格は従来から医師である開設者であっ

た。その多くは病院長あるいは理事長であった現

状から、条文は医師に限定する旨をわかりやすく

整理することとした。

3．平成 18 年 4月改正

日病では昭和 34年より予防医学活動に力を入

れ、適切な健診を行っている機関を健保連に指定

施設として推薦している。その指定を受ける施設

は日病の賛助会員となることが義務づけられてい

る。長く予防医学に貢献している健診施設を賛助

会員と別に扱い、新たに特別会員として整理した。

4．平成 18 年 7月改正

変更内容の多くは、選挙規程と重なることから

後述する。
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平成 15年 9月以降の変更点

施行年月日 現　行 改　正

平成 15年 9月 4日
（第 12回改正）

　　新設 第 5条 2（会長、顧問および参与の再任）
会長の再任については、特別の事情がある
場合を除き、2期を限度とする。
2　顧問および参与の再任については、原
則として 2期を限度とする。

平成 17年 6月 8日
（第 13回改正）

第 1条（医師である開設者）
社団法人日本病院会定款（以下定款という）
第 5条の規定による、正会員のうち医師で
ある開設者とは、法人における医師である
代表者として病院より届出た者、地方公共
団体における医師である病院事業管理者等
であり、本会の常任理事会にて承認したも
のをいう。

第 1条（正会員の承認）
社団法人日本病院会定款（以下定款という）
第 5条の規定に定める病院の代表者は、当
該病院が代表として届け出た医師とし、常
任理事会で承認した者とする。

平成 18年 4月 1日
（第 14回改正）

第 4条（会費）
特別会員　会費を免除する

第 4条（会費）
特別会員
A　人間ドック健診施設の会員　50,000 円
B　個人の会員　会費免除

平成 18年 7月 6日
（第 15回改正）

第 6条（選挙告示）
選挙の告示は選挙期日前年の 12 月 1 日に
会長が行う。ただし補欠選挙の場合は選挙
期日の 1ヶ月前とする。

（選挙告示）は選挙規程へ移行

第 6条（選挙規程）
選挙規程は別に定める。

第 8条（選挙管理委員会の設置）
理事、監事、代議員および代議員会議長・
副議長の選出に関する事務を行うための選
挙管理委員会を置く。
2　選挙管理委員会の委員は若干名とし、
委員の任命は常任理事会の議を経て会長が
委嘱する。
3　選挙管理委員会に委員長を置く。委員
長は委員の互選とする。
4　委員長は役員選出に関する事務を掌理
する。

（選挙管理委員会の設置）は選挙規程へ移行

第 8条（理事の選出）
理事ならびに常任理事の数は公私病院の均
衡をはかるものとする。
2　理事の定年は原則として 78歳とする。
なお、任期途中に定年に達した場合には当
該任期中はその職務を行う。

第 9条（役員の立候補届）
理事、監事および代議員会議長ならびに副
議長に立候補しようとする者は、所定の期
日までに正会員 3名以上の推薦状（第 4号
様式）を付して所定の様式（第 3号様式）
により会長に立候補届を提出しなければな
らない。

（役員の立候補届）は選挙規程へ移行

第 10 条（役員の立候補届出の締切）
役員になろうとする者の立候補届の締切は
選挙期日の 8週間前とし、会長は選挙期日
の 4週間前に立候補者の氏名を正会員に通
告しなければならない。

第 11 条（常任理事の選出）

（役員の立候補届出の締切）は選挙規程へ
移行

第 9条（常任理事の選出）
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施行年月日 現　行 改　正

第 12 条（常任理事会の運営）
3　監事および代議員会議長、副議長なら
びに制度委員会委員長は、常任理事会に出
席することができる。但し、表決に加わる
ことができない。

第 13 条（支部の設置）

第 10 条（補欠役員の選出）
理事又は監事に欠員が生じた場合、会長は、
当該役員の残任期間について後任の候補者
を代議員会あるいは臨時代議員会に推薦し、
承認を求めることができる。

第 11 条（常任理事会の運営）
3　監事、代議員会議長、副議長、各種委
員会委員長及び支部長は、常任理事会に出
席することができる。ただし、表決に加わ
ることはできない。

第 12 条（支部の設置）

選挙規程

平成 18年改正

平成 19 年 3 月の役員改選を迎えるにあたり、

役員選挙に関する事項について定款施行細則と選

挙規程で整合性が図れていないことがわかった。

前回の平成 7年改正から約 10年が経ち、慣例と

なっているが明文化されていない事項もあること

から、委員会を組織し大幅な見直しを図ることと

した。

選挙告示や立候補届出、選挙管理委員会などの

役員改選に関する規定を、定款施行細則から選挙

規程に移行した。

また、従来の規程では、選挙日前年の 11月現

在で選挙人名簿に登載された正会員でないと立候

補できないことになっていた。実際には 3月末

で院長交代が予定されている病院もあることか

ら、第 1条で選挙人名簿の見直し、第 6条で申

立書を新たに規定することで対応を図った。

平成 18年 7月の変更点

施行年月日 現　行 改　正

平成 18年 7月 6日
（第 7回改正）

第 1条（選挙人名簿）
社団法人日本病院会選挙人名簿は毎年 11
月 1日をもって調整する。ただし過去 3年
間会費を納入していない会員は選挙人名簿
から除外する。

第 2条（選挙権および被選挙権）
選挙権および被選挙権は本規程第 1条の選
挙人名簿によって行う。

第 1条（選挙人名簿）
第一次選挙人名簿は、選挙前年の 12 月 1
日をもって作成し、第二次選挙人名簿は 2
月 1日をもって作成する。
2　この名簿には、選出される役員（理事
および監事）の任期開始のとき、正会員に
なる者を含む。
3　この名簿には、当該年度限りで正会員
資格を失うことが確実な者は登載しない。
4　過去 3年間会費を納入していない会員
は選挙人名簿から除外する。

第 2条（選挙権および被選挙権）
選挙権および被選挙権を持つ者は本規程第
1条の選挙人名簿登載者に限る。
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第 3条（代議員の選出）
代議員の選出は、都道府県単位に単記無記
名投票によって行う。但し、立候補者が定
数以下の場合は選挙は行わない。

第 4条（理事および監事の選出）

　　削除

第 3条（理事および監事の選出）

第 5条（代議員会議長および副議長の選出）
代議員会議長および副議長の選出は、単記
無記名投票によって行う。

第 4条（代議員会議長および副議長の選出）
代議員会議長および副議長の選出は、代議
員の互選によって行う。

第 5条（選挙の期日と告示）
任期満了による選挙は当該年度末に新代議
員会で行う。
2　選挙の告示は選挙前年の 12月 1日に会
長が行う。

第 6条（役員の立候補届出）
理事、監事および代議員会議長ならびに副
議長に立候補しようとする者は、所定の期
日までに正会員 3名以上の推薦状（第 4号
様式）を付して所定の様式（第 3号様式）
により会長に立候補届を提出しなければな
らない。
2　任期開始のとき正会員となる者が理事
または監事に立候補しようとするときは、
別に定める様式（第 6号様式）により当該
病院の現正会員からの申立を必要とする。

第 7条（役員の立候補届の締切）
立候補届の締切は選挙期日の 6週間前とす
る。会長は選挙期日の 2週間前に立候補者
の氏名を正会員に通告しなければならない。

第 6条（選挙管理委員会）
定款施行細則第 8条に定める選挙管理委員
会は選挙告示前に組織し、選挙事務終了後
に解散する。
2　選挙管理委員会の業務は次のとおりと
する。
1　第 1条に定める選挙人名簿の調整に関
すること。
2　投票に使用する用紙を予め定めておく
こと。
3　選挙会場における投票の管理・開票及
びその結果の発表事務に関すること。
4　その他選挙が厳正かつ公明に行われる
ために必要な措置。

第 8条（選挙管理委員会）
理事、監事、代議員会議長および副議長の
選出に関する業務を行うため選挙管理委員
会を置く。
　 1　選挙管理委員会は選挙告示前に組織
し、選挙事務終了後に解散する。
　 2　選挙管理委員会の委員は 5 名とし、
委員の任命は常任理事会の議を経て会長
が委嘱する。
　 3　選挙管理委員会に委員長を置く。委
員長は委員の互選とする。

　 2　選挙管理委員会の業務は次のとおり
とする。
　 1　第 1条に定める選挙人名簿の作成を
すること。
　 2　投票に使用する用紙を予め定めてお
くこと。
　 3　選挙会場における投票の管理・開票
およびその結果の発表に関すること。
　 4　その他選挙が厳正かつ公明に行われ
るために必要な措置。
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第 7条（無効投票） 第 9条（無効投票）

第 8条（当選者）
各選挙において、投票によって選挙を行っ
たときは有効投票の上位から順次当選者と
する。但し、得票集が同数であるときは、
同数である得票者に開票立会人が籤をひか
せてこれを決する。

第 10 条（当選者）
各選挙において、投票によって選挙を行っ
たときは有効投票の上位から順次当選者と
する。ただし、得票集が同数であるときは、
同数である得票者に開票立会人が籤をひか
せてこれを決する。
2　第 1条第 2項の規定により立候補し選
出された者が第 2項に定める事実を欠くに
至った場合には、役員に就任することはで
きない。

第 9条（異議の申立）
各選挙について異議があるときは役員選出
後 3日以内に選挙管理委員会に申し立てる
ものとする。

　　削除
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昭和 26 年 6 月 24 日に設立された日

本病院協会は「全病院の一致協力によっ

て病院の向上発展と使命の遂行を図り、

社会の福祉増進に寄与する」ことを目的

としており、翌年 5月に法人格を取得

し、組織の拡大とともに昭和 51 年 12

月、日本病院会と改名して現在に至って

いる。

設立当時の会員数は1,200、全国3,700

余の病院の 3割強であったが、会員資格

を「都道府県病院団体を構成する病院の

代表者」と謳っており、病院協会未設の

都道府県の病院は入会できなかった。

そのため、昭和 29年 7月に定款を改

正し、従来の都道府県病院団体に加えて

「全国または国の大部分を区域とする病

院の団体（特定病院団体と称する）を構

成する病院の代表者で、この会の趣旨に

賛同したもの」を会員に追加した。その

後、39 年の第 3回定款改正でこれを改

め、個々の病院の直接入退会とした。

現在の定款上の会員種類は、病院の代

表者である「正会員」、学識経験者等に

して、理事会において推薦される「特別

会員」、それ以外の法人または個人の「賛

助会員」である。

会員の推移

設立から平成 12年までの会員の推移

は「日本病院会 50年史」に詳細が記載

されているので、13 年以降の経過を中

心に記述する。

平成 14年から 3回続いた診療報酬マ

イナス改定、とりわけ 18年の 3.16% 減

が病院経営を直撃、全国の病院の数は比

例して減少していくこととなる。

日病の正会員においても、度重なる医

療制度改革に伴う医療収入減少により病

院を取り巻く環境が極めて厳しくなって

いく中、廃院や診療所への転換などのや

むを得ない理由で退会する会員が目立っ

た。

とくに平成 22年には、長年に亘り会

費が未納であった会員に対し、同意の下

で退会手続きを行ったため、とくに目

立った減少数となっている。

平成 23 年 3 月 31 日現在の正会員数

は 2,416 病院で、医療法人を主体に、

日本の病院の全ての経営主体が参加す

る、日本の病院団体を代表する構成と

なっている。表 1 ～ 4は、開設者別会

員数とその病床数、都道府県別会員数、

病床種別会員数とその病床数、病床規模

別会員数である。

一方、特別会員・賛助会員については、

この10年の推移はほとんど変化がない。

平成23年3月31日現在480会員となっ

ており、その業種別内訳は表 5のとお

りである。

組
織
と
会
員
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表 1　経営主体別の正会員数と病床数
病院・病床数
経営主体別 病院数 病床数

国

厚生労働省 8 4,502

独立行政法人国立病院機構 64 27,127

国立大学法人 7 5,798

独立行政法人労働者健康福祉機構 20 8,895

その他 2 632

（国・小計） 101 46,954

自
治
体

都道府県 76 30,831

市町村 258 88,683

地方独立行政法人 18 8,098

（自治体・小計） 352 127,612

そ
の
他
公
的

日　赤 90 37,559

済生会 73 21,711

北海道社会事業協会 4 953

厚生連 85 31,767

国民健康保険団体連合会 0 0

全国社会保険協会連合会 43 12,402

厚生団 7 2,803

船員保険会 3 786

健康保険組合および連合会 9 2,033

共済組合および連合会 39 13,587

国民健康保険組合 1 320

（その他公的・小計） 354 123,921

公的・計 807 298,487

私
的

公益法人 180 53,312

医療法人 1,186 211,416

学校法人 54 36,994

社会福祉法人 55 14,216

医療生協 28 5,372

会　社 38 9,543

その他法人 24 11,392

個　人 44 5,009

私的・計 1,609 347,254

総　数 2,416 645,741

表 2　都道府県別
北 海 道 100
青 森 県 19
岩 手 県 13
宮 城 県 27
秋 田 県 26
山 形 県 18
福 島 県 38
茨 城 県 52
栃 木 県 29
群 馬 県 42
埼 玉 県 89
千 葉 県 129
東 京 都 223
神奈川県 118
新 潟 県 78
富 山 県 24
石 川 県 17
福 井 県 26
山 梨 県 21
長 野 県 36
岐 阜 県 43
静 岡 県 73
愛 知 県 123
三 重 県 36
滋 賀 県 26
京 都 府 79
大 阪 府 180
兵 庫 県 134
奈 良 県 39
和歌山県 46
鳥 取 県 13
島 根 県 12
岡 山 県 56
広 島 県 53
山 口 県 33
徳 島 県 9
香 川 県 23
愛 媛 県 27
高 知 県 36
福 岡 県 96
佐 賀 県 5
長 崎 県 38
熊 本 県 42
大 分 県 16
宮 崎 県 10
鹿児島県 29
沖 縄 県 14
総　数 2,416

会員の状況　（平成 23年 3月 31日現在）
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病院種別 病院数 内　　訳

一　般 2,350

精　神 66
精神病床 100％ 57

同　80％以上 9

結　核 0 
結核病床 100％ 0

同　80％以上 0

療養病床を有する病院 883 （再掲）

地域医療支援病院 244 （再掲）

総　数 2,416

病床種別 病床数

一　般 528,033

療　養 73,153

精　神 39,704

結　核 3,541

感染症 1,310

総　数 645,741

表 3　種類別会員数および病床数

表 4　病床規模別

病床規模別
会　　員

病院数 構成割合 病床数 構成割合

20 ～ 30床 20 0.8％ 538 0.1％

31 ～ 40床 21 0.9％ 757 0.1％

41 ～ 50床 55 2.3％ 2,582 0.4％

51 ～ 100床 373 15.4％ 29,079 4.5％

101 ～ 150床 351 14.5％ 44,728 6.9％

151 ～ 200床 403 16.7％ 72,490 11.2％

201 ～ 300床 372 15.4％ 93,163 14.4％

301 ～ 400床 328 13.6％ 111,805 17.3％

401 ～ 500床 211 8.7％ 94,849 14.7％

501 ～ 600床 119 4.9％ 65,177 10.1％

601 ～ 700床 70 2.9％ 45,503 7.0％

701 ～ 800床 32 1.3％ 23,921 3.7％

801 ～ 900床 19 0.8％ 16,134 2.5％

901床以上 42 1.7％ 45,015 7.0％

総　数 2,416 100.0％ 645,741 100.0％

表 5　特別会員・協賛会員数

業　種 会員数

医療機関（健診） 240

製薬会社 31

医薬品卸 9

医療機器・用具 14

臨床検査 4

医療情報サービス 5

医業経営・医事代行 7

医療秘書等専門学校 81

出版・印刷 9

金融・保険 5

関連法人・協会 10

個人 33

その他 32

総　数 480
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経理について

日病の会計区分は、昭和 56 年に IHF

国際交流基金特別会計が創設されて以

降、一般会計、基本財産特別会計、退職

手当積立金特別会計、IHF 国際交流基金

特別会計で運営され、必要に応じて創立

33 周年記念事業特別会計、創立 40 周

年記念事業特別会計、IHF 汎地域会議特

別会計、創立 50周年記念事業特別会計

などのその他の特別会計を創設し、安定

的に運営されてきた。

しかしながら、通信教育事業の受講生

増大等により、事業部門の収入が 50％

以上を占めるようになり、より安定的に

事業推進を行うため事業特別会計および

事業安定推進基金を平成 15年より創設

した。

さらに平成 20 年 12 月 1 日、新公益

法人制度施行により、21 年度より全て

の特別会計を廃止し、新公益法人会計基

準に準拠した会計に移行した。

財
務

1.  収支決算総括表

（1）収入合計 （単位：千円）

年度 合計 一般会計 事業特別
会計

基本財産
特別会計

退職手当
積立金
特別会計

IHF 国際
交流基金
特別会計

事業安定
推進基金
特別会計

その他
（50周年）
特別会計

平成 12 1,244,553 815,070 0 189,940 63,448 151,316 0 24,779 

　　 13 1,410,671 964,566 0 190,089 62,892 149,774 0 43,350 

　　 14 1,528,040 1,122,099 0 190,127 70,220 145,594 0 0 

　　 15 2,429,326 941,269 717,888 190,147 105,955 149,067 325,000 0 

　　 16 2,863,370 974,954 786,147 190,191 141,881 151,099 619,098 0 

　　 17 2,904,296 803,660 737,462 190,236 212,126 153,708 807,104 0 

　　 18 3,147,381 992,763 791,200 190,305 203,655 161,994 807,464 0 

　　 19 3,443,391 1,065,175 809,682 190,673 205,978 163,219 1,008,664 0 

　　 20 3,065,166 773,509 723,382 191,334 205,711 161,219 1,010,011 0 

　　 21 2,353,547 2,353,547 － － － － － －

　　 22 1,232,227 1,232,227 － － － － － －

＊平成 21年度より新公益法人会計基準に変更され、特別会計は廃止した。

（2）支出合計 （単位：千円）

年度 合計 一般会計 事業特別
会計

基本財産
特別会計

退職手当
積立金
特別会計

IHF 国際
交流基金
特別会計

事業安定
推進基金
特別会計

その他
（50周年）
特別会計

平成 12 558,731 547,075 0 0 6,590 4,632 0 434 

　　 13 688,775 633,525 0 0 2,685 9,215 0 43,350 

　　 14 649,636 642,596 0 1 499 6,540 0 0 

　　 15 1,386,789 817,020 561,442 0 317 8,010 0 0 

　　 16 1,587,328 803,144 769,985 0 6,767 7,432 0 0 

　　 17 1,422,756 729,196 668,223 0 13,575 11,762 0 0 

　　 18 1,586,464 604,837 759,526 0 3,086 19,015 200,000 0 

　　 19 1,824,977 1,005,592 806,110 0 699 12,576 0 0 

　　 20 1,493,980 598,237 687,876 0 728 7,139 200,000 0 

　　 21 2,261,420 2,261,420 － － － － － －

　　 22 1,195,133 1,195,133 － － － － － －

＊平成 21年度より新公益法人会計基準に変更され、特別会計は廃止した。
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（3）次期繰越収支差額 （単位：千円）

年度 合計 一般会計 事業特別会計 基本財産
特別会計

退職手当
積立金
特別会計

IHF 国際交流
基金特別会計

事業安定推進
基金特別会計

その他
（50周年）
特別会計

平成 12 685,822 267,995 0 189,940 56,857 146,685 0 24,345 

　　 13 721,896 331,041 0 190,089 60,207 140,559 0 0 

　　 14 878,403 479,502 0 190,127 69,721 139,053 0 0 

　　 15 1,042,536 124,248 156,445 190,147 105,639 141,057 325,000 0 

　　 16 1,276,042 171,810 16,162 190,192 135,114 143,666 619,098 0 

　　 17 1,481,539 74,464 69,238 190,236 198,551 141,946 807,104 0 

　　 18 1,560,916 387,925 31,674 190,305 200,569 142,979 607,464 0 

　　 19 1,618,414 59,583 3,571 190,673 205,279 150,643 1,008,665 0 

　　 20 1,571,186 175,272 35,506 191,334 204,983 154,080 810,011 0 

　　 21 92,127 92,127 － － － － － －

　　 22 37,093 37,093 － － － － － －

＊平成 21年度より新公益法人会計基準に変更され、特別会計は廃止した。

2.  資産総括表 （単位：千円）

年度 合計 流動資産 固定資産

平成 12 733,878 687,142 46,736 

　　 13 776,499 732,899 43,600 

　　 14 930,654 888,133 42,521 

　　 15 1,126,651 1,057,491 69,160 

　　 16 1,416,990 1,350,727 66,263 

　　 17 1,742,071 1,599,348 142,723 

　　 18 1,822,131 1,670,898 151,233 

　　 19 1,932,377 1,763,745 168,632 

　　 20 1,903,869 1,730,422 173,447 

　　 21 1,831,652 260,942 1,570,710 

　　 22 1,792,971 199,960 1,593,011 
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3.  一般会計収支計算書
（平成 12年度～ 22年度）

（1）収入の部 （単位：千円）

年度
款項目

平成 　
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

1．会費収入 306,598 314,654 311,631 313,894 306,258 306,332 303,958 304,349 303,057 303,269 306,079

　⑴ 正会員会費 304,550 312,205 308,976 311,245 305,121 305,509 303,859 302,572 301,496 302,283 305,495 

　⑵ 過年度会費 2,048 2,449 2,655 2,649 1,137 823 99 1,777 1,561 986 584 

2．受取国庫助成金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,174 

　⑴ 受取国庫助成金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,174 

3．事業収入 264,018 334,778 437,351 596,719 661,066 756,603 731,564 789,188 731,757 775,642 767,203 

　⑴ 購読料収入 2,192 2,089 2,508 2,208 2,466 2,728 1,916 2,658 5,568 3,938 3,774 

　　① 雑誌・ニュース 2,153 2,089 2,505 2,208 2,466 2,728 1,916 2,658 5,568 3,938 3,774 

　　② 調査資料 39 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

　⑵ 受講料収入 217,047 290,121 362,815 540,688 620,228 709,688 706,311 732,616 652,127 709,580 690,254 

　　① 研究研修会 16,016 46,753 15,046 31,051 0 18,424 3,748 24,267 1,802 23,530 0 

　　② 通信教育 201,031 243,368 347,769 509,637 620,228 691,264 702,563 708,349 650,325 686,050 690,254

　⑶ 参加料収入 14,335 14,892 27,333 21,605 8,110 9,713 15,557 45,162 67,478 55,934 68,515 

　　① セミナー 14,335 14,892 27,333 21,605 8,110 9,713 15,557 45,162 67,478 55,934 68,515

　　② 海外視察研究会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

　⑷ 部会費収入 30,444 27,676 44,695 32,218 30,262 34,474 7,780 8,752 6,584 6,190 4,660

　　① 人間ドック部会費 30,444 27,676 44,695 25,728 25,714 19,580 6,290 5,880 4,580 4,090 4,660 

　　② 認定・指定料 0 0 0 6,490 4,548 14,894 1,490 2,872 2,004 2,100 0 

4．賛助会員会費並びに寄付金 34,121 31,591 32,313 31,825 32,569 31,853 30,138 30,607 28,883 28,097 28,425

　⑴ 賛助会員会費 30,556 30,026 30,748 30,360 31,104 30,178 28,638 27,607 27,383 26,597 26,925

　⑵ 一般寄付金 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,575 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

　⑶ 行事補助金 2,200 200 200 100 100 100 0 1,500 0 0 0 

5．雑収入 9,068 12,302 9,265 10,777 23,875 31,566 31,514 15,415 8,311 13,643 15,821

　⑴ 受取利息 335 196 31 10 13 13 192 795 652 2,037 1,388

　⑵ 広告収入 8,395 11,583 8,496 8,371 9,541 4,770 3,915 5,127 2,456 3,061 3,224

　⑶ 雑収入 338 523 738 2,396 14,321 26,783 27,407 9,493 5,203 8,545 5,824

 　 （固定資産売却等収入）   5,385

6．繰入金収入 6,590 3,246 498 317 6,767 13,575 203,086 699 200,728 1,022,119 21,397 

　⑴ 基本財産特別会計より 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

　⑵ 退職手当積立金特別会計より 6,590 2,685 498 317 6,767 13,575 3,086 699 728 0 0 

　⑶ IHF 国際交流基金特別会計より 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

　⑷ 創立50周年記念事業特別会計 0 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

　⑸ 事業安定推進基金特別会計 0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 0 0 

 　 （特定預金取崩収入） 1,022,119 21,397 

当期収入合計 620,395 696,571 791,058 953,532 1,030,535 1,139,929 1,300,260 1,140,258 1,272,736 2,142,770 1,140,099

前期繰越収支差額 194,674 267,994 331,040 479,502 280,694 187,973 143,703 419,599 63,154 210,777 92,127

収入合計 815,069 964,565 1,122,098 1,433,034 1,311,229 1,327,902 1,443,963 1,559,857 1,335,890 2,353,547 1,232,226

＊平成 15年度より、実際は一般会計・特別会計を分けてある。
＊平成 21年度より新公益法人会計基準に変更されて、特別会計は廃止した。
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（平成 12年度～ 22年度）
（2）支出の部　 （単位：千円）

年度
款項目

平成　
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

1．事業費 307,395 353,774 401,243 476,388 478,392 629,947 587,217 707,075 735,035 825,376 770,706

⑴ 委員会・部会 24,886 28,842 34,980 28,436 37,621 43,635 50,896 62,618 63,819 50,934 48,215

⑵ 研究研修会 41,023 43,598 35,657 36,207 13,892 27,239 5,438 15,594 4,324 22,653 4

⑶ 通信教育 108,932 137,918 163,480 257,238 265,423 376,622 386,572 435,717 453,401 513,618 507,703

⑷ セミナー 21,249 22,705 36,800 37,609 35,031 45,348 17,932 36,679 65,066 60,083 67,792

⑸ 海外視察研究会 667 396 457 56 56 143 241 259 241 0 0 

⑹ 統計情報関係費 0 0 0 4,209 5,710 5,651 9,344 2,862 3,844 1,607 2,186

⑺ 資料整備費 6,515 4,724 13,509 760 994 478 459 1,305 2,003 0 0

⑻ ニュース発行費 22,238 25,831 27,280 20,062 19,456 23,033 22,371 28,950 30,328 26,929 20,982

⑼ 雑誌発行費 48,928 47,982 53,493 42,771 50,920 55,490 52,322 68,392 63,529 65,367 59,629

⑽ インターネット運営費 0 0 0 4,678 5,793 4,333 6,954 12,528 16,251 21,134 17,440
平成21年度より
日本病院団体協議会
関係費に変更

⑾ 医療費対策および病院大会費 4,221 15,163 8,804 7,444 9,989 7,564 3,705 11,517 1,871 2,283 1,246

⑿ 四病院団体協議会 0 0 0 10,114 6,868 13,875 4,451 2,702 3,927 4,740 4,273

⒀ 国際交流費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,656 18,418

⒁ 厚生労働省協力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,348

⒂ 助成金 28,736 26,615 26,783 26,804 26,639 26,536 26,532 27,952 26,431 41,372 20,470 

① 日本病院学会 14,165 13,157 13,243 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

② 人間ドック学会 5,600 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 0
平成21年度より
日本診療情報管理
学会に変更

③ 診療録管理学会 4,800 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,900 4,400 4,400 4,400 

④ 支部助成金 2,877 2,808 2,790 3,054 2,889 2,886 2,832 2,802 2,781 2,772 2,820 

⑤ その他助成金 1,294 1,250 1,350 1,350 1,350 1,250 1,300 1,250 1,250 1,200 250

2．負担金 1,455 1,515 1,485 2,325 2,205 3,917 77,438 34,083 33,608 30,958 28,200

⑴ 諸会費 1,455 1,515 1,485 2,325 2,205 3,917 77,438 34,083 33,608 30,958 28,200

3．会議費 27,845 29,530 24,995 32,579 35,020 38,284 42,635 54,025 49,296 56,294 50,558

⑴ 総会費 4,555 5,457 3,734 3,587 8,805 4,466 4,395 3,453 3,012 6,208 4,622

⑵ 役員会費 23,290 24,073 21,261 28,992 26,215 33,818 38,240 50,572 46,284 50,086 45,936

4．事務諸費 191,380 224,706 199,873 269,818 267,314 237,051 292,074 276,520 297,174 347,119 345,193

⑴ 職員給与費 103,127 115,050 110,335 108,763 111,660 100,387 137,419 120,255 137,993 141,855 133,925

⑵ 厚生費 20,187 17,853 14,544 16,697 36,249 19,150 21,456 19,684 36,002 39,329 34,103

⑶ 旅費交通費 2,769 3,684 2,059 3,105 1,543 7,687 4,291 3,216 4,505 3,623 4,345

⑷ 事務所管理費 41,379 47,379 41,316 94,844 64,153 40,555 67,105 57,747 52,857 80,729 69,881

⑸ 需用費 22,392 39,542 30,960 45,733 52,647 67,866 61,033 71,934 64,816 41,351 54,780

⑹ 交際費 1,526 1,198 659 676 1,062 1,406 770 3,684 1,001 6,349 1,618

⑺ 他経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,981 

　　（固定資産取得支出） 33,883 37,560 

5．繰入金支出 19,000 24,000 15,000 371,230 340,325 275,000 25,000 425,000 10,000 1,001,673 476

⑴ 基本財産特別会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑵ 退職手当積立金特別会計 6,000 6,000 10,000 36,230 36,230 77,000 5,000 5,000 0 0 0 

⑶ IHF 国際交流基金特別会計 3,000 3,000 5,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 10,000 0 0 

⑷ 事業安定化推進基金特別会計 0 0 0 325,000 294,095 188,000 0 400,000 0 0 0 

⑸ その他特別会計 10,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平成21年度、学術
振興基金国際支援基
金を創設し預金を支
出した。

 　（特定預金繰入支出） 1,001,673 476

6．予備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

当期支出会計 547,075 633,525 642,596 1,152,340 1,123,256 1,184,199 1,024,364 1,496,703 1,125,113 2,261,420 1,195,133

当期収支差額 73,320 63,046 148,462 －198,808 －92,721 －44,270 275,896 －356,445 147,623 －118,650 －55,034 

次期繰越収支差額 267,994 331,040 479,502 280,694 187,973 143,703 419,599 63,154 210,777 92,127 37,093

＊平成 15年度より、実際は一般会計・特別会計を分けてある。
＊平成 21年度より新公益法人会計基準に変更され、特別会計は廃止した。
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委員会運営規則

（目的）

第 1条　この規則は、定款第 15条の規

定に基づき設置された委員会の運営に関

する必要事項を定め、もって委員会の円

滑な運営を図ることを目的とする。

（委員会）

第 2条　委員会の種類は、別表のとお

りとする。

（委員会の業務）

第 3条　委員会は、定款第 4条に定め

る事業に関し、専門的事項について調査

検討し、関連する必要な活動を行うほか、

次に掲げる業務を行うものとする。

（1）会長の諮問事項に対する答申

（2）会長に対する建議

（3）その他必要と認める事項

（委員の数）

第 4条　委員会を構成する委員の数は

原則として 7名以内とし、定款第 15条

の規定に基づき会長が委嘱する。

（委員の資格）

第 5条　委員の資格は、正会員のほか、

学識経験者若しくは関係所属機関に所属

する者とする。

（委員の任期）

第 6条　委員の任期は、定款第 13条に

定める役員の任期に準ずるものとし、そ

の期間中新規に委員会が設置された場合

においては、残る期間を任期とする。た

だし、原則として 2期を限度とする。

2　補欠の委員の任期は前任者の残任期

間とする。

（委員長）

第 7条　各委員会に委員長をおく。

2　委員長は、会長が常任理事会の意見

を聴き選任する。

3　委員長は、委員会を統括する。

（特別委員）

第 8条　委員会に特別委員をおくこと

ができる。特別委員の任期は、第 6条

に準ずる。

2　特別委員は、会議に出席し、意見を

述べることができる。但し、表決に加わ

ることができない。

（アドバイザー）

第 9条　委員会にアドバイザーをおく

ことができる。

2　アドバイザーは、委員長の推薦によ

り委員会に出席することができ、意見を

述べることができる。

（オブザーバー）

第 10条　委員会にオブザーバーをおく

ことができる。オブザーバーは、委員長

の求めに応じて委員会に出席し、意見を

述べることができる。

（委員会の運営）

第 11条　委員会に担当副会長をおく。

2　委員長は委員会を招集し、議長とな

る。

3　委員長に事故ある時は、あらかじめ

委員長の指名する委員が代行する。

4　会議の議事は、出席した委員の過半

数の賛成をもって決める。

5　担当副会長以外の副会長も会議に出

席して意見を述べることができる。

（小委員会の設置）

第 12条　委員長は、委員会の運営上必

要に応じ、小委員会を置くことができる。

2　小委員会は、委員会の定める方針に

したがって活動を行い、その結果を委員

長に報告する。

（会長に対する報告）

第 13条　委員長は、審議、決議並びに

処理事項を速やかに会長に報告しなけれ
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ばならない。

（委員会出席旅費）

第 14条　委員会に出席した委員には、別に定め

る旅費規程により旅費を支給する。

（委員会の庶務）

第 15条　委員会の庶務は事務局が行う。

付則

1　この規則は、平成2年11月24日から適用する。

2　この規則は、平成7年6月17日から適用する。

3　この規則は、平成10年4月25日から適用する。

4　この規則は、平成22年5月22日から適用する。

5　この規則は、平成23年1月11日から適用する。

【別表】

Ⅰ．医療政策に関わる事項

　①医療制度委員会

　②医療の安全確保推進委員会

　③救急医療委員会

Ⅱ．医療提供に関わる事項

　①地域医療委員会

　②医業経営・税制委員会

　③精神科医療委員会

　④中小病院委員会

Ⅲ．診療報酬に関わる事項

　①社会保険診療報酬委員会

Ⅳ．人材育成に関わる事項

１．研修事業

　①医療安全対策委員会

　②感染症対策委員会

　③病院診療の質向上検討委員会

　④臨床研修委員会

　　　専門医制度小委員会

　　　メディカルスクール小委員会

　⑤栄養管理委員会

２．通信教育事業

　①病院経営管理士教育委員会

　②病院経営の質推進委員会

Ⅴ．情報発信（みえる化）に関わる事項

　①情報統計委員会

　②広報委員会

　　　ニュース編集委員会

　　　雑誌編集委員会

　　　インターネット委員会

○総務に関する事項

　①倫理委員会

　②国際委員会

　③認定個人情報保護団体　審査委員会

　④創立 60年記念誌編集委員会

　⑤創立 60年記念事業実行委員会

　⑥災害対策特別委員会

○診療情報に関する事項

　①診療情報管理士教育委員会

　　　基礎課程小委員会

　　　専門課程小委員会

　　　分類小委員会

　　　DPCコース小委員会

　　　医師事務作業補助者コース小委員会
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Ⅰ　 医療政策に関わる事項

1. 医療制度委員会

医療制度委員会は昭和32年に創設されて以降、

医療諸制度に関する政府・与党を始め厚労省等の

施策に対して、殊に医療提供体制、医療保険制度、

診療報酬体系、公的介護保険制度、社会保障制度

などについて検討を行い、現場を預かる病院団体

の立場から提言するほか、調査研究などを行い、

日病の見解を取りまとめてきた。

（1）医療提供体制について

将来の医療提供体制のあるべき姿をまとめた

「21世紀の国民医療と病院」（平成 12年度）、勤

務医師を対象とした「勤務医師マニュアル」（平

成 12年度）を著した。第 57回日本病院学会（平

成 19年度）ではシンポジウム「防ごう！病院医

療の崩壊」の企画・運営を担当。医療機関の機能

分担と連携、地域医療計画、チーム医療の提供、

IT の利用、民間病院と公的病院のあり方などを

検討課題として取り上げる中で、「医療機関に於

ける関係職種間の役割分担実態調査」（平成 20

年度）を行い、医師・看護職員への他業種による

業務支援の現状を明らかにした。「医師の夜間勤

務の実態調査」（平成 21 年度）では、医師の労

働実態と労働基準法との関係をまとめて、日病の

活動の基礎資料とした。今後は、高齢者増・生産

年齢人口減時代における医療供給体制について議

論をして、提言を行いたい。

（2）医療制度改革について

病院経営への株式会社新規参入問題が小泉内閣

の「聖域なき構造改革」規制改革議論の焦点の 1

つになり、営利法人の病院経営参入の議論は時期

尚早とする「営利法人による病院経営参入につい

て」と「営利法人による病院経営参入議論前の条

件整備」に見解をまとめた（平成 13年度）。また、

医療施設開設者法の創設を目指して、医業経営の

非営利性・公益性について検討した（平成 15年

度、病院の法人形態を検討する小委員会）。救急

医療については、厚労省からの依頼を受けて、わ

が国の小児医療体制、とくに夜間（休日）救急体

制について調査を行い、集計結果の一部が、その

後小児入院医療管理料の区分やその要件設定の参

考に資した（平成 14 年度）。救急医療体制の現

状と課題は都道府県ごと、同一県内においても地

域によって差があるが、従来救急搬送人員の過半

を軽症者が占めて、本来重症者の受け入れを対象

とする二次、三次救急医療機関の疲弊、破綻に繋

がっていることが顕在化した。現在、解決策の提

言に向けた議論を重ねている。臨床研修について

は、臨床研修問題検討小委員会を設置して、36

年ぶりの抜本改革を実りのあるものとするため

に、「卒後臨床研修についての意見書」（平成 14

年度）で組織を挙げた支援・協力を明記した。そ

の後、医師臨床研修制度に関する調査を行い、調

査結果を踏まえて日病独自の「臨床研修指導者養

成に向けた講習会」2コースを企画（平成 15年

度）、現在に至っている。保健予防と健康管理に

ついては、「私のカルテ」を企画（平成 14年度、

私のカルテ推進委員会）。患者に「私のカルテ」

を持たせることにより診療の透明性が図られて、

医療の信頼性の確保に繋がると同時に、患者自身

が自己の健康状態を学習することで患者教育にな

ることを目的とした。現在、日本病院共済会で頒

布している。

（3）診療報酬について

社会保険・老人保健委員会（現在は社会保険診

療報酬委員会）と合同開催（平成 16～ 21年度）

をして、中医協および診療報酬調査専門組織分科

会の委員に病院代表を入れることを提言（平成

16 年度）したほか、厚労省へ診療報酬改定要望

や改定に対する質問状の取りまとめ、さらに改定

影響度調査に基づいて診療報酬の問題点を浮き彫

りにした。影響度調査は、現在、病院経営の質推

進委員会で継続して改定の都度行っている。

（4）医療保険制度について

医療を提供する立場から、健康保険制度抜本改
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革の考え方を視野に入れた「これからの社会保障

制度のあり方についての提言」を策定した（平成

14 年度、これからの社会保障制度のあり方検討

小委員会）。規制改革・民間開放推進会議などが

主張する国民皆保険制度が覆うべき範囲や混合診

療解禁については、「いわゆる混合診療に関する

検討小委員会」（平成 15 年度）、「混合診療問題

検討プロジェクトチーム」（平成 16 年度）と相

次いで設置して、日病の考え方を「混合診療に対

する声明」として取りまとめた。公的介護保険制

度については、介護報酬改定に向けて介護保険調

査を行い、その集計結果に基づいて、介護保険施

設 3類型間での制度上の整合性の確立を求める

などの要望書にした（平成 14年度、介護保険制

度委員会）。国民皆保険制度を堅持した上で、保

険医療の高度化や内容の充実に伴う医療保険制度

の守備範囲の検討、さらに医療・介護保険同時改

定に向けて、医療・介護制度の財源、負担、給付

などの問題整理をして提案をしていきたい。

（5）各方面への働きかけ

以上諸問題につき、主要マスメディアの編集委

員クラスの人々と懇談したり、政界・政権へ提言

として提出するなど、日病の意見を委員会として

まとめ主張してきた。

2. 医療の安全確保推進委員会

医療の安全確保推進委員会は、病院の医療安全

対策、死因究明制度のあり方などに関わる事項を

検討課題とし

て、平成 22

年度に創設さ

れた。

病院の医療

安全対策につ

いては、現在、

多くの病院において医療安全対策室を設置し、委

員会および院内研修会を開催している。これらの

委員会は、院内で発生したヒヤリ・ハットミスな

どを集計したインシデントレポートに基づき、と

くに検討すべき事例について話し合い、医療事故

の予防と対策を図っている。

「医療事故対策に関する活動状況調査」（平成

12 年度）を行った当時、日病の「医療安全対策

委員会」は、各病院で委員会の設置と繰り返し医

療従事者の意識向上を図ることを提言するととも

に、各部署で重大な事故に至るまでに被害を最小

限に抑制できるシステム構築の必要性を啓発し

た。その観点から「医療安全対策のためのセミ

ナー」（平成 13 ～ 15 年度）、その後「医療の質

と安全対策委員会」と改称して、四病協主催で「医

療安全管理者養成課程講習会」（平成 16～ 18年

度）、平成 19 年度から、日病の医療安全対策委

員会単独で講習会を企画・運営している。

医療の安全確保推進委員会は、医療安全対策委

員会が行う医療安全に係わる医療従事者の教育・

研修、「医療安全管理者」の育成を目的とした活

動とは別に、院内における医療安全の更なる推進

のための調査、報告、提言を目的として設置され

た。

第 1に、日病会員病院の医療安全の実態調査

を準備している。病院の類型化（規模、設立母体、

対象疾患等）を含めた医療安全対策に関係する組

織（部門構成、専任の有無を含めた担当者の人数

等）の実態調査を行い、規模、組織の違いによっ

て医療安全への努力がどのように行われているの

か、その内容から、問題点は何か、上手く機能し

た理由は何か等を分析し、自分と同程度の規模の

病院ではどの様な努力がなされているのかを情報

として提供し、病院の規模にあった具体的な医療

安全対策の提言を行っていきたい。

第 2に、死因究明制度のあり方については本

委員会のなかで検討を進め、意見を取りまとめ、

日病としてまとめる際のたたき台を作る予定。平

成 18年 2月の福島県立大野病院産科医師逮捕事

件を契機に刑事と医療のあり方について国民的議

論が起こった。厚労省は、「医療の安全の確保に

向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止

等の在り方に関する試案－第三次試案－」および
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「医療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案」

を提示。院内での調査委員会や医療メディエー

ターの活用などを盛り込んだ民主党案は党内決定

されているが、その後依然として正式に公表され

ていない。

日病の医療制度委員会は、「医療事故紛争と

ADR のあり方」と「医療過誤と医療事故」（平成

19年度）、「福島県立大野病院事件の無罪判決等」

と「福島県立大野病院事件無罪判決の広がり」（平

成 20年度）を議題に情報交換した。

四病協の医療安全対策委員会は、医師法第 21

条の解釈を含め、自民党「医療紛争処理のあり方

検討会」や厚労省「第三次試案」から示された考

え方などについて検討を重ねて、報告書（平成

20年度）をまとめた。

しかし、その後議論が進展しない。民主党から

も新たな提言はなく、厚労省で審議が進展されて

いるということも聞こえてこない。今後、医療事

故の原因究明および再発防止を図る仕組み、「死

因究明に資する死亡時画像診断の活用に関する検

討会報告書」（医療現場での対応）などの問題整

理を行い、日病としての意見を発信していく必要

が有ると思われる。日病の他の委員会とも連携し、

提言をまとめる事に協力する。

3. 救急医療委員会

平成 13年度において委員会の名称は「救急医

療防災委員会」であった。委員長は土屋章先生（渕

野辺総合病院理事長）、副委員長は川城丈夫先生

（国立療養所東埼玉病院院長）で年 2回開催され

た。検討された内容としては、①救急医療防災セ

ミナーについて、②「地震発生時における対応に

関する調査」のアンケート調査について、③次年

度に開催をする救急医療防災セミナーの企画立案

についてなどが議題となった。

平成 13年度における第 1回救急医療防災セミ

ナーは 10 月 12 日に大宮で開催され、125 施設

365 人（消防庁関係 272 人）の参加者があった。

内容としては講演でテーマ「災害医療における危

機管理」の講師（山本保博：日本医科大学救急医

学教室主任教授）、調査報告「地震発生時におけ

る対応に関する調査」については講師（河口豊：

救急医療防災委員会委員）、講演「日本赤十字社

の最近の救護活動について」で講師（市橋和彦：

日本赤十字社事業局救援・福祉部救援課長）、そ

の他シンポジウムで「救急医療の今日の課題」の

テーマでシンポジストは（有賀徹：昭和大学医学

部救急医学教授）他 6人で行われた。

平成 14年度において委員会は年 2回の開催が

あった。協議事項は名古屋で開催をする「救急医

療防災セミナー」、「地震発生時における対応に関

する調査」などの検討がされた。

「救急医療防災セミナー」は 10月 24日に名古

屋で開催され 84施設 177 人（消防関係者 80人）

の参加者があった。セミナーの内容としては講演

でテーマ「東海大地震について―大地震災害時に

おける医療対応―」で講師（原口義座：国立病院

東京災害医療センター副救命急センター長）、講

演「救急救命士養成における問題点」で講師は（小

林国男：帝京大学医学部救命救急センター教授）、

講演「東海集中豪雨災害を経験して―繰り返され

る 100 年に一度の浸水災害―」講師は（柴田恒洋：

柴田内科クリニック院長）以上の講演とシンポジ

ウム「救急医療の今日の問題」をテーマとしてシ

ンポジストは（住田昭敏：名古屋市消防局消防部

救急対策室室長）他5人の方々で討論が行われた。

今回のセミナーでの特徴、とくに東海集中豪雨災

害についての講演は、都市近郊の近代化や温暖化

など複合的な要因による被害であり、今後のあら

ゆる都市部における災害の示唆となる大きな問題

を提起した。

平成 15 年度においては委員会を 2回開催し、

セミナーは神戸で開催され470人の参加者があっ

た。阪神淡路大震災を経験した神戸での開催であ

り、地元での関心も高く盛会な研修会であった。

平成 16年度は委員会が 2回開催され、最近発

生した阪神淡路大震災、福島県沖地震、北海道釧

路沖地震、新潟県中越地震などの大きな災害が起
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き、多くの方々が死傷したり何らかの被害を経験

したところである。病院を含めた医療界において

も救急医療災害に対する対策が急務であるとの議

論が行われた。セミナーは岡山で開催され 137

人の参加者があった。

平成 17年度は 2回開催され、中心となった議

題としては最近の一般病院において小児科、産婦

人科の医師が減少しており、それに伴う小児救急

医療体制が不十分で深刻な状況となっている。ま

た、過酷な勤務状況から救急医の不足も社会問題

となっており医師不足と地域間格差、医療法と労

働基準法における救急医の労働時間の問題、精神

科救急における課題、軽傷患者の救急車出動回数

の急増に関する諸問題等についての課題について

議論が行われた。セミナーは長崎県で開催され

128 人の参加者があった。

平成 18年度においては 2回開催され、議題の

内容としては救急医療防災における問題点として

救急車への要請が急増する一方で、救急隊の数が

微増となっているため、需給ギャップの拡大から

現場への到達所要時間が遅延する傾向にある。そ

れらに取り組む対策として、① 119 番受信時等

における緊急度、重傷度の選別（トリアージ）、

②軽傷利用者等への対策、③病院救急車の利用促

進等を早急に実現させるなどの課題について議論

を行った。なお、セミナーについては担当施設の

都合により中止となった。

平成 19年度においては年 5回開催した。今年

度より委員会の名称を「救急医療防災委員会」か

ら「救急医療委員会」に変更となった。その変更

理由として第 1回救急医療委員会の開催に伴い

山本修三会長（当時）から説明があり、従来の委

員会においては「防災」を中心に議論されてきた

が、これからは救急医療に特化した医療現場で問

題になっている救急医療が医師不足や地域医療等

にどのように関係して問題となっているか等につ

いて議論を進めてほしいとの方針が示された。①

救急医療に特化した防災対策について、②救急医

療は患者のために何を担っていくのか、③日本救

急医療は特殊であり、一次、二次、三次の救急体

制をとって病院を分担しているがそのままでいい

のか見直しが必要である、④地方の基幹病院が救

急医療をやるときの医師不足の問題、⑤環境問題

（当直、日勤、勤務時間等）の見直し、⑥小児科

救急、精神科救急の問題点等の方針にそって現在

の委員会を行っている。

平成 20年度以降においては毎年 7月に開催さ

れる日本病院学会、国際モダンホスピタルショウ

において「救急シンポジウム」および公開講座を

行い、広く国民に対して救急医療に対する啓発を

行っている。

Ⅱ　医療提供に関わる事項

1. 地域医療委員会

地域医療委員会は、昭和 50年 4月に創設され、

55 年 3 月まで設置されていたが、平成 16 年度

の新執行部発足とともに、改めて設けられた。

病診・病々連携を含めた地域連携、都道府県の

保健医療計画、2次医療圏の見直しなどについて

検討し政策提言を行っている。

（1）平成 16、17、18 年度（林雅人委員長）

① 厚労省から依頼された「医療計画に関する今

後の検討課題」に関して、山本会長（当時）

から諮問を受け、平成 17 年 3 月 23 日に答

申を行った。これに一部修正を加えたものが、

同年 4月 22日に開催された「第 8回医療計画

の見直し等に関する検討会」で配布され、池

澤康郎副会長（当時）が当該検討会委員とし

て意見発表を行った。

② 平成 18年の医療制度改革を念頭においた厚労

省各委員会での議論が煮詰まりつつある状況

を踏まえ、7月 5日の第 10回委員会には、厚

労省梶尾企画官を招致し、意見交換を行った。

また、12月 14日の第 12回委員会では、社会

保障審議会医療部会がまとめた「医療提供体
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制に関する意見」を、同部会長である鴨下参

与（当時）より説明を受け、意見交換を実施

した。

③ 地域医療の円滑な推進にあたり医師不足が障

壁となっている実態ほかをとりまとめた「地

域医療の実態に関する調査報告書」を 6月に

刊行、7月 25 日に厚労省記者クラブで林雅人

委員長が記者会見を行った。調査結果を踏ま

えて、会として取り組むべき施策等について、

記者と質疑を交わした。毎日新聞（7月 27 日

夕刊）ほかに掲載された。

④ 平成 18 年度診療報酬改定に関して、日病

ニュースにコメントを投稿した。

⑤ 平成 18年度、勤務医が減って過重労働になっ

ている状況に対する根幹の方策を当委員会に

対して諮問。同時期に、厚労省医政局指導課

から本会へ、「医師不足の実態把握の方針（案）」

に係る調査依頼があり、当委員会が対応。7月、

「勤務医に関する意識調査」と「医師確保に係

る調査」を実施。3月、「調査報告」を提出。

（2）平成 19、20、21 年度（林雅人委員長）

① 平成 19 年 11 月 16 日に日本青年館にて、厚

労省担当官を講師に招き、「疾病または事業ご

との医療体制」、「医療法人制度改革のその後」

に関する説明会を医療経済・税制委員会との

合同で開催した。

② 第 1回（平成 19年 7月 11 日）から、医師不

足や看護師不足、病院経営問題などについて、

計 16回意見交換を行った。

 　医師不足の解決策としては、「病院勤務医の

開業志向に歯止めをかける仕組みの必要性」、

「病院と診療所等の機能分担の明確化、連携強

化を図るとともに診療報酬の適切な評価」、「初

期診療を含めある程度の専門外領域をカバー

できる、専門家としての総合診療医の養成」

などが挙げられた。

 　看護師不足の解決策としては、「7対 1、10

対 1 看護の検証と診療報酬のあり方」、「潜在

看護師の復帰を支援するために、就労環境の

整備や労働条件の緩和」などが指摘された。

 　これら諸課題について検討してきた結果を、

報告書「疲弊する地域の病院医療について」

として、とりまとめた。

（3）平成 22 年度

① 第 1回目の委員会（平成 22年 8月 4日）にて、

平成 19、20、21 年度地域医療委員会報告書

「疲弊する地域の病院医療について」に記載さ

れている 4項目（「Ⅰ医師不足、看護師不足に

ついて」、「Ⅱ医師の救急、当直勤務について」、

「Ⅲ専門医、医師の計画（適正）配置について」、

「Ⅳ“いわゆる総合医”の現状と課題について」）

について、さらに議論を深め、何らかの提言

に結び付けていくべきとの意見集約がなされ

た。

② その具体的アプローチとして、地域医療再生

を妨げる「制度の壁」という切り口で、報告

書の 4項目を始めとしたさまざまな問題点・

矛盾点について議論することとした。

2. 医業経営・税制委員会

当委員会は病院経営をよりよくするために、予

算・税制に関する要望を行うほか、「病院経営分

析調査」、「病院の消費税に関する調査」、「手術時

の医療材料に関する調査」などを行ってきた。

（1）税制改正要望

税制改正要望の重点要望項目（国税）として、

医療機関の消費税損税の解消を訴えてきた。平

成 14 年度より、四病協としても厚労省、自民

党、民主党などへ要望書を提出することとなった。

20 年度税制改正では、社会医療法人に係る非課

税措置等の創設が実現した。

（2）病院の消費税に関する調査

課税仕入に係る消費税のうち、消費者である患

者に転嫁できない消費税の社会保険医療収入（医

業収益の非課税売上分）に対する割合を明らかに

し、いわゆる社会保険診療報酬に加算されている

割合と比較検証することを目的として、平成 7、

10、11年度に続いて、13年度に調査を実施した。
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調査回収病院 496 病院の医業収益の非課税売

上は、2 兆 7,556 億 6,216 万円で、平成 12 年

度の国民医療費 29兆円の 1割弱である。これら

496 病院が納めた消費税は、合計 813 億 4,772

万 3,000 円であり、単純に平均すれば 1病院当

たり 1億 6,400 万 7,000 円である。ただし、こ

の平均値を超えているのは、自治体立、公的、

その他公的および学校法人の合計 292 病院（約

59％）である。

この 1億 6,400 万 7,000 円の内、非課税売上

に対応する消費税、即ち控除できない消費税は、

支払消費税額に非課税売上割合を乗じたもので、

771 億 9,359 万 6,000 円である。これは 1病院

につき 1億 5,563 万 2,000 円となる。この額が

医業収益の非課税売上の中に含まれる 1.53％の

消費税相当分より大きくなれば、所謂損税が発生

しないことになる。

医業収益の非課税売上額の中には、謂わば内税

の形で 1.53％が含まれていることになる。

だから2兆7,556億6,216万円からこの1.53％

分を除くと、2 兆 7,141 億 3,588 万 1,000 円と

なる。この値で 771 億 9,359 万 6,000 円を除す

ると、2.84％となる。従って、単純平均して診

療報酬の中に 2.84％上乗せしてあれば、問題は

ない。実際には 1.53％の上乗せだから、1.31％

の損税が発生していることになる。その全額は

355 億 5,518 万 4,000 円であり、1 病院の単純

平均損税額は 7,168 万 3,000 円だった。

（3）手術時の医療材料に関する調査

平成 14年度の診療報酬改定によって、施設基

準に適合しない施設の手術点数が、100 分の 70

に減算された。この影響を調査する過程で、手術

料に包括されている材料費の占有率が高い手術が

多くみられた。当委員会で約 300 病院からの集

計について、15 年 8月の病院長・幹部職員セミ

ナーで報告したが、16 年に調査内容の精度をさ

らに高めるため、改めて関東近辺の 31病院に依

頼し、27病院（199 床から 956 床）からデータ

が提出され検討した。調査対象手術は、身体各部

位（臓器）、各診療科を網羅し、普遍的であって、

窓意的でないことに留意して、36 項目の手術に

ついて調査した。

手術料に包括される材料費率（中間値）につ

いて、診療報酬の手術料に占める材料費の割合が

10％未満は4項目の手術であった。10～ 25％未

満が26項目、25％以上の材料費率を認めた手術

は6項目あった。とくに内視鏡下手術においては

ディスポ製品使用で高額となって、中間値48.6％

にいたる手術もあった。平成18年度診療報酬等

改定に向けて、①手術技術料と材料費の分離請求、

②手術技術料の増額、③手術材料費の迅速適正な

加算という3点を求めていくこととした。

また、平成 18 年度には調査対象手術を 27 項

目に絞った上で、234 病院に調査対象を拡大し、

調査を実施した。86病院より有効回答を得た。

手術料に包括される材料費率は 7.49 ～

59.18％の間に分布し手術項目によってかなりの

差がみられた。10％未満は 6手術項目（22％）、

10～ 25％未満が 13手術項目（48％）と約半数

を占め、25％以上の材料費率の手術項目が 8手

術項目（30％）もあった。さらに、腹腔鏡下胆

嚢摘出術（K672-2）においては、材料費が 50％

を超えていた。調査対象27手術の全てにおいて、

費用（人件費＋材料費）は収入（手術料）を上回っ

ており、手術を実施すればするほど材料費率が増

える傾向になっていた。

手術時の安全と質の確保が病院の負担の上に担

保されていることが改めて証明されたとして、日

病は以下の事項を厚労省、各政党に申し入れをす

るべきであるとした。

① 医療材料費に関して、現行の診療報酬体系は

手術をすればするほど費用がかさむ仕組みで

あり、医療機関に多大な負担を押し付けるも

のである。早急に是正されたい。

② 手術料は人件費を加味した適正な技術料の評

価とし、医療材料費は手術料と切り離して、

別個に償還可能とすること。

③ 自動縫合器・吻合器、超音波凝固切開装置等
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については、さらに臨床使用実態に則した体

系に改めること。

（4）病院経営分析調査について

当委員会が例年まとめてきた同調査について、

平成 13年度より作業委員会を設け、調査表の素

案作成や集計等を行うこととした。作業委員会は、

その後、19年度に「病院経営分析調査小委員会」、

21 年度に「病院経営分析調査作業部会」へと名

称変更している。

平成 13 年度から 22 年度までに実施した調査

では、12、13、15、17、18、20 年度の決算分

析を行っている。一般病院全体について、医業利

益からみた黒字病院の割合を各年度別にみると、

12年度 41.4%、13 年度 42.8%、15 年度 43.4%、

17 年度 41.1%、18 年度 34.4%、20 年度 31.8%

であった。これを公的病院でみると、各年度

順 に 28.0%、33.3%、34.0%、34.9%、25.6%、

23.1%。私的病院でみると、71.2%、66.1%、

64.2%、55.0%、54.2%、53.3% であった。

また、同様に、一般病院全体について、医業

収益対医業利益率を各年度別にみると、－5.7％、

－4.9％、－4.3％、－4.9％、－6.5％、－6.2％。

公的病院では、－8.8％、－7.1％、－6.2％、－6.8％、

－8.3％、－8.0％。私的病院でみると、1.4％、0.4％、

－0.2％、－0.6％、－2.5％、－1.8％であった。

平成 21 年度に実施した調査では、20 年度の

決算分析とともに、「9期調査協力施設の定点分

析（総括）」を取りまとめた。9年度の決算分析

から 9期全てに協力頂いた 53病院の定点分析に

よると、医業利益からみた黒字・赤字病院の割合

を、年度毎の黒字比率の高い年度順にみると、①

11年度 60.4％、② 12 年度 54.7％、③ 13 年度 

50.9％、④ 9 年度 49.1％、⑤ 10 年度 45.3％、

⑥ 17年度 37.7％、⑦ 15年度 35.8％、⑧ 18年

度 34.0％、⑨ 20 年度 30.2％の順。黒字の割合

が 50.0％を超えた年度は 11、12、13 年度の 3

期で、20年度は 30.2％と 9期のうち最も低い割

合であった。

3. 精神科医療委員会

本委員会は、それまで本会において個別に議論

する場がなく、地域医療委員会にて取り扱おうと

していた精神科医療に関して、その専門性・特殊

性が高く、また、一般病院における精神科が崩壊

している昨今の状況を踏まえ、平成 20年 3月の

理事会において、本会の中に精神科医療の改革に

向けた政策提言集団結成の必要性が訴えられ、同

年 5月の理事会においてその設置が承認された。

以後、本委員会は、精神科医療の実態に即した

諸問題を検討するため、総合病院精神科の医師を

構成員とする総合病院精神科小委員会を設置して

論点整理を行うなど、組織整備に着手したのち、

①本委員会の主目的である、診療報酬改定に向け

た要望事項の取りまとめを行ったほか、②一般診

療科の従事者に対して精神科医療への理解を深め

てもらうことなどを目的として日本病院学会にお

いてワークショップを開催した。

① 診療報酬改定に向けた要望事項の取りまとめ

では、平成 22年度診療報酬改定に向けて検討

し、日病協に対して重点要望事項 4項目（（a）

精神病棟に関わる入院基本料の見直し、（b）

一般病棟入院基本料では算定できるが精神病

棟入院基本料では算定できない加算の精神科

への適用、（c）児童・思春期精神科医療に関

する見直し、（d）精神病棟を DPC の対象とす

ること）、および、一般要望項目 7項目を提出

して、厚労省への要望につなげた。このうち、

重点要望事項の 1つとして取り上げた「精神

病棟に関わる入院基本料の見直し」では、本

会からの要望である 13対 1精神病棟入院基本

料の新設が認められた。

② 日本病院学会では、平成 21年に、高齢化に伴

う一般病棟でのせん妄や認知症患者の増加な

ど一般急性期病院において精神科的問題を無

視することは困難な状況になってきているこ

と、あるいは一般病院や大学病院の精神科病

棟においては、とくに入院収入が他診療科に
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比べて極端に低く、当該病院にとって多大な

経営的負担になっており、精神科病棟を廃止・

休止する病院が後を絶たないことから、『一般

病院における精神科医療のあり方を考える』

をテーマにワークショップを開催した（熊本

市）。また、22 年には、一般病院における救

急外来運営の難しさの 1つに精神科関連患者

の来院が挙げられ、他方、精神科救急は緊急

措置入院などの行政的救急のみの対応しか取

られていない都道府県が多く、主に精神科病

院で行われているために身体合併症や身体処

置が必要な精神科救急患者に対する対応にお

いて困ることが多いとされているため、『一般

救急と精神科救急の連携をめざして』と題し

てワークショップを開催し（岐阜市）、さまざ

まな視点から精神科医療のあり方について提

言してきた。

 　発足後、2期目を迎えた本委員会は、平成

24年度の診療報酬・介護報酬の同時改定を間

近に控え、精神科医療の重要性の高まりをさ

らに認識しつつ、専門分野の政策提言集団と

して地道な活動に取り組んでいる。

4. 中小病院委員会

当委員会は、日病の活動方針の中にとくに中小

病院向けの政策を盛り込むべきであるとして、昭和

61年に西能正一郎常任理事（当時）が提案して発

足した。200床未満を一応の中小病院とし、その

特有の問題を掘り下げる目的で活動を開始した。

中小病院は、日本の病院の 3分の 2を占めて

おり、地域における医療福祉の重要な役割を果た

してきた。地域ごとに、その役割は多岐にわたり、

設立母体もさまざまであるが、それぞれの地域に

根ざした特色ある存在である。

当委員会は、地域医療の支え手としての中小病

院が、社会的使命を発揮できる存在として発展し

ていくことを支援することを目的とし、情報交換

会や日本病院学会でのシンポジウムを通じ、病院

経営に関するアイデアやヒントを学んでいただけ

るよう活動している。

大病院と異なる経営課題を取り上げてアンケー

ト調査を行う一方、日本病院学会において、時代

と共に大きく変化する中小病院の経営課題をシン

ポジウム形式で発表してきた。また、例年、地域

の病院協会や日病の支部とともに中小病院委員も

積極的に参加する情報交換会を開催してきた。

平成22年度の新執行部より、新たな活動基本方

針が打ち出され、前執行部の下で設置されていた

民間病院部会が中小病院委員会に統合されている。

（1）日本病院学会でのシンポジウム

毎年開催される日本病院学会の中に、中小病院

の問題を本音で語り合える場を設けてほしいとの

要望を受け、学会終了後に ｢中小病院のひろば｣

として開催されたのが現在、当委員会が担当して

いるシンポジウムの最初であった。平成 8年、第

46回日本病院学会（福井市）藤澤正清学会長の

ご好意により ｢中小病院のひろば｣ として織本正

慶委員長により開催されて以降、23年に行われ

る第 61回日本病院学会（新宿区）にて第16回

目のシンポジウムを迎える。

織本委員長のテーマ「中小病院の経営戦略」を

経て、福田浩三委員長が平成 13年より「中小病

院の歩むべき道～輝く病院づくりのために～」と

題して引継ぎ、17年度に直近 5年間のシンポジ

ウム記録を再編集し直して「中小病院への提言」

を取りまとめた。19 年度に土井章弘委員長が就

任して以降は、「中小病院の生きる道を探る」（平

成 19 年）、「中小病院は地域医療を守る」（平成

20 年）、「中小病院は地域を守る～中小病院のこ

れからの道～」（平成 21 年）、「中小病院は地域

を守る～中小病院の複合事業化戦略～」（平成 22

年）をテーマとして行われた。

第 61回日本病院学会でのシンポジウムは、「中

小病院は地域を守る～超高齢社会における中小病

院の役割～」をテーマとして行う。

（2）情報交換会

中小病院相互の情報交換を深め病院運営の一助

となる会とすることを目的として、委員または中
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小病院で活躍している方に、中小病院の問題点を

基調講演・問題提起・話題提供またはシンポジウ

ム形式を行い参加者各位からの質疑応答、情報

交換を実施している。参加対象者は基本的に 20

～ 199 床までの私的中小病院職員が中心である。

日病役員の各都道府県病院協会、日病支部との共

同により開催している。

平成 11年、中小病院委員会（織本委員長）は

従来、日本病院学会開催時に「中小病院の経営戦

略」と題してシンポジウムを開いてきたが、中小

病院は平素日常業務に忙しくて情報収集が困難で

あるため変貌する医療政策に十分対処できない、

という声が寄せられ、委員会として「中小病院情

報交換会」を各委員持ち回りで担当を決めて開催

することとした。11 年 9 月 11 日、第 1回情報

交換会を福田浩三副委員長が担当し、日病愛知県

支部との共催で名古屋市の愛知県医師会館を会場

にて開催された。11月に大阪で開催した後、「中

小病院の歩むべき道～輝く病院づくりのために

～」をテーマとし、12 年度京都、13 年度広島、

14年度兵庫、15年度新潟、16年度秋田にて行っ

ている。19 年度岡山では「地域医療を担う病院

の経営戦略～医療制度改革をどう生き抜くか～」

と題して行われ、以降、20 年度福岡「透明化が

中小病院の明日を拓く」、21年度和歌山「リスク

マネージメント～中小病院の取り組み～」、22年

度高知「高齢化先進県における中小病院の役割」

をテーマとして 11回目の開催を迎えた。

5. 経営管理委員会

経営管理委員会は、平成 16 年 4 月 1 日から

19 年 3 月 31 日までの 3年に亘り活動し、佐藤

眞杉副会長（当時）の指導のもと、委員会報告書

として「病院経営の改善に向けて」を著した。こ

れは委員が自由な発想に基づき、病院経営を取り

巻く問題について意見を取りまとめたものであ

る。残念ながら所期の目的は病院機能別に経営戦

略をたてることであったが、この間の事情を⻆田

幸信委員長は、報告書の緒言のなかで、『当初、

当委員会の討議範囲を狭義の現状の医療制度の中

での経営管理は如何にあるべきかを検討すること

も考えましたが、日病の中でも病院には所謂急性

期、あるいは所謂慢性期、またその複合型とさま

ざまな形式があり、更に経営主体からみれば公立・

公的・私的、病床数から考えれば大病院・中小病

院とに分かれ、なかなか共通の経営管理に関する

検討事項やお互いの病院の比較すべき指標を求め

ることは困難でありました。…（中略）…結局経

営管理の検討が多岐に亘るがゆえに、問題を提起

しただけでなかなかその解決策がみいだせずにま

とめざるを得ない結果となりました。』と記し、

第 1章で⻆田委員長は、『病院の機能別に経営戦

略を立案することに関し、病院機能をその果たす

べき役割、求められる要件等から検討し、これに

基づき病院を分類することにした。』と述べ、

①急性期の入院を担当する病院、（a）一定期間（在

院日数）、（b）患者の重症度、（c）救急指定、（d）

紹介率、（e）DPC の適用、（f）その他

②亜急性期について

③慢性期の入院を担当する病院

④介護保険の病院（並びに施設）

に類型化し内容を詳述している。そして最後に、

『急性期病院、あるいは慢性期病院をその機能的

に分類するにしても、地域の特性に応じて、各医

療期の病棟を有することがあり、各病棟単位とし

て分類するか、あるいは主たる病棟により急性期

病院とするか、慢性期病院とするかを考えるべき

である。…（中略）…また、病院機能に関する検

討が、委員会の性格上経営管理の面から診療報酬

の点数に基づく分類が主とならざるを得なかっ

た。』と言及している。

◎本報告書の目次は次のとおり

第 1章  当委員会における病院の機能分化に伴う

病院の本来あるべき姿について

 　― 急性期、あるいは慢性期病院の概念

についての検討とその経過報告―

⻆田幸信
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第 2章  一般（急性期）病院の経営の実態と生き

残りのための経営管理

 　―特に民間病院について―

小川嘉誉

第 3章  平成 14、16 年並びに 18 年診療報酬改

定と病院経営

宮下正弘

第 4章  病院経営に関する経営手法　

 　―医療の質の向上を中心に―

大石洋司

第 5章 消費税と病院経営について

福田浩三

第 6章 病院の人的資源について

末永裕之

Ⅲ　診療報酬に関わる事項

1. 社会保険診療報酬委員会

診療報酬に関わる事項は、医療の質向上や病院

経営を考える上で大きな課題の 1つに挙げられ

昭和 27 年の本会における委員会発足当初より、

その都度、名称は違えど長きにわたって検討が重

ねられてきた。時代とともに変遷を遂げた診療報

酬に関わる委員会について、創立 60年を迎えた

今回はこの10年間（3期）の委員会の移り変わり、

およびその活動内容について概略を紹介する。

平成 13 年から 15 年にかけては、診療報酬の

問題は、医療制度問題と表裏の関係にあるとし

て、社会保険・老人保健委員会（西村昭男委員長）

と医療制度委員会（福井順委員長）が合同で委員

会を開催し、初のマイナス改定（診療報酬本体△

1.3％）となった14年度診療報酬改定に際しては、

「このまま黙っていると認めたと誤解される。診

療報酬の問題点や不合理な点数配分をあげて決議

文を出す。あるいは行政訴訟を起こす」などの意

見が出され、改定に伴う影響と対応について、要

望書の作成や不合理点の整理等を行った。

つづいて平成 16年から 18年は、18年度の診

療報酬体系見直しが国民にとっても医療界にとっ

ても重要かつ大きな課題との新執行部（山本修三

会長（当時））の認識のもと、15 年度まで 2つ

の委員会を合同開催して対応してきた診療報酬に

関わる事項の検討を医療制度委員会（邉見公雄委

員長）に一本化して実施した。17 年、診療報酬

を検討する環境は大きく変わり、診療報酬改定に

向けた病院団体の窓口の一本化を目的に日病協が

設立され、それまで厚労省へ団体毎に提出してい

た要望事項は日病協が取りまとめて厚労省へ提出

した。また、同年、邉見委員長、石井暎禧委員が

中央社会保険医療協議会（中医協）の委員に任命

されたこともあり、中医協での議論の報告を受け

たうえで対応を協議したため、より密度の濃い議

論ができたことはいうまでもなく、18 年度診療

報酬改定に向けては、入院基本料における看護配

置等、さまざまな事項について検討した。

この間、医療制度委員会の下には診療報酬小委

員会や同作業委員会が設けられ、診療報酬小委員

会は、DPC について厚労省担当官や有識者らと

意見交換するなどした。また、同作業委員会は、

診療報酬改定影響調査を行ったほか、2年ごとの



78

委
員
会

診療報酬改定時に開催の診療報酬改定説明会で

は参加者から提出された質問事項の整理を行い、

100 問 100 答集を作成するなどした。2カ所以

上で開催していた診療報酬改定説明会は、平成

16年度改定から講師の派遣が 1団体につき 1回

になったことに伴い、全国公私病院連盟との共催

で、主として本会は神戸会場を受け持った。さら

に、12 年より導入された介護報酬についても 3

年ごとの改定のたびにこれらの委員会の所管とし

て、説明会を東京にて開催した。

平成 19 年から 21 年は、必要な医療が適切に

提供でき、質の向上と安全の確保につながる制度

と診療報酬の確立を目的として、引き続き医療制

度委員会（邉見公雄委員長、20 年 7月から石井

暎禧委員長）にて、国民の要望、医学の進歩、高

齢社会等に見合った診療報酬、病院における医師、

看護師の労働環境改善に必要な診療報酬となるよ

う、プラス改定を求める執行部（同会長）の基本

方針のもと議論を行い、20年度改定に向けては、

救急医療体制、手術、医療安全を三本柱として要

望したほか、22 年度改定に向けては、二次救急

医療に対する評価の引き上げや医療における IT

化の推進に対しての評価、また、新設された精神

科医療委員会から提出された 13：1精神病棟入

院基本料の新設などを要望した。

そして現在は、平成 22年の役員改選により委

員会再編成が行われた際、再び、診療報酬と医療

制度を扱う委員会は分けられ、診療報酬に関して

議論する委員会は、社会保険診療報酬委員会（万

代恭嗣委員長）として立ち上げられた。本委員会

は、新執行部（堺常雄会長）の意向に沿う形で、

当面は 24年度診療報酬・介護報酬同時改定を視

野に、四病協、日病協の議論とタイアップしなが

ら、日本の医療の質向上を目的として、診療報酬

上の不合理点等を改善すべく検討を行っていると

ころである。

Ⅳ　人材育成に関わる事項

Ⅳ-1　研修事業

1. 医療安全対策委員会

平成 13年より医療従事者に対して医療安全対

策の取り組みについて「医療安全対策のためのセ

ミナー」を企画、医療安全対策に関わる情報提供

の場を設けた。これが後の医療安全管理者養成講

習会の原形となった。16 年度からは四病協で開

催することとなり、四病協研修・認定センターを

日病事務局に設置。本委員会が実質この講習会を

管理する委員会となった。

平成18年の研修・認定センター解散後は厚労

省協力のもとカリキュラムを再編し、日病主催の医

療安全管理者養成講習会の運営をしている。

2. 感染症対策委員会

平成13年より日病が実施している各種研究会、

セミナーに感染症対策の重要性をテーマに組み入

れることを決め、関係役員および事務局が積極的

に実施した。

その過程で、院内感染症防止のためのハンド

ブックを作成してほしいとの要望が相次ぎ、委員

会として編纂に取り組み平成 14年に「院内感染

予防対策ハンドブック」を作成、会員および関係

機関への配布を行った。

また、教育研修も重要であるとの声を受け ICS

（Infection Control Staff ）を養成するための講習会

立ち上げが検討され、委員会傘下に ICS 養成小委

員会を新たに設置して講習会カリキュラムの策

定に入った。名称は感染管理講習会とし定員は

350 人に設定、平成 14年中の開催をめざし、受

講終了証を授与することも決めた。

その他、エイズ、インフルエンザ対策検討およ

び情報提供も行い、現在では会員施設の感染制御

に関わる部門が機能を十分に発揮できるよう、そ



79

委
員
会

委
員
会

の体制づくりを支援できるような仕組み作りを進

めている。

3. 病院診療の質向上検討委員会
　（旧・病院幹部医養成委員会）

病院幹部医会として日病とは別に運営されてい

た委員会を、平成 18年に正式な本会委員会とし

て迎え入れ、名称も病院幹部医養成委員会に変更。

主に医療の質を考えるセミナーを企画、運営する

委員会であり、医療の質向上に関する情報提供を

目的とした委員会にとして活動してきた。22 年

の委員会再編に伴い、名称も「病院診療の質向上

検討委員会」に改め初年度の運営テーマを「チー

ム医療」に絞ってセミナーを開催した。

本委員会はこうしたセミナーやシンポジウムを

通して情報提供に加え、参加者から多くの意見を

聞くことによって情報収集をし、さらにはフィー

ドバックにつなげることを基本方針として活動を

行っている。

4. 臨床研修委員会

臨床研修については平成 12 年 12 月に四病協

の中に医療制度委員会が発足し、年 4回開催さ

れ意見交換、議論がなされ以下のような提言がさ

れた。

①研修方法については、大学病院、研修指定病

院でも同一診療科内ですら、ますます専門・細分化

され、研修計画にも問題も多く、大学病院や大病

院だけの研修では全人的な真の研修医は育たない。

指導医のいない病院に研修医を出すのは如何か

という意見もあるが研修制度では、まずはかかり

つけ医・家庭医の要請を考えなくてはならない。

国際医療援助でも諸外国の医師は産科でも小児科

でも診療をするが日本の医師は適応できない場面

も多くこれは専門分化した医局制度を引きずった

現在の医学教育制度の欠陥である。2年間の臨床

研修には明確な教育理念と目標がなくてはならな

い。広く一般臨床の基礎を徹底的に教育すべきで、

研修初期の一定期間は臨床研修指定病院で研修を

受けさせなければならないが、残りの期間は先輩

として相談できる常勤医師がいる地方の医療機関

へ配属する。地域医療に貢献している中小民間病

院も含め研修病院、診療所群という概念で研修さ

せるべきである。さらに、心のケアのできる医師

を育てるためには、精神科病院での研修を義務づ

ける必要がある。なお、臨床研修病院は新しく制

定される指定基準に従って、現在の大学病院も含

めて研修指定の認定を受けることが望ましい。

大学医学部だけで育った擬専門の欠陥医師を育

てないためにも、臨床研修制度を早くスタートさ

せてほしい。また研修教育費を診療報酬から捻出

するのではなく国民の健康維持のために国家から

研修医・指導医の予算を拠出するのが必要である。

これは医療事故防止、大学病院、大病院での研修

医による無駄な検査経費の節約のためにも研修医

の給与は研修医養成費として国家予算化すべきで

ある。指導医の報酬は教育研究施設に補助金の形

で支給すべきである。研修のアルバイトは原則禁

止とする。

その他、②研修医の身分について、③卒後臨床

研修を受け入れ機関窓口の設立について等の提言

を行った。

平成 13 年度においては委員会を 7回開催し、

厚労省へ臨床研修制度について 4項目を骨子と

する要望書の提出をした。①臨床研修指定病院の

独自性を強化し、地域医療に貢献している中小民

間病院も含め、研修病院・診療所群という概念で

全人的な教育制度を確立する。②研修医の給料

は、研修養成費として国家予算化し、指導医の報

酬は教育施設に補助金等にて支給する制度を確立

する。③現在認められている研修医の権利を保障

し、中小民間病院においても研修できる制度を確

立する。④今後厚労省等に設置される、臨床研修

のカリキュラム作成委員会（仮称）には四病協が

推薦する複数の委員を参加させる。以上の項目を

要望した。

平成14年度からは「臨床研修問題検討小委員

会」を立ち上げ臨床研修必修化後の臨床研修の具
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体的なあり方について意見交換をすることとなっ

た。委員長は堺常雄先生と委員は山本修三先生他

5人の委員構成で年 3回開催された。卒後臨床研

修の重要性と36年ぶりの抜本改革を実りあるも

のとするため組織を挙げた支援、協力を明記した

意見書をまとめた。指導医の養成については次の

世代の医療をともに担う医師を育成するために、

研修医の意欲、向上心、使命感を抑揚するような

臨床研修を心掛ける必要から、日病は独自に指導

医の指導者を養成することにした。

平成 15年度からは臨床研修指導医養成検討委

員会として年 2回開催された。16年度において

は臨床研修制度小委員会の開催 1回、17 年度が

2回、19 年度から「臨床研修委員会」となり臨

床研修指導医養成講習会の開催概要を中心に医師

不足、地域医療問題等含め年 2～ 3回程度開催

して当面の諸問題に取り組んでいる。

Ⅳ-2　通信教育事業

1. 病院経営管理士教育委員会
　（旧・病院経営管理者教育委員会）

病院経営管理士教育委員会は、「病院経営管理

士通信教育」を統括する委員会として設置されて

いる。2年間の通信教育として入講から卒業、認

定に至るまでの、実施や提供、運営にかかわる全

ての内容を検討している。変化する医療界に対応

した病院経営管理者への教育を提供するため、内

容の見直し検討など議論を重ねている。

委員会としての設置は、遡ること昭和 48年に

通信教育委員会が設置されたことに始まり、通信

教育委員会の小委員会として「診療情報管理課程

小委員会」とともに「病院経営管理者養成小委員

会」として編成されていた。平成 16年日病の組

織が新体制となった折に「病院経営管理者教育委

員会」として委員会に昇格となっている。なお、

通信教育名称が現名称の「病院経営管理士通信教

育」となったことにより、委員会名称についても

現名称となった。

通信教育の実施は昭和 53年 7月より事務長養

成課程通信教育の名称で事務長の能力向上と事務

長候補者に対する 2年間の通信教育として開講

した。

その後、平成11年度より目的、対象、実施要綱、

カリキュラム等の大幅な変更を行い、事務長を対象

とした教育から対象を各部門の管理責任者に広げ

て、病院経営管理者養成課程として実施している。

また、平成 16 年度より新カリキュラムへ向

けての議論を重ね、資格認定を行うこととなり、

21 年度からは、新カリキュラムとして募集・実

施している。さらに同年第 1回以降の認定者の

うち希望者については、条件を満たした場合「病

院経営管理士」の資格付与をすることとなり、当

委員会において審査を行い、314人が初回認定（認

定日：21 年 9月 26 日）、卒業生は 650 名（平成

22年 9月）を数える。

なお、「病院経営管理士」資格については、平

成 20年 10月に同資格の商標登録申請を行い 22

年 2月登録が完了した。

2. 病院経営の質推進委員会

平成 22年度新体制より、良質な医療を遂行す

るために人材の確保と育成は不可欠として、病院

における専門職の育成、安定した経営基盤を支え

る経営幹部職員の育成のために、人材育成に関わ

る部門として、当委員会は設置された。

目的は、幹部職員・中堅職員の講習会等を企画

し病院の経営を担う職員の育成を図るための事業

を展開する委員会となる。

旧事務管理者委員会を一部踏襲する形で、診療

報酬改定影響度調査や病院経営管理者協議会との

共催で研修会を行っている。また、上記講習会を

一から立ち上げるため精力的に委員会、打合せ会

を開催している。

診療報酬改定影響度調査については、平成22年

度の診療報酬改定が病院の収入に与える影響を検

証し、会員病院の医療経営に資することを目的と

して実施した。会員病院2,490病院（平成22年6月
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30日現在）に対して、診療収入等について速さと正

確性のためにエクセル、eメールによる提出方法に

より行った。回答数は768病院（30.8％）からあり、

571病院の有効回答により集計・分析を実行した。

講習会については、良質な病院を永続的に維持

発展させるため、経営の質向上に寄与できる次世

代を担う中堅職員の育成を目的として、開催を病

院職員の参加しやすい、週末、休日に開催するこ

ととした。会場は日病会議室として少人数制で実

施。

なお、名称は病院中堅職員育成研修とし、コー

スは人事・労務管理コース、経営管理コース、医

事管理コース、財務・会計コースを皮切りに看護

部門、薬剤部門、医療技術部門等のコースを検討。

各コース毎に修了証を発行。

Ⅴ　 情報発信（みえる化）に
関わる事項

1. 情報統計委員会（旧・統計情報委員会）

統計情報委員会は、昭和 58年度に設置された

病院管理運営委員会のなかの統計情報部会を前身

とし、平成 7年度に部会から委員会に名称変更

し 21年度まで活動する。

主な活動内容は、全国公私病院連盟との共同調

査「病院運営実態分析調査」と「診療報酬改定影

響率調査」の実施であった。

「病院運営実態分析調査」は、昭和 56 年から

毎年 6月を調査対象月に実施し、会員病院の運

営実態を数量的に把握し以って当会の診療報酬関

連取組みの基礎資料にするというもの。平成 21

年度は、全国公私病院連盟と併せて 3,372 病院

に調査票を送付し、1,189 病院より回答を得、そ

の回答率は 35.3% であった。当会だけの調査対

象病院数は、全国公私病院連盟との重複会員、自

治体、日赤、済生会、厚生連、岡山県を除いた 1,884

病院、回答数は 343 病院（回答率 18.2%）であ

る。この調査の結果報告については、実施年の翌

2月に調査協力病院に対し概要版を送付、一般に

対しては、「病院概況調査報告書」、「病院経営実

態報告」、「病院経営分析調査報告」として有料頒

布している。しかし、一時に比べその販売部数は

大幅に減少している。この調査の特徴は、経営デー

タと施設調査が合体していること、また、診療

科別に患者 1人 1日当たり診療収入が行為別に

集計されていること、更に診療科別に医師 1人 1

日当たり診療収入が集計されていることにある。

加えて、22年度からは DPC 対象病院からもデー

タ収集を図り、これら診療単価の出来高病院との

比較も可能としている。病院は地域の医療ニーズ

により多様な医療機能が求められる。広範な医療

機能を前にして、調査票の質問項目はどうしても

一般的・限定的にならざるを得ず、一部の医療機

能だけを掘り下げた質問設定は限界がある。中医

協の診療報酬改定結果検証部会が 22年度調査と

して、特定入院料に関して病床利用率、平均在院

日数等を調べているが、これまでファジーであっ

たところを明らかにしようと試みている。平均在

院日数が更に短くなっているなか、病院運営実態

分析調査の今後の課題と思われる。

一方、「診療報酬改定影響率調査」は、統計情

報部会が創設時より取り組んでいた調査であった

が、平成 18年度改定のときに日病協も行うこと

で、会員病院に二重の負担をかけることになり、

18 年度を限りに当委員会では取り扱わなくなっ

た。民間調査であるが故、どうしても回答の質が

落ちる点は避けられず、多くの労力を要する精査

を必要としない、平均値ではなく中央値で集計を

行った処に工夫の跡がみられる。

ただ、これに代わる調査として平成 20年度は

「DPCについてのアンケート」を、翌 21年度は「医

師の業務負担軽減に係る調査」を行った。後者は、

病院勤務医の過重労働の実態を視野に、勤務医の

負担軽減策としての看護業務拡大、NP（ナース

プラクティショナー）について現場の受け止め方

を調べたもので、国が 20 年 7月 31 日にまとめ

た「看護基礎教育のあり方に関する懇談会論点整
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理」のなかチーム医療の推進に関する動きに呼応

するものである。いま議論の多い特定看護師（仮

称）について示唆に富んだ資料といえる。

平成 22 年度からは新たに「情報統計委員会」

と衣替えし、会員調査を行うのではなく、既に会

員が日常的に保有している情報、例えば電子カル

テ上の情報、レセプト情報を取り込み、統計分析

を展開する方針である。

2. 広報委員会

（1）委員会のあらまし

広報委員会は、平成 22年度からの堺新執行部

発足に伴い新設された。目的は、日本病院会ニュー

ス（日病ニュース）、日本病院会雑誌（日病雑誌）、

インターネットホームページの 3媒体について、

本委員会の下で情報発信の一元化を図り、新執行

部がめざす病院医療の「みえる化」の役割を担う

こと。本委員会はニュース編集委員会、雑誌編集

委員会、インターネット委員会の 3委員会を統

括し、媒体ごとの情報発信機能のあり方などを検

討するとともに、日病の活動方針や活動内容、医

療政策等に関する情報収集、医療界における日病

の役割のアピールなどについて共通認識を持って

媒体ごとの役割を果たす方針を確認している。ま

た、対外広報機能を発揮するために報道関係者と

の懇談会を主催する考えも示されている。

本委員会の当面の課題として、日病ニュースで

は内容・記事の充実（日病の見解・主張、特集、

投稿、行政の政策情報と解説など）および編集部

（現在 1人＋外部補助者）の人員増、日病雑誌で

は内容の充実（論説、特集、投稿、病院職員に読

みやすい内容など）、ホームページではタイムリー

な更新、リンク、内容の充実（HP担当事務およ

び委託業者）などが指摘された。また日病の諸事

業・委員会活動などに関する情報の一元化と、媒

体ごとの効率的運用、とりわけ費用の効率的なあ

り方などを検討する。

対外広報の強化についても、そのあり方および

有効策を検討する方針である。

2-1　ニュース編集委員会

（1）平成 13 年以降の委員会のあらまし

ニュース編集委員会のこの 10 年間は、日病

ニュースを機関紙として十分に機能させるための

数次にわたる見直し活動に集約できる。事務局に

よる編集 1人体制では、病院を取り巻く諸情勢

のめまぐるしさ、複雑化する医療制度改革下での

情報収集に応えるためには十分ではないとの認識

が、平成 18年に総務委員会から指摘されたこと

が見直し活動の発端である。

平成 16年にそれまでの広報委員会を日病雑誌

を受け持つ「学術委員会」との統合による「雑誌・

ニュース編集委員会」として再編。当時の山本会

長の「行動的な団体にしたい」との考えを下敷き

に、広報として情報発信機能に一貫性を打ち出す

狙いがあった。そこでは “ 簡明さ ” を挙げ、主張

をはっきりわかりやすく簡潔に伝える内容が求め

られた。また、報道対象を概略的に報じる手法で

はなく、対象のポイントに焦点を当てるジャーナ

リスティックな紙面作りも重要視されたことが大

きな特色であった。18 年には中央社会保険医療

協議会の委員として活動が本格化し業務多忙と

なった石井暎禧委員長に代わり、中佳一副委員長

が委員長代行に就任。その後、雑誌、ニュースそ

れぞれの編集体制を強化するため「雑誌小委員会」

（星和夫委員長）と「ニュース編集小委員会」（藤

原秀臣委員長）に分割された。

ニュース編集小委員会で今後の編集体制を検討

した結果、当面はこれまでの事務局 1人体制に

外部補助者 1人を加えた編集部とし、さらに将

来的には増員による体制が必要とされた。ここで

は、機関紙の独自性を保つために、従来どおり日

病の内部情報を主体に紙面を作り、テスト的に月

2回発行のうち 1回は常任理事会特集号とする。

また外部情報は単に数多く扱えばよいのではな

く、病院の立場から題材を選択し、必要によって

論説を加え読者に本質的な理解を促すような紙面

が望ましいとされた。
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平成 19 年度からの第 2 期山本執行部では、

「ニュース編集委員会」（藤原秀臣委員長）として

再編、現在も同名称を引き継ぐ。新委員会ではあ

らためて日病ニュースの見直し計画を策定、実現

可能な部分から順次実行する方針で取り組む。編

集部は前年度に提案された「事務局 1人＋外部

補助者 1人」体制を踏襲し、これを体制強化の

第一歩に据えた。新委員会では役割と目的に応じ

て「ニュース編集会議」と「ニュース編集委員会」

の 2種類の形態の会議を設けた。編集会議は毎

月 1回開催し当面の企画立案、発行紙面の評価

などを行う。一方、編集委員会は年 4回位開催

しニュース報道の基本的な取り組み方やあり方な

どを検討する。両会議を有効に活用し、中味の濃

い紙面作りをめざす方針が確認され、その後現在

に至るまでおおむね見直し計画に沿った内容で進

めている。

編集・発行体制の見直しに際し、藤原委員長を

中心に日病ニュースの理念、編集方針、編集体制

を定義したことは大きな成果である。理念につい

ては、本誌の日病ニュースの章を参照願うとする

が、当時の宮崎忠昭担当副会長は、本紙への要望

として、第一に速報性を重視する方針を示した。

正確な報道は当然だが、綿密性よりも迅速性に比

重を置くこと、同時にめまぐるしい医療情勢に

あっては日病の主張をはっきり打ち出すような紙

面が望ましいとした。このため、社説に相当する

「主潮」欄は副会長が論説委員を兼ね毎号掲載す

る形になった。

見直し計画の 2年目となる平成 20 年度には、

紙面や記事内容についても全体的な方向性が定ま

り、定日発行が軌道に乗っている。見直し計画は

21 年度でほぼ終了したが、今後は親しみやすい

紙面、会員・読者も参加できるような開かれた紙

面にも取り組む必要がある。

このほか、本委員会の課題として、紙面充実の

観点から執行部による定例記者会見を実現して報

道機関とのパイプを構築すること。また日病各部

署から本委員会に内部情報の迅速・的確な情報提

供が不可欠であることを挙げた。

2-2　雑誌編集委員会

昭和 40年に広報委員会から編集委員会として

名称が変わり、50 年には別途学術委員会が設け

られた。雑誌とニュースが混同しないように学術

的論文を主に掲載する季刊誌として「病院学」が

52 年 4 月に創刊されたが、55 年に委員会の統

廃合により「病院学」は廃刊とし日病雑誌に統合

されることになった。そして委員会の名称は編集

委員会から学術委員会として開催するようになっ

た。平成 12年度以降の主な掲載内容としては医

療保険制度、リスクマネ－ジメントや投稿等が多

くなってきた。

平成 13年度における委員構成は委員長には引

き続き星和夫先生が、副委員長は小堀常任理事（当

時）が再任された。また、新委員としては村岡亮

先生（国立国際医療センター）が就任した。掲載

内容としては医療制度改革、病院経営、医療の安

全管理等に関する題材が多く扱われた。8月号に

掲載された銷夏髄筆には 60題の応募があった。

平成15年度から日病雑誌の編集作業を外部の

専門業者に委託をしたほうが望ましいという意見

が委員会および役員で提起されたため16年 4月

からの実施に向けて検討が進められた。「雑誌」編

集を専門とする業者10社の中から見積合わせを

行い総合評価をした結果、編集作業の外注委託先

を株式会社美和企画にお願いすることになった。

平成 16年度においては広報関連の委員会、「学

術委員会」と「広報委員会」を統合し「雑誌・ニュー

ス編集委員会」として広報活動をすることになっ

た。4月より新会長に就任された山本修三先生の

方針として「行動的な団体にしたい」という考え

に基づき「簡明さ」を挙げ日病雑誌は 6月号よ

り巻頭言、グラフをカラーページに改め「読みや

すい」、「見やすい」雑誌を目指すようになった。

また、英文雑誌「Japan Hospitals」についても表紙、

文字の変更等を行いリニューアルを図った。

平成18年度からは「雑誌・ニュース編集委員会」
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の発行体制と編集体制の見直しが行われ「雑誌編

集小委員会」と「ニュース小委員会」を立ち上げ

ることとなり、それぞれの委員長は雑誌編集小委

員会が藤原秀臣先生、ニュース編集小委員長は星

和夫先生が就任することになった。雑誌編集小委

員会としてスタートして 18年度は 6回開催され

た。研修会やセミナーの他に、常設のコラムを設

けて病院会が携わっている事業を会員病院により

多くの情報を伝えるようにし、従来から B5版か

ら A4版に変更し、表紙のデザインも変え、ビジュ

アル化に向けてさらに「読みやすい、見やすい」

雑誌を目指すこととなった。

平成 19 年度からは新たに「雑誌編集委員会」

となり委員会は毎月第 3木曜日に開催するよう

になり、会員病院へは最新の医療情報等を早く伝

えるよう努力している段階である。

2-3　インターネット委員会

本会ウェブサイトの充実に加え、「日本病院会

の歴史を動画で残す」という委員会方針で、平成

17 年から動画配信を開始した。その後インター

ネット回線の高速化に伴い受け手の要望も多様化

してきたため、日病ニュースや日病雑誌などを

ウェブサイトで提供することを病院団体として初

めて行い好評を得てきた。また、テレビ会議や関

係講習会・セミナーの中継システムを導入して試

験運用を重ねている。

平成 18年には医療機能情報公表制度に関する

情報収集およびアンケートを実施し、本委員会に

関わる多方面の活動も行っている。

平成 19年には日病のロゴマーク作成担当委員

会となり、21 年度に本会ロゴマークが決定され

た。登録手続きが完了した 22 年度の第 60 回日

本病院学会で、堺常雄会長によって公開された。

3. ホスピタルショウ委員会

一般社団法人日本経営協会と共催で開催の国際

モダンホスピタルショウ（IMHS）は第 38 回開

催を迎え、平成 22年開催は日病の新委員による

運営となった。堺会長講演およびチーム医療に関

する公開シンポジウム「多職種の相乗効果による

病院医療の質向上～それぞれの職種が災害医療の

支援に加わる視点について～」を企画し、公開シ

ンポジウムについては病院診療の質向上検討委員

会の協力を得て開催した。

また、本委員会が手がける日病コーナー企画に

あたり、従来の説明パネルの掲示にとどまらず読

みたくなるパネル作成、さらには日病のみえる化

を念頭に置いたコーナー組み立てに努めた。

Ⅵ　総務に関する事項

日病は昭和 26 年 6月の発足後、平成 22 年に

創立 60年を迎えた。22年度の事業計画には「日

本病院会創立 60年記念事業への取り組み」が盛

り込まれ、創立 60年記念事業実行委員会、創立

60 年記念誌編集委員会を立ち上げた。委員構成

は、会長・副会長があたり、委員長には、総務担

当副会長での梶原優副会長が選任された。堺会長

はオブザーバーに就任。

1. 倫理委員会

倫理委員会は、平成 10 年 4月 25 日に開催さ

れた第1回常任理事会・理事会合同会議において、

新たに設置された。委員会の目的は、「会員の定

款違反または先端医療等の倫理問題が起きた時の

審議」とされ、委員長に中山耕作副会長（当時）

が就任した。その後の開催状況については 10年

度から15年度の開催なし、16年度に1回開催し、

協議項目として「1．委員会のあり方、基本的な

考え方、2．事業計画について」を審議した。そ

の結果、会員がどのように医療倫理の問題に取り

組んでいるか、活動状況を調査し検討を加えるこ

とを継続課題とし、患者の権利が強くなってきて

いる現状に、病院側としての考え方や対応策の継

続的な検討の必要性が確認された。17 年度の開

催はなかったが、18 年度には「尊厳死法制化を
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考える」議員連盟から本会に対しヒヤリングの依

頼があったため、1回開催をした。協議項目とし

ては、「1．病院倫理綱領・病院憲章について、2．

尊厳死問題について」として審議し、医療現場の

立場からの尊厳死と安楽死の相違や、リビング・

ウィルの活用等についての検討から、委員会とし

ては議員連盟が検討している法制化骨子（案）よ

りも、ガイドラインでの対応が良策であるとされ、

「延命治療の中止に関するガイドライン」の策定

を検討した。その後、19 年度より 21 年度の開

催はない。堺会長より、日病が創立 60年を迎え

るにあたり、現在の「倫理綱領」はこのままで

よいのか検討するよう倫理委員会に諮問があり、

22年度後半から23年度にかけて「病院倫理綱領」

について見直しの必要があるかの検討を行ない、

24年 4月 1日実施予定の新しい「倫理綱領」を

策定した。

（1）病院倫理綱領の見直しに関する特別委員会

平成 12年 5月の常任理事会において、大道學

副会長（当時）から「昭和 55年制定の病院倫理

綱領については、時代の変遷と社会の変化に対応

し、これを見直す必要がある」との提案があり、

6月の合同理事会において、「病院倫理綱領の見

直しに関する特別委員会」が設置された。

昭和 55年制定の病院倫理綱領は、①病院の使

命、②研修・教育、③医療記録の保管と守秘の義

務、④地域社会への協力、⑤病院の管理運営の 5

項目であったが、平成 12年当時、医療界におい

ては「ヒトゲノム研究」、「遺伝子治療」、「臓器移植」

等の生命倫理に関する問題が大きくクローズアッ

プされていて、現状に即した病院倫理綱領に改め

るべく検討が進められた。特別委員会の開催は、

星和夫委員長の下に 12 年度 6回、13 年度 2回

開催され、13 年度に現在の病院倫理綱領の完成

をみた。この病院倫理綱領の趣旨は「我々病院に

働く者は、地域の人々の健康を守るために、限り

ない愛情と責任をもって最善の努力を尽くさなけ

ればならない。この使命を達成するために、我々

が守るべき行動の規範を次のとおり定める。」と

し、以下の 5項目を定めた。

（1） 医療の質の向上（我々は医療の質の向上に努

め、人格教養を高めることによって、全人的

医療を目指す。）

（2） 医療記録の適正管理（我々は医療記録を適正

に管理し、原則として開示する。）

（3） 権利擁護とプライバシーの保護（我々は病め

る人々の権利の擁護と、プライバシーの保護

に努める。）

（4） 安全管理の徹底（我々は病院医療に関わるあ

らゆる安全管理に、最大の努力を払う。）

（5） 地域社会との連携の推進（我々は地域の人々

によりよい医療を提供するために、地域の

人々とはもちろんのこと地域の医療機関との

緊密な連携に努める。）

完成した病院倫理綱領は全会員に配布され、日

病雑誌に解説を掲載した。この病院倫理綱領は「病

院の職員として、病院という組織がもつ道徳的規

範のなかで、各人が業務を遂行する際の行動基準

である」として用いられている。

2. 国際委員会

AHF・IHF 各団体との連携、とくに秋山洋委員

長時代には AHF 各国との情報交換および連携の

強化に力を入れた。とくに、IMF 危機に陥る前に

韓国が引き受けを決めた 2000 年の韓国・IHF ス

タディツアーを開催ができなくなり、韓国および

IHF からの緊急要請に応え日本が全面協力。札幌

を中心とした会員施設でのスタディツアーを行っ

た。各国から大勢の参加者が集まり充実したツ

アーが終了し、大韓病院協会および IHF 加盟各

国から高い評価を受けた。この時期から本会会長

および国際委員に対する各国病院協会からの講演

依頼が増え、2004 年に横浜で国際シンポジウム

を開催するに至った。こうした国際委員の活動が

認められ、2006 年の AHF 理事会において日本

が会長国に推挙され、山本修三会長（当時）が第

12代 AHF 会長に就任した。
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3. 認定個人情報保護団体審査委員会

平成 17年 4月から施行される「個人情報の保

護に関する法律」に対し、全会員が速やかに対応

できるようにするため、日病は 16年度に「個人

情報保護に関する委員会」を立ち上げた。武田隆

男副会長（当時）が委員長に就任し、各病院が作

成するガイドラインの基本となるモデルの作成に

着手。17 年 3 月 10 日には「病院における個人

情報保護法への対応の手引き」（A4版105ページ）

を作成し、CD-ROMとともに全会員に配布した。

内容は①総則、②病院の義務と対応、③対応のた

めの参考様式集、④個人情報保護法・厚労省ガイ

ドライン、⑤参考 URL 等で構成され、各病院に

おいて定める個人情報保護方針や院内掲示ポス

ター例、開示請求等に対する様式集等も揃えられ、

会員病院の個人情報保護法対応に貢献した。また

当委員会は、日病内部の個人情報の対応について

も検討し、内部規定の整備を行い、職員研修の実

施等により、内部体制の整備を図った。

さらに、日病は会員施設への情報提供や講習会

等の実施、苦情処理の対応には、個人情報保護法

第 37 条に定められた「認定個人情報保護団体」

の認定を得ることが最良との結論を理事会で決定

し、平成 18年度には必要諸経費の予算化や他団

体の情報収集を行い、認定個人情報保護団体の規

定（案）の作成等について、委員会の審議を経て

申請の準備を進めた。厚労省と規定や内容につ

いての調整の後、19年 2月 8日付で申請し、19

年 3月 26 日付で厚労相から認定個人情報保護団

体の認定を受けた。19年 4月の役員改選により、

武田隆男委員長が退任したのを受け、「個人情報

保護に関する委員会」は役割を終了したが、新た

に認定個人情報保護団体審査委員会として新体制

によるスタートを切った。初代委員長には大井利

夫副会長（当時）が就任した。19 年度は苦情処

理依頼 1件、相談・問い合わせ 6件という状況

であったが、20年度は苦情処理依頼 6件、相談・

問い合わせ 1件、21 年度は苦情処理依頼 0件、

相談・問い合わせ 7件であり、22 年度は苦情処

理依頼 1件、相談・問い合わせ 4件という状況

である。件数的には少ないものの、苦情や相談の

内容については、個人情報保護に直接関する内容

よりも、病院や医師に対する不満等を背景に、個

人情報保護に関連して申し出るものが多く、個人

情報保護の範囲だけでは解決できない難しさが存

在している。22 年 4月の役員改選で、大井利夫

委員長が退任し、委員であった﨑原宏理事が委員

長に就任した。17年 4月の法施行から 6年が経

過し、会員病院における個人情報保護に対する対

応もかなり浸透してきたことから、「病院におけ

る個人情報保護法への対応の手引き」の改訂版作

成や、電子カルテ、地域連携に関する IT 化も視

野に入れた、医療情報における個人情報保護に関

する講習会の開催等について、検討を進めている。

4. 創立 60 年記念事業実行委員会
　（委員長：梶原優副会長）

実行委員会では、記念式典、記念祝賀会、厚生

労働大臣表彰、日病会長表彰の実施について検討

した。当日の記念式典には、金澤一郎氏（日本学

術会議会長）から「これまでの医療 これからの

医療」と題しての記念講演を予定した。

日　時　平成 23年 5月 27日（金）

場　所　東京港区・ホテルオークラ東京

※平成 23 年３月 11 日に起こった東日本大震

災に伴い、創立 60 年記念事業は平成 24 年

３月 16日（金）に延期された。

5. 創立 60 年記念誌編集委員会
　（委員長：大道道大副会長）

記念事業の一環として、創立 60年記念誌を発

刊することとなり、委員会を設置し、委員長に

は、大道道大副会長が就任。委員構成については、

6人の各副会長のほか、藤原秀臣常任理事（広報

委員会委員長）、原義人理事（雑誌編集委員会委

員長）、オブザーバーとして、山本修三名誉会長、

大道學、池澤康郎、武田隆男各名誉会員とした。
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記念誌作成にあたり、委員会では創立 60年記念

誌の骨子等を検討し、記念誌に「日病創立 60年

を迎えて」を掲載することとなり、山本修三名誉

会長、大道學、武田隆男、星和夫各名誉会員、堺

常雄会長、梶原優副会長、山口和英事務局顧問を

構成した記念座談会を開催した。

Ⅶ　診療情報に関する事項

1. 診療情報管理士教育委員会
　（旧・診療情報管理課程小委員会）

診療情報管理士教育委員会では、2年間の通信

教育を円滑に運営するため検討を重ねている。

〔平成 13 年度〕指定大学、指定専門学校の認定

制度について、編入試験の廃止、審査料、認定料、

更新料の設置および規程の検討。

〔平成 14 年度〕新カリキュラム、基礎課程教材

として診療情報管理士テキスト「基礎医学編」、「医

学用語編」および専門課程教材として「診療情報

管理編」、「分類法編」を作成。分類法補助教材（手

術、処置コード）として ICD-9CMの訳本作成を

検討。

〔平成 15 年度〕認定団体に四病協が加わったこ

とによって認定試験の実施に向けて検討。診療情

報管理士の英語表記Health Information Manager

（HIM）を決定した。ICD-9CM（日本病院会版）

の内容例示表を作成。

〔平成 16 年度〕教育内容、教材、試験問題など

を検討するため「基礎課程小委員会」、「専門課程

小委員会」、「分類小委員会」の 3小委員会を設置。

〔平成 17 年度〕全国 7地区においてスクーリン

グの実施。全国15地区において一斉試験を開始。

基礎課程リポート問題集（ドリル形式、解答付、

提出用問題付）を作成。

〔平成 18 年度〕第 2回診療情報管理士現況調査

およびアンケート調査を実施。専門課程リポート

問題集（ドリル形式、解答付、提出用問題付）を

作成。

〔平成 19 年度〕診療情報管理士テキスト（Ⅰ～Ⅳ）

の改訂（平成19年7月）。専門課程への編入制度、

医師、看護師に加え薬剤師を認める。基礎課程教

育に「精神および行動の障害」、「皮膚および皮下

組織疾患」を追加。診療情報管理士認定試験制度

を開始。

〔平成 20 年度〕DPC コース小委員会、医師事務

作業補助者コース小委員会を設置。基礎課程ス

クーリング「精神および行動の障害」、「皮膚およ

び皮下組織疾患」の講義を実施。

〔平成 21 年度〕診療情報管理士テキスト（Ⅰ～Ⅳ）

の改訂（平成 21 年 7 月）。DPC コーススクーリ

ング、医師事務作業補助者コース研修会を開始と

同時にホームページオープン。受講生のための「受

講の手引」を作成。診療情報管理士通信教育ホー

ムページリニューアルオープン。

〔平成 22 年度〕診療情報管理士通信教育携帯電

話サイトオープン。第 4回診療情報管理士認定

試験に基礎課程「精神および行動の障害」、「皮膚

および皮下組織疾患」の試験問題を導入。

テキスト、リポート（基礎・専門）を診療報酬

改定に合わせ内容の改訂を行い、新しい情報を受

講生へ提供している。通信教育は年間 2回ある

スクーリング講義（前期・後期）の出席、リポー

トの提出、基礎、専門と各課程の履修となる科目

試験を 9月と 12月に実施し、合格をもって 2年

間の通信教育を修了する。その後に毎年 2月に

開催している診療情報管理士認定試験を全国 16

会場、スタッフ総勢 100 人を超える人員で運営

して、今日までの認定試験は 4回の開催となっ

た。合格した認定者には毎年 5月に「診療情報

管理士認定証授与式」を開催し、5つの認定団体

（日病、全日病、医法協、日精協、医療研修推進

財団）の各会長先生および教育委員会委員とその

下にある各小委員会委員も参列する。現在では 2

万人を超える診療情報管理士認定者となり、その

中には医師、看護師、薬剤師などさまざまな職種

から診療情報管理士となり各医療機関で活躍して
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いる。当会の指定校については、書類選考でカリ

キュラム、シラバス、講師履歴の内容を確認後、

教育委員会委員が視察をし、報告書をもって指定

校となる。現在では指定大学 21大学、指定専門

学校 48 校（平成 23 年 2月現在）となった。毎

年夏には各指定校の代表者を集め、教育委員会委

員より 1年間の報告と計画を述べる場を設けて

いる。また、全国の診療情報管理士スクーリング

講師による「全国一斉講師会」を開催し、活発な

意見交換がされている。

わが国の診療情報管理士は「診療録管理体制加

算」の設置、病院機能評価、DPC、電子カルテ、

個人情報保護法などがきっかけとなり、その重要

性、必要性が認識され始め、多くの医療機関で精

度の高い診療情報管理が行われるようになった。

診療情報管理を専門的に行うのが診療情報管理士

であり、その育成を診療情報管理士教育委員会で

行っていく。

【主な議題】

① 試験の合否判定（旧カリ、新カリ）（平成 19

年度で終了）

② 認定試験の合否判定（平成 19年度から開催）

③ テキスト・リポートの改訂

④ 各小委員会の検討事項

⑤ 診療情報管理士の英語表記「Health Information 

Manager」（HIM）

⑥ 診療情報管理士認定者に対する「現況調査」

の実施

⑦ 診療情報管理士認定に関する規程の作成

⑧ 診療情報管理士認定試験実施要項の作成

⑨ WHO-FIC 関連事業

⑩ 指定大学・指定専門学校の申請および視察報告

⑪ 受講生の状況

⑫ 休憩用 DVDの作成

⑬ ホームページの作成

⑭ 携帯電話サイトの作成

⑮ 受講の手引作成

（1）基礎課程小委員会

基礎課程小委員会は平成 16 年度に設置（「診

療情報管理士教育委員会」内の小委員会として設

置）された小委員会である。

平成15年度以前は「通信教育委員会」内の「診療

情報管理課程小委員会」が同内容を担当していた。

診療情報管理士通信教育は基礎課程 1年、専

門課程 1年、計 2年の授業年限だが、基礎課程

小委員会はその基礎課程分野を担当している。

基礎課程は、国際疾病分類（ICD-10）に沿っ

た臨床医学を教育する課程である。

全12科目は現在、第1章「医療概論」、第2章「人

体構造・機能論」、第 3章「臨床医学総論（外傷学、

先天異常等含む）」、第 4章「臨床医学各論Ⅰ（感

染症および寄生虫症）」、第 5章「臨床医学各論

Ⅱ（新生物）」、第 6章「臨床医学各論Ⅲ（血液・

代謝・内分泌等）」、第 7章「臨床医学各論Ⅳ（精神・

脳神経・感覚器系等）」、第8章「臨床医学各論Ⅴ（循

環器・呼吸器系）」、第 9章「臨床医学各論Ⅵ（消

化器・泌尿器系）」、第 10章「臨床医学各論Ⅶ（周

産期系）」、第 11章「臨床医学各論Ⅷ（皮膚・筋

骨格系）」、第 12章「医学用語」となっている。

〔平成 13 年度〕

① 平成 14年度から診療情報管理通信教育のカリ

キュラムを新たに改定することに伴い、その

見直しを行った。また新カリキュラムに向け

た実施要綱を検討し、教科書（テキスト）、リ

ポートを作成した。

〔平成 14 年度〕

① カリキュラム（基礎課程、旧 6科目から新 12

科目へ）の改定が実施された。

② 診療情報管理通信教育平成 14 年度実施カリ

キュラムの基礎課程教材としてテキストⅠ（基

礎医学編）、テキストⅡ（医学用語編）の初版

を発行し（7月）、引き続きテキストⅠ（基礎

医学編）、テキストⅡ（医学用語編）の改訂を

行い、第 2版の作成を行った。テキストⅡ（医

学用語編）については第2版を発行した（1月）。

③ リポート問題については、客観問題形式で各

科目 2回の問題を作成した。
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④ 試験問題については、平成 15年基礎課程試験

基準、問題等の検討を行った。

〔平成 15 年度〕

① テキストⅠ（基礎医学編）の第 2版を発行し（4

月）、引き続きテキストⅠ（基礎医学編）、テ

キストⅡ（医学用語編）の修正を行った。ま

た新カリキュラム試験問題を検討し作成した。

〔平成 16 年度〕

① テキストⅠ（基礎医学編）、テキストⅡ（医学

用語編）の一部改正を行った。

② 平成 17年度生使用リポート（ドリル）問題の

作問を行った。また、進級試験問題の作成を

行い、新カリキュラム分、旧カリキュラム分

を作成した。

〔平成 17 年度〕

① テキストⅠ（基礎医学編）、テキストⅡ（医学

用語編）の第 3版を発行した（7月）。

② 平成 18年度に向け、テキストⅠ（基礎医学編）、

テキストⅡ（医学用語編）の改定作業（テキ

ストⅠ：ICD-10 2003 年版の改正内容に伴う

変更、個人情報保護法、EBMの加筆、テキス

トⅡ：疾病名追加）を行った。

③ 基礎課程リポート問題集（ドリル形式、解答付、

提出問題付）を作成し、配布、使用を開始した。

④ 基礎課程試験問題を作問し、新カリキュラム

分、旧カリキュラム分を作成した。

〔平成 18 年度〕

① テキストⅠ（基礎医学編）、テキストⅡ（医学

用語編）の第 4版を発行した（7月）。

② 平成 19年度に使用するテキストⅠ（基礎医学

編）の改訂作業を行い、『精神および行動の障

害』を 7章に、『皮膚および皮下組織の疾患』

を 11 章に追加することとした（平成 19 年度

より）。

③ 基礎課程リポート問題集（ドリル形式、解答付、

提出問題付）の修正を行った（提出用問題の

作成含む）。

④ 平成 19年度から実施される全国一斉認定試験

に向け、基礎課程試験問題を作問し、新カリ

キュラム分、旧カリキュラム分を作成した。

〔平成 19 年度〕

① テキストⅠ（基礎医学編）、テキストⅡ（医学

用語編）の第 5版を発行した（7月）。テキス

トⅠ（基礎医学編）には、『精神および行動の

障害』を 7章に、『皮膚および皮下組織の疾患』

を 11章に追加した。

② 基礎課程リポート問題集（ドリル形式、解答付、

提出問題付）の修正を行った（提出用問題の

作成含む）。

③ 基礎課程試験問題を作問し、新カリキュラム

分、旧カリキュラム分を作成した。

〔平成 20 年度〕

① テキストⅠ（基礎医学編）については、平成

21年 7月に小改訂することとした。

② リポート問題集（提出用問題）の作問・作成

を行った。

③ スクーリングについて、今年度 7月生より基

礎課程スクーリング「精神分野」の講義を別

枠に設けた。

④ 基礎課程試験として、会場試験問題、科目試

験（郵送）問題の作問・作成を行った（平成

19年度、テキストⅠ（基礎医学編）に追加し

た精神・皮膚分野は、平成 21年度前期試験か

ら出題することとした）。

⑤ 診療情報管理士認定試験問題の作問・作成を

行った（合計 60 設問、平成 19 年度にテキス

トⅠ（基礎医学編）に追加した精神・皮膚分

野は、第4回認定試験〈平成23年2月開催予定〉

から出題することとした）。

〔平成 21 年度〕

① 7 月生の実施要綱について、シラバスの表現等

を修正した。

② 自宅学習用リポート問題について、各担当委

員が見直しを行い、提出用リポート問題の作

問を行った。

③ 基礎課程試験として、科目試験（郵送）問題

の作問・作成を行い、診療情報管理士認定試

験問題の作問・作成を行った（合計 50設問）。
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〔平成 22 年度〕

① 自宅学習用リポート問題について、各担当委

員が見直しを行い、提出用リポート問題の作

問を行った。

② 基礎課程試験として、科目試験（郵送）問題

の作問・作成を行い、診療情報管理士認定試

験問題の作問・作成を行った（合計 50設問）。

（2）専門課程小委員会

専門課程小委員会は、平成13～15年度までは、

現在の本小委員会の前身にあたる「診療情報管理

課程小委員会」として、基礎課程と併せて活動を

行っていた。

専門課程は、当通信教育の2年次に行う課程で

あり、現在は、下記 9科目により構成され、本小

委員会において、その教育内容、教材、試験問題

などの作成・検討を行っている。（但し、第 9章

の分類法のみ、分類小委員会にて担当する。）

⎧
│
│
│
⎩

⎫
│
│
│
⎭

医療管理総論（第 1章）、医療管理各論Ⅰ（第

2章）、医療管理各論Ⅱ（第3章）、医療情報学（第

4章）、医療統計学（第 5章）、診療情報管理

論Ⅰ（第 6章）、診療情報管理論Ⅱ（第 7章）、

国際疾病分類概論（第 8章）、分類法（第 9章）

平成 13～ 15年度は、開催回数 3～ 4回とし、

主な協議事項は、夏期・冬期期末試験等の合否判

定（卒業、進級、編入、認定大学試験）、診療情

報管理課程通信教育カリキュラム等であり、実施

要綱を検討し、新カリキュラムに向けた教科書、

リポートを作成した。

専門課程の科目数は 12 科目（各科目 2単位）

とし、教材は教科書（診療情報管理関係）、リポー

ト問題は、客観的に評価のできるものとした。

また、平成 15年には診療録管理士から診療情

報管理士への移行試験（東京は 3月 23日）を実

施し、合否判定を行った。

専門課程の教科書は、診療情報管理編を再編集

して第 2版を作成した。

平成 16年度になり、通信教育運営に関する件

として診療情報管理士教育委員会（旧・通信教育

委員会）において、専門課程小委員会を設置し、

現在に至る。

平成 16年度の開催より特筆すべき活動内容と

しては、「診療情報管理士」認定者に対して第 1

回の現況調査を実施し、報告書を作成したことで

ある。

平成 17～ 18 年度は、18年度より使用する診

療情報管理テキストⅢの改訂作業として、個人情

報保護法の加筆（第 6章）と「国際疾病分類概

論（第 8章）」の科目追加を行った。リポート問

題集〔バインダー式のドリル、解答付〕は、自宅

学習用の練習問題として各章 60設問× 8科目＝

約 480 設問（解答数約 2,468）を作成した。

提出用問題は、前期・後期とも各章 5設問× 8

科目＝ 40設問の作成を行った。試験問題は、前

期・後期とも新カリキュラム 7科目と旧カリキュ

ラム 6科目について作成した。

平成 19年度に入り、この年から診療情報管理

士認定試験を実施することとし、作問委員会を開

き、問題の作成を行った。また、診療情報管理体

制の地位向上と診療情報管理士の名簿整理を目的

として、第 2回目の現況調査を実施し、報告書

を作成した。〔対象者：認定者 1万 3,706 人、発

送件数：1万 2,492 件（発送除外：診療録管理士

より移行者 1,015 人、その他 199 人）、回答数：

4,162 件（33.3％）〕

その他、「医療統計学（5章）」科目の副読本と

して刊行された書籍「やさしい統計学」につい

て、本書は診療情報管理士教育委員会の監修によ

り出版されたが、著作物の権利を日病の占有とす

るため、編集を日本診療録管理学会生涯教育委員

会から本小委員会へ移行することとした。（平成

21年度には、「やさしい医療統計学」に書籍名を

改題した。）

平成 20年度は、テキストⅢの改訂作業に重点

を置き、計 11 回（作問委員会含む）開催した。

なお、この年の第 34 回日本診療録管理学会（8

月 21日）にて、「診療情報管理士の未来に向けて」

と題し、第 2回診療情報管理士（診療録管理士）
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現況調査アンケートの結果報告を行った。

平成 21年度は、テキストⅢ、Ⅳ「国際疾病分

類概論（第 1章）」の小改訂作業を行い、併せて

シラバス（実施要綱）の教授内容についても加筆・

修正を行った。章の名称は下記のとおり副題を付

けることとした。

　　2章→　医療管理各論Ⅰ（病院管理）

　　3章→　医療管理各論Ⅱ（医療の評価）

　　6章→　診療情報管理論Ⅰ（総論）

　　7章→　診療情報管理論Ⅱ（実務）

更に、教科書改訂に伴い、大幅な内容の見直し

があった「医療管理各論Ⅰ（第 2章）」と「医療

管理各論Ⅱ（第 3章）」について、スクーリング

講師を招き、科目別講師会（8月 1日）を開催した。

平成 22年度は、診療情報管理士の第 3回現況

調査を実施（10 月 1 日～ 11 月 1 日）し、報告

書を作成した。〔対象者：認定者 2万 708 件、配

布票数：1万 9,043 件（発送除外：重複・死亡・

住所不明）、有効配布票数：1万 7,027 件、有効

回収票数：7,523 件（44.2％）〕

（3）分類小委員会

分類小委員会は、平成 13 ～ 15 年度まで、専

門課程小委員会同様「診療情報管理課程小委員会」

として、活動を行っていた。

第 9章の分類法（専門課程）は、2年次に行う

科目であり、本小委員会において、その教育内容、

教材、試験問題などの作成・検討を行っている。

平成 13～ 15年度は、開催回数 3～ 4回とし、

主な協議事項は、夏期・冬期期末試験等の合否判

定（卒業、進級、編入、認定大学試験）、診療情

報管理課程通信教育カリキュラム等についてであ

り、実施要綱を検討し、新カリキュラムに向けた

テキスト、リポートを作成した。テキスト－専門

課程（分類法編）は、平成 15 年度発行に向け、

編集作業を行った。さらに、手術処置分類のため

の分類法補助教材として、ICD-9-CMを翻訳し、J・

Kコードを加えた「ICD-9-CM －日本病院会版－

内容例示表」を作成した。

なお、国際疾病分類法科目のコーディング演習

について、スクーリング講義だけでは修得が不十

分な受講生が多いため、全国各地で少人数制（講

師 1人に対し、受講生 30人程度）のコーディン

グ勉強会を開催することとした。

平成 16年度になり、通信教育運営に関する件

として診療情報管理士教育委員会（旧・通信教育

委員会）において、分類小委員会を設置し、現在

に至る。

平成 16年度の主な協議事項は、テキスト、リ

ポート問題の修正・改訂の検討、卒業試験問題の

作成である。リポート問題は、ドリル問題（バイ

ンダー式）の作問（【総論】230 問、解答数 1,150、

【演習】サマリー 200 問、原死因 20 問、解答数

4,000）を行った。卒業試験問題は、新カリキュ

ラムと旧カリキュラムについて、夏期、冬期とも

に作成した。また、「ICD-9-CM 日本病院会版索

引表」の作成、分類法指導者の研修・講師会を開

催した。

平成 17年度は、主に次年度（平成 18年度前期）

に使用する診療情報管理テキストⅣについて、科

目の変更に伴い大改訂を行った。

その他、「診療情報管理士の ICD コーディング

教育について（該当科目：分類法総論・演習）」、

意見交換会を開催した。

平成 18 年度は、リポート問題の修正・改訂

の検討および提出用問題（ICD-10 問題・20 問、

ICD-10, ICD-9-CM 問題・10 問、サマリー問題・

2問、原死因問題・2問）をそれぞれ前期、後期

と作成した。また、本小委員会委員、分類法指導

講師による分類法指導者のための勉強会を、平成

19 年 1 月 28 日に開催した。出席者数は 57 人

であり、厚労省統計情報部からもオブザーバーと

して参加があった。

平成 19年度には、この年から診療情報管理士

認定試験を実施することとし、作問委員会（開催

回数5回）を別途開き、問題の作成を行った。また、

昨年度同様、分類小委員会主催による分類法指導

者のための勉強会（平成 20年 2月 3日）を開催

した。出席者数は53人であり、内容は、模擬講義、
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グループディスカッション等を行った。

平成 20年度も同様に、分類法指導者のための

勉強会（平成 21年 1月 25日）を開催した。

出席者数は20人であり、内容は、実技演習、コー

ディング勉強会について、意見交換等を行った。

平成 21年度は、テキストⅣ「国際疾病分類法

（第 2章）」の小改訂作業を行った。また、併せ

てシラバス（実施要綱）の教授内容に原死因コー

ディングの内容を加えることとした。それに関連

して、原死因コーディング教育における今後の方

向性について、現状の問題点も踏まえ、教育の改

善に役立てたいとし、本小委員会と厚労省統計情

報部による「原死因コーディングに関する意見交

換会（平成 21 年 10 月 22 日）」を開催した。分

類法指導者のための勉強会（平成22年1月23日）

は、出席者数 28人で開催し、内容は、コーディ

ング勉強会の講義方法、意見交換等を行った。

平成 22年度は、テキストⅣについて、当該（第

5版）の見直し、疑義解釈の検討を主な議題とし

て開催した。

分類法指導者のための勉強会は、平成 23年 1

月 29 日に開催し、出席者数は、指定大学・専門

学校の外部講師を含む 56人であり、開催当日は、

コーディング勉強会講義方法の説明と原死因コー

ディングの模擬講義、また、WHO-FIC 教育委員

会と IFHRO が作成した疾病コーダートレーナー

のためのパイロットテストを実施した。

（4）DPC コース小委員会

DPC コース小委員会は、平成 20 年度に設置

（「診療情報管理士教育委員会」内の小委員会）さ

れ活動を開始した。DPC コースを開講するにあ

たっての計画を担い、開講後はその運営を担当し

ている。

DPC コースは、診療情報管理士の DPC に関す

る専門的知識を養成することを目的に設定され、

その位置づけは診療情報管理士通信教育付加コー

スであり、受講対象者は「診療情報管理士」である。

本コースは、教育範囲を DPC の基本等の理解

とデータ分析の初歩までとした基礎的な実務者教

育で、カリキュラムは第1章「診断群分類の基礎」、

第 2章「診断群分類の実務」、第 3章「診断群分

類を活用した分析Ⅰ・Ⅱ」であり、診療情報管理

士通信教育の実績を生かした実践的な内容として

いる。

平成21年度に開講し、当初は委員のみでスクー

リング講師を担当していたが、22 年度から講師

を増員している。

〔平成 20 年度〕

① 実施要綱、使用教材（テキスト、リポート問題）

の作成検討等を行った。

〔平成 21 年度〕

① DPCコースが7月に開講となった。それに伴い、

テキスト初版が 7月に発行となった。

② リポート問題の作成もテキストにあわせて作

成、受講生へ配布した。またコース開講にあ

わせてシステムを導入し、専用ホームページ

を開設した。

③ 9 月大阪、10月東京、11月福岡（2回）でス

クーリングを開催した。

④ 第 1 期生修了に向けて、認定証についても検

討を行った。

〔平成 22 年度〕

① テキスト第 2版を 8月に発行した。

② リポート問題についてもテキストにあわせて

修正を行い、第 2期受講生へ配布した。また

DPC コースパンフレットを 11 月に 2,000 部、

新規作成した。

③ 9 月大阪、10月福岡、11月東京でスクーリン

グを開催した（研修会講師はこれまで委員の

みで担当していたが、新たに講師 9人を増員

した）。

（5）医師事務作業補助者コース小委員会

この委員会は、平成 20 年度に設置（「診療情

報管理士教育委員会」内の小委員会）され活動を

開始した。医師事務作業補助者コースを開講する

にあたっての計画を担い、開講後はその運営を担

当している。
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本コースは、会員病院の「医師事務作業補助体

制加算」申請体制整備への支援を行うため、病院

における医師事務作業補助に関する専門的知識を

養成することを目的に設定され、受講対象者は「病

院管理者が認めた者」としている。

カリキュラムは、基本事項として医師事務作業

補助体制加算の施設要件にある 6カ月 32時間の

院内研修（研修内容：①医師法、医療法、薬事法、

健康保険法などの関連法規の概要、②個人情報の

保護に関する事項、③当該医療機関で提供される

一般的な医療内容および各配置部門における医療

内容や用語等、④診療録等の記載・管理および代

筆、代行入力、⑤電子カルテシステム（オーダリ

ングシステムを含む））に準拠し設計した。第 1

期と第 2期で一部修正し、研修項目 9項目を 10

項目へと変更している。

平成 21年度に開講し、実績ある実務担当者を

委員・講師として編成している。

〔平成 20 年度〕

① 実施要綱、使用教材（テキスト、リポート問題）

の作成検討等を行った。

〔平成 21 年度〕

① 医師事務作業補助者コースが 10 月に開講と

なった。それに伴い、テキスト初版が 11月に

発行となった。

② リポート問題の作成もテキストにあわせて作

成、受講生へ配布した。またコース開講にあ

わせてシステムを導入し、専用ホームページ

を開設した。

③ 12 月東京で研修会を開催した。

④ 第 1 期生修了に向けて、修了証についても検

討を行った。

⑤ 研修項目等について検討し、第 2期生にむけ

て一部修正（9項目から 10項目へ）を行うこ

ととした。またテキスト第 2版を 3月に発行

した。

〔平成 22 年度〕

① リポート問題について修正を行い、テキスト

と併せて第 2期受講生（4月入講）へ配布した。

② 6 月、東京・大阪会場同日開催で研修会を実施

した。研修会講師はこれまで委員のみで担当

していたが、新たに講師 5人を増員した。ま

た医師事務作業補助者コースパンフレットを

11月に 3,000 部、新規作成した。

③ 本コースは年 2 回実施のため、第 3 期生が

11 月に入講、12 月に東京会場で研修会を実

施した。

Ⅷ　過去の主な委員会

日病の事業目的を達成するために多くの委員

会、部会を設置して活動を行ってきた。

1. 臨床予防医学委員会（昭和 33年～平成 9年度）
　（予防医学委員会　平成 10～ 21 年度）

昭和 35年 5月に健保連から当時の日本病院協

会に対し、保険給付による短期人間ドック構想が

あった。当時、聖路加国際病院で 1週間ドック

の実施経験を参考に充分な検査方法は無いかと対

応案を検討していた。その後、健保連と日本病院

協会双方から委員を選出し、短期人間ドックの実

現に向けて委員会を設置したのが臨床予防医学委

員会の始まりである。その後、34年 4月 1日に

健保連と短期人間ドック実施の契約、37年 3月

15 日には、妊婦ドック実施に伴う指定内規を取

り決め、協定を健保連と結んだ。さらには、乳幼

児、主婦に対する保健指導にも取り組んだ。また、

日病では「自動化健診」の普及にも努め、49 年

には健保連との健診契約を結んでいる。平成 10

年 4月には、「臨床予防医学委員会」から「予防

医学委員会」に名称変更を行って委員会活動を実

施した。

予防医学委員会（平成 10 ～ 21 年度）として

の大きな活動としては、平成 11年 4月に日本病

院会人間ドック認定指定医制度を発足させ、制度

を円滑に遂行するため（医師会員および事務局に
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必要な情報が正確に把握できるように）人間ドッ

ク認定指定医に関する覚書を日本総合健診医学会

（会長：田村政紀）、日本人間ドック学会（理事長：

奈良昌治）と相互協力、を行った。

平成 13年度には、コレステロールの基準値（国

内外のコレステロール基準値の実状調査）、閉経

後高コレステロール血症予後調査研究（対象は、

日病加入施設の閉経後の受診者で新勧告判定 B、

Cを対象とした趣旨賛同者）事業、また、委員会

は、日病執行部との日本人間ドック学会の法人化

移行についても協議を図り、17 年 5月には、日

病から日本人間ドック学会は独立し、有限責任中

間法人 日本人間ドック学会が設立された。

2. 教育委員会（昭和 42年～平成 16 年度）

日病では、定款第 4条に「病院関係者の教育、

指導および医療職員の養成確保に関する事項」を

定めている。研究会は、職員の教育という観点か

ら、昭和 33年に診療管理部会が設置され、毎月

定期的に会議を行い、適切な施設の見学を含め診

療管理上の問題点を研究した。42 年には、病院

職員の研究会活動の運営を統括する教育委員会が

発足した。その後、事務管理部会、医事研究会等々

の研究会の設置（昭和 53年には、20の研究部会・

研究会が設置）、セミナーを開催し病院職員の資

質向上のための教育活動を実施した。約 40年の

長きにわたり病院職員の教育活動を実施していた

が、各職能団体での教育研修が盛んになってきた

現状により、平成 16年度から教育委員会傘下の

研究会を凍結した。

3. 組織委員会（昭和 57年～平成 15 年度）

昭和 57 年 7 月の理事会において、「会員増強

対策委員会」として発足し、河野稔副会長（当時）

が委員長に就任した。翌年 5月に「組織委員会」

に改称し、委員長には、岡山義雄常任理事（当時）

が就任し、会員拡大を図るための PR（勧誘）等

を検討した。通常の会員入会は、役員による勧誘

が主体であったが、より多くの会員獲得を図るた

め、役員各位に対し会員獲得の協力要請を願い、

非会員施設に対して会員メリットを PRし積極的

なアプローチを数年間実施した。委員会発足時は

約 1,760 会員であったが、委員会の強力な運動

展開を図った結果、61 年度以降は、2,000 会員

を超え、平成 15年度末では 2,710 会員となった。

また、当委員会は初期の役割を終えたことから、

16 年度からは頻回に行われる会長・副会長会議

で組織力強化への対応を行っている。

4. 看護教育施設部会（平成 2～ 16 年度）

看護婦養成問題、病院経営の観点から日病会員

が併設している看護学校および関連している看護

学校を対象とし、①看護学校の管理運営、施設の

改善、教員養成、確保問題等を検討し、看護学校

の健全な運営を図ることを目的として平成 2年

に部会を発足させた。初代部会長には、伊藤研常

任理事（当時）が就任した。主な部会活動としては、

3年 5 月には、看護教育施設部会の発足にあた

り、各看護学校を運営する会員による全体会議を

行い、看護学校運営の問題等の意見交換を実施し、

清水嘉与子参議院議員から「看護学校運営と教育

費について」と題し特別講演を実施。また、同年

には、看護学校運営の実態把握の緊急調査を実施

した結果、病院での運営経費が大きいことなどが

判明。13年度以降の活動としては、毎年、「看護

学校運営に関する調査」を行い、年間運営費の実

態把握し、日病での要望事項への組み入れを行っ

てきた。

5. 医療保険制度対策特別研究会
　（平成 9年（7月）～ 13 年度）

平成 10 年 9月 18 日に中央社会保険医療協議

会総会は、国立等 10 病院において、11 月 1 日

より入院患者のうち 183 の診断群分類が該当す

る患者に対して、療養に要する費用の一部につい

て、診断群分類毎に定額の診療報酬を支払うとい

う「急性期入院医療の定額払い方式の試行」の実

施を決めた。対して当会は、この間の中医協の動



95

委
員
会

委
員
会

きを受け、前年 7月 26日の常任理事会で「医療

保険制度対策特別研究会」を設置し、急性期入院

医療の定額払い方式の妥当性の検証に取り組むこ

ととした。

このような経緯のもと設けられた医療保険制度

対策特別研究会は、平成 13年度で活動を終える

まで 2冊の報告書をまとめている。急性期入院

医療費調査第一次報告書は、12 年 1 月に発表、

厚生省の試行と同じ調査を行いこれとの相違点、

問題点を洗い出した。協力施設は 295 病院、症

例データ数は 3万 8,752 例である。先ず基礎疾

患点数は、厚生省が 3万 8,803 点であったのに

対して当該調査では 3万 5,049 点と低い値を示

した。病床規模別にみると、200 床未満の病院

が 3万 870 点と低く、200 床以上では規模によ

る差異は認められなく、200 床以上 400 床未満

が 3万 5,229 点、400 床以上が 3万 5,959 点で

あった。地域ブロック別の比較では関東が 3万

2,009 点と最も低く、この集計数が 107 病院、1

万 3,877 例と全体の３分の１を占め平均を下げ

ている。厚生省値を上回ったのは唯一北海道（12

病院、1,352 例）の 4 万 3,710 点であった。次

に対象 183 疾患個々の包括点数との比較では、

厚生省値より高かった疾患が 44（24％）、低かっ

た疾患が 139（76％）であった。平均入院期間（当

研究会調査では平均在院日数）での比較では、厚

生省値より長かった疾患が 60（32.8％）、短かっ

た疾患が 123（67.2％）であった。厚生省値よ

り点数で低く、入院期間で短い疾患が最も多く

118、64.5％を占め、継いで点数で高く、入院期

間で長い疾患が 39、21.3％を占めた。この他本

報告書では、183 疾患毎に、国立・公立・私的、

200床未満・200床以上400床未満・400床以上、

地区ブロック別に分けて、厚生省の試行値のほか

包括外点数も集計し、総点数、1日当たり点数も

示している。また、13 の主要診断群のなか代表

的な疾患について、縦軸に点数、横軸に入院期間

を採りバラツキの程度を表している。

第二次報告書は第一次報告書の 2年後、平成

14年 5月に発表している。各診療科でよく取り

扱う疾患を第一次報告書より洗い出し、以下の

11 の疾患群について、DPC 素案（平成 13 年 1

月中間見直し 532 分類）と比較のうえ、バラツ

キの要因を分析している。A脳梗塞（手術なし）、

B白内障（片眼手術有）、C肺炎、D肺がん（手

術なし）、E循環器系疾患（経皮的冠動脈形成術

有）、F急性虫垂炎（手術有）、G大腿骨頸部骨折

（手術有）、H乳がん（手術有）、I糖尿病（インシュ

リン注射有）、J前立腺がん、K子宮平滑筋腫（手

術有）に関して、12 年 10 月、1 カ月の退院サ

マリー、症状詳記、ICD コーディングデータを、

26病院 1,043 症例数収集している。例えば、脳

梗塞については、

① 183 分類では手術の有無、緊急入院かどうか

でツリーが構成されていた（3区分）。

② 新 DPC 分類では、手術の有無、人工呼吸管理

の有無（重症度区分）、合併症の有無により枝

分かれし 5区分となっている。

③ 今回の調査結果では、合併症の有無により特

掲診療料に有意差が出ているが、これは新

DPC 分類では既に考慮されている。また今回

調査では 69歳で区切り、年齢による有意差を

調べたが認められず、本診断群において年齢

を考慮すべき必要性はなかった。

④ 今後、新 DPC 分類に基づき施設内のバラツキ

について調べる必要がある。

と分析結果をコメントしている。

「おわりに」で、『……病院団体として、新

DPC 分類による試行調査参加病院から提出デー

タのコピーを提出してもらい、これを国と並行し

て分析し、その問題点を指摘・提言する仕組みを

確立しておくべきである。……』とまとめている。

「急性期入院医療の定額払い方式の試行」が現在

のDPCの原型であったことは間違いない。

6.「私のカルテ」推進委員会
　（平成 14年（5月）～ 16 年 3月）

平成 14 年 5 月 24日に開催された医療制度、
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社会保険老人保健委員会の合同会議で「マイカル

テの導入」について検討され、翌日の理事会にお

いて、合同委員会の傘下に小委員会（梶原優委員

長）を設置された。趣旨は、マイカルテを通じて

患者と診療情報の共有化を図ることとし、委員会

は、一部の医療機関が実施している診療手帳（マ

イカルテ）参考にし、掲載内容を検討した。当初

考えていた「マイカルテ」はすでに商標登録がさ

れており、「私のカルテ」として作成することとな

り、同年12月には病院団体として会員を通じ患

者様への配布を行った。その後、取扱いについて

は、日本病院共済会に委託し、15年には、健康

保険組合への頒布案内、日病と日本病院共済会と

の共同によるポスター作成をして普及に努めた。

7. 医療の非営利性に関する委員会
　（平成 16年（12 月）～19 年度）

平成 16年 12 月 18 日の常任理事会において、

山本修三会長（当時）より、厚労省の認定医療法

人構想を受けて日病の方向性を出したいとして委

員会設置の提案があり、了承された。

武田隆男副会長（当時）を委員長とし、平成

17 年 1 月 28 日に第 1回委員会を開催した。厚

労省の「医業経営の非営利性等に関する検討会」

の委員を講師に招き、医業経営の非営利性につい

て話しを聞いた。講師から、「非営利の要件につ

いては、営利要件の反対で、出資者との間に持ち

分関係がない、所有者がいない、そして、利益の

配分がないということ。」、「営利と非営利の利益

獲得に関する相違点は、営利も非営利も利益を獲

得する点では共通している。営利は、際限ない利

益追求を行う。これに対し、非営利では公平平等

な医療を提供することなどを目的としている。非

営利では少なくとも営利のような際限ない利益の

追求は行われない。利益追求のレベルに営利と非

営利では相違があるという認識が必要である。」、

「非営利性の侵食の可能性について、想定される

ケースは、営利企業との取り引きを通じてであ

る。医療法人は医薬品会社、医療機器メーカーな

どさまざまな営利企業との取り引きを通じて、非

営利性は侵食される局面が生じる可能性が考えら

れる。」等の説明を受けた。

第2回委員会では、医療法人の公益性をテーマ

に勉強会を開き、認定医療法人制度の提案内容と

医療法人制度の将来について論議した。公益性の

高い認定医療法人の創設などを始めとした医療法

人制度の改革について、非営利性の徹底、公益性

の確立、透明性の確保など安定した医業経営の実

現に向けての方向性を提言していくこととした。

平成 17 年度は、4月、5月と 2回の委員会を

開催した。医療法人制度の見直しは、特定・特別

医療法人を統合した「認定医療法人（社会医療法

人）」と「出資額限度法人」という新法人形態を

作ることだけを意味するのではなく、医療におけ

る「営利性」「公益性」の議論に終止符をうち、

医療のもつ公益性を担保させるようにすること

が、この改革の意義であるとした。

平成 18、19年度は諸般の事情により開催せず。

日病のスタンスとしては、①株式会社等の営利

組織が間接的にしろ、関与しない仕組みの構築、

②一人医師法人は別個な形にする、③医療法人は

今までも非営利であったこと。更に、非営利性

を高めるにはという視点で議論に入ること、の 3

点を確認した。

8. 総務委員会（平成 16～ 21 年度）

平成 16年 4月の新執行部の発足（山本修三会

長（当時））時に総務委員会が設置された。委員

は、各副会長（6人）で構成され、会長はオブザー

バ的の参画とし、諸会議運営、各種委員会の統括、

緊急対応事項等についての検討を行った。開催は、

役員会の前日、当日を定期開催のほか、緊急的事

項の対応が必要とされた場合に開催をし、年間、

約 25回開催され、円滑なる会務運営への対応を

図ってきた。武田隆男（平成 16 年 4月～ 19 年

3 月）、池澤康郎（平成 19 年 4月～ 21 年 3 月）

の両副会長（当時）が委員長を努めた。
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9. IT システム委員会（平成 16～ 21 年度）

IT システム委員会は、IT・システムを医療の

質の向上等に役立てられるよう、医療現場および

医療者の立場から種々の検討を行うことを主目的

に、平成 16年の役員改選に伴って委員会が再編

成された際に、新たに設置された。

本委員会では、その目的に鑑み、平成 21年ま

での 6年間の委員会活動の中で、『電子カルテの

問題点について』、『レセプト電算システム状況調

べ』、『診療報酬改定費用状況調べ』、『医療機関に

おけるユビキタス技術の活用について』の各種調

査を実施して病院における IT 化の進捗状況を把

握するなどした。このうち、『診療報酬改定費用

状況調べ』では、電子カルテ、オーダリング、医

事会計の各システムを導入して IT 化を進めた病

院では、2年に一度の診療報酬改定ごとに、シス

テム更新対応のために平均 260 万円強（調査結

果から）の費用がかかることが明らかとなったた

め、これらをエビデンスデータとしてシステム更

新に伴う費用分が算出できるような点数体系や仕

組みを要望するなどの政策提言を行った。また、

医療機関におけるユビキタス技術の活用は、その

導入・利用状況をみると、医療界における今後の

課題であることを、総務省主催のユビキタス健康

医療シンポジウム（平成 21年 3月）で発表する

などした。

このほか、国民向けには本会として何ができる

かを考え、①本会の生活習慣病予防サービス（携

帯電話で体重、血圧などの日常の健康管理をサ

ポートする「プラットフォーム」の提供）、②本

会からの社会的情報発信（健康な生活を送るため

の食事、運動、医療費などさまざまな知識を提供

し、国民の健康教育、情報のポータルサイトの構

築）、③健康管理セクターとの連携（「健康ノート

（携帯電話による健康管理ツール）」を健康維持国

民運動のプラットフォームとするため、「日本人

間ドック学会」など関連学会と連携して、幅広い

ネットワークにより「国民健康運動」推進の連携

事業を実施）等を主な構想内容として、「私のカ

ルテ（本会が作成した患者健康手帳）」の携帯電

話版「健康日記（携帯電話による健康管理ツール）」

の企画・作成に着手した。

また、本委員会は、IT システム関連のショー

ルームを見学するなど、これまで本会においてあ

まり触手をのばしてこなかった分野に積極的にア

プローチし、当面の役割を果たしたとして平成

21年度をもって活動を終えた。

10. 民間病院部会（平成 18～ 21 年度）

平成 18年に、公的病院が半数を占める日病の

中で、いかに民間病院の問題点を取り上げ政策提

言につなげるかを目的として組織された。

当初は総務委員会の下部組織として、会長・副

会長の諮問機関的活動を行ってきた。平成 18年

に「医療制度改革および療養病床に関するアン

ケート調査」を実施し、医療費適正化計画等を推

進した 2005 年度医療制度改革が民間病院の経営

におよぼす影響を取りまとめた。

平成 19年には「患者の病院選択動向調査」を

実施し、病院機能の面から民間病院の役割を調べ

た。また同年に「看護師の入退職状況に関する調

査」も実施し、中小民間病院で看護師を確保する

費用の実態を調べた。

平成 21 年の第 45 回衆議院選挙により、民主

党へ政権交代された時、「民主党政権下における

急性期医療を担う民間病院部会からの提言」を取

りまとめ、いち早く政策提言につなげた。

平成 22 年度からは中小病院委員会と統合し、

その幕を閉じた。

11. 事務管理者委員会（平成 18～ 21 年度）

日病の組織において事務管理者による委員会の

設置の必要性が佐藤眞杉副会長（当時）より提案

され、平成18年 10月 17日に大阪府病院年金会

館会議室において、病院経営管理者協議会担当役

員である佐藤眞杉副会長（当時）、小川嘉誉常任

理事、病院経営管理者協議会から佐合茂樹会長、
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永易卓副会長、望月眞一副会長が出席し打合せ会

を開催した。

その後、日病委員会組織としての設置となり、

第 1回の事務管理者委員会が翌年 1月 12日に開

催。

委員会の具体的活動については下記のとおりと

して計画した。

（1） 事務管理者の立場から、病院経営管理者協

議会と緊密な連携をとりつつ、おもに病院

経営管理等に関して調査・研究を行う。

①医療法人会計基準、社会医療法人、第 5

次医療法改正、診療報酬改定など病院経

営と深く関係する事項について事務管理

者の立場より検討し、その結果を提出。

②情報の収集と集約については、必要に応

じて病院経営管理者協議会会員等に対し

て、調査・研究やアンケートの実施を依頼。

（2） 「病院経営管理者養成課程通信教育」修了

者の継続研修を行う。

①病院経営管理者協議会研修会が行う年 2

回の研修会と連携して内容を充実させ開

催。

（3） 日病会員病院事務職員の資質向上に努め

る。

なお、研修会としては病院経営管理者協議会と

合同開催として年 2回開催することとなり多く

の参加者を得て盛況に開催した。

また、当初目的とした病院経営管理者協議会会

員宛への調査については、日病の会員宛に実施す

るよう調整が行われ、診療報酬改定後の早い時期

に、改定の影響について現場の意見を早急に収集

し纏めるとした「平成 20年 4月診療報酬改定に

関する緊急アンケート調査」として実施し、報告

書を取りまとめ日病会員病院等に配布した。集計

分析の打ち合わせ会は病院実務者である病院経営

管理者協議会の理事をオブザーバーに加え短期間

集中的に精力的に開催し、報告書としてまとめた。

◇期　間：平成 20年 4月 21日～ 5月 20日

◇対　象：日病会員病院　2,532 病院

◇回　答：717 件（回答率 28.3％）

◇有　効：258 病院

◇結果配布先： 日病会員病院、調査協力病院、

第一回事務管理者研修会参加

者、日病ホームページ掲載



中山耕作会長時代

委　員　会
委　員　長

平成13年度 平成14年度 平成15年度
医療制度委員会 福井　順 福井　順 福井　順
病院の法人形態を検討する小委員会 梶原　優 梶原　優 梶原　優
臨床研修問題検討小委員会 堺　常雄 堺　常雄 堺　常雄
私のカルテ推進委員会 梶原　優 梶原　優
日病インフォメーションセンター運営委員会 梶原　優

社会保険・老人保健委員会 西村昭男 西村昭男 西村昭男
これからの社会保障制度のあり方検討小委員会 竹田　秀
いわゆる混合診療に関する検討小委員会 西村昭男

医療経済・税制委員会 池澤康郎 池澤康郎 池澤康郎
医療経済・税制小委員会 大鷲雅昌 大鷲雅昌 大鷲雅昌
医療材料調査作業委員会 秋山貴志

統計情報委員会 中後　勝 中後　勝 中後　勝
統計情報ワーキング委員会 大石洋司 大石洋司 関田康慶

介護保険制度委員会 川合弘毅 川合弘毅 川合弘毅
医療保険制度対策特別委員会 山本修三
教育委員会 林　雅人 林　雅人
医療安全対策委員会 元原利武 元原利武
救急医療防災対策委員会 土屋　章 土屋　章 土屋　章
中小病院委員会 福田浩三 福田浩三 福田浩三
看護教育施設部会 井手道雄 井手道雄 井手道雄
予防医学委員会 奈良昌治 奈良昌治 奈良昌治
人間ドック施設認定小委員会 笹森典雄 笹森典雄 笹森典雄
人間ドック判定に関するガイドライン作成小委員会 奈良昌治 奈良昌治
人間ドック認定指定医小委員会 日野原重明 日野原重明 日野原重明

通信教育委員会 山本修三 山本修三 山本修三
診療情報管理課程小委員会 山本修三 山本修三 山本修三
病院経営管理者養成小委員会 黒田幸男 黒田幸男 中村彰吾

国際委員会 秋山　洋 秋山　洋 秋山　洋
感染症対策小委員会 武田隆男 武田隆男 武田隆男
ICS 養成小委員会 小林寛伊 小林寛伊

ホスピタルショウ委員会 里村洋一 里村洋一 里村洋一
学術委員会 星　和夫 星　和夫 星　和夫
広報委員会 廣田耕三 真田勝弘 真田勝弘
インターネット委員会 大井利夫 大井利夫 大井利夫
総務委員会 大道　學 大道　學 大道　學
倫理委員会 大道　學 大道　學 大道　學
組織委員会 岸口　繁 岸口　繁 岸口　繁
病院倫理綱領の見直しに関する特別委員会 星　和夫

委員会の推移（平成 13～ 22年度）

堺　常雄会長時代

委　員　会
委　員　長
平成22年度

医療制度委員会 石井暎禧
医療の安全確保推進委員会 木村壯介
救急医療委員会 前原和平
地域医療委員会 塩谷泰一
医業経営・税制委員会 安藤文英
精神科医療委員会 中島豊爾
中小病院委員会 土井章弘
社会保険診療報酬委員会 万代恭嗣
医療安全対策委員会 福永秀敏
感染症対策委員会 吉田孝宜
病院診療の質向上検討委員会 有賀　徹
臨床研修委員会 岡留健一郎
専門医制度小委員会 吉田象二
メディカルスクール小委員会 福井次矢

病院経営管理士教育委員会 小川嘉誉
情報統計委員会 大道道大
広報委員会 藤原秀臣
ニュース編集委員会 藤原秀臣
雑誌編集委員会 原　義人
インターネット委員会 武田隆久
ホスピタルショウ委員会 大道　久
倫理委員会 松本純夫
国際委員会 福井次矢
認定個人情報保護団体審査委員会 﨑原　宏
創立 60年記念事業実行委員会 梶原　優
創立 60年記念誌編集委員会 大道道大
診療情報管理士教育委員会 武田隆久
基礎課程小委員会 大塚秋二郎
専門課程小委員会 三木幸一郎
分類小委員会 鎌倉由香
DPCコース小委員会 阿南　誠
医師事務作業補助者コース小委員会 須貝和則

山本修三会長時代

委　員　会
委　員　長

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
総務委員会 武田隆男 武田隆男 武田隆男 池澤康郎 池澤康郎 池澤康郎
民間病院部会 加藤正弘 加藤正弘 加藤正弘 加藤正弘 加藤正弘

倫理委員会 武田隆男 武田隆男 武田隆男 近藤達也 近藤達也 近藤達也
国際委員会 秋山　洋 秋山　洋 秋山　洋 堺　常雄 堺　常雄 堺　常雄
個人情報保護に関する委員会 武田隆男 武田隆男 武田隆男
認定個人情報保護団体　審査検討委員会 大井利夫 大井利夫
定款施行細則および選挙規程検討委員会 佐藤眞杉
公益法人制度見直しに係るプロジェクト委員会 池澤康郎 池澤康郎 池澤康郎
医療制度委員会 邉見公雄 邉見公雄 邉見公雄 邉見公雄 石井暎禧 石井暎禧
診療報酬小委員会 池澤康郎 池澤康郎 池澤康郎 大石洋司 大石洋司 大石洋司
診療報酬小委員会作業委員会 徳永貴士 徳永貴士
介護保険制度小委員会 石井暎禧 石井暎禧 石井暎禧

医療経済・税制委員会 関口令安 関口令安 関口令安 関口令安 関口令安 関口令安
医療経済・税制委員会作業委員会 大鷲雅昌 大鷲雅昌 大鷲雅昌
医療材料調査作業委員会 秋山貴志 秋山貴志 秋山貴志
病院経営分析調査小委員会 大石洋司 大石洋司 大石洋司

地域医療委員会 林　雅人 林　雅人 林　雅人 林　雅人 林　雅人 林　雅人
統計情報委員会 中後　勝 齋藤洋一 齋藤洋一 齊藤壽一 齊藤壽一 齊藤壽一
統計情報ワーキング委員会 関田康慶 関田康慶 関田康慶

医療の非営利生についての検討委員会 武田隆男 武田隆男 武田隆男
精神科医療委員会 中島豊爾 中島豊爾
総合病院精神科小委員会 一瀬邦弘 一瀬邦弘

医療の質と安全対策委員会 元原利武 元原利武 元原利武
医療安全対策委員会 宮﨑久義 宮﨑久義 宮﨑久義
救急医療防災委員会 土屋　章 土屋　章 土屋　章
救急医療委員会 高橋正彦 高橋正彦 高橋正彦
感染症対策委員会 佐藤眞杉 佐藤眞杉 佐藤眞杉 佐藤眞杉 佐藤眞杉 佐藤眞杉
ICS 養成小委員会 小林寛伊 小林寛伊 小林寛伊

IT システム委員会 石井暎禧 石井暎禧 石井暎禧 大道道大 大道道大 大道道大
経営管理委員会 ⻆田幸信 ⻆田幸信 ⻆田幸信
中小病院委員会 福田浩三 福田浩三 福田浩三 土井章弘 土井章弘 土井章弘
人材育成委員会 小川嘉誉 小川嘉誉 小川嘉誉
臨床研修制度小委員会 堺　常雄 堺　常雄 堺　常雄

臨床研修委員会 岡留健一郎 岡留健一郎 岡留健一郎
病院幹部医養成委員会 有賀　徹 有賀　徹 有賀　徹 有賀　徹
事務管理者委員会 佐合茂樹 佐合茂樹 佐合茂樹 佐合茂樹
情報・ニュース編集委員会 石井暎禧 石井暎禧 石井暎禧
雑誌編集委員会 星　和夫 星　和夫 星　和夫 星　和夫
ニュース編集委員会 藤原秀臣 藤原秀臣 藤原秀臣 藤原秀臣
インターネット委員会 齋藤洋一 齋藤洋一 齋藤洋一 武田隆久 武田隆久 武田隆久
ホスピタルショウ委員会 大道　久 大道　久
対外情報委員会 梶原　優
予防医学委員会 奈良昌治 奈良昌治 奈良昌治 宮下正弘 宮下正弘 宮下正弘
人間ドック認定指定医小委員会 中山耕作 奈良昌治 奈良昌治
人間ドック判定・指導ガイドライン作成委員会 奈良昌治 奈良昌治 奈良昌治
人間ドック施設認定小委員会 宮下正弘 宮下正弘 宮下正弘

診療情報管理士教育委員会 大井利夫 大井利夫 大井利夫 大井利夫 大井利夫 大井利夫
基礎課程小委員会 木村　満 木村　満 木村　満 木村　満 木村　満 木村　満
専門課程小委員会 中村洋一 中村洋一 中村洋一 中村洋一 中村洋一 中村洋一
分類小委員会 鳥羽克子 鳥羽克子 鳥羽克子 須貝和則 須貝和則 須貝和則
DPCコース小委員会 阿南　誠
医師事務作業補助者コース小委員会 須貝和則

病院経営管理者教育委員会 瀬戸山元一 瀬戸山元一 瀬戸山元一 小川嘉誉 小川嘉誉 小川嘉誉
病院経営管理者教育委員会作業部会 井坂茂夫 井坂茂夫
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研究会・セミナー ･講習会

1. 研究会

研究会は、定款第 3条および第 4条

にある、会員病院に従事する職員の教育

または資質の向上を図ることを目的とし

た事業活動である。研究会の歴史は、昭

和 33 年の「診療管理部会」に始まり、

18 研究会あった。平成 12 年度に 8研

究会と縮小化された。

理由としては、各種職能団体が趣旨を

同じとする全国各地で研修会等を開催し

ている実態から、日病として研究会を実

施する役割は終えたと判断し、平成 15

年度でその活動を凍結した。

セミナーにおいては、職種の専門的研

修を狙いとして実施し、セミナーの名称

変更、共同開催といった取り組みも行っ

たが、平成 18年度をもって活動を凍結

した。

2. 病院長・幹部職員セミナー

本セミナーはテーマおよびプログラ

ムを、毎年担当副会長を決めて企画し

ている。会長・副会長の最終調整協議

を経て 8 月に東京開催を基本として開

催している。

過去10年の参加者数は延べ3,000人。

3. 病院診療の質向上セミナー
（前、病院幹部医セミナー／医療の質
を考えるセミナー）

病院幹部医会が長年運営してきた病院

幹部医セミナーが「病院幹部医養成委員

人
材
育
成

病院長・幹部職員セミナー開催一覧

年度 開催日 場所 参加者 主な演題

平成13年度 8月2、3日 京王プラザホ
テル・東京 164施設231人 「21 世紀の医学医療」など 5

題と 2シンポジウム

　　14年度 8月8、9日 都ホテル大阪・
大阪 171施設273人 「医療提供体制の将来像」な

ど 5題と 2シンポジウム

　　15年度 8月7、8日 ホテル海洋・
東京 197施設288人

「診療報酬制度と今後の動向」
など 3 題と 2 シンポジウム、
2報告

　　16年度 8月5、6日 都ホテル大阪・
大阪 183施設315人 「医療改革の問題点」など 3

題と 2シンポジウム

　　17年度 8月11、12日 都市センター
ホテル・東京 162施設206人

「日本の医療改革と統合ヘル
スネットワーク」など 4題と
2シンポジウム

　　18年度 8月3、4日 帝国ホテル大
阪・大阪 260施設434人

「医療費抑制の時代」を超え
て」など 4題と 2シンポジウ
ム、1報告

　　19年度 8月2、3日 アルカディア
市ヶ谷・東京 262施設333人

「病院、入院・外来患者への
アンケート調査の結果報告」
など 5題と 1シンポジウム

　　20年度 8月7、8日 アルカディア
市ヶ谷・東京 198施設234人 「医療を崩壊させないために」

など 3題と 1シンポジウム

　　21年度 8月6、7日 アルカディア
市ヶ谷・東京 185施設191人 「現場からの医療」など 5題

と 1シンポジウム

　　22年度 8月5、6日 アルカディア
市ヶ谷・東京 163施設175人 「医療再生のために」など 5

題と 1シンポジウム
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会」として本会委員会に組み込まれことを機に、

医療の質を考えるセミナーとして毎年 2回、各

地で開催してきた。平成22年の委員会再編によっ

て「病院診療の質向上セミナー」として新たなセ

①研究会の開催数・参加人数推移（平成 13～ 15年度）
平成　
13年度 14年度 15年度

合　　計
回　　数 14 13 12 
参加人数 1,466 1,296 1,608 

病 院 経 営 管 理 研 究 会
回　　数 1 1 1 
参加人数 90 79 63 

医 事 研 究 会
回　　数 2 2 2 
参加人数 469 314 443 

用 度 研 究 会
回　　数 2 2 2 
参加人数 277 233 225 

看 護 管 理 研 究 会
回　　数 1 1 1 
参加人数 66 109 201 

薬 事 管 理 研 究 会
回　　数 3 2 2 
参加人数 210 159 275 

栄 養 調 理 研 究 会
回　　数 2 2 2 
参加人数 179 184 192 

ハウスキーピング研究会
回　　数 2 2 1 
参加人数 117 138 134 

図 書 研 究 会
回　　数 1 1 1 
参加人数 58 80 75 

②セミナーの開催数・参加人数推移（平成 13～ 22年度）
平成　
13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

合　　計
回　　数 8 9 7 4 3 3 3 3 3 3
参加人数 1,608 1,281 1,871 611 829 1,000 635 452 391 406

病院長・幹部職員セミナー
回　　数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
参加人数 231 273 288 315 206 434 333 234 191 175

病院医療の質を考えるセミナー
回　　数 2 3 2 2 1 2 
参加人数 318 264 427 159 87 302 

医療の質を考えるセミナー
回　　数 2 2 2 
参加人数 218 200 231 

医療事故防止のためのセミナー
回　　数
参加人数

医療安全対策のためのセミナー
回　　数 2 2 1 
参加人数 333 388 273 

救 急医療防災セ ミ ナ ー
回　　数 1 1 1 1 1 
参加人数 367 80 470 137 128 

事 務 長 セ ミ ナ ー
回　　数 1 1 1 
参加人数 184 156 109 

総 婦 長 セ ミ ナ ー
回　　数 1 
参加人数 175 

看 護 管 理 者 セ ミ ナ ー
回　　数 1 1 
参加人数 120 304 

事務長・看護管理者セミナー
回　　数 1 1 
参加人数 495 479 

＊「病院医療の質を考えるセミナー」は平成20年度より「医療の質を考えるセミナー」として活動。
＊「医療事故防止のためのセミナー」は平成13年度より「医療安全対策のためのセミナー」として活動。
＊「総婦長セミナー」は平成14年度より「看護管理者セミナー」として活動。
＊「事務長・看護管理者セミナー」の合同開催であり、参加者は延べ人数。

ミナーに生まれ変わった。22年度のテーマはチー

ム医療とし、第 1回セミナーを 7月に都内で開

催した。
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③その他のセミナーの開催数・参加人数推移（平成 13～ 22年度）
平成　
13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

合　　計
回　　数 2 1 2 0 3 1 3 1 2 
参加人数 3,886 496 4,965 0 5,946 728 6,290 308 6,452 

診 療 報 酬 改 定 説 明 会
回　　数 2 2 2 2 2 
参加人数 3,886 4,965 5,640 6,097 6,452 

介 護 報 酬 説 明 会
回　　数 1 1 1 
参加人数 496 306 308 

DPC導入準備のための研修会
回　　数 1 
参加人数 728 

「疾病または事業ごとの医療体
制」「医療法人制度改革のその後」
に関する説明会

回　　数 1 

参加人数 193 

＊「診療報酬改定説明会」は、平成15年度より全国公私病院連盟と共催となり、日本病院会は神戸会場を担当した。
＊「診療報酬改定説明会」の参加人数は東京会場との合算。

4. 医療安全管理者養成講習会

医療安全対策

の取り組みを学

ぶ場として平成

13 年に「医療

安全対策のため

のセミナー」と

し て 発 足。16

年度からは四病協研修・認定センターが日病内に

設置され「四病協・医療安全管理者養成講習会」

として多くの受講者を集めた。

平成 17年頃から他団体とカリキュラムおよび

実施・運営形態について意見の相違があり、19

年以降の開催については各団体に委ねることで四

病協研修・認定センターは解散した。

日病主催に戻った本講習会は厚労省後援のも

と、年に 3回計 6日間開催している。平成 22年

までの受講者数は約 1,300 人、受講者は年々増

加の傾向にあり安全管理を取り巻く環境も変化し

ているため、23 年度から新カリキュラムで開催

することになった。

5. 感染制御講習会

感染症対策委員会が平成13年に ICS（Infec tion 

Cont rol Staff ）を養成するために企画し、翌 14年

に第 1回「感染管理講習会」を開催した。

受講形式は

1 ク ー ル 2 日

間開催で、1～

3クール合計 6

日間の受講を

終了すること

で終了証を授与、平成 22年まで約 2,700 人が受

講した。

平成 16年度に四病協研修・認定センターで運

営に移行したが、18 年に本センター解散のため

日病の単独開催となった。

受講者からの要望および各方面からの要望を踏

まえ、平成 24年度の新カリキュラム移行に向け

て検討を重ねている。

6. 臨床研修指導医養成講習会

平成 16年度から実施された新たな医師臨床研

修制度については、医師法 16条の 2第 1項に規

定する臨床研修に関する「省令」および「施行令」

を踏まえて、四病協が力を合わせて実りの多い卒

後臨床研修システムを構築することになり、臨床

研修指導者養成講習会を 15 年度は 2回、16 年

度は 4回開催することになった。コースは、①

臨床研修責任者・指導者等養成コースと②臨床研

修統括者・協力者等養成コースの 2コースとし、

定員はそれぞれ 50 人で 100 人の応募定員でス

タートした。
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平成 15年度においては厚労省から「医師の臨

床研修に係る指導医講習会の開催指針」が示され

たことから開催指針に則った指導体制（プログラ

ム等）を整えた。

平成 19年度からは委員会名は「臨床研修委員

会」となり、臨床研修指導医養成講習会の主催に

ついても四病院団体から日病が単独で開催するよ

うになった。19 年度以降、年 4回の臨床研修指

導医養成講習会を実施している。

通信教育

1. 診療情報管理士通信教育

診療情報管理士通信教育は、昭和 47年に診療

録管理課程通信教育として開講し、現在では診療

情報管理士通信教育と名称を変更。

平成 14年にカリキュラムの改訂を行い、診療

情報管理士のための ICD に沿った専門教科書お

よびリポート問題を作成。当時の 12科目から現

在の 24科目となった。

平成 15年度から認定団体を四病協（日病、全

日病、医法協、日精協）および医療研修推進財団

の 5つの団体名で「診療情報管理士」の認定登

録となった。5団体の認定となった年には、ICD-

9CM（手術・処置コード）の内容例示表を作成、

翌年度には索引表（共に日本病院会版）を作成し、

通信教育のスクーリングやコーディング勉強会等

で活用している。

平成 17年には受講生の増加に伴い、スクーリ

ング会場を 3会場（東京、大阪、福岡）から 7

会場（北海道、宮城、愛知、岡山を追加）にして

運営している。

平成 19年度から「診療情報管理士」の資格取

得制度を認定試験制度へ試験名を変更し、指定

大学および指定専門学校を含め全国展開で毎年 2

月に開催。従来の医師、看護師に加えて薬剤師に

ついても専門課程への編入制度（基礎課程免除）

を追加し、第 4回認定試験基礎分野に「精神」お

よび「皮膚」の問題内容が組み込まれた。22年

度での認定者総数は 2万人を超えて、全国各地の

医療機関で活躍している。

平成 21年度には、診療情報管理士通信教育付

加コース「DPC コース」を通信教育の卒後研修

の一環として開設、その他に「医師事務作業補助

者コース」を立ち上げた。

○指定大学・指定専門学校

21 大学・48専門学校（平成 23年 2月現在）

カリキュラム　各科目、面接授業 3時間（基

礎 7章につき 4.5 時間）、自習時間 17時間
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入講者の推移（平成 13～ 22年度）

　13 年

1,595

2,145

2,981 2,860

2,342
2,594

2,390

3,458

3,215
3,003

　14 年　15 年　16 年　17 年　18 年　19 年　20 年　21 年　22 年
（平成）

4,000

3,000

2,000

1,000

3,500

2,500

1,500

500

0

（人）

 

認定者の推移（平成 13～ 22年度）

　13 年

713

979

1,248
1,376

2,780

2,127
2,0051,950 1,929 1,956

　14 年　15 年　16 年　17 年　18 年　19 年 20 年 21 年 22 年
（平成）

3,000

2,000

1,000

2,500

1,500

500

0

（人）

【専門・診療情報管理編、国際疾病分類法編】9科目

授業科目 前期 後期 自習
時間

面接
授業 単位

第 1章　医療管理総論 ○ 17 3 2
第 2章　医療管理各論Ⅰ（病院管理） ○ 17 3 2
第 3章　医療管理各論Ⅱ（医療の評価） ○ 17 3 2
第 4章　医療情報学 ○ 17 3 2
第 5章　医療統計学 ○ 17 3 2
第 6章　診療情報管理論Ⅰ（総論） ○ 17 3 2
第 7章　診療情報管理論Ⅱ（実務） ○ 17 3 2
第 8章　国際疾病分類概論 ○ 17 3 2
第 9章　国際疾病分類法 ○ ○ 68 3 2

9 科目　小計 204 36 24
21 科目　合計 408 73.5 48

【基礎・医学編、医学用語編】12 科目

授業科目 前期 後期 自習
時間

面接
授業 単位

第 1 章　医療概論 ○ 17 3 2
第 2 章　人体構造・機能論 ○ 17 3 2
第 3 章　臨床医学総論（外傷学、先天異常等含む） ○ 17 3 2
第 4 章　臨床医学各論Ⅰ（感染症および寄生虫症） ○ 17 3 2
第 5 章　臨床医学各論Ⅱ（新生物） ○ 17 3 2
第 6 章　臨床医学各論Ⅲ（血液・代謝・内分泌等） ○ 17 3 2
第 7 章　臨床医学各論Ⅳ（精神・脳神経・感覚器系等） ○ 17 4.5 2
第 8 章　臨床医学各論Ⅴ（循環器・呼吸器系） ○ 17 3 2
第 9 章　臨床医学各論Ⅵ（消化器・泌尿器系） ○ 17 3 2
第 10 章　臨床医学各論Ⅶ（周産期系） ○ 17 3 2
第 11 章　臨床医学各論Ⅷ（皮膚・筋骨格系等） ○ 17 3 2
第 12 章　医学用語 ○ 17 3 2

12 科目　小計 204 37.5 24
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2. 診療情報管理士通信教育スクーリング

（1）前期（8～ 11 月）・後期（2～ 5月）

スクーリングとして 1年に 3日間のコースを

前期、後期の 2回で開催し、計 6日間で各課程

の履修を下記会場の何れかで行っている。

会場： 北海道・宮城・東京・愛知・大阪・岡山・

福岡

（2）リポートの作成

学習スケジュールに従ってテキストとリポート

問題集を送付し、自宅学習用リポートを終え、提

出用リポートを期日までに提出する。

（3）科目試験（郵送）

スクーリング 6日間の出席、リポートの提出

を経て、各課程で行う科目試験を受ける。基礎課

程 24 単位、専門課程 24 単位をすべて取得し通

信教育課程修了。診療情報管理士認定試験の受験

資格が得られる。

（4）コーディング勉強会

全国 16地区　参加者総数　延べ 4,700 人

（5）診療情報管理士認定試験

第 1回　平成 20年 2月 17 日　全国 15地区 16

コーディング勉強会開催数、参加者推移（平成 13～ 22年度）

平成 　
13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

会 場 数 14 15 14 17 15 15 17 21 26 21

開 催 回 数 29 57 56 82 91 101 116 129 137 140

開催教室数 　 　 　 116 132 153 199 224 223 211

参加者総数 897 2,239 2,157 2,976 3,457 3,521 4,781 5,010 4,760 4,629

てはこの新しい制度に対応できるよう、診療情報

管理士の DPC に関する専門的知識を養成するこ

とを目的にDPCコースを設定した。

本コースは DPC コース小委員会（診療情報管

理士教育委員会内の小委員会）により運営され、

平成21年7月1日入講分（第1期）より開講した。

本コースの修業年限は原則 1年、入講時期は

毎年 7月 1日（年 1回）である。

会場 32教室　受験者数 3,108 人

第 2回　平成 21年 2月 15 日　全国 16地区 16

会場 41教室　受験者数 3,649 人

第 3回　平成 22年 2月 14 日　全国 16地区 16

会場 43教室　受験者数 4,038 人

第 4回　平成 23年 2月 13 日　全国 16地区 16

会場 42教室　受験者数 3,613 人

（第4回認定試験から精神と皮膚の問題を追加）

（6）その他の事業

指定大学・指定専門学校説明会

全国一斉講師会

分類法講師による勉強会

認定試験監督者説明会

診療情報管理士認定証授与式

3. 診療情報管理士通信教育コーディング勉強会

国際疾病分類法科目のコーディング演習につい

て、スクーリング講義だけでは修得が不十分な受

講生が多いため、平成 13年 6月より補講として

全国各地（現在 17地区）で少人数制（講師 1人

に対し受講生 30人程度）の勉強会を開催した。

4. DPC コース

平成 15年の診療報酬改定により、これまで出

来高払いであった診療報酬に、診療のスタンダー

ド化・効率化を図るため包括払いの一種である

DPC が導入された。DPC には ICD コーディング

等を基本とした業務を含むことから、診療情報管

理士と大きく関わりのある制度であり、日病とし
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受講資格は、①「診療情報管理士」の資格を有

する者、②日病診療情報管理士通信教育の修了者、

③認定大学・認定専門学校で所定の単位を履修し

た卒業生。ただし、②、③の者は「診療情報管理

士」認定をもって「DPC コース」認定とした。

履修方法は、教育科目の対面授業出席（計 12

時間）とリポートの学習（計 68 時間）であり、

科目評価は提出用リポートで行い、100 点満点

60点以上を合格とした。

研修会場は東京、大阪、福岡で実施、受講料は

3万円である。

教育科目は、第 1章「診断群分類の基礎」、第

2章「診断群分類の実務」、第 3章「診断群分類

を活用した分析Ⅰ、Ⅱ」とした。

DPCコーステキストの初版を平成 21年 7月に

発行、第 2 版を 22 年 3 月に発行し、DPC コー

スリポート問題はテキストと同様に作成した。

第 1期を平成 21年 9月 25・26 日大阪新梅田

研修センター、21 年 10 月 30・31 日東京笹川

記念会館、21 年 11 月 23・24 日福岡Ⅰ国立病

院機構九州医療センター、21 年 11 月 26・27

日福岡Ⅱ国立病院機構九州医療センターにおいて

実施し、受講者数は 1,704 人を数えた。

第 2期は、平成 22年 9月 24・25日大阪新梅

田研修センター、22年 10月 23・24日福岡南近

代ビル、22年 11月 29・30日東京笹川記念会館

において実施し、受講者数は929人であった。

平成 22 年 11 月には、本コースパンフレット

を新規作成した。

5. 医師事務作業補助者コース

平成 20年度の診療報酬改定により、医師事務

作業補助体制加算が新設された。これによると、

6カ月 32 時間の院内研修が施設要件になってい

るが、多くの病院がその研修に時間等をさけない

多忙な状況であることから、日病としては会員病

院の本加算申請体制整備への支援を行うため、病

院における医師事務作業補助に関する専門的知識

を養成することを目的に医師事務作業補助者コー

スを設定した。コース設計にあたっては、基本事

項としてその施設要件に準拠した。

本コースは医師事務作業補助者コース小委員会

（診療情報管理士教育委員会内の小委員会）によ

り運営され、平成21年 10月 1日入講分（第1期）

より開講した。

本コースの研修期間は半年（6カ月）、入講時

期は毎年 4月 1日と 10 月 1日の年 2回である。

受講資格は「病院管理者が本コースへの受講を認

めた者」とした。

研修時間は、研修 14時間、院内研修リポート

18 時間の合計 32 時間で、研修会場は東京・大

阪会場実施が 6月、東京会場実施が 12月とした。

受講料は 3万円（半年（6カ月）分）である。

医師事務作業補助者コーステキストの初版を平

成 21 年 11 月に発行、第 2版を平成 22 年 3 月

に発行し、医師事務作業補助者コースリポート問

題はテキストと同様に作成した。

第1期を平成21年12月 19・20日東京笹川記

念会館において実施し、受講者は302人を数えた。

DPCコース

第1期（平成21年7月入講） 第2期（平成22年7月入講）
0

200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800 1,704人

929人

認定者数

平成22年3月認定 平成23年3月認定
0

200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800

1,562人

891人

入講者数
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医師事務作業補助者コース

302人 300人

1,226人

576人 568人

1,205人

第1期

入講者数 修了者数

第2期 第3期

第 2期は、平成 22年 6月 26・27 日に東京笹

川記念会館・大阪大阪医専において同日開催し、

受講者数は 1,226 人であった。

第 3期は、平成 22 年 12 月 18・19 日東京笹

川記念会館にて開催され、受講者数は 576 人で

あった。

平成 22 年 11 月には、本コースパンフレット

を新規作成した。

6. 病院経営管理士通信教育

病院経営管理

士通信教育は、

昭和 53 年 7 月

より事務長養成

課程通信教育の

名称で事務長の

能力向上と事務

長候補者に対する2年間の通信教育（50人の定員）

として開講した。

その後、平成11年度より目的、対象、実施要綱、

カリキュラム等の大幅な変更を行い、事務長を

対象とした教育から対象を各部門の管理責任者

に広げて、病院経営管理者養成課程として実施

している。

平成 21 年度よりカリキュラム編成を、①医

療関連科目（医療に関する知識）、②経営管理科

目（経営管理についての知識）、③経営管理演習

（経営手法）、④特別講座、⑤卒業論文として内

容を整理し、全面的に見直し、現在の実施に至っ

ている。

目的は、「病院経営管理士通信教育は、病院管

理運営を円滑かつ積極的に実行する能力および適

応力をそなえた病院経営管理士を養成することを

目的とする。」とし、通信教育名称を病院経営管

理士通信教育とした。同年「病院経営管理士」を

日病認定資格として付与することとなった。この

「病院経営管理士」については、平成 20年 10月

に商標登録申請を行い22年2月登録が完了した。

資格については新カリキュラム第 32回生以降

が対象となるが、第 1回以降の認定者のうち希

望者について、下記条件を満たした場合「病院

経営管理士」の資格付与をすることとなり、314

人が初回（認定日：平成 21 年 9月 26 日）が認

定され、卒業生は 650 人（平成 22 年 9 月）を

数える。

（1） 第 32 回生以降の入講生：新カリキュラムを

履修、合格し卒業

（2） 卒業生（第 29回卒業生以前）：施設長より卒

後 3年の実務経験を証明。卒業および日病学

会、事務管理者研修会など関連の研修会への

出席

（3） 在籍生（第 30回・第 31回卒業生）：施設長

より卒後 3年の実務経験を証明。卒業および

日病学会、事務管理者研修会など関連の研修

会への出席

なお、新カリキュラムについては、広く周知す

るため通信教育パンフレットの作成や受講希望者

の利便性と通信教育の発展のため病院経営管理士

通信教育独自のホームページを作成した。

卒業生は平成 6年 11月に日病事務長養成課程

同窓会を発足させ、病院経営管理者協議会（現名

称）として活動。機関誌の発行と研修会の開催、

日本病院学会におけるワークショップの開催など

日病と緊密な連携のもとに病院経営の安定化をと

おしてわが国医療の質の向上に資することを目的

として活動している。
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病院経営管理士通信教育入講状況（過去 10年間）

第 24（3）回生

第 25（4）回生

第 26（5）回生

第 27（6）回生

第 28（7）回生

第 29（8）回生

第 30（9）回生

第 31（10）回生

第 32（11）回生

第 33（12）回生

10 20 30 40 50 （人）

平成 13 年 7月 1日

平成 14 年 7月 1日

52

45

平成 15 年 7月 1日 48

平成 16 年 7月 1日 50

平成 17 年 7月 1日 43

平成 18 年 7月 1日 46

平成 20 年 7月 1日 36

平成 21 年 7月 1日 47

平成 22 年 7月 1日 51

平成 19 年 7月 1日 53

入講者数
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日本病院学会

日本病院学会は、日本病院協会の事業

として昭和 26 年 6月 25 日に第 1回が

開催されている。日病三十年史によると、

発足の理由としては、創設当時の日本病

院協会は病院の経済窮乏を救うために政

治活動に傾き、病院の質的向上への熱意

を高めるために病院学会を興し協会の事

業として発足すべきという意見が強まり

発足されたと明記されている。

昭和 26 年 6 月 24 日に日本病院学会

の設立総会が開催され、翌日、25 日に

第 1回日本病院学会は上條秀介会長（当

時）が学会長を務め、東京・病院管理研

修所で開催された。学会の目的は、「病

院管理に関する学術的調査研究により病

院の発展向上を期し、併せて会員の親睦

並びに連絡を図ること」とされた。その

後、日本病院協会が日本病院会（日病）

と名称変更したため、51 年 5 月 24 日

に日本病院学会会則として、目的は「日

病の設立目的達成と同会の向上発展に貢

献する」と定められた。日本病院学会は、

26年に始まり、現在では通算 60回（平

成 22年 7月）が開催され、平均参加者

は 2日間で 5,000 人規模となっている。

学
会
運
営

日本病院学会開催記録（平成 13年度以降）

回数 開催年月日 開催地 会場 学  会  長 役職 参加者数

第51回 平成 13年 6 月
 21～22日 福　岡 ア ク ロ ス 福 岡 井手道雄 聖マリア病院　

理事長
延
5,000人

第52回  14年 6 月
 20～21日 東　京 ホ テ ル 日 航 東 京 秋山   洋 虎の門病院　

院長
延
4,100人

第53回  15年 6 月
 12～13日 大　阪 大 阪 国 際 会 議 場 大道   學 医療法人大道会

理事長
延
7,000

第54回  16年 7 月
 2 ～ 3 日 横　浜 パ シ フ ィ コ 横 浜 土屋   章 淵野辺総合病院

理事長
延
5,500人

第55回  17年 7 月
 18～19日 名古屋 名古屋国際会議場 福田浩三 上飯田第二病院

名誉院長
延
4,000人

第56回  18年 7 月
 7 ～ 8 日 岡　山 岡 山 コ ン ベ ン

シ ョ ン セ ン タ ー 土井章弘 岡山旭東病院　
院長

延
7,200人

第57回  19年 6 月
 14～15日 つくば

つくば国際会議場
オークラフロンティア
ホ テ ル つ く ば

藤原秀臣 総合病院土浦協
同病院院長

延
4,600人

第58回  20年 7 月
 3 ～ 4 日 山　形

山 形 テ ル サ
ホ テ ル メ ト ロ
ポ リ タ ン 山 形

濱崎　允 済生会山形済生
病院院長 4,261人

第59回  21年 7 月
 23～24日 熊　本

ホ テ ル 日 航 熊 本
崇 城 大 学 市 民
ホ ー ル ほ か

宮﨑久義
国立病院機構熊
本医療センター
名誉院長

5,751人

第60回  22年 7 月
 22～23日 岐　阜 長良川国際会議場 山田實紘 木沢記念病院　

理事長 5,024人
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日本診療情報管理学会

日本診療情報管理学会は、当初、診療録の管

理の発展と普及を図り、わが国の医療への取り

組みにより国民の望む医療の質向上を実現する

ことを目指して昭和 50 年に日本診療録管理学

会（当時。The Japan Society of Medical Record 

Administration）として設立された。多くの先達

の努力により着実に発展し、輝かしい業績を収め

る 35 年の歴史を持ち、56 年には日本学術会議

の登録団体として認証された。

情報化社会の急速な進展に伴い平成 15年 5月

には個人情報保護法が成立し、本学会として診療

情報の適切な取り扱いを周知徹底させることが求

められた。17年 9月には学会員の個人情報管理

に関する「日本診療録管理学会個人情報保護方針」

および「日本診療録管理学会倫理綱領 2005（現

在は〈2009〉として 2009 年版に更新）」と「診

療情報管理士の誓い」を発表した。また、今後の

診療録記載の基本的な考え方、視点、記載手順と

記載事項等をまとめた「診療録記載指針」が 18

年 12月に成案を得た。

平成 21 年 4 月から新名称「日本診療情報管

理 学 会（Japan Society of Health Information 

Management）」となり、本学会のシンボルとし

てロゴマークも制定され、新しい時代へとスター

トした。会員数も 5,723 人（平成 22 年 11 月）

を擁する学術団体に躍進している。まさに診療

情報管理および診療情報管理士の役割が、診療

記録の管理から診療情報の管理としてますます

期待されている時代の趨勢を反映したものと

なっている。

この 10年間には、本学会編集により「診療情

報管理士のためのやさしい統計学」が平成 20年

2 月に出版され、22 年 9 月には、医師、看護師

を始めとして医療従事者が日常業務において記載

日本診療情報管理学会年度別 正会員数
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する診療記録の意義、役割、記載法などについて

まとめた「診療情報学」が発刊された。

世界保健機関（WHO）が所轄している国際疾

病分類（International Statistical Classifi cation of 

Diseases and Related Health Problems, ICD）は、

疾病、傷害および死因の統計を国際比較するため

に勧告された分類である。日本においても 100

年を超える歴史を持ち、現在、厚労省大臣官房統

計情報部企画課国際分類情報管理室が窓口になっ

ている。この国際分類情報管理室に対しては日本

診療情報管理学会が学術的支援をしており、とく

にWHOに向けては ICDの改善と普及事業のため

に学術面をバックアップしている。また、WHO

と連携している診療情報管理協会国際連盟（The 

International Federation of Health Information 

Management Associations, IFHIMA）では、本学

会が日本における診療情報管理分野を代表するナ

ショナルメンバーとして認められ、世界の国々と

活発な学術交流を進めている。

このように国内外を問わず社会に開かれた学術

団体として、これからも人類の保健、医療、福祉

に寄与すべく活動されることが期待されている。

1. 歴代の理事長

本学会の理事・理事長制度は、平成元年から発

足した。現在までの歴代の理事長は次のとおりで

ある。

初代理事長

竹本吉夫（秋田赤十字病院院長）

平成元年～平成 7年 3月

第 2代理事長

木村　明（新潟市民病院院長）

平成 7年 4月～平成 12年 12月

第 3代理事長

岡島光治（藤田保健衛生大学名誉教授）

平成 12年 12月～平成 14年 3月

第 4代理事長

西村昭男（医療法人社団カレスアライアンス理事長）

平成 14年 3月～平成 16年 3月

第 5代理事長

大井利夫（上都賀総合病院名誉院長）

平成 16年 4月～

2. 国内における活動

（1）診療情報管理士指導者の認定制度

診療情報管理士として、高度な知識、技量と豊

富な経験を持ち、優れた人材を育成する指導者を

認定することを目的として平成 17年度にこの制

度を開始した。毎年1回の資格検定があり、現在、

更新者を含め 43 人の指導者が認定されている。

主な到達目標として、①診療情報管理士養成の指

導資格、②診療情報管理責任者としての業務、③

日本診療情報管理学会の中心的な役割、を掲げて

いる。

（2）年 1回の学術大会の開催

毎年 9月に各地で開催され、診療情報管理に

携わる診療情報管理士などの情報交換の場とし

て、日ごろの研究や調査活動の成果を発表する

研鑽の場となっている。近年は、全国から毎年

1,000 人を超す多数の参加者が集い、演題発表

は毎回 200 題近くの大変興味深く幅広い内容と

なっている。

第 37 回を数える学術大会は平成 23 年 9 月

29、30日両日、福岡国際会議場で開催される。

学術大会開催については、日本診療録管理士協

会（後援・日本病院会）が昭和50年度と翌51年

度にそれぞれ第1回および第2回として行った。

52年度からは日本病院会主催として第1回から

第7回までが開催された。第8回目（学会長・高

橋政 ）を迎えるにあたり、50年度と翌51年度

に開かれた2回分を通算回数に加えることとなり、

第8回本学会を第10回学術大会として開催した

経緯がある。
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日本診療情報管理学会学術大会開催記録（第 34回までは日本診療録管理学会、平成 13年度以降）

回数 会　期 開催地 会　場 学術大会長 役　職 参加者数

第27回 平成 13年 9 月
 6 ～ 7 日 東　京 ホ テ ル 日 航

東 京 ペ ガ サ ス 大道　久 日本大学医学部
医療管理学教室教授 1,002人 

第28回  14年 9 月
 19～20日 奈　良 な ら 10 0 年 会 館 奥村秀弘 天理よろづ相談所病院

院長 1,195人

第29回  15年 9 月
 11～12日 高　知 か る ぽ ー と

（ 高 知 市 文 化 プ ラ ザ ） 瀬戸山元一 高知県・高知市病院組合
理事 1,139人 

第30回  16年 9 月
 16～17日 千　葉 幕張メッセ国際会議場 里村洋一 千葉大学医学部附属病院

医療情報部教授 1,274人

第31回  17年 9 月
 15～16日 秋　田 秋田キャッスルホテル 林　雅人 秋田県厚生農業協同組合

連合会平鹿総合病院院長 1,169人

第32回  18年 8 月
 24～25日 福　井 福井フェニックス・プラザ 森田信人 福井県立病院院長 1,763人

第33回  19年 9 月
 13～14日 京　都 ホテルグランヴィア京都 武田隆男 武田病院グループ会長 2,151人

第34回  20年 8 月
 21～22日 東　京 昭 和 大 学 有賀　徹 昭和大学病院副院長 1,740人

第35回  21年 9 月
 17～18日 静　岡 ア ク ト シ テ ィ 浜 松 堺　常雄 聖隷浜松病院院長 1,680人

第36回  22年 9 月
 16～17日 長　野 ホ ク ト 文 化 ホ ー ル 夏川周介 佐久総合病院院長 1,838人

（3） 学会誌「診療情報管理（Health Information 

Management）」の刊行

年3回（春、夏・学術大会特集号、冬）発刊し

ている。会員からの投稿原稿を中心に掲載してお

り、原著、調査報告、事例報告と総説などを編集

委員会が中心となって監修している。日病診療情

報管理士通信教育の情報、各種委員会や理事会の

報告、学術大会と生涯教育研修会開催の案内など

盛りだくさんの情報を会員へ提供している。

平成 21年 9月の総会から優秀論文賞の表彰が

始まった。

（4）診療情報管理士生涯教育研修会の開催

平成 15年 6月から全国の主要都市を中心に診

療情報管理士生涯教育研修会を卒後教育の一環と

して開催している。平成 20年度からは北海道か

ら九州・沖縄までを 7ブロックに分けて支部を

置き、各支部で開催するように企画している。こ

の生涯教育研修会は、診療情報管理士指導者認定

のための受審要件の1つにもなっており、春2回、

秋 1回、冬 3回の年 6回行い、毎回盛況を博し

ている。

現在までに51回開催された生涯教育研修会は、

延べ参加者数 1万 5,342 人を数える。

（5）国・厚労省への支援と協力

平成 7 年に厚生省（当時）の要請を受けて、

現行の国際疾病分類（ICD-10）改訂作業の協力

を始め、毎年行われる改正（アップデート）、16

年度は一部改正をまとめ上げた 2003 年版の日本

語への翻訳作業、20 年度には索引表の英語表記

と日本語表記 6万 2,000 件の照合作業などを支

援・協力してきた。

また、厚労省科学研究費補助金研究事業とし

て、平成 12年度から 3年間「カルテ等の診療情

報の提供のための支援事業」および「診療録管理
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に従事する者の研修」に携わり、最近 6年間には、

① 17 年度と 18 年度の 2カ年「我が国の統計に

おける死因および傷病構造の把握精度の向上並

びに国際比較の可能性向上に関する研究」、② 19

年度と 20年度の 2カ年「我が国の統計における

死因および傷病構造の把握精度の向上を図るため

の具体的な方策についての研究」、③ 21 年度と

22 年度の 2カ年「死因統計の精度向上にかかる

国際疾病分類に基づく死亡診断書の記載適正化に

関する研究」の課題に取り組んだ。

平成 18年 7月からは、ICD を恒常的に検討す

るために常設された社会保障審議会統計分科会疾

病、傷害および死因分類専門委員会の委員として

24 の医学会とともに参画し ICD-11 改訂（リビ

ジョン）を含め取り組んでいる。

3. 国際的な取り組み

（1）WHOへの協力事業

現在、厚労省大臣官房統計情報部企画課国際分

類情報管理室を窓口にWHOへの ICD に関する

改善と普及を目的に、日本診療情報管理学会は、

①現行 ICD-10 のアップデートへの意見提出、②

ICD-11 のリビジョン、③ ICD の普及と啓発に関

わっている。

このようにWHOへの協力を中心に積極的な国

際活動を推進している。

関連学会
日本人間ドック学会

1. 日本人間ドック学会の歴史

昭和 33 年 12 月 2日、短期人間ドック（一泊

二日）の試験的実施に参加することを聖路加国際

病院、東京警察病院、済生会中央病院の 3病院が

決定した。そして、34年 1月より、聖路加国際

病院は三井健保組合、済生会中央病院が第一生命

健保組合、東京警察病院が日本石油健保組合と組

んでさらに 2日間ドックの試験的実施を始めた。

人間ドック実施に対する臨床予防医学委員会は

昭和 34年 1月 17日、2月 26日と開かれ、ドッ

クは 2人室とし、費用は 9,500 円が適当である

ことが決められた。実施病院は指定制度をとるこ

と、指定基準は米国における病院の Accreditation

の精神に範り病院の施設機能を高めることを考慮

することとした。3月 14 日の委員会において、

起草者吉田幸夫、岩佐潔（病院管理研修所）、小

野田敏郎の 3委員の案を検討し決定された。

このとき、東京警察病院と済生会中央病院は聖

路加国際病院とともに約 200 例の短期人間ドッ

ク受診者について分析検討の結果、全面的実施の

基礎を固めた。

昭和 34年 4月 1日、安田彦四郎氏（健康保険

組合連合会会長）と橋本寛敏氏（日本病院協会会

長）の間に契約書が交わされた。

その内容は、①ドック期間を 2日間とし、検

査項目の基準を決定、②実施希望組合の名称・所

在地、人間ドック実施病院の名称・所在地ドック

病床数を互いに通知する。③費用は 1人あたり

9,500 円、④人間ドック運営のため委員会を設け

るというもので内約として費用は毎年標準報酬に

スライドして値上げをすることとした。

この契約に基づく委員会は、既設の臨床予防医

学委員会がこれにあたり、昭和 34年 4月 16日、
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24 日聖路加国際病院において開かれ、その後は

6月 25 日、7月 18 日、30 日と病院会館におい

て開かれた。

昭和34年5月1日、山の上ホテルにおいて、ドッ

ク実施病院の担当者のための短期人間ドック実施

に関する講習会を開いた。同日、前記契約に基づ

き日本病院協会は東京で11病院を、大阪で5病院、

京都で1病院をドック実施病院に指定した。

ドックの認定のためには、人間ドック運営委員

がその任にあたっていたが、全国各地の希望に応

えるために短期人間ドック地方認定委員を設ける

こととし、北陸地方：多賀一郎氏、桜井盛二氏、

中国地方：武藤多作氏、棟久一夫氏、近畿地方：

松永周三郎氏、清水源一郎氏、四国地方：玉置恪

三氏、大場英雄氏、九州地方：田代英太郎氏、東

陽一氏、赤星一郎氏を委嘱した。

昭和 34 年 7月 18 日、聖路加国際病院にすで

に実施している病院・健保連関係者 17人が集ま

り短期人間ドックの検討を行った。

昭和34年 8月 22日、23日の両日には、前述

の予備試験と検討会を基に全国より約50人の参加

者による『短期人間ドック医療担当者講習会』を

聖路加国際病院において開催し、これがのちの人

間ドック学会に発展する母体となったのである。

（1）普及第一期　昭和 34～39 年

昭和34年 5月、東京地区11病院（84組合）、

関西地区6病院（40組合）で始めれられた短期人

間ドックは、全国的規模に拡大し、翌35年12月

には、参加組合376、実施病院は133病院となった。

（2）普及第二期　昭和 40～43 年

昭和 40年には、短期人間ドックの検査費用は

健保連との契約による標準報酬にスライドし、1

月 1日から 1万 1,600 円より 1万 2,500 円に引

き上げられた。

昭和 43年 12 月には、参加組合 771 組合、実

施病院 205 病院に達し、ドック受診者数は年間

2 万 5,967 人、10 年間の総計は、14 万 3,072

人に増加した。

（3）人間ドックの転換期　昭和 44～49 年

短期人間ドックの普及とともに人間ドックのデ

ラックス版の『1週間ドック』はその価値は認め

られながらも方法的に批判が起こった。慶應大学

病院では、昭和 44年から 1週間ドックを中止さ

れ、後に健康相談センターとして 1日通院ドッ

ク方式へと変化することとなった。

（4）人間ドックの変動期　昭和 50～57 年

自動化健診の登場により、人間ドックも大きな

変動期を迎えることとなった。いわゆる “3 時間

ドック ” は日本人気質にぴったりあい、また高度

経済成長の波にのり、1つのブームとなった。

（5）人間ドックの充実期　昭和 58～平成 9年

昭和 58年、第 24回学会より、『日本人間ドッ

ク学会』と名称が変更された。学会参加者も約

500 人となり、一般演題等の講演内容も多岐に

わたり、活発な意見交換の場となっていった。

その後、国民の予防医学への関心の高まり、人

間ドック実施施設が増加する中、短期人間ドック

の自動化健診について、指定施設との差別化を行

う意味で、日病が指定した優良施設であることを

表示した『指定表示板』が作成され、各指定施設

はこの表示版を玄関等に飾った。

（6）人間ドックの発展期　平成 10 年～

昭和 34 年の人間ドック事業開始以来 40 年を

経過し、とくに働き盛りの疾病の早期発見、早期

治療による社会復帰に果たした役割は大きかった

が、ドック健診終了後の疾病発見などのいわゆ

る “見落とし” や質の問題も取り上げられるよう

になった。平成 10年より、日病内の臨床予防医

学委員会は、『予防医学委員会』と名称を変更し、

予防医学のさらなる確立をめざし、10 年 8 月、

日本人間ドック学会理事長に就任した奈良昌治予

防医学委員会委員長が取り組み、委員会の中に人
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間ドック認定指定医委員会を設け、医師の認定資

格要件について検討し、翌 11年 4月 1日より人

間ドック認定指定医（のちに認定医）制度を導入

することとなった。

その後、施設としての質の向上を目指し平成16年

度には人間ドック健診施設機能評価認定制度を発足、

19年度から人間ドック健診情報管理指導士 ・人間

ドック健診食生活改善指導士の養成、21年度からは

人間ドック専門医制度を発足させ、健診業務に携わ

る人材の育成と施設の質の向上に取り組んでいる。

また年1回開催している学術大会は50回目の節

目を迎え、平成21年9月3日、第50回日本人間ドッ

ク学会学術大会（東京）の際に開催した創立50周

年記念式典・記念祝賀会では、天皇皇后両陛下が

記念祝賀会にご臨席され、会員と歓談された。

本学会は日本学術会議の協力学術研究団体の指

定、特許法第 30 条第 1 項の規定による特許庁長

官が指定する学術団体の指定も受けており、平成

21 年 9 月には、内閣府公益認定等委員会より、

一般社団法人から公益社団法人日本人間ドック学

会として認定され、予防医学を担う学術団体とし

て確実に発展をしている。

2. 歴代の臨床予防医学委員会委員長

昭和 34年の創立当時は臨床予防医学委員会の

委員長が現在の理事長の役を担っていた。58 年

の理事会発足までの 24年間は 4人の委員長が携

わっていた。

初代臨床予防医学委員会委員長

橋本寛敏（聖路加国際病院院長）

昭和34年 4月～昭和45年 3月

第 2代臨床予防医学委員会委員長

小野田敏郎（佼成病院院長）

昭和45年 4月～昭和51年 3月

第 3代臨床予防医学委員会委員長

堀内　光（済生会中央病院院長）

昭和51年 4月～昭和56年 3月

第 4代臨床予防医学委員会委員長

樫田良精（関東中央病院院長）

昭和56年 4月～昭和57年 7月

3. 歴代の理事長

昭和 57年 8月、人間ドック学会会則制度承認

により、新たに理事長制度が設けられた。現在ま

で 3人の理事長が就任されている。

（日本）人間ドック学会初代理事長

二本杉皎（大阪赤十字病院院長）

昭和57年 8月～昭和63年 7月

※昭和 58年 9月 2日より正式に就任した。

第 2代理事長

依田忠雄（岡山赤十字病院院長）

昭和63年 8月～平成10年 7月

第 3代現理事長

奈良昌治（足利赤十字病院名誉院長）

平成10年 8月～

4. 会員数（平成 23年 3月現在）

◇医師正会員：5,052人

◇医師以外会員：658人

◇施 設 会 員：1,555施設

日本人間ドック学会創立 50 周年記念祝賀会にて
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1. 日本病院団体協議会

平成 17年 4月 4日、厚労省保険局医

療課長から病院関係団体に対して、次期

診療報酬改定に向けて病院団体の窓口を

一本化し、要望を取りまとめてもらいた

い旨要請されたことを受けて、当日出席

の 7団体（全国公私病院連盟、全自病協、

全日病、医法協、日本私立医科大学協会、

日精協、日病）は、厚労省に対して協力

体制を取ることで合意し、初回会議を 4

月 26 日に開催した。同日の会議では、

豊田堯医法協会長（当時）が議長となり

議事を進行し、この会議の名称を日本病

院団体協議会（日病協）としたほか、新

たに 3団体（国立病院機構、国立大学

附属病院長会議、日本療養病床協会（当

時））の加盟申請を承認するなどした。

その後、5月23日の第2回会議では、『共

通な認識にもとづいた活動を行う』こと

を運営要綱に盛り込み、同時に「代表者

会議」、「実務者会議」、「事務連絡会議」

の 3つの会議を設置して、診療報酬改

定に向けた要望事項の検討は診療報酬実

務者会議（齊藤寿一委員長（日病常任理

事（当時）））にて実施することとした（後

掲〈診療報酬実務者会議〉ご参照）。さ

らに、6月 22 日の第 3回代表者会議に

て、独立行政法人労働者健康福祉機構の

入会を承認し、ほぼ現行の体制となった。

平成 17年 8月 8日、豊田堯会長が正

式に議長（第 1期）に就任し（任期は

18 年 3 月 31 日までとし、以後の議長

は 1年間）、「平成 18年度診療報酬改定

要望事項」（12項目）を厚労省に提出し

た。また、尾辻秀久厚労相より、中央社

会保険医療協議会（中医協）委員候補者

2人の推薦名簿提出の依頼を受け、石井

暎禧日病常任理事、邉見公雄全国公私病

院連盟副会長を推薦し、両氏が 9月 28

日に中医協委員に任命されるなどした。

第 2期（平成 18年度）は、前年、副

議長を務めた竹内正也全国公私病院連盟

会長が議長に就任し、『看護師問題につ

いての緊急要望書』を厚労省へ提出。「看

護要員の月平均夜勤時間数72時間以下」

規定の弾力的運用等を求めた。また、平

成 18年度診療報酬改定影響度調査報告

書を取りまとめ、11 月 29 日の中医協

にて石井委員が報告したほか、19 年 1

月には 7対 1 入院基本料新設によって

起こった地域の看護師不足、偏在の打開

策を提言した『看護師確保対策等につい

て（要望）』を関係先に提出し、1月31日、

中医協は柳澤伯夫厚労相に対し、20 年

度の診療報酬改定に向け、7対 1入院基

本料の基準の見直しに関する事項を含め

た 3項目の建議を実施した。

第 3期（平成 19年度）は、前期同様、

副議長であった 島健日精協会長が議長

に就任。『平成 20 年度診療報酬改定要

望』等の各種要望書等を関係各所に提

出した。9月には、石井暎禧、邉見公雄 

両中医協委員が、2年間の任期満了を迎

え、邉見委員は継続し、石井委員の後任

に西澤寛俊全日病会長が任命された。ま

た、この年、診療報酬に関わる事項に特

化して検討を行ってきた日病協が、自民

党の医療紛争処理のあり方検討会からの

ヒアリング要請を受け、会を代表して山

本修三副議長（日病会長（当時））が「診

療行為に関連した死亡の死因究明等のあ

り方に関する試案－第二次試案－」に対

して概ね賛成であることを表明するなど

し、さらに、翌年より実施が予定されて

いる医療安全全国共同行動に共同提案者

となって協力することを決めた。

第 4期（平成 20年度）は、山本前副
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議長が議長に就任。山本議長は、「今後も診療報

酬改定に関わる病院団体への窓口の一本化という

本協議会の設立主旨を守り、全会一致の原則を踏

襲していきたい。今年度は、診療報酬改定は無い

が、平成 20年度改定の検証をし、次期の改定に

向けて検討をしたい。当面は死因究明制度が大き

な問題だと認識しているが、日病協はこれらのこ

とに責任を持って発言することを期待されている

ので、引き続いての協力をお願いしたい」と議長

就任に際して挨拶した。この年は、5月 17 日に

医療安全全国共同行動（共同行動）が、キックオ

フフォーラムを開催して活動を立ち上げたため、

日病協も共同行動に係る検討委員会を設置して、

大井利夫世話役（日病副会長（当時））を中心に、

会としての対応を検討するなどした。診療報酬に

関わる事項としては、『社会保障費（自然増）2,200

億円の削減の撤廃について』（声明書）を 30 人

余の国会議員を含めた関係者に提出したほか、『医

療・介護提供体制および診療報酬体系のあり方に

ついて』を提出し、これをもとに入院医療のあり

方（機能分化）を中心にして、厚労省医政局担当

官らと意見交換を実施した。

第 5期（平成 21年度）は、小山信彌日本私立

医科大学協会病院部会担当理事が議長に就任。次

期診療報酬改定に向けては、『平成 22年度診療報

酬改定に係る要望書』（第 1～ 3報）を 12月ま

での間に3回にわたって提出し、改定では、急性

期看護補助体制加算の新設および医師事務作業補

助体制加算の一部新設や点数の引上げなどが実現

された。過去 2年間、代表者会議で取り扱ってき

た診療行為に関連した死因究明制度については、

小山議長らからの提案で、「診療行為に関連した

死因究明制度等に係るワーキンググループ」（深

尾立座長（千葉労災病院長））を設置し、有識者

を招いて航空事故調査制度と比較検討するなど、

それまで以上に掘り下げた議論を行った。また、

厚労省の新型インフルエンザ患者数の増加に向け

た医療提供体制の確保に関する意見交換会に招か

れ、舛添要一厚労相らと意見交換するなどした。

第 6期（平成 22年度）は、邉見公雄全自病協

会長、西澤寛俊全日病会長の両中医協委員を議長、

副議長に迎え、平成 24年度診療報酬・介護報酬

同時改定に向けて議論を開始した。国民に対する

医療の安定的な提供のために、『根拠に基づく診

療報酬の算定方式の創設を求める要望書』を厚労

省へ提出したほか、『同一医療機関における同一

日の複数診療科受診の状況調査』結果を、10 月

27 日の中医協にて西澤委員が報告するなど、6

期目を迎えた今期も、病院医療の質的向上に向け

て精力的に活動を続けている。

〈診療報酬実務者会議〉

診療報酬改定に向けて各病院団体の窓口を一本

化し、要望を取りまとめる作業を行う診療報酬実

務者会議は、各団体からの中核的要望事項をでき

るだけ絞り込んだ上で、重なり合う項目は重点特

化して組み込み、まさしく妥当であるという要望

事項に集約した。その際、要望書から外れた各団

体の特殊性を踏まえた要望事項は、別ルートで厚

労省などに要望するのは何ら妨げないことを申し

合わせた。

「平成 18 年度診療報酬改定要望事項」（12 項

目）は、診療報酬制度において十分な医療従事者

を確保できないために、病院の夜間救急診療や小

児医療は危機的な空白状況を呈していることを危

惧し、地域医療計画を推進するためにも医療の実

態に即した適正な医師・看護師の配置ができるな

ど病院の診療報酬の抜本的な対策を求めた。その

後、18 年 7月、診療報酬改定結果検証として当

該診療報酬改定が各医療機関の経営収支に与える

影響を明らかにすることを目的に、日病協に加盟

する 7,395 病院を対象にして、17 年 3 月、4月

および 18年 3月、4月における各病院の外来収

入、入院収入、各種加算点数等について「平成

18 年度診療報酬改定影響度調査」を行い、集計

結果を発表した。

「平成 20年度診療報酬改定要望事項」（総括的

提言 5項目、重点要望事項 3項目、一般要望事
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項 14 項目、DPC 関連要望事項 8項目）は、18

年度診療報酬のマイナス改定を契機として急加速

中である医療の崩壊が憂慮される事態に至ったこ

とから、地域医療の一環を担う病院医療の危機的

な実態を十分に踏まえた上で、入院基本料の大幅

な引き上げ、公的医療費の拡大、診療報酬制度の

激変の回避、地域医療連携を踏まえた診療報酬体

系、医療技術の適正な評価などを軸に、患者の視

点に立った病院医療の達成につながる診療報酬改

定の要望をした。

この時、要望の基盤となる中長期的検討課題

（病院医療の実態、看護師配置基準、高齢者医療、

DPC）を挙げ、ワーキンググループ（WG）を設

置して検討、研究を行った。病院医療の実態WG

は、「医療費抑制策からの転換を求める（要望）」

（平成 19 年）の根拠資料となる、わが国病院医

療の全体像がわかるデータのとりまとめを図り、

医療費枠の拡大に向け運動展開を行う必要から

「病院経営の現況調査」を行い、集計結果を発表。

中医協診療報酬基本問題小委員会で資料配布され

た。入院医療の看護師配置基準を検討するWGは、

①入院基本料への看護必要度 ･ 患者重症度の反

映、②看護補助者など看護師の業務を補佐、支援

する者の評価を議論して要望書（平成 19年）に

まとめた。

そのほか、高齢者医療のあり方に関するWGは、

①医療療養病床の役割、②後期高齢者における診

療報酬、③精神科病院の役割。

DPC のあり方に関するWG は、①調整係数、

②複数疾患、複数科にわたる診療行為に対する適

正な評価、③新薬および高額な薬剤・医療材料の

使用、高額な検査に対して、包括算定と出来高算

定を比較した場合の外れ値（アウトライアー）と

なる診療に対する適切な評価、④ DPC における

救急医療に投入される医療資源（人・物・施設）

に対する評価、⑤DPC調査に係るシステム開発・

改修費用に対する評価などについて意見をまと

め、改定要望に反映させた。

平成 22年度診療報酬改定に臨んでは、医療崩

壊と言われる急性期を中心とした入院医療、今後

増加し続ける介護入所施設、診療報酬体系などに

ついてその基本的なあり方について共通認識を

持った上で、「要望書」は第 1報（2項目）、第 2

報（6項目）、第 3報（4項目）にわたって提出した。

とくに第 3報では、崩壊しつつある病院医療を

建て直し、国民の医療を守るためには必要欠くべ

かざる項目として、①入院基本料の根拠に基づく

算定方式の創設と増額、② 7対 1、10 対 1入院

基本料算定病棟における看護補助加算の新設と看

護基準の運用変更、③効率的な人材活用（専従要

件の廃止、等）、④診療情報の IT 化における正当

な点数設定を挙げた。

平成 24年度診療報酬改定に向けて、①病院の

コスト分析と入院基本料のあり方、②医療保険と

介護保険の給付対象の整理、③病院における複数

科同日受診の実態と今後の対応、④精神病棟・療

養病棟における認知症患者の入院状況の実態と対

策などを検討している。

病院における複数科同日受診の状況について

は、日病協調査結果（平成 17 年）を踏まえて、

平成 18 年度改定では「同一医療機関において、

同一日に複数の診療科を受診した場合、2つ目

の診療科の初診に限り、所定点数の 100 分の 50

に相当する点数を算定する」ことになった経緯が

ある。その後も継続して、各科の専門性、各科協

調による高度医療の評価を要望してきたが、複数

科受診における初・再診料の見直しは未だになさ

れていない。22 年、日病が中心となって調査を

行い、集計結果は中医協総会で公表した。

2. 四病院団体協議会

四病協（日病、全日病、医法協、日精協）は、

「医道の高揚、病院医療の発展向上を図り、国民

の保健・医療福祉の増進に寄与すること」を目的

に、平成12年7月28日に設立された。設立当時、

四団体を合わせて重複しない純会員数は 5,458

（全病院数の 59％）であった。

委員会は、医療制度委員会、医療保険・診療報
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酬委員会、介護保険委員会、医業経営・税制委員

会、医療従事者対策委員会、医療安全対策委員会

の 6委員会を立ち上げ、その後毎月 1回定例に

開催する総合部会、専門的な内容については特別

委員会が設置されてきた。

医療制度委員会（平成 12 ～ 21 年）は、入院

医療を提供する体制整備、医療における情報提供

の推進、医療機関に関する広告規制の緩和、医師

の臨床研修の必修化、さらに第四次、第五次医療

法等の改正に対応して、①医療制度改革への対応・

医療提供体制のあり方（病院の機能分化、地域医

療計画、病床区分への対応）、②医療分野におけ

る規制改革（医療分野への株式会社参入、医療に

おける広告規制の緩和）、③新医師臨床研修制度

などが主要な課題となった。「臨床研修制度につ

いて（要望書）」（平成 13年）、「卒後臨床研修に

ついての意見書」（平成 14 年）、「医師確保対策

についての意見」（平成 15 年）、「混合診療に対

する声明」（平成 16年）を公表。この間、「医師

確保に関する緊急調査」（平成 14 年）、「在宅医

療における病院の役割に関する調査」（平成17年）

を行い、結果を発表した。

医療保険・診療報酬委員会は、平成 14 年度、

16年度、18年度と度重なる診療報酬改定の引き

下げと医師・看護師の確保困難の諸要因により、

地域医療は崩壊を招き、医療提供体制の地域格差、

病院格差をきたし、国民・地域住民が等しく安心

して受けられる医療を提供することは極めて困難

な状況に陥っていることを背景に、①医療保険制

度改革への対応〔適切な診療報酬体系のあり方（中

医協診療報酬調査専門組織への調査協力、医療原

価に関する調査）、高齢者医療制度、規制改革（い

わゆる混合診療、保険者機能の強化）〕、②介護保

険制度見直しへの対応（適切な介護報酬体系のあ

り方）などが主要な課題となった。「患者紹介率

算定式、統一化」（平成 13 年）、「介護老人保健

施設への転換特例の実現」（平成 14 年）、「医療

保険対応療養病床についての提言」（平成 16年）、

「食事の基準費用額の引き上げ」（平成 17年）、「医

療療養病床における診療報酬改定に対する緊急要

望」（平成 18 年）、「医療提供体制および診療報

酬のあり方に関する提案書」（平成 19 年）など

各種要望書の提出、「地域一般病棟」（平成 14年）、

「療養病床の将来像（案）」（平成 17 年）につい

て意見取りまとめを行った。この間、「再診料の

改定に関する影響度調査」（平成 15 年）、「療養

病床入院患者・各種特定入院料算定患者等の他院

受診に関する調査（平成 17年）、「診療報酬改定

緊急調査」（平成 18 年）、「看護基準に関する緊

急調査」（平成 21 年）を行い、その結果を診療

報酬改定に対する疑問点や改定要望書の作成に活

かした。

介護保険委員会（平成13～ 14年）、介護保険

小委員会（平成17年）は、介護報酬改定に向けて、

介護保険制度・請求上の問題点をまとめた。

医業経営・税制委員会は、①病院税制改正につ

いての要望、②医療法人制度（特定・特別医療法

人、出資額限度法人、社会医療法人）などが主要

な課題となった。「予算・税制改正に関する要望」

をまとめるほか、「特定医療法人制度の運用」、「社

団医療法人における出資額限度法人の制度化（類

型化）」（平成 14 年）などを要望、「診療報酬に

係わる消費税の実態調査」（平成 17 年）を行っ

た。小委員会を設置して、病院建物耐用年数実態

調査（平成 15年）を行い税制改正に繋げたほか、

資金調達のあり方（平成 15 ～ 16 年）を検討し

て医療機関債発行のガイドラインを提示した。

医療従事者対策委員会は、①医療従事者の需給

計画に対する対応、②医療安全の確保と質の向上

（病院薬剤師の人員配置基準、医療機関における

休日・夜間勤務の適正化）、③医療従事者の資質

向上への対応（職員教育）などが主要な課題とな

り、「看護職員の需給調査」（平成 16年）を行っ

たほか、「看護師等の医療従事者不足対策に関す

る要望」（平成 20年）をまとめた。

医療安全対策委員会は、医療安全対策、医療事

故等を課題にして、平成 12年、中間報告書を公

表した。しかし、その後、東京都立広尾病院事件
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に関して最高裁判所の判決が出されるなど医療事

故を取り巻く環境が変わってきたこともあり、医

師法第 21条の解釈を含めさらに深く検討するた

めに、19 年、改めて委員会を発足させた。医師

法第 21条問題はもとより、自由民主党「医療紛

争処理のあり方検討会」や死因究明に関する厚労

省「医療の安全の確保に向けた医療事故による死

亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案

―第三次試案―」、「医療安全調査委員会設置法案

（仮称）大綱案」で示された考え方についても議

論を重ね、20年、「①医師法第 21条、②医療安

全調査委員会（仮称）」について見解をまとめた。

総務委員会（旧8人委員会）は、総合部会の運営・

調整、議案の論点整理や四病協として緊急を要す

る案件への対応などを主要な課題にして設置（平

成 14 年）。その後、事業活動の見直しで一旦廃

止（平成 18年）されたが、改めて設置した（平

成 22年）。

総合部会は、医療を取り巻く環境の構造的な変

化に対応して、医療保険・介護保険制度の確立、

安心で質の高い医療提供体制の整備などに向けた

提言や意見発表、厚労省を始めとする審議会など

へ委員を派遣している。

特別委員会は、病院会計準則等の見直しを行

い、医療法人会計基準試案をまとめた「病院会計

準則等研究会」（平成 12～ 14年）、「今後の高齢

者のあり方」として高齢者に相応しい医療サービ

スの提供のための必要な施設体系や保険制度を提

案した「高齢者医療制度・医療保険制度委員会」

（平成 13年）、今後の医療提供体制のあり方を示

した「医療制度改革検討委員会」（平成 13～ 14

年）、診療における患者負担金の未収金に関する

調査を行い、未収金発生防止マニュアルを作成し

た「治療費未払問題検討委員会」（平成 17～ 20

年）、よりよい臨床医を育成する方策として卒後

臨床研修で高い評価を上げている病院を母体とし

た大学院レベルの医師養成機関の導入を提言した

「メディカルスクール検討委員会（平成 19 年～

現在）、高齢者数と要介護者数の将来推計に基づ

き今後の高齢者居住施設の必要整備量を試算した

「高齢者居住施設に関する医療・住宅関係者勉強

会」（平成 20～ 21年）などを設置した。

委員会活動のほかに、研修教育事業として四病

院団体会員病院の職員の資質向上と医療機能の向

上に寄与することを目的に、研修センターを設置

（平成 15 ～ 18 年）。感染管理者、医療安全管理

者、臨床研修指導者各養成課程講習会を開催した

ほか、診療情報管理士の認定試験および認定業務

を行った。

3. 日本医師会・四病院団体協議会懇談会

平成 12 年 7 月 28 日に、日病、全日病、医法

協、日精協は、新たに四病協として再結成を図り、

四病院団体の会長、副会長からなる総合部会の第

1回会議を日医会議室で開催、平成 5年まで四病

団として活動してきて以来 7年振りに同じ協議

の場についた。以後、総合部会には、日医副会長、

病院担当常任理事が加わり、主に厚労省の動向に

関わる情報の提供を受け、同時にこれらに対する

日医の見解を聴き、議論の参考としてきた。

平成16年 4月 28日に開催された総合部会で、

今後、総合部会は当番団体の会議室で開催するこ

と、日医との協議については別途考えることとし、

日医との折衝を 8人委員会委員長である西澤寛

俊全日病副会長（当時）に委ねた。西澤委員長は、

青木重孝日医病院担当常任理事と打合せ、当懇談

会の目的を「日医・四病院団体協議会は国民に質

の高い医療を提供し、国民の健康の増進を図ると

いう共通理念に基づき協働して活動を行うために

協議の場を設置する」と掲げ、2カ月に 1度日本

医師会館で開催することとした。また、出席者

の構成は、日医側が病院担当役員である寺岡 副

会長、青木常任理事、三上裕司常任理事、四病協

側が四病院団体の会長と副会長 1人の 8人とし、

議題内容により他が加わることにした。具体的な

協議内容は、日医からの情報提供、日医・四病協

双方からの提案事項とし、議事は、日医病院担当

常任理事と四病協 8人委員会委員長が事前に打
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合せをし、当日の進行は交互に当たることとした。

平成 16 年 7月 28 日に、初回懇談会が日医植

松治雄会長（当時）の出席のもと開催され、その

際の議題は、①規制改革・民間開放推進会議につ

いて、②構造改革特区における提案事項について、

③臨床研修について、④介護保険制度改革につい

てであった。

爾後、現在（平成22年 12月 15日）に至るま

で延べ39回の開催を数え、他に作業部会が7回

開催されている。なお最も近くに開催された 11

月 24日の議題は、①地域医療再生基金について、

②医療法上の医師配置標準問題に関する対応につ

いて、③特定看護師（仮称）について、④介護職

員等によるたんの吸引等の実施についてである。

この間の日医側の出席者は、前述の植松執行部

に続いて、唐澤執行部（平成 18 年 4月～ 22 年

3月 31 日）では、唐澤祥人会長以下竹嶋康弘副

会長、鈴木満病院担当常任理事を中心に関係常任

理事数名、原中執行部（平成 22 年 4 月～現在）

では原中勝征会長以下副会長、鈴木邦彦病院担当

常任理事以下常任理事全員と直近の執行部になる

ほど多くなってきた。対して、四病協のなか日病

は会長と、副会長 1人が交代で当たり現在に至っ

ている。また、この間、会議の形式で当初と違っ

ているのは、四病協 8人委員会廃止に伴い、四

病協側の進行役が各団体の持ち回りになったこ

と、原中執行部になって毎月開催されるように

なったことである。更に、会議の性格について、

当初日医で総合部会を開催していた坪井執行部の

下では、専ら石川高明副会長から厚労省通知案等

の情報提供を受けこれに基づき議論を実施してい

た。続く植松執行部の下でもこの傾向は変わらず、

何よりこのときは混合診療の解禁等規制緩和問

題、国民皆保険制度の存続、三位一体改革、EPA

（Economic Partnership Agreement）の発足と医

療外からの作用が強かった時期でもあり、議論も

これらに対する意見交換に終始していた。そして、

唐澤執行部の下では、同じ医療提供者側として日

医と病院団体が、共同歩調に向け意見の摺り合わ

せを強く求められた時期であり、原中執行部の下

では、議論が相互の姿勢を確認するというように

様変りしてきている。

平成 22年 10 月、23年度税制改正要望につい

て、初めて日医と四病協は、要望書を連名で作成、

関係機関に提出した。

4. 病院経営管理者協議会

日病と緊密な連携のもとに病院経営の安定化を

とおしてわが国医療の質の向上に資することを目

的として活動を行っている。

平成 6年 11 月 19 日に事務長養成課程通信教

育卒業生により卒後教育や同窓生相互の情報交換

の場として発足した日本病院会事務長養成課程同

窓会を発展的に解消し、病院経営に参画する同窓

会員以外の各部門の管理者も自由に参加できる会

として、10 年度より「病院管理者協議会」とし

て組織化された。18年 6月 9日より現名称に変

更して活動している。

事業内容は病院経営管理者の教育・研修の場と

して研修会の開催、協議会機関紙の発行を行って

いる。なお、平成 16年度より毎年各地で開催さ

れている日本病院学会のシンポジウム、ワーク

ショップの企画と実施を行っている。

研修会については、日病に事務管理者委員会が

設置されたことにより平成20年より共催として

実施している。（平成22年度からは病院経営の質

推進委員会と共催。）

近年、役員は日病の各種委員会委員、病院経営

管理士通信教育、病院中堅職員育成研修、医師事

務作業補助者コースの講師などを務めており、診

療報酬改定影響度調査にもデータ提出、調査分析

に協力している。

会員数約 300 人（個人）内訳は病院の経営管

理者（事務長、事務部門各担当者）を主として医

師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等々も会員と

して組織されている。
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◇総　　会：年 1回

◇理 事 会：年 2回

◇会誌「JHAC」発行

配 布 先： 会員、日病常任理事・理事、各医

科大学および日病支部、各県病院

協会、国会図書館および厚労省等

各関係機関等

5. 日本診療情報管理士会

日病が育成する診療情報管理士（旧診療録管理

士）は昭和 49年に第 1回の認定が行われ、以来

36年間で 2万 708 人（平成 22年 5月現在）が

誕生している。

全国の診療情報管理士の社会的地位向上を目的

とした 3団体（日本診療情報管理士協会、日本

診療情報管理機構、診療情報管理東京ネットワー

ク）がそれぞれ活動をしていたが、平成19年4月、

3団体を一本化し、日本唯一の診療情報管理士の

職能団体となる日本診療情報管理士会が発足し

た。ここでは診療情報管理士の力を結集し、わが

国の医療において診療情報管理の重要性を訴え、

今後の医療のニーズに応えるべく診療情報管理士

のスキルアップと診療情報の均質化に取り組んで

いる。具体的には、実務に通じる生涯教育研修事

業、診療情報管理業務標準化のための事業、診

療情報管理士への支援事業、診療情報管理に関

係する団体との協力事業などを行っている。23

年 2 月現在の会員数は 2,797 人。現在、本部事

務局を日病事務局内に置いて運営している。

6. 日本医師会

日病は、国民に最良の医療提供するため日医と

の連携強化を図る一環として日医の各種委員会

（病院委員会、社会保険診療報酬検討委員会等）

に委員を派遣している。

平成 16 年７月 28 日に四病協は、日医（当時

は植松治雄会長）と定期的に懇談会（当時は２カ

月に１度開催）を開始し、医療に関する諸問題へ

の検討を図り、現在では、月１度の懇談会を実施

している。

日医が中心となって平成 16 年 10 月 21 日に

国民の健康と増進と福祉の向上を図るため、医療・

介護・保健および福祉行政の拡充強化を目指し

て発足させた国民医療推進協議会（発足時 35団

体、現在は 41団体）に日病も参加し、小泉政権

が打ち出した国民皆保険制度を崩す混合診療に対

し、日病としても混合診療反対を明確にするとと

もに、日医と同一歩調をとり、国民を巻き込んだ

混合診療反対運動を展開した。

また、現在でも国民医療推進協議会に参加し、

国民の医療を守る諸活動を行っている。

一方、平成 22年度（平成 23年度税制改正要望）

には、医業経営の健全化を図るため、消費税、事

業税、相続税・贈与税に関しての要望を日医、四

病協の連名により関係省庁等に提出している。
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日本病院会支部

1. 支部第 1号結成まで

昭和 53年、日病組織委員会（島津寿

秀委員長）が実施した全国病院アンケー

ト「病院は日病に何を望むか」の回答の

なかで、医療費と病院経営問題、医療制

度問題を取り上げるべきという回答とと

もに、日病の組織強化のため県単位・ブ

ロック単位の支部結成をのぞむ声が多

かった。

支部設置に対しては、もともと地方病

院協会として確立した地域もあり、屋上

屋を重ねることになるという懸念や、一

方で会員組織率の低い地域における結成

は困難であるという問題も出た。

しかし、日病は都道府県病院協会・医

師会等と連携を図りながら、共に地域医

療の向上に貢献することを目的に支部設

置を推進する、県単位でできない場合は

ブロック単位も考慮する、という方針で

進めることになった。

昭和 54 年 8 月 25 日、その第 1号と

して和歌山県支部の結成総会が開かれ、

支部規約・事業計画等が承認されて、初

代支部長に濱光治氏（浜病院）が推され

た。その後 56 年に東京都支部、59 年

に千葉県支部と続き、平成 2年の山口

県支部までで 9カ所に支部が結成され

た。少しおいて 10年に北海道ブロック

支部、11 年に福井県支部および熊本県

支部、15年に新潟県支部、23年には香

川県支部と続き、総数 14カ所になった。

各支部とも年 1回ないし 2回の総会、

支部役員会等を開催しており、年数回の

研修会・セミナーを開催するなど、活発

な活動を行っている支部もある。

支部規約は、第 1号である和歌山県

支部結成時に作成したモデル案をもとに

して、第 3条の目的、第 4条の事業に

関する部分はほとんど同一である。支部

会員はその地域の日病会員をもって構成

されるが、これに「本会の事業に賛同し

将来日病会員となるもの」を加える支部

もある。また、役員は支部独自の考えに

より、別途顧問をおいて関係者を委嘱す

る支部も多い。

年会費は 3万円がもっとも多く、総

会時に徴収するところもある。日病から

の助成金は 1会員あたり当初は 1,000

円、現在 3,000 円となっている。

2. その後の活動について

平成19年 9月には茨城県支部総会に

併せてシンポジウム「病院医療の現状と

医療改革への展望」を開催し、池澤康郎

副会長（当時）、石井暎禧常任理事がシ

ンポジストとして出席している。19年

11 月には高知県支部主催の講習会に、

山本会長（当時）以下5人の副会長が出

日
本
病
院
会
の
支
部



125

日
本
病
院
会
の
支
部

席し、高知県下の会員等との意見交換を実施した。

また、平成 22年 8月には熊本県支部、9月に

は茨城県支部の総会と併せた講習会に、堺会長が

講師として招かれ「民主党政権と医療界」「今後

の医療の進むべき道」をテーマに講演された。

支部間の交流としては、平成 21 年 6 月 13 日

に、支部創立以来初となる「支部長連絡会」が、

北海道ブロック支部の総会と併せて開催された。

13 支部中（当時）、北海道、茨城、群馬、東京、

愛知、高知、長崎の 7 支部が出席。各支部から

活動状況の報告を受け、本会の目的達成を図る

意味でも各支部との連携は必要不可欠であると

の結論を得た。

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の際に、

情報取得等の問題があったことから、堺会長は

支部の重要性を強く考え、11 月 18 日に支部長

連絡協議会（仮称）準備会を立ち上げ、24 年 1

月 11 日に正式な協議会として設立した。今後

は定期的に開催し、支部と本部との連携強化を

図ることとしている。

14 支部の設立年月と初代・現支部長名は次の

とおりである。任期（現在）は平成 23 年 3 月

31日時点。

支部名 設立年月日 支部長（病院名） 任期

和歌山県支部 昭和54年 8 月25日
初代 濱　光治（浜病院）
4代 成川守彦（桜ヶ丘病院）

昭和54年8月25日～平成4年3月31日
平成16年4月1日～現在

東京都支部 　　56年10月13日
初代 河野　稔（北品川総合病院）
4代 池澤康郎（中野総合病院）

昭和56年10月13日～昭和63年9月24日
平成10年5月～現在

千葉県支部 　　59年 1 月25日
初代 諸橋芳夫（旭中央病院）
2代 柏戸正英（柏戸病院）

昭和59年1月25日～平成11年8月31日
平成12年2月23日～現在

高知県支部 　　60年 7 月 1 日
初代 近藤慶二（高知県立中央病院）
5代 細木秀美（細木病院）

昭和60年7月1日～平成4年3月31日
平成18年5月27日～現在

茨城県支部 　　61年 5 月14日
初代 登内　真（土浦協同病院）
6代 藤原秀臣（土浦協同病院）

昭和61年5月14日～平成7年6月31日
平成19年4月1日～現在

群馬県支部 　　61年 7 月10日
初代 北原次一郎（社会保険群馬中央総合病院）
5代 柴山勝太郎（公立富岡総合病院）

昭和61年7月10日～平成4年3月31日
平成14年2月23日～現在

愛知県支部 　　61年11月25日
初代 太田元次（名古屋液済会病院）
4代 松本隆利（八千代病院）

昭和61年11月25日～平成2年10月15日
平成22年7月20日～現在

長崎県支部 平成元年 3月 4 日
初代 岩永光治（十善会病院）
4代 福井　洋（長崎記念病院）

平成元年3月4日～平成元年12月3日
平成20年4月1日～現在

山口県支部 　　 2 年 7月 7 日
初代 村田寿太郎（村田博愛病院）
4代 三浦　修　（防府胃腸病院）

平成2年7月7日～平成9年3月31日
平成22年4月1日～現在

北海道
ブロック支部

　　10年 6 月12日
初代 西村昭男（日鋼記念病院）
2代 中村博彦（中村記念病院）

平成10年6月12日～平成22年3月31日
平成22年4月1日～現在

福井県支部 　　11年 3 月 6 日
初代 藤澤正清（福井県済生会病院）
4代 三浦將司（福井県済生会病院）

平成11年3月6日～平成13年6月11日
平成19年6月13日～現在

熊本県支部 　　11年 9 月 3 日
初代 廣田耕三（熊本リハビリテーション病院）
2代 高野正博（高野病院）

平成11年9月3日～平成14年3月31日
平成14年3月31日～現在

新潟県支部 　　15年 2 月22日
初代 渡部　透（新潟南病院）
3代 矢澤良光（県立新発田病院）

平成15年2月22日～平成22年3月31日
平成23年2月26日～現在

香川県支部 　　23年 1 月11日 初代 小川裕道（香川県済生会病院） 平成23年1月11日～現在
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国際活動

1. IHF（国際病院連盟）

I H F（ I n t e r n a t i o n a l  H o s p i t a l 

Federation）は本部をスイス・ジュネー

ブに置き、病院および保健医療組織のた

めの世界的な組織体としてこれらの発

展、医療の安全および病院医療の質の向

上を図るため 1929 年に設立された 60

カ国の加盟国が支える組織。2年に一度

のWorld Health Congress の開催に加

え、地域会議および Leadership Summit 

も開催している。

日病は 1956 年 7 月の IHF 理事会に

て入会が認められ、1965 年から現在ま

で常任理事国として活動。2005 年の理

事選挙にて、山本修三日病会長（当時）

が選出された。2010 年には山本会長の

退任に伴い堺常雄会長が新理事として

IHF 活動を行っている。

2. AHF（アジア病院連盟）

AHF（Asian Hospital Federation） は

事務局を会長国に置き、2年交替制で加

盟国持ち回り運営をしている。加盟国は

現在 11 カ国で、2010 年（～ 2011 年

まで）の会長国はインドネシア。事務局

もジャカルタのインドネシア病院協会内

に置かれている。

活動内容は、世界情勢を踏まえ加盟国

および当該地域の病院団体間で効率的な

連携を得ること、高度なヘルスケアを実

現するため加盟各国の病院団体活動を調

整すること、そして病院の運営管理およ

び質の向上に向けて到達可能な最高の水

準を意識して努力することなど、これら

を相互扶助の精神で支援しあうことを基

本に活動している。

2005 年、山本修三日病会長（当時）

が AHF 会長に就任。

加盟国：台湾、韓国、香港、モンゴル、

マレーシア、フィリピン、インドネシア、

インド、オーストラリア、ニュージー

ランド、日本

3. ICD に関する国際活動

日病が育成する診療情報管理士の行

う重要な業務の 1つとして、疾病コー

ディングがある。疾病コーディングは

WHOが制定する国際疾病分類（ICD ＝

International Statistical Classifi cation of 

Diseases）によりコーディングされ有効

なデータとして利活用される。ICD の第

1 回会議は 1900 年に開かれ、概ね 10

年の間隔で改訂を行い、現在、1990 年

に刊行された第 10版（ICD-10）が使用

されている。

また、WHOでは関係分類、派生分類

を加えてファミリーを作り、WHO －

FIC（世界保健機関国際分類ファミリー）

として、その改善と普及を目的に協力国

（協力センター）によるWHO－ FIC ネッ

トワーク会議を行っている。わが国では

厚労省統計情報部企画課国際分類情報管

理室が担当し、会議に参加している。

日病では、このWHO－FICネットワー

ク会議（2003 年時はセンター長会議）

に 2003 年より厚労省とともに参加し、

教育、普及の分野を中心に協力を行って

いる。

4. 日病のWHO支援

日病では、1990 年の改訂後、改訂

が行えないWHO の資金難の現状を受

け、2005 年、「ICD の改善と普及」の

ためにWHOへ技術・資金の支援を決定、

対
外
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WHOとの支援協力についての調印を行った。こ

れにより 2006 年より日病はWHOに対し、年間

30万ドルの資金援助を行い現在に至っている。

WHOでは、この日病の支援により、2007 年

4 月に改訂に向けての国際記者会見を東京で行

い、同月小田原にて第 1回の ICD 改訂運営会議

をスタートし、2015 年完成に向けての ICD-11

への改訂作業に入った。この改訂作業は現在、各

国の専門家により 20 の分野（TAG）に分かれて

作業が進んでいる。とくに今回の改訂作業では各

国の医学会や IT に関する学会などが参加するな

どさまざまなユースケースを視野に入れた大規模

な改訂となっている。

また、日本の多くの医学会も精力的に協力して

おり、とくに広範となる内科分野では、日本から

の座長として自治医科大学菅野健太郎教授が選出

され、任務についている。

この改訂を機に日本国内では、厚労省社会保障

審議会統計分科会に常設の ICD の専門委員会が

設置され、24 の医学会と日本診療情報管理学会

などが参加し、改訂への国内の意見調整が行われ

る体制が整った。

5.アジア・パシフィックネットワーク会議

2006 年、チュニジア、チュニスにおいて

WHO－ FIC で初めての ICD の普及を目的とした

地域活動として、アジアネットワーク会議（第 2

回よりアジア・パシフィックネットワーク会議）

が始まった。

アジア、パシフィックの 10カ国ほどが集まり、

年 1回の会議を開催している。日病は第 1回よ

り常設の事務局として運営に携わっている。本活

動はWHO－FIC においても高く評価され、2011

年には同様の活動を目標にアフリカ地域、カリブ

地域の活動も検討されている。

6. WHO－FIC（教育委員会、普及委員会）

日病はWHO－FIC において、教育委員会、普

及委員会を中心に活動を行っている。教育委員会

では 2003 年より委員となり ICD ウェブ・トレー

ニングツールの開発、死因・疾病の国際的パイロッ

トテストの実施、各国の診療情報管理士などの調

査など多くの事業に参加し、国際協力を果たして

いる。
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普及委員会では、日本が議長国となった 2006

年から 2009 年まで事務局をサポートし、アジア・

パシフィックネットワーク会議を通して、貢献を

行っている。

7. WHO－FIC 協力センター

わが国は1980年から厚労省がWHO－FICネッ

トワーク会議（2003 年までセンター長会議）に

参加する中、協力センター国としてではなく、オ

ブザーバーとしての参加を行っていた。2007 年

ごろを境にわが国のWHO－ FIC における役割か

ら正式に協力センターとして参加し、意見を提出

していくべきとの声が上がり始め、2010 年わが

国から正式申請を行った。2011 年 9月に正式指

定を受けることとなった。

わが国のWHO－ FIC 協力センターの国内組織

は、厚労省、日病（日本診療情報管理学会）、国

立保健医療科学院情報センターおよび福祉サービ

ス室、国立がんセンターがん研究センターがん情

報・統計部院内がん登録室、日本東洋医学会がそ

の組織となっている。

また、日病の山本修三会長（当時）は、そ

の支援と貢献によりWHO から日本がWHO －

FIC 協力センターの承認手続きを行う期間にお

いて、WHO－FIC ネットワーク会議の臨時顧問

（Temporary　Adviser）を任命された。

8. IFHRO（診療録協会国際連盟）
2010 年 12 月より IFHIMA（診療情報
管理協会国際連盟）

IFHIMA（International Federation of Health 

Information Management Associations）とは、

1968 年にストックフォルムにおいて設立され

た、各国の診療記録の使用促進、診療情報管理士

やコーダーのサポートのために設立された国際連

盟である。WHO－ FIC の公式に認定された組織

である。

わが国では、日本診療情報管理学会が 2006 年

4 月申請、9月 26 日に承認を受け、ナショナル

会員となり、2007 年の第 15 回ソウル大会より

参加している。

2010 年、イタリア、ミラノにおける第 16 回

IFHRO 大会総会においては、日病から横堀由喜

子（通信教育課課長）が Executive Director に選

任され、東南アジア、途上国担当となった。（任期：

2010 ～ 2013 年）

広 報

1. 日本病院会雑誌

日本会雑誌が創刊されるまでの経緯について

は、日病の前身である日本病院協会が昭和 26

年に設立されたが、協会としの広報誌を持たず

医学書院の雑誌「病院」に「日本病院協会だよ

り」という欄を設け情報の発信を行った。その後、

29 年 8 月からは「医海公論」の巻末に「日本病

院協会通信」としてこれを継続させることになっ

た。

昭和 29年 11月からは協会としての広報誌「日

病連合月報」を創刊した。

現在、発行されている日病雑誌の第1号であり、

B5 版の 4ページで編纂され理事会、委員会等の

内容の他に日本医療法人協会、日本精神病院協会、

地方病院協会の動向についても掲載された。昭和

29 年 11 月の常任理事会で広報委員会が設置さ

れ、月報で編集されることとなった。30 年 3月

に「病院総合通信」として改題し、34 年 8月か

ら「日本病院協会報」として協会名に変更をした。

同時に広告掲載も開始し、表紙はカラー刷りで、

ページ数も 20ページ前後に増やし医療問題の特

集なども掲載するようになった。41年 1月から

は「日本病院協会雑誌」と改め、会報も協会の動

きを発信し病院管理運営状況等に関する記事を掲

載する雑誌として歩むことになった。44年 1月

からは口絵やグラビアあるいは病院の視察旅行、

日本病院学会、病院の紹介などを取り上げるよう
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になり、現在発行している日病雑誌の原型をなっ

ている。

平成 12年度以降に掲載している内容の経過と

しては、毎月掲載するグラフには各会員病院が病

棟などを新築したり増改築した建物、あるいは診

療機能の特徴および日本病院学会、診療情報管理

学会、国際モダンホスピタルショウなどの会場風

景を写真で紹介している。巻頭言においては会長、

副会長、常任理事等の先生方に日本の医療保険制

度や地域医療および医師不足、中小病院問題等の

医療における全体的な課題について毎月コラムと

して意見を掲載している。銷夏随筆についは毎年

8月に特集号として日病の役員、参与、顧問およ

び会員病院の先生方に執筆を募集して掲載をして

いる。また、毎年 7月に開催している日本病院

学会、国際モダンホスピタルショウで行われる特

別講演、招待講演や一般演題の中から選ばれた優

秀優良演題およびシンポジウム、公開講座等の内

容については 10月号から 3月号にかけて特集号

として掲載をしている。

2. 日本病院会ニュース

（1）平成 13 年以降の紙面のあらまし

病院を取り巻くこの 10年間は、少子高齢社会

の台頭を背景にした医療制度改革の激動の時代

の始まりでもあった。この間の日病ニュースの

1面をふり返ると、平成 13 年 8 月 10 日号（第

633 号）に中山耕作会長（当時）による意見書「規

制改革への警告」（経済財政諮問会議等の方針を

危惧し、経済主導の医療政策を本末転倒とみなし

た）、また 11 月 10 日号（第 638 号）には同会

長によるメモ「あるべき医療制度改革の課題と方

向～総合規制改革会議・重点 6分野の中間とり

まとめ（医療）に対して」（医療当事者の視点を

十分汲み取った医療改革を行う必要を訴えた）な

どを掲載し病院医療現場の実態を踏まえた改革の

必要を訴えた。さらに「小泉医療改革の中身と痛

み」と題するシリーズ連載特集を展開し、政府の

経済主導による医療政策の不合理性に警鐘を鳴ら

した。

また、この 10年間は病院団体として診療報酬

をめぐる取り組みに、画期的な進歩が見られた時

期でもあった。平成 17年 5月、診療報酬改定の

統一要望を契機に病院の中央 7団体が結集し発

足した日本病院団体協議会（日病協。現在は 11

団体）の活動は 17 年 10 月の中央社会保険医療

協議会への 44年ぶりの病院団体参画に結実。こ

の歴史的出来事に連なる動きをさまざまな角度か

ら考察し伝えるなど、新時代に突入した病院団体

の姿を追い続けた。

また、連載シリーズ特集もこの間の紙面の大き

な特色の 1つである。とりわけ文化勲章受章者

である宇沢弘文東大名誉教授（公共経済学）によ

る「社会的共通資本としての医療」の連載には、

会員や各界から大きな反響が寄せられた。平成

19 年 1 月 10 日号（第 748 号）から 20 年 3 月

25 日号（第 774 号）までほぼ毎号の計 18 回に

わたり、医療人必読の “ 医療人のバイブル ” とも

いうべきもので、連載後には冊子（B5判・39ペー

ジ）として発行、全会員に無料配布した。このほ

か 9回連載による「消費税を考える――医療お

よび社会保障制度における課題」（平成 20年 10

月10日・第786号～21年3月25日・第796号）、

5回連載による「臨床研修制度の見直しを考える」

（平成 21 年 6 月 10 日・第 801 号～ 21 年 8 月

25 日・第 805 号）などで時宜の問題について広

く深く考察した。

近年の報道の中心テーマの 1つは、病院医療

崩壊問題についてである。平成 19 年 10 月 25

日（第 765 号）では日病協傘下病院に行った「病

院経営の現況調査」で “ 病院医療の崩壊 ” がデー

タとして浮き彫りになった状況を詳報。さらに

20 年 8 月 10 日号（第 783 号）には、病院長・

幹部職員セミナーで同問題の根源的な考察を行っ

た小松茂樹氏（虎の門病院）の講演内容やシンポ

ジウムの模様を報じたほか、20年7月25日号（第

782 号）で医療崩壊シンポジウムについて「我々

で必要な医療の見積書を」の見出しを掲げて医療
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側の取り組みの課題を伝えた。

平成 21年 5月 25 日には本紙が創刊第 800 号

を迎え、役員からのメッセージを掲載、本紙への

期待が予想以上に大きいこともわかった。

一方、本紙の紙面編集の大きな出来事として、

平成 19年度から藤原秀臣委員長（土浦協同病院、

常任理事）が就任し、紙面発行の見直し計画に着

手したこと。これに伴い本紙の理念・編集体制・

編集方針を明確化した。初年度は、従来の編集部

1人体制に新たに外部補助者 1人を加えた体制強

化への一歩を踏み出す。実質的にはまだ体制強化

の途上だが、厚労省を始めとした外部情報の収集・

掲載が常時可能となった。また社説に相当する「主

潮」欄を副会長が解説委員を兼ねて毎号論陣を張

り、日病の主張、病院現場の声などを内外に発信

するなど、機関紙としての役割強化に向けて徐々

に形を整えつつある。さらに、ビジュアル性を高

める目的で 22年 1月から紙面のカラー化（原則

1面と 4面、題字など）に移行したことも大きな

出来事であった。

平成 22年 4月から堺常雄会長が就任、これに

伴いさらなる発行内容の充実や親しまれる紙面と

することはいうにおよばず、新会長からは将来的

には本紙は電子版にも対応し、即応性の高い情報

発信を行う必要があるとの指摘を受けている。

※日病ニュースの前身である「病院ニュース」は

昭和 49年の全日本病院協会と合同後、両団体

の機関紙を一本化し日病ニュースに改題。病院

ニュースは8月20日・第41号で終わっており、

発行の古い全日本病院ニュースの号数を受け継

いで同時に第三種郵便認可も 45 年 2月 10 日

に変更した。

参考までに、編集計画見直しで定義した日病

ニュースの理念は次のとおりである。

（2）日病ニュースの理念

日病の理念や活動方針に基づき、その活動状況

や取り組み、医療政策の方向性や対応などを会員

や医療界、行政等に広く迅速に伝達し、日病の役

割実績と行動実績をアピールしていく。原則と

して、月 2回の発行とし、常任理事会、理事会、

各種委員会の討議決定内容や医療界の最新の話

題、論説・解説、さらには一般投稿なども加え、

会員に開かれた、親しみやすい情報伝達のための

新聞とする。そのためには迅速性、正確性、普遍

性を旨とし、内容ある取材・作成、読みやすい紙

面構成を目指していく。
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要望・提言

病院がより質の高い医療提供できるよ

うな税制や財源確保が実現できるよう、

継続して民主党税制調査会、自民党政務

調査会、公明党政務調査会等へ要望活動

を実施している。

その他、診療報酬の算定要件につい

て、医療現場の実情により即したもの

となるよう、日本病院団体協議会を

経由し厚労省保険局等への要望活動も

行っている。

（平成 13～ 22年度 2月分まで）

平成 22年度 日病 3件、日病協 6件、四病協 16件

　　 21 年度 日病 5件、日病協 5件、四病協 16件

　　 20 年度 日病 6件、日病協 5件、四病協 14件

　　 19 年度 日病 7件、日病協 6件、四病協 11件

　　 18 年度 日病 9件、日病協 6件、四病協 10件

　　 17 年度 日病 3件、四病協 11件

　　 16 年度 日病 8件、四病協 10件

　　 15 年度 日病 3件、四病協 9件

　　 14 年度 日病 8件、四病協 15件

　　 13 年度 日病 4件、四病協 10件
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関係省庁・関係団体への委員派遣

日病は厚生行政その他の関係機関と連携を図

り、制度の立案に対する献策等を積極的に行い、

国民医療の健全な進展と制度の改革・実践に努め

ている。

当会参画の各種検討会等派遣一覧
（平成 23年 3月末日現在）

（派遣先機関） （派遣内容） （派遣者氏名）

厚生労働省

社会保障審議会（医療分科会） 堺　常雄

レセプトオンライン請求検討委員会委員 梶原　優

保健医療情報標準化会議構成員 大道道大

社会保障審議会（医療部会） 相澤孝夫

治験拠点病院活性化事業　医療機関評価会議 末永裕之

看護教育の内容と方法に関する検討会 末永裕之

がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会 宮﨑瑞穗

医療機器の流通改善に関する懇談会委員 﨑原　宏

厚生労働省医政局開発振興課 医薬食品局審査管理課 治験のあり方に関する懇談会 岡　裕爾

厚生労働省

再生医療における制度的枠組みに関する検討会 木村壯介

医薬品・医療機器情報配信サービス活用のための意見交換会 高橋正彦

審査支払機関の在り方に関する検討会 齊藤壽一

医療計画の見直しに関する検討会 末永裕之

消防庁 予防行政のあり方に関する検討会 高橋正彦

日本医師会

国民医療推進協議会理事 堺　常雄

病院委員会 末永裕之

医業税制検討委員会 梶原　優

社会保険診療報酬検討委員会 相澤孝夫

外科系学会社会保険連合

手術委員会 松本純夫

処置委員会 富田博樹

実務委員会 梶原　優

検査委員会 宮﨑瑞穗

麻酔委員会 工藤一大

内科系学会社会保険連合 代表 齊藤壽一

全国公私病院連盟 顧問 堺　常雄

日本医療法人協会 特別顧問 堺　常雄
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（派遣先機関） （派遣内容） （派遣者氏名）

医療関連サービス振興会

評議員 中井　修

倫理綱領委員会／運営委員会 松本純夫

開発委員会 中井　修

理事 相澤孝夫

評価認定制度委員会／在宅酸素部会／医療機器部会 高橋正彦

評価認定制度委員会／寝具類洗濯部会／患者給食部会／
院内清掃部会／医療用ガス部会 渡邊史朗

院内検体検査業務に係る検討会 武田隆久

医療情報システム開発センター

監事 高橋正彦

ISO／TC215 国内対策委員会 大道道大

評議員 宮﨑瑞穗

日本医業経営コンサルタント協会 理事／認定審査会 梶原　優

日本医療機能評価機構

理事 堺　常雄

評議員 今泉暢登志

研修委員会 中村博彦

EBM医療情報事業運営委員会 有我由紀夫

評価事業運営委員会委員会 相澤孝夫

医療事故防止事業運営委員会 生野弘道

企画調整委員会 中井　修

チーム医療推進協議会 オブザーバー 末永裕之

医学中央雑誌刊行会 理事 今泉暢登志

医療 IT 推進協議会 企画委員 大道道大

医療機器センター 理事 大道道大

医療経済研究・社会保険福祉協会 評議員 相澤孝夫

医療研修推進財団 理事 堺　常雄

健康保険組合連合会 「ぽすぴたる！」実行委員会 梶原　優

公衆衛生振興会 理事 今泉暢登志

国際医療技術交流財団 理事 堺　常雄

社会保険診療報酬支払基金 診療報酬情報マスター検討会 大道道大

新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO技術委員 梶原　優

全国社会保険協会連合会 社会保険病院運営審議会 山本修三

日本メディカル給食協会 患者給食受託責任者資格認定委員会 﨑原　宏

日本医師会治験促進センター 治験等適正化作業班 岡　裕爾

日本医薬情報センター 評議員 堺　常雄

日本医療保険事務協会 理事 相澤孝夫

日本救急医療財団 理事 高橋正彦
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（派遣先機関） （派遣内容） （派遣者氏名）

日本経営協会

顧問会議 今泉暢登志

評議員 高橋正彦

ホスピタルショウ委員会 高橋正彦

保健・医療・福祉部会 大道道大

医療情報部会 相澤孝夫

日本災害医療支援機構 理事 末永裕之

日本防災士機構 評議員 今泉暢登志

日本防災情報機構 評議員 末永裕之

日本臨床衛生検査技師会 日臨技認定センター中央委員会 相澤孝夫

日露医学医療交流財団 理事 堺　常雄

NPO法人卒後臨床研修評価機構 理事 堺　常雄

千葉県 認知症対策推進協議会 梶原　優

日本医学会 日本専門医制審議会 堺　常雄

株式会社三菱総合研究所 ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会 今泉暢登志

株式会社日本医療企画 医療経営白書 2010 年度版編集委員 堺　常雄

IFHE 国際病院設備学会 諮問委員会 堺　常雄

日本専門医制評価・認定機構 第三者機関検討委員会 岡留健一郎

医療とニューメディアを考える会 世話人 大道道大

医療再生フォーラム 21 世話人 堺　常雄

医療情報安全管理監査人協会 理事 大道道大

◎日病協関連派遣

（派遣先機関） （派遣内容） （派遣者氏名）

日本医療機能評価機構 産科医療補償制度運営委員会 大井利夫

◎四病協関連派遣

（派遣先機関） （派遣内容） （派遣者氏名）

厚生労働省
臨床研究基盤整備研究の事前評価委員会 高橋正彦

医療情報の提供のあり方等に関する検討会 大井利夫

医療情報システム開発センター
理事 大道道大

プライバシーマーク審査委員会 大道道大

日本医療機能評価機構 認定病院患者安全推進協議会・幹事会 末永裕之
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日本病院会政治連盟

日本病院会政治連盟は、昭和 51年 9月 4日に

阿久津慎氏を委員長として組織され、51 年 11

月 5 日に自治省に政治資金規正法に基づく政治

団体として届出を行った。

昭和 49 年 10 月、日本病院協会は全日本病院

協会と合同したことを機に、新たに日病として社

団法人の認可申請をしていたが、認可取得は難航

し、重大な危機感を持っていた。そこで当面の活

動目標を社団法人の認可取得に置き活動した結

果、51年12月4日に社団法人日病は認可された。

昭和 55年 9月、北野早苗理事長（富士見産婦

人科病院）が、日病と日病政連の名前で複数の政

治家に政治献金をしていたとのマスコミ報道があ

り、大きく波紋が広がったが、当連盟としてこの

ような事実はなかったことが判明した。この反省

として、政治連盟専任事務担当者の不在や会則の

不備が取り上げられ、55 年 10 月に会則が変更

され、その後再整備を行い、57年 6月 1日に新

たに会則が施行された。この会則では目的として、

第 3条に「本会は「日本病院会」の目的を達成

するために必要な政治活動を行う。」と定め、日

病と表裏一体であることを明記した。活動内容と

しては、①本会に加盟する全国各地の病院による

提案を通じて、「病院」のかかえる諸問題を解決

する。②国民の医療福祉を発展させるに必要な政

治的土壌を育成する。③その他、目的達成に必要

な活動をする、としている。

昭和 60 年 10 月、小沢辰男氏（衆議院議員）

を世話人とする「日病顧問議員団」を発足させ、

活発な活動を実施していたが、平成 5年 7月の

総選挙において、自民党の分裂や過半数割れが起

き、さらに、6年 6月、自民党、社会党、さきが

け3党からなる連立政権、村山内閣の誕生により、

顧問議員団としての機能は無くなり、個々の議員

を支援する形に変化した。

平成 12年 5月、当連盟委員長に藤澤正清副会

長が選出され、日病ニュース第 608 号で日病政

連特集を付録ページに掲載し、「日病の政治力を

発揮し我々の病院を守ろう !!」を連盟の方針と定

め、藤澤正清委員長の論文も掲げた。13 年 6月

11 日に藤澤委員長が急逝し、前委員長の中山耕

作氏が委員長に復帰した。14 年度以降は、各政

党への「税制改正要望」や、「概算要求ヒヤリング」

に対し、日病とともに消費税問題、事業税問題、

混合診療問題等について、病院医療の現状報告

と共に説明し、理解を求めた。また、15 年 8月

27 日の連盟常任幹事会においては、衆院選に対

する当連盟の方針が検討され、「連盟の推薦候補

者は与野党にかかわらず病院医療に理解のある人

物本位とする」ことが決定され、16年 4月から

の武田隆男委員長、19年 4月からの佐藤眞杉委

員長、そして現在の梶原優委員長まで、この方針

は当連盟の方針として脈々と引き継がれている。

平成 22 年 4 月の診療報酬改定は、10 年振り

のプラス改定（ネット 0.19％、医科本体プラス

1.74％）となった。当連盟は、22 年度政府予算

編成期である 21 年 11 月から 12 月にかけ、自

見庄三郎議員（与党国民新党幹事長）を始めとし

て与野党国会議員に対し、プラス改定の実現に向

けて鋭意要望行動を展開した。

平成 22 年 7 月 11 日に施行された第 22 回参

議院議員選挙においては、史上初めて「病院代表」

として日本病院会政治連盟、全日本病院政治連盟、

日本医療法人連盟、日本慢性期医療協会と日本医

師連盟との統一候補として、民主党公認比例区候

補者に安藤高朗氏（医療法人社団永生会理事長）

を擁立し、「医療現場の叫びを国政に」を合い言

葉に短期間に集中的な選挙活動を実施した。当

連盟は、梶原優委員長陣頭指揮のもと、公示日 6

月 24 日から投票前日 7月 10 日迄の選挙運動期

間中、役職員一丸となって選挙事務所における活

動を中心に、果敢に運動を展開した。開票の結果、

得票数 7万 1346 票、民主党比例区候補者 45人

中 18 位、民主党比例配分議席数は 16 議席に止



136

活
動

【衆・参議院選挙における候補者推薦状況】

衆議院　第 42回　平成 12年 6月 12日施行　推薦 20人 当選 17人

衆議院　第 43回　平成 15年 11月 9日施行　推薦 27人 当選 23人

衆議院　第 44回　平成 17年 9月 11日施行　推薦 26人 当選 24人

衆議院　第 45回　平成 21年 8月 30日施行　推薦 37人 当選 18人

参議院　第 19回　平成 13年 7月 29日施行　推薦   8 人 当選   7 人

参議院　第 20回　平成 16年 7月 11日施行　推薦   2 人 当選   2 人

参議院　第 21回　平成 19年 7月 29日施行　推薦   9 人 当選   3 人

参議院　第 22回　平成 22年 7月 11日施行　推薦   8 人 当選   4 人

【歴代委員長】

藤澤正清 平成 12年 5月11日～ 13年 6月 11日

中山耕作 平成 13年 6月12日～ 16年 3月 31日

武田隆男 平成 16年 4月 1 日～ 19年 3月 31日

佐藤眞杉 平成 19年 4月 1 日～ 22年 3月 31日

梶原　優 平成 22年 4月 1 日～現在

まり、惜しくも議席獲得には至らなかった。同年

6月に発足した菅直人首相の消費税発言等による

民主党への逆風、安藤候補の選挙戦に関する準備

不足、安藤たかお（民主）、西島英利（自民）、清

水鴻一郎（みんな）の医師 3氏立候補による票割

れ等が大きく原因したものと考えられ、今後の病

院団体の政治活動に関して貴重な経験となった。

日本病院共済会

1. 設立の経緯

日本病院協会は、病院医療の質と機能の向上や、

病院経営の健全化などを目的にする社団法人とし

て多くの学会や研究会を主催し、その成果を出版

部を設け、病院図書の編集出版・発刊および販売

し収益を上げ、特別会計を設け経理処理、次回の

出版に資するため積み立てを行っていた。

しかし、麹町税務署は、昭和 45 年 12 月日本

病院協会に対して、研究会の開催、図書の発刊・

販売等によって収益を上げ、その資金を積み立て

ることは、公益法人としての本来の公益事業の目

的を超えている。事業を見直し公益法人本来の事

業に戻すようにとの税務指導を受けた。

更に翌年12月にも同様の税務指導を受けたが、

図書の発行・販売は日本病院協会の主要事業であ

り中止することはできないことから、出版事業を

別の機関にすることが検討された。

丁度その頃、病院の医療事故に伴う賠償問題

が多く取り上げられてきたこと、同時に日本病

院協会の事務管理部会を中心に病院火災発生時

に際しての賠償保険を扱ってほしいと要望も出

されました。

こうした経緯を踏まえて出版事業と併せて保険
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代理店としての機能を併せ持つ株式会社を設立す

ることが、昭和 49年 5月の常務理事会において

承認された。

この為、新たに設立される株式会社は、日本病

院協会の主要事業の一端を担う団体として表裏一

体として活動することとし、昭和49年6月10日、

日本病院協会の営業活動を担当する企業として併

せて、日本病院協会会員病院の運営を支援するた

め、株式会社日本病院共済会を設立、代表取締役

は、東陽一氏、資本金 100 万円、日本病院協会

の役員より株主を募り 20人を株主とし、事務局

職員についても同協会から出向し、東京都千代田

区弐番町、番町共済会館内の日本病院協会事務所

の一隅で営業を開始した。

2. 創立 30 周年記念

創立時の事業は、昭和 50年 5月に開催された

第 1期定時株主総会では、病院火災賠償責任保

険を中心に、売上高 287 万円、経常利益 65 万

円との営業報告がなされたが、その後資本金の増

額、業務の拡大を図りながら、更にはそれに伴い

事務所の移転も行われ、順調な運営がなされ、平

成 16年 6月創立 30周年を迎えた。

記念式典が平成 17 年 4月 23 日、第 8代中山

耕作代表取締役社長のもと都市センターホテルに

て盛大に執り行われた。

式典は、中山耕作代表取締役（当時）の挨拶、

山本修三日病会長（当時）、平野浩志株式会社損

保ジャパン代表取締役からの祝辞、続いて梶原取

締役他 5人の永年表彰、祝電披露が行われた。

引き続き、30周年記念祝賀会に入り 150 人に

およぶ病院会関係者、賛助会員の出席を頂き終始

和やかな雰囲気うちに終了した。

また、創立 30周年記念事業として、記念誌「創

立 30年のあゆみ」の作成、もう 1つは、近年に

おける医療の安全に対する国民の関心が高まりを

背景に厚生省が「医療事故報告制度」を創設した

こともあり、会員病院の医療安全管理活動を支援

するため「医療安全管理ハンドブック」を損保ジャ

パンの協力を得て作成、それぞれ全国の会員病院

宛配布された。

3. 中山耕作代表取締役の永眠

中山耕作代表取締役は、平成 15年 5月より第

8代の代表取締役に就任、就任中は、創立 30周

年記念事業を成功させるなど多くの功績を残され

たが、19年 4月 4日永眠された。

生前に多くの功績を残されたことと温厚篤実な

お人柄から多くの関係者の要請により「お別れの

会」が同年 7月 8日午後、東京・品川グランド

ホテル新高輪「飛天」において聖隷浜松病院、日

病および日本病院共済会の合同により関係者約

300 人が参列し、堺常雄実行委員長（聖隷浜松

病院長）の挨拶、山本修三副実行委員長（日病会

長）とともに大道學日本病院共済会代表取締役社

長が友人代表としてお別れの言葉を述べられ厳粛

な中執り行われた。

4. その後の活動状況

（1）代表取締役の交代

中山耕作代表取締役の後任として、平成 19年

4月 20 日臨時の取締役会において第 9代代表取

締役として大道學が就任、その後、日病山本修

三会長が 2期 6年の任期を終了したことに伴い、

大道學代表取締役は、代表取締役を山本修三前日

病会長にバトンを渡したいとの強い意志のもとに

勇退、22 年 5 月の取締役会において第 10 代代

表取締役に山本修三氏が就任、新たな発展に向け

取り組みを開始したところである。

（2）営業活動

①日本病院共済会の事業については、昭和 49年

の発足時に比べ変化し、多岐に渡ってきた。保

険代理店事業としては、火災賠償保険のほか、

病院賠償責任保険を始め勤務医師賠償責任保

険、看護職者賠償責任保険等病院運営に必要な

リスク対策の損害保険制度が導入された。

②出版事業においては、平成 16年 4月より日病

の診療情報管理課程通信教育用テキストの販売
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を開始、20 年 4月より実施の特定検診、保健

指導において受診者「情報提供」として使用す

る「特定検診パンフレット」（11種類）制作・

販売および特定保健指導 DVDの制作販売など

がある。

 　なお、日病雑誌に掲載された星和夫先生の『医

学史の旅―イタリア・マルタ』編を平成 21年

3月発刊、続いて『医学史の旅―ギリシャ・エー

ゲ海の島々』編を発刊をいたしましたが、更に、

今年は、『医学史の旅―トルコ』編の発刊を予

定している。

③日病からの要請もあり平成 19年 3月「労働者

派遣事業」の許可を取得、多いときには、7人

の職員を派遣していたが、日病の雇用形態の変

更に伴い現在は、中止となっている。

④近年の医療従事者の確保不足、とりわけ医師確

保がますます困難となってきたことにより、会

員病院の支援の一環として医師確保に乗り出す

ことになり、平成 21年 3月「有料職業紹介事

業」の認可を取得、事業を開始したが、就職を

希望する医師の募集は中々困難を極め未だに成

約に至っていない。

（3）経営状況

☆平成23年度運営状況および 22年度経営状況

①運営状況

　（a）事業

保険代理店事業、書籍出版・販売事業、

労働者派遣事業、有料職業紹介事業、

IT 関連事業、特定検診・保健指導用

パンフレットとDVD、各種斡旋事業

　（b）資本金：1,000 万円

発行株数：2万株

株主：20人

　（c）役員（13人）

代表取締役：山本修三

取締役（10人）：

大道學、北条慶一、梶原優、大井利夫、

武田隆男、奈良昌治、秋山洋、柏戸正

英、山口和英、小川幸洋

監査役（2人）：笠岡千孝、廣田耕三

　（d）事務所

東京都千代田区一番町 13番地

一番町法眼坂ビル 5 階

②賃借対照表（平成 22年度）

資産の部 負債・純資産の部

流動資産 146,017 流動負債 19,730

固定資産 251,046 固定負債 70

負債合計 19,800

株主資本 377,263

　（資本金） 10,000

純資産合計 377,263

資産合計 397,063 負債・純資産合計 397,063

③経営状況（平成 22年度損益計算書）

科目 金額（千円）

売上高 290,503

売上原価 86,752

売上総利益金額 203,750

販売費・一般管理費 150,912

営業利益金額 52,838

営業外収益 5,068

営業外費用 851

経常利益金額 57,055

特別利益 201

特別損失 4,363

税引前当期利益金額 52,893

当期純利益金額 30,893
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5. 東日本大震災について

平成 23 年３月 11 日（金）午後２時 46 分に

宮城県三陸沖を震源としマグニチュード 9.0 の大

地震（東日本大震災）が発生した。堺会長は、夕

刻には、職員を招集し、日本病院会事務局内に災

害対策本部を設置した。自らが本部長となり、指

揮をとり、聖隷浜松病院内にもサブを設置した。

同日には、堺本部長から役員の安否確認、被災地

（青森、岩手、宮城、福島、茨城各県）における

会員施設の被害状況への情報収集を行う指示があ

り、災害対策本部事務局は被災地への被害状況、

被災地を除いた会員各位に対し、人的、物品、患

者受入れ等の被災地支援に関する情報収集を行っ

た。会員各位から届いた協力支援内容については、

速やかに本会のホームページへ掲載し震災情報を

公開した。

日本病院会では、３月 16日に被災地支援の一

環として義援金口座を開設し、会員各位への協力

要請を呼びかけるとともに、医療材料（真空採血

菅）の供給不足を懸念し、厚労省への在庫確認、

ガイガーカウンターの提供情報収集等を行う一

方、海外には、IHF（国際病院連盟）、AHF（アジ

ア病院連盟）、アメリカ病院協会等に対し災害支

援を呼びかけた。

さらには、四病院団体協議会を通じて各団体の

災害対策本部の情報一元化の提案などを行い、独

立行政法人福祉医療機構から「東北地方太平洋沖

地震にかかる災害復旧資金の概要（医療貸付）」

援助策が出されたが、更なる条件についての要望

を細川律夫厚労相（当時）へ行った。

また、17 日には、民主党から本会に「被災者

健康対策チーム」への参画呼びかけ（日本医師会、

全国医学部長病院長会議、日本病院会、全日本病

院協会）があり、堺会長は、参画を了承し、梶原

副会長を構成員に選任し初回の会議に望んだ。被

災者健康対策チームの会議は３月中に７回開催さ

れた。梶原副会長から堺本部長に逐一報告され、

会としての支援協力体制を講じた。

また、21 日に被災地の会員から被災により診

療記録が流失した場合の対応相談が災害対策本部

に入り、堺本部長は、被災した診療記録の扱いに

関し厚労省医政局に対し見解の申し入れを行い、

31日には、厚労省（医政局、医薬食品局、保険局）

から「文書保存に係る取扱い（医療分野）」とし

て震災により診療録等を滅失した場合の取扱い等

についての通知が各都道府県に出された。

さらには、福島県檜枝岐村の避難所への医療ス

タッフ派遣（神奈川県・相模原協同病院）活動、

被災病院からの患者受入れ等、支援活動を積極的

に行った。

宮城県保健福祉部医療整備課との支援打合せ 石巻赤十字病院  飯沼院長から被災状況の説明を受ける災
害対策特別委員会  塩谷委員長ほか
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国際モダンホスピタルショウ

2002 年（平成 22 年）第 37 回開催

を終えた本展示会は回を重ねるごとに展

示品質の向上が話題となり、各方面から

高い評価を受けている。

過去 10年の出展社、来訪者、展示面

積の推移は以下のとおり。
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医療従事者無料職業紹介事業

日本病院会では、昭和54年10月 25日に医師、

看護師等を中心に無料による求人・紹介を行う「医

療従業員無料職業紹介所」を開設し、厚生省の認

可を得、会員サービス事業を行ってきた。平成に

入ると有料による職業紹介が主流となり、本会へ

の登録（求人・求職）が減少した。対応策として、

平成 16年にインターネット（ホームページ）を

利用し求人情報に努めたが、求職の問合せが皆無

であり、マッチングができない状態が長期間続い

た。約 30年間以上、無料による職業紹介事業を

行ってきたが、やむを得ず、21 年 4 月 28 日に

東京労働局に廃止手続きを行った。

病院勤務医勤務環境改善事業

平成 20年 5月、厚労省医政局より依頼を受け、

産科と小児科の病院勤務医の過重労働が改善され

るような取組を推進するため、調査を行い集計お

よび検証を実施する事業を受託した。受託事業費

は 5,575 万 2,000 円であった。

事業の目的を遂行するため、調査方法を決め

る「検討委員会」と集計と分析を行う「評価委

員会」を組織した。両委員会とも委員長には武

林亨（慶應義塾大学医学部教授）、副委員長には

池澤康郎（日本病院会副会長・当時）を選任し、

学識的な見解と医療現場の意見を融合する形で

取り組んだ。

調査方法は、主要都市で説明会を本事業の説明

会を開催し、趣旨に賛同いただいた会員 31病院

167 人の医師と 953 人の看護師、事務員の協力

を得て、病院内での医師の行動を 1分単位で記

録し勤務時間と業務内容を詳細に記録するもの。

これら 167 人分の収集データを検証し、平成

21年 3月に医師の業務分担の見直しや医師事務

作業補助者の活用。また、医師の交替勤務制を導

入することが過重労働を解消する環境改善につな

がるとの報告書をまとめた。

検討委員会、評価委員会　委員名簿

委 員 長 武林　亨 慶應義塾大学医学部
教授

副委員長 池澤康郎 日本病院会副会長

委 員 種田憲一郎
国立保健医療科学院
政策科学部
安全科学室長

委 員 原　義人 日本病院会理事

委 員 中　佳一 日本病院会理事

＊役職は平成 20年当時

実施説明会

日　時 場　所 参加数

平成 20年 9 月 23日 東京 27施設

　　 20年 10月 22日 大阪 12施設

　　 20年 10月 27日 名古屋 13施設

　　 20年 10月 31日 福岡 11施設

新公益法人制度への移行

平成 20 年 12 月 1日から新しい公益法人制度

が施行され、民法第 34条による社団法人であっ

た本会は特例民法法人となり、25年 11 月 30 日

までに公益社団法人、または一般社団法人のいず

れかに移行しないと解散とされることになった。

公益社団法人は特例公益増進法人に該当し、寄付

や税制面での優遇があるが、公益目的事業比率が

50％以上で、それぞれの公益事業ごとに収支相

償等の条件があり、公益認定等委員会に申請し認

定を受ける必要がある。また、毎年、その条件を

満たしているかの確認を受け、満たしてない場合

は認定取り消しとなる。一方、一般社団法人は、

税制面の優遇は少ないが、公益目的支出計画の確
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そ
の
他

実な実施があれば、公益事業はもとより総意工夫

による柔軟な事業展開ができるとされており、本

会はどちらの法人を目指すか検討の必要が生じ

た。そこで 20 年 8 月に池澤康郎副会長（当時）

を委員長とした「公益法人制度見直しに係るプロ

ジェクト委員会」が設立された。

平成 20 年 8 月 6 日の第 1 回から 21 年 5 月

14 日まで計 6回の委員会が開催され、①新公益

法人制度の内容把握、②本会実施事業と公益目的

事業を摺り合わせ、③ 19年度収支実績をベース

にした「公益目的事業会計」、「収益事業会計」、

および法人の経費等の「法人会計」の 3区分に

よる損益状況の検討、④ 20年 3月実績による「公

益社団法人」、または「一般社団法人」へ移行し

た場合の税負担の想定比較、⑤定款等のガバナン

スの検討を行った。

その結果、本会の事業は他の病院団体に比較

し、多岐にわたっており、全事業の 50％以上が

公益目的事業であるとして認定を得るのは難しい

こと、税制については通信教育事業が「教育」の

ため現在でも非課税扱いであることから一般社団

法人を選択した場合の税の増加は現在の一割程度

と見込まれること、公益社団法人の場合は制約が

多く、柔軟な法人運営ができなくなること等によ

り、一般社団法人を目指すことが望ましいとの結

論を得て委員会は解散した。

その後平成 22年 4月の役員改選により堺常雄

会長による新執行部となり、本会の会計システム

を 21年度から新公益法人システムに改めたこと

から、新システムによる 21年度収支決算書に基

づき、再度上記③による 3区分の損益状況の試

算を行った。その結果からも本会としては一般社

団法人を目指すことが再確認され、22 年 10 月

25 日の常任理事会において協議した結果、一般

社団法人移行で進めることが合意され、23 年 1

月 11 日の理事会を経て、3月 26 日の総会で機

関決定した。

平成 23年 5月 27日の総会において定款の変

更（案）の承認が得られたので、速やかに移行申

請書の作成を行い、23年 10月 7日に内閣府に申

請を行なった。なお、情報によると申請から移行

登記まで約 4カ月とされているので、23年度中

に新法人への移行認可が承認される予定である。



年　表
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年月日 日病事項 関連事項 社会情勢

昭和26年
4 月 3日 日本病院協会設立準備会（順天堂大学）

4月 5日 医法協設立

5月 12日 定款起草委員会

6月 24日 日本病院協会設立総会で上條秀介氏が会長に就任
（初代）

6月 25日 第 1回日本病院学会（病院管理研究所）

7月 3日 橋本龍俉氏、厚生大臣に就任 第 3次吉田茂内閣

9月 8日 日米安全保障条約締結

昭和 27年
1 月 18日 吉田惠一氏、厚生大臣に就任、

吉田茂氏、労働大臣兼任
吉田茂内閣

5月 6日 社団法人の許可

7月 7日 看護専門委員会、健康保険専門委員会（委員会の
創設）

7月 19日 ヘルシンキオリンピック開幕

10月 30日 山県勝見氏、厚生大臣に就任 第 4次吉田茂内閣

昭和 28年
2 月 1日 NHKテレビ放送開始

5月 21日 山県勝見氏、厚生大臣に就任 第 5次吉田茂内閣

11月 27日 原価計算委員会を設置

昭和 29年
1 月 9日 草場隆圓氏、厚生大臣に就任 第 5次吉田茂内閣

3月 1日 第五福竜丸被爆

7月 1日 定款一部改訂（特定団体からの加入制度を設ける）

7月 29日 診療報酬改正全国病院実行委員会結成

12月 10日 鶴見祐輔氏、厚生大臣に就任 第 1次鳩山一郎内閣

昭和 30年
1 月 1日 トヨタ「クラウン」発売

3月 15日 会誌を「病院綜合通信」と改題 第 2次鳩山一郎内閣

3月 18日 川崎秀二氏、厚生大臣に就任

10月 2日 神崎三益氏、日医常務理事に推される、中医協委
員任命

11月 12日 小林英三氏、厚生大臣に就任 第 3次鳩山一郎内閣

昭和 31年
4 月 2日 神崎三益氏、中医協委員に再任

4月 18日 国内初の人工心肺を用いた
開心術成功

5月 19日 上條秀介会長がご逝去

6月 16日 橋本寛敏氏が会長に就任（第 2代）

7月 2日 国際病院連盟に加入

12月 24日 神田博氏、厚生大臣に就任 石橋湛山内閣

昭和 32年
1 月 11日 雑誌「病院」が日本病院協会の機関誌となる 第 1次岸信介内閣

7月 11日 堀木謙三氏、厚生大臣に就任

10月 4日 人工衛星スプートニク 1号
打ち上げ成功

10月 18日 神崎三益副会長、中医協委員の辞表提出

10月 21日 堀木厚生大臣、神崎氏の辞表返却

年　　表
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年月日 日病事項 関連事項 社会情勢

昭和33年
5 月 14日 診療管理部会開催（聖路加国際病院・研究部会の

創設）

6月 12日 橋本龍俉氏、厚生大臣に就任 第 2次岸信介内閣

6月 3日 甲表乙表告示／ 10月 1日実施

10月 14日 東京タワー竣工

昭和 34年
1 月 1日 キューバ革命

1月 12日 坂田道太氏、厚生大臣に就任

4月 1日 短期人間ドック事業を健保連と契約

6月 6日 多賀一郎常務理事が中医協委員に任命

6月 18日 渡辺良夫氏、厚生大臣に就任

8月 15日 会誌を「日本病院協会会報」と改題

8月 22日 第 1回短期人間ドック研究会・講習会を開催（聖
路加国際病院）

昭和 35年
5 月 27日 創立 10年記念式典（日本工業倶楽部）

7月 19日 中山マサ氏、厚生大臣に就任 第 1次池田勇人内閣

8月 25日 ローマオリンピック開幕

12月 1日 古井喜実氏、厚生大臣に就任 第 2次池田勇人内閣

昭和 36年
6 月 18日 灘尾弘吉氏、厚生大臣に就任 第 2次池田勇人内閣

6月 27日 橋本寛敏会長が再任

6月 28日 多賀一郎常務理事が中医協委員に再任

10月 2日 柏戸・大鵬横綱に昇進

10月 26日 第 1回病院視察研究会を開催（東京、神奈川、静岡）

昭和 37年
2 月 1日 東京都、世界初の 1,000 万

都市に

3月 15日 健保連との妊婦ドック実施協定を調印

3月 27日 「病院看護の諸問題」を出版

4月 16日 全自病協発足

7月 18日 西村英一氏、厚生大臣に就任 第 2次池田勇人内閣

昭和 38年
7 月 18日 小林武治氏、厚生大臣に就任

11月 22日 ケネディ大統領暗殺

12月 9日 第 3次池田勇人内閣

昭和 39年
4 月 24日 定期総会を実施し、全国公私病院連盟を承認

7月 11日 全国公私病院連盟設立総会

7月 18日 神田博氏、厚生大臣に就任 第 1次佐藤榮作内閣

10月 10日 東京オリンピック開幕

昭和 40年
3 月 2日 看護管理部会の発足（3月病院管理総合部会を設置）

6月 3日 鈴木善幸氏、厚生大臣に就任

10月 2日 朝永振一郎氏、ノーベル賞
受賞

昭和 41年
1 月 1日 日本病院協会会報を「日本病院協会雑誌」と改題

3月 31日 日本総人口 1億人突破

12月 3日 坊秀男氏、厚生大臣に就任 第 1次佐藤榮作内閣
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年月日 日病事項 関連事項 社会情勢

昭和42年
8 月 3日 番町共済会館に移転

11月 25日 園田直氏、厚生大臣に就任 第 2次佐藤榮作内閣

12月 3日 南アで世界初の心臓移植手
術実施

昭和 43年
3 月 29日 橋本寛敏会長が再任

4月 18日 霞ヶ関ビル竣工

11月 30日 斉藤昇氏、厚生大臣に就任 第 2次佐藤榮作内閣

昭和 44年
7 月 20日 アポロ 11号月面着陸

9月 4日 第 1回病院長セミナーを 2班に分け開催

昭和 45年
1 月 14日 内田常雄氏、厚生大臣に就任 第 3次佐藤榮作内閣

3月 14日 大阪万博開幕

3月 24日 神崎三益氏、会長に就任（第 3代）

5月 27日 創立 20年式典（東京ヒルトンホテル）

昭和 46年
4 月 2日 「病院ニュース」発刊

8月 15日 ニクソン・ショック

9月 26日 アジア病院連盟発足

昭和 47年
4 月 24日 日本病院協会、全日病合同趣意書発表

5月 15日 沖縄返還

7月 7日 塩見俊二氏、厚生大臣に就任 第 1次田中角榮内閣

7月 29日 診療録管理通信教育事業を開始

12月 22日 斉藤邦吉氏、厚生大臣に就任 第 2次田中角榮内閣

昭和 48年
1 月 20日 日本病院協会、全日病 第 1回定款改正委員会

10月 17日 第四次中東戦争勃発 オイル
ショック

昭和 49年
3 月 28日 東陽一氏、会長に就任（第 4代）

5月 22日 第 1回ホスピタルショウを東京・晴海で開催

6月 10日 日本病院共済会が設立

10月 5日 新協会設立発起人会を開催

10月 8日 佐藤榮作元首相、ノーベル
平和賞受賞

10月 18日 日本病院会発会式（横浜・県立音楽堂）

11月 11日 福永健司氏、厚生大臣に就任 第 2次田中角榮内閣

12月 9日 田中正巳氏、厚生大臣に就任 三木武夫内閣

昭和 50年
3 月 29日 阿久津慎氏、会長に就任（第 5代）

4月 30日 ベトナム戦争終結

5月 20日 診療録管理士協会による第 1回日本診療録管理学
会開催

5月 21日 第 1回日本病院学会開催（東京）
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昭和51年
2 月 6日 ロッキード事件発覚

7月 6日 日病政連設立

8月 15日 早川崇氏、厚生大臣に就任 三木武夫内閣

10月 9日 メディカルクラーク通信教育開講

12月 4日 日病・社団法人認可

12月 24日 渡辺美智雄氏、厚生大臣に就任 福田赳夫内閣

昭和 52年
4 月 1日 学術雑誌「病院学」を発刊

5月 22日 第 20 回国際病院学会開会（ホテルニューオータ
ニ）27日まで

6月 25日 左奈田幸夫、会長に就任（第 6代）

9月 5日 王貞治氏、第一回国民栄誉
賞受賞

11月 28日 小沢辰男氏、厚生大臣に就任 福田赳夫内閣

昭和 53年
5 月 21日 成田国際空港開港

7月 17日 事務長養成通信教育の開講

12月 7日 橋本龍太郎氏、厚生大臣に就任 第 1次大平正芳内閣

昭和 54年
1 月 1日 米中国交樹立

3月 31日 事務所を番町共済会館から麹町パレスに移転

6月 8日 日病和歌山県支部（第 1号）が発足

10月 25日 医療従業員無料職業紹介所を厚生省の認可を得、
開設

11月 8日 野呂恭一氏、厚生大臣に就任 第 2次大平正芳内閣

昭和 55年
4 月 1日 内藤景岳氏、会長に就任（第 7代）

5月 8日 WHO天然痘根絶宣言

6月 8日 病院幹部医会が設立総会（富山市） 伊東正義内閣官房長官が厚生大臣を臨時代理
（6月 12日～7月 17日）

7月 17日 斉藤邦吉氏、厚生大臣に就任 鈴木善幸内閣

9月 19日 園田直氏、厚生大臣に就任 鈴木善幸内閣

12月 1日 「病院倫理綱領」制定

昭和 56年
5 月 18日 村山達雄氏、厚生大臣に就任 鈴木善幸内閣

6月 5日 最初のAIDS 患者発見

10月 13日 日病東京都支部（第 2号）が発足

11月 30日 森下元晴氏、厚生大臣に就任 鈴木善幸内閣

昭和 57年
4 月 1日 500円硬貨発行

4月 3日 「病院診療報酬適正化推進会議」を結成

11月 15日 病院税制・医療法問題懇談会から四病院団体連絡
協議会に名称変更

11月 27日 林義郎氏、厚生大臣に就任 第 1次中曽根康弘内閣

昭和 58年
1 月 12日 医療制度委員会「勤務医師マニュアル」を発刊

4月 1日 諸橋芳夫氏、会長に就任（第 8代）

10月 14日 日本初の体外受精児誕生

12月 27日 渡部恒三氏、厚生大臣に就任 第 2次中曽根康弘内閣
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昭和59年
1 月 25日 日病千葉県支部（第 3号）が発足

5月 29日 創立 33周年記念式典（帝国ホテル）を開催、30年
史刊行

6月 16日 日本病院共済会 10周年記念祝賀会

7月 28日 ロサンゼルスオリンピック
開幕

11月 1日 増岡博之氏、厚生大臣に就任 第 2次中曽根康弘内閣

昭和 60年
4 月 1日 電電公社民営化

7月 1日 高知県支部発足（第 4号）

10月 29日 顧問議員団を小沢辰男氏を世話人代表として発足

11月 30日 国立病院 100カ所が一括入会

12月 28日 今井勇氏、厚生大臣に就任 第 2次中曽根康弘内閣

昭和 61年
3 月 22日 諸橋会長再選

4月 26日 チェルノブイリ原発事故

5月 14日 茨城県支部発足（第 5号）

7月 10日 群馬県支部発足（第 6号）

7月 22日 斉藤十朗氏、厚生大臣就任 第 3次中曽根康弘内閣

11月 18日 ヘルス展（第 1回）開催（五反田・TOC）

11月 25日 愛知県支部発足（第 7号）

昭和 62年
4 月 1日 国鉄民営化

10月 12日 利根川進氏、ノーベル生理
学・医学賞受賞

11月 6日 藤本孝雄氏、厚生大臣に就任 竹下登内閣

11月 28日 理事定数60人から66人、常任理事15人から19人に

昭和 63年
5 月 28 日 代議員会・総会にて会長任期の 2期限度を撤廃

9月 17日 ソウルオリンピック開幕

10月 22日 給食委員会が「栄養管理事故評価表」を作成

12月 27日 四病団が「ミドリ十字事件の処分に対する見解」
を厚労省に提出

小泉純一郎氏、厚生大臣に就任 竹下登内閣

平成 1年
1 月 7日 天皇陛下崩御

1月 8日 昭和から平成と改号

3月 4日 長崎県支部発足（第 8号）

6月 3日 小泉純一郎氏、厚生大臣に再任 宇野宗佑内閣

8月 10日 戸井田三郎氏、厚生大臣に就任 第 1次海部俊樹内閣

平成 2年
2 月 28日 津島雄二氏、厚生大臣に就任 第 2次海部俊樹内閣

7月 7日 山口県支部発足（第 9号）

10月 3日 東西ドイツ統一

12月 29日 下条進一郎氏、厚生大臣に就任 第 2次海部俊樹内閣

平成 3年
5 月 25日 創立 40周年記念式典開催（帝国ホテル）

11月 3日 諸橋芳夫会長が勲一等瑞宝章を受章

11月 5日 山下徳夫氏、厚生大臣に就任 宮澤喜一内閣

12月 1日 医療制度委員会「病院機能標準化マニュアル」を完成

12月 25日 ソビエト連邦崩壊
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平成4年
3 月 28日 諸橋会長再選（第 4期目）

6月 30日 四病団で「病院団体連合（盟）創設」を提唱

7月 1日 山形新幹線開業

12月 12日 丹羽雄哉氏、厚生大臣に就任

平成 5年
4 月 23日 天皇・皇后両陛下初の沖縄

県訪問

7月 18日 大内啓伍氏、厚生大臣に就任 細川護熙内閣

8月 28日 医療制度委員会が「MRSA対策ガイドライン」を答申

9月 15日 全国病院団体連合の設立総会・代表幹事に諸橋会長

平成 6年
4 月 28日 大内啓伍氏、厚生大臣に就任 羽田孜内閣

6月 30日 井出正一氏、厚生大臣に就任 村山富一内閣

9月 4日 関西国際空港開港

10月 4日 1994国際病院連盟汎地域会議（4～8日・横浜）

平成 7年
1 月 17日 阪神・淡路大地震発生

2月 16日 全病団「国民医療を守る全国病院大会」を開催

3月 20日 地下鉄サリン事件発生

3月 25日 諸橋会長再選（第 5期目）

6月 17日 中山副会長が会長代行に任命

8月 8日 森井忠良氏、厚生大臣に就任

平成 8年
1 月 11日 菅直人氏、厚生大臣に就任 第 1次橋本龍太郎内閣

4月 27日 診療録管理士の名称を「診療情報管理士」の改称

7月 5日 世界初のクローン羊誕生

9月 25日 阪神・淡路大震災時の医療・保健活動に対し厚生
大臣から感謝状を受ける

11月 7日 小泉純一郎氏、厚生大臣に就任 第 2次橋本龍太郎内閣

12月 1日 日病のホームページ開設

平成 9年
3 月 22日 教育委員会傘下の18研究会を10研究会に統廃合 秋田新幹線開業

12月 世界初のハイブリッド車ト
ヨタ「プリウス」発売

平成 10年
2 月 7日 長野オリンピック開幕

3月 28日 諸橋会長再選（第 6期目）

6月 12日 北海道ブロック支部発足（第 10号）

7月 30日 宮下創平氏、厚生大臣に就任 小渕恵三内閣

平成 11年
2 月 28日 臓器移植法による脳死臓器

移植実施

3月 6日 福井県支部発足（第 11号）

7月 1日 事務長養成通信教育の名称を「病院経営管理者養
成通信教育」に改称

8月 9日 国旗国歌法成立

9月 3日 熊本県支部発足（第 12号）

9月 11日 中小病院情報交換会（第 1回）が名古屋市で開催

9月 25日 諸橋会長の辞任に伴い中山副会長が会長就任（第9代）

10月 5日 丹羽雄哉氏、厚生大臣に就任 小渕恵三内閣
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平成12年
1 月 19日 諸橋芳夫名誉会長がご逝去

1月 22日 医療保険制度対策特別研究会の DRG／ PPS 調
査結果（中間）対象疾患 183 分類、295 病院 3万
8,752 例を集計分析し、「一律に包括点数を決め
る環境は整っていない」とした

2月 6日 日本初の女性知事誕生（太田
房江大阪知事）

2月 16日 諸橋名誉会長の「お別れ会」を全自病と合同開催
（青山葬儀所）

2月 21日 医療審議会が第四次医療法改正の法律案要綱に関
する諮問案を了承

2月 23日 医療法人関係ヒアリング、四病団で会計準則研究
会の初会合

3月 14日 日医坪井会長が病院 4団体、私立医大協に呼びか
け医療事故防止緊急合同会議を開催

3月 24日 代議員会、総会で平成 11年度事業計画、予算を
承認。全自病協の寺田守会長の参与委嘱を承認、
総会終了後に厚生省健康政策局伊藤雅治局長の特
別講演「21世紀の医療制度の展望」

4月 5日 丹羽雄哉氏、厚生大臣に就任 第 1次森喜朗内閣

4月 6日 「病院倫理綱領見直しの特別委員会」を設置

4月 16日 北海道有珠山噴火（3月 31 日）の現地視察として
中山会長が北海道入り、西村常任理事と共に伊達
日赤、日鋼記念病院での転院患者を激励

4月 22日 第 52回診療情報管理士認定式を実施、200 人を
認定し、通算 2,137 人

4月 27日 春の園遊会に南溢理事が出席

4月 29日 廣田耕三常任理事、勲四等旭日小綬章を受賞

5月 3日 西鉄バスジャック事件発生

5月 11日 日病政連委員長を中山耕作委員長から藤澤正清委
員長に交代

5月 27日 昭和 55年制定の「病院倫理綱領」を時代の変遷
と社会の変化を考慮し見直しするため特別委員会
を 6月に設置することとした

代議員会、総会で平成 11年度事業報告、収支決
算を承認。理事 6人の補選を実施、参与に星北斗
日医常任理事を委嘱承認。総会終了後、厚労省梅
田企画官から、「今回の医療費改定と今後の医療
保険行政」が実施

6月 8日 小渕恵三総理の合同葬儀（内閣・自民党）に中山会
長が出席

6月 15～17日 第 50回日本病院学会（林雅人学会長）が秋田市で
開催

6月 26日 ヒトゲノムドラフト配列解
読終了

7月 4日 厚労省・災害時医療体制の在り方に関する検討会
に土屋常任理事が出席

津島雄二氏、厚生大臣に就任 第 2次森喜朗内閣

7月 6、7日 平成 12年度病院長・幹部職員セミナーを京都市
で開催

7月 12～14日 国際モダンホスピタルショウ 2000 が開催（3日
間 5万 8,900 人の来場）

7月 22日 医療制度委員会（北條委員長）が「21 世紀の国民
医療と病院」の報告書を取りまとめた

7月 28日 日病、全日病、医法協、日精協が病院共通の問題
協議の場として、四病院団体協議会を発足

8月 24、25日 第 41回日本人間ドック学会（藤澤正清学会長）が
福井市で開催

（平成 12年続く）
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平成12年
9 月 1日 勤務医師マニュアルを全面改訂し「勤務医師のた

めに」として発刊

9月 15日 シドニーオリンピック開幕

9月 21、22日 第 26回日本診療録管理学会（熊澤浄一学会長）が
福岡市で開催

9月 30日 病院経営通信教育認定式（第 21回）が開催、認定
者 23人、通算 291人

10月 1～11日 医学の歴史を巡る旅～ギリシャ・エーゲ海～に
18人（藤澤正清団長）参加

白川英樹氏、ノーベル化学
賞受賞

10月17～26日 医療関連サービス振興会の第 10回海外調査視察
（米国）に西村昭男常任理事が団長として実施

11月 16日 国際病院連盟クロル会長が日蘭友好記念事業が大
阪で開催。講演後、大道學、武田隆男両副会長、
秋山洋国際委員長との懇談会を実施

11月 25日 第 53回診療情報管理士認定式を実施、292 人を
認定し、通算 2,429 人

12月 1日 任期満了に伴う役員改選の選挙告示を実施 政府は、「行政改革大綱」を
閣議決定

12月 5日 坂口力氏、厚生大臣に就任 第 2次森喜朗内閣

12月 16日 医療事故対策委員会（川崎委員長）が「医療事故対
策に関する活動状況調査」を調査

平成 13年
1 月 6日 坂口力氏、初代厚生労働大臣に就任 1 府 12 省庁制で中央省庁

再編が実施。厚労省が発足。
社会保障制度審議会は、中
央省庁再編関連法の施行に
より廃止され、その機能を
経済財政諮問会議に移行

1月 20日 諸橋芳夫先生を偲ぶ会が国保旭中央病院で実施

3月 2日 四病協主催の「医療の安全と組織管理・質向上の
努力」を開催

3月 12日 病院における薬剤師の人員配置基準に関する検討
会（第 1回）開催

3月 24日 中山耕作会長、大道學、藤澤正清、奈良昌治、武
田隆男各副会長再選

4月 18日 中医協の総会で星野進保氏が会長に就任

4月 26日 坂口力氏、厚生労働大臣に就任 第 1次小泉内閣

4月 28日 第 54回診療情報管理士認定式を実施、245 人を
認定し、通算 2,674 人

5月 20日 内藤景岳顧問（第 7代会長）がご逝去

5月 25日 創立 50周年記念式典を秋篠宮殿下・同妃殿下の
ご臨席を仰ぎ帝国ホテルで開催

6月 11日 藤澤正清副会長がご逝去

6月 21、22日 第 51回日本病院学会（井出道雄学会長）が福岡市
で開催

7月 11～13日 国際モダンホスピタルショウ 2001が開催

7月 28日 藤澤正清副会長の後任に山本修三常任理事を選出

8月 2、3日 平成 13年度病院長・幹部職員セミナーを開催

8月 24日 「営利法人による病院経営参入について」取りま
とめ

8月 29日 HⅡ Aロケット試験器 1号
機打ち上げ

8月 30、31日 第 42回日本人間ドック学会（西村昭男学会長）が
札幌市で開催

9月 6、7日 第 27回日本診療録管理学会（大道久学会長）が千
葉市で開催

（平成 13年続く）
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平成13年
9 月 11日 アメリカ同時多発テロ発生

9月 20日 経済財政諮問会議に病院団体を代表し、中山会長
が出席

10月 10日 野依良治氏、ノーベル化学
賞受賞

10月 20日 桑名昭治理事がご逝去

10月 29日 厚労省「病院における薬剤師の人員配置基準に関
する検討会」に川合弘毅常任理事が出席

11月 17日 第 55回診療情報管理士認定式を実施、468 人を
認定し、通算 3,142 人

12月 15日 倫理綱領を作成し、会員各位に配布

12月 19日 「特殊法人等整理合理化計
画」を閣議決定

12月 22日 九州南西海域工作船事件発
生

平成 14年
1 月 1日 ユーロ紙幣とユーロ硬貨が

流通開始

2月 9日 中小病院委員会「情報交換会」を広島市で開催 中医協が平成 14年度診療報酬改定を答申

3月 1日 看護婦等の名称を「師」に統一

3月 15日 診療報酬改定説明会（東京会場）を開催

3月 18日 診療報酬改定説明会（神戸会場）を開催

4月 1日 週 5 日制の「ゆとり教育」
スタート

4月 15日 手術に係る必要症例数等施設基準の設定に関して
厚生労働大臣に提出

4月 25日 小野田敏郎顧問ご逝去

4月 27日 第 56回診療情報管理士認定式を実施、336 人を
認定し、通算 3,478 人

5月 25日 平成 13年度退任理事 4人の補選を実施し、末永、
藤森、齊藤、渡部各理事を選任、三宅浩之氏の参
与を委嘱

5月 31日 サッカー日韓ワールドカッ
プ開幕

6月 20、21日 第 52回日本病院学会（秋山洋学会長）を開催

7月 17～19日 国際モダンホスピタルショウ 2002 を開催、テー
マは「新世紀の健康・医療・福祉～安心と信頼を
求めて～」

8月 5日 住民基本台帳ネットワーク
稼働開始

8月 8、9日 平成 14年度病院長・幹部職員セミナーを大阪市
で開催

8月 29、30日 第 43回日本人間ドック学会（宮崎忠昭学会長）が
長野市で開催

9月 19、20日 第 28回日本診療録管理学会（奥村秀弘学会長）が
奈良市で開催、テーマは「良い診療録は良い医療
の証し～医療の信頼性を目指せ～」

9月 28日 第 23 回病院経営管理者認定式で新たに 31 人を
認定し、通算 345人

9月 30日 坂口力氏、厚生労働大臣に就任 第 1次小泉純一郎内閣

10月 8日 小柴昌俊氏、ノーベル物理
学賞受賞

10月 9日 田中耕一氏、ノーベル化学
賞受賞

10月 26日 新たな医師臨床研修の在り方について厚労省に要
望提出

（平成 14年続く）
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平成14年
10 月 29日 日病、全日病、健保連の 3者で「人間ドック意見

交換会」を実施し、基本検査項目、契約料金を検討

11月 2日 竹本吉夫顧問ご逝去

11月 12日 平成 15年度税制改正要望を自由民主党に提出

11月 16日 第 57回診療情報管理士認定式を実施、643 人を
認定し、通算 4,141 人

12月 3日 診療手帳「私のカルテ」を作成し、記者会見、会
員各位へ配布実施

12月 14日 感染症対策委員会による感染管理者（ICS）養成事
業を開始し、第 1回のセミナーを実施

平成 15年
2 月 6日 インフルエンザ流行に伴う診療報酬上の取扱い要

望を厚労省に実施

2月 22日 日病新潟県支部発足（渡部透支部長・第 13号）

3月 19日 アメリカ・イギリスイラク
侵攻開始

4月 25日 診療情報管理士の認定事業を四病協として実施

4月 26日 会員病院への医療情報提供の窓口として「会員向
け医療情報研究センター（仮称）」の設置を理事会
決議

第 58回診療情報管理士認定式を実施、420 人を
認定し、通算 4,541 人

4月 30日 厚労省「医療提供体制の改革のビジョン案」発表

5月 1日 健康増進法施行

5月 9日 小惑星探査機「はやぶさ」
打ち上げ

5月 24日 副会長 4人から 6人枠を承認し総会にて定款改正
を承認、5人の理事補欠選挙を実施

5月 25日 会員向けの医療情報研究センター（仮称）が「日本
病院会インフォメーションセンター」として活動

5月 30日 個人情報保護法公布（一部を
除き公布日施行、全面施行
は平成 17年 4月 1日）

6月 12、13日 第 53回日本病院学会（大道學学会長）が大阪市で
開催、テーマは「道のため、人のため～変わりゆ
く時代を映して～」

7月 16～18日 国際モダンホスピタルショウ 2003 を秋篠宮殿
下、同妃殿下のご臨席を仰ぎ開催、テーマは「21
世紀の健康・医療・福祉～安心と信頼を求めて～」

7月 26日 宮城県北部地震発生

8月 7、8日 平成 15年度の病院長・幹部職員セミナーを開催

8月 15日 平成 16年度税制改正要望を厚労省等へ提出

8月 28、29日 第 44回日本人間ドック学会（武田隆男学会長）が
京都市で開催、テーマは「生命（いのち）のちから
を信じて～活力の再生へ～」

9月 10日 外科系学会社会保険連合への加盟が承認

9月 11、12日 第29回日本診療録管理学会学術大会（瀬戸山元一
学術大会長）が高知市で開催、テーマは「IT医療革
命時代の診療録管理～求められる医療と情報～」

9月 16日 医療機関での保険適用外手術用材料の負担現状を
厚労省保険局に説明実施

9月 22日 坂口力氏、厚生労働大臣に就任 第 1次小泉第 2次改造内閣

9月 27日 第 24回病院経営管理者認定式において新たに39
人を認定し、通算 384人

10月 1日 東海道新幹線「品川駅」開
業

（平成 15年続く）
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平成15年
10 月 2日 伊賀六一元常任理事（日本医療機能評価機構専務

理事）がご逝去

10月 4、5日 医療安全管理者養成課程講習会（第 1クール）が東
京で開催

10月 9日 平成 16年度予算・税制について自由民主党のヒ
アリングに出席

10月10、11日 日病・日本人間ドック学会による「人間ドック・健
診施設機能評価」の初任者研修会を浜松市で開催

11月 15日 第 59回診療情報管理士認定式を実施、828 人を
認定し、通算 5,369 人

11月 19日 財務省の社会保険診療報酬引き下げ方針に対し反
対声明を実施

坂口力氏、厚生労働大臣に再任 第 2次小泉純一郎内閣

11月 27日 平成 16年度税制改正に関し公明党でのヒアリン
グを実施

11月29、30日 四病協の共同事業に移管した ICS 養成のための
「感染管理講習会」を東京で開催

12月 1日 平成 16年 3月末での任期満了に伴う選挙告示を
実施

地上デジタルテレビ放送開
始

12月 25日 「地域医療に関する関係省庁連絡会議」で、医師
数確保対策についてのヒアリングを実施

平成 16年
1 月 19日 自衛隊イラク派遣

1月 26日 役員改選に伴う次期代議員の割当定数を確定

1月 31日 理事定数 66人に対し 70人の立候補の現状報告

3月 1日 製造業への人材派遣が解禁

3月 10日 診療報酬改定説明会（東京会場）を全国公私病院連
盟との共催により実施

3月 11日 診療報酬改定説明会（神戸会場）を実施

3月 27日 総会において平成 16年度事業計画、予算を承認。
次期理事 66人を確定し、会長、副会長 6人、常
任理事 19人を承認 

4 月 1日 新会長に山本修三氏、副会長に武田隆男、奈良昌
治を再任、新規に池澤康郎、川合弘毅、村上信乃、
大井利夫各氏を選任してスタート

診療報酬本体プラスマイナスゼロ、薬価▲ 0.89、
材料▲ 0.16 で実施

日本医師会長に植松治雄氏
が選出

4月 23日 日本診療録管理学会理事長が西村昭男氏から大井
利夫氏に交代

4月 24日 理事会にて、新執行部の 3年間の講堂指標となる
「日病の新体制における活動基本方針」を承認

第 60回診療情報管理士認定式を実施、818 人を
認定し、通算 8,419 人

4月 29日 岸口繁前理事がご逝去

5月 21日 初となる新執行部披露パーティを開催

5月 22日 平成 16年度事業報告、収支決算を承認。新体制
における活動基本方針を提示、顧問、参与、外部
監事、中山耕作前会長の名誉会長推戴、大道學前
副会長の名誉会員を承認

日朝首脳会談開催

5月 26日 四病協研修センターの事務局を日病が引き受け

6月 9日 中医協が 3カ月ぶりに開催

6月 22日 厚労省、医業経営の非営利性等に関する検討会が
「出資額限度法人」の枠組みを示す

6月 23日 四病協総合部会で、日医との医療問題に関する定
例会議を開催することを決定

6月 28日 WHO-FIC（国際疾病分類ファミリー）ICD-10 の
見直し作業のベデルハム・ユースタン氏が来日し
診療情報管理課程通信教育の現状を意見交換

（平成 16年続く）
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平成16年
7 月 2、3日 第 54回日本病院学会（土屋章学会長）が横浜市で

開催、テーマは「健康社会、愛と信頼の病院をめ
ざして～みなと未来からの提言～」

7月 8日 平成 17年度税制改正要望を厚生労働大臣に提出

7月 9日 井手道雄常任理事がご逝去

7月 14～16日 国際モダンホスピタルショウ 2004 を開催、テー
マは「21 世紀の健康・医療・福祉～安心できる
医療、信頼される病院～」

7月 26日 中医協に病院団体代表の参画を求める要望書を提出

7月 28日 四病協と日医による初会合が開催、「懇談会」と
呼称し、隔月ごとに日医会館で開催

7月 30日 扇千景氏、女性初の参議院
議長に就任

8月 5、6日 平成 16年度病院長・幹部職員セミナーを大阪市
で開催

8月 26、27日 第 45回日本人間ドック学会（高木弘学会長）が名
古屋市で開催、テーマは「健やかに老いるために」

8月 27日 平成 17年度税制改正に関する要望書を自民党税
制調査会に提出

9月 16、17日 第 30回日本診療録管理学会学術大会（里村洋一学
術大会長）が千葉市で開催、テーマは「良質な医
療と診療録」

9月 25日 第 25回病院経営管理者認定式において新たに38
人を認定し、通算 422人

9月 27日 尾辻秀久氏、厚生労働大臣に就任 第 2次小泉純一郎内閣

10月 21日 日医の「国民医療推進会議」に登録

10月 22日 救急医療防災対策委員会が「小児救急に対する病
院の対応に関する調査」を取りまとめ、岡山市で
開催したセミナーで発表

10月 23日 10月 23日未明に発生した新潟県中越地震で被災
した会員病院にお見舞いの電報、被害状況を調査

新潟県中越地震発生

10月 27日 四病協でいわゆる「混合診療」解禁に対する反対
声明を自民、公明両党の議員あて提出

11月 10日 混合診療解禁がもたらすマイナス面の影響を習知
させるポスターを 2種作成し、会員施設での窓口
掲示、また、受診者へのチラシ配布の運動実施

地方 6団体の補助金削除案に対し、平成 17年度
予算・税制改正要望を自民党の政務調査会、厚生
労働部会あて提出

11月 27日 第 61回診療情報管理士認定式を実施、1,131 人
を認定し、通算 9,550 人

12月 2日 いわゆる「混合診療」解禁問題に対し、小泉首相、
尾辻厚生労働大臣、星野中医協会長に反対声明を
提出

12月 15日 いわゆる「混合診療」解禁問題に対し、厚労省、
規制改革担当相との基本合意が行われた

12月 18日 いわゆる「混合診療」解禁問題に係わる基本合意
に対し、概ね容認できる旨の声明を発表

常任理事会で、「医療の非営利性についての検討
委員会」、「個人情報保護に関する委員会」を設置

12月 26日 スマトラ沖地震発生

平成 17年
1 月 25日 四病協として、介護保険見直しに関し、保険給付

の存続を求め自民党・関係議員に提出

2月 3日 新潟県中越地震で被害の大きかった会員（新潟県立
十日町病院）の被害状況を奈良昌治副会長が視察

2月 16日 京都議定書発効

（平成 17年続く）
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平成17年
2 月 28日 四病協による個人情報保護法に関する講習会を大

阪で開催

3月 10日 個人情報保護に関する院会が「病院における個人
情報保護法への対応の手引き」を作成し、会員各
位に発送

3月 18日 四病協は医師配置基準の見直しを求める要望書を
厚労省医政局に提出

3月 25日 愛知万博開幕

3月 26日 平成 16年度代議員会・総会で 16年度補正予算、
17年度事業計画、収支予算案を承認

3月 28日 「医療保険体系及び診療報酬
体系に関する基本方針」を
閣議決定

4月 1日 代議員会・総会で所信表明として、中医協の改革
問題を最重要課題とした。会員資格要件（定款第
5条）の改正案を承認

テレビ ･ ラジオでのタバコ
CM全面禁止へ

4月 1日施行の個人情報保護法に対し、日病とし
ての個人情報保護方針をホームページに掲載

4月 23日 第 62回診療情報管理士認定式を実施、564 人を
認定し、通算 1万 114人

株式会社日本病院共済会が創立 30周年を迎える

4月 25日 JR 福知山線脱線事故発生

4月 26日 日病協（仮称）が 7団体により結成。当面は、平成
18年度診療報酬改定に向け、厚労省への政策提
言を行う

5月 12日 日本人間ドック学会が有限責任中間法人日本人間
ドック学会として東京法務局からの認可を受ける

5月 23日 日病協（7団体）に 2団体が加盟し 9団体となる

5月 28日 川合弘毅副会長が退任し、後任に佐藤眞杉常任理
事が就任

平成 17 年度代議員会で 16 年度事業報告、一般
会計・特別会計収支決算書を承認

6月 13日 日病協に設置された診療報酬実務者会議の委員長
に日病から齊藤壽一常任理事が選出

6月 17日 中医協会長に、土田武史氏を選出

6月 22日 日病協に新たに 2団体が加盟し、11団体となる

7月 7日 ロンドン同時爆破事件発生

7月 14日 日病協が平成 18年度診療報酬改定要望事項の取
りまとめに着手

7月 13～15日 国際モダンホスピタルショウ 2005 を開催、テー
マは「確かな健康・医療・福祉～クオリティの高
いサービスを求めて～」

7月 16日 中村了生理事（和歌山県支部支部長）がご逝去

7月 17日 欠員となっていた常任理事2人の補選を行い、宮
﨑瑞穗（群馬県）、大道道大（大阪府）両理事を選出

7月 18、19日 第 55回日本病院学会（福田浩三学会長）が愛知県
で開催、テーマは「健康で輝く日本の創造」

7月 20日 中医協の在り方に関する有識者会議は、「中央社
会保険医療協議会の新たな出発のために」と題し
て中医協の機能・役割の明確化、透明性の確保等
を提言

8月 10日 日病協代表者会議の議長として、豊田堯氏（医法
協会長）を初代議長に選出

8月 11、12日 平成 17年度病院長・幹部職員セミナーを東京で
開催

8月 23日 日病協が平成 18年度診療報酬改定に対する病院
側の初の統一要望 12項目を厚労省保険局医療課
に提出

（平成 17年続く）
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平成17年
8 月 25、26日 第 46回日本人間ドック学会（宮下正弘学会長）が

秋田市で開催、テーマは「健康願望時代とどう向
き合うか、～錯綜する健康情報と人間ドック～」

巨大ハリケーン「カトリー
ナ」フロリダ上陸

8月 31日 日病協代表者会議で中医協委員の推薦候補者 2人
を決定

9月 15、16日 第 31回日本診療録管理学会学術大会（林雅人学術
大会長）が秋田市で開催、テーマは「21世紀の診
療情報管理を考える～個人情報保護法施行を見据
えて～」

9月 21日 尾辻秀久氏、厚生労働大臣に就任 第 3次小泉純一郎内閣

9月 27日 厚労省から、日病協に中医協委員（病院代表）選出依
頼があり、石井暎禧氏（日病常任理事）、邉見公雄氏
（全国公私病院連盟副会長）を届け出

9月 28日 中医協総会が開催され、診療側医科委員として石
井暎禧、邉見公雄両氏が任命

9月 29日 AHF理事会で次期会長に山本修三日病会長を選出
（任期は平成17年11月1日から19年10月31日）

10月 1日 第 26回病院経営管理者認定式において新たに37
人を認定し、通算 459人

10月 4日 米ハーバード大中谷喜洋教
授、がん細胞の自殺に関与
するタンパク質を特定

10月 5日 中医協・医療基本問題小委員会に邉見公雄氏、調
査実施小委員会に石井暎禧氏が配属となった

10月 7日 四病協は、臨床研修病院等に対する財政措置、支
援の充実を求め厚生労働大臣あて要望書を提出

10月 16日 WHO-FIC（国際疾病分類ファミリー）の ICD支援
活動を支援する協定を締結。経済的支援（年額 30
万ドル）と人的・技術的支援を実施

WHO-FIC ネットワーク会議を東京で開催し、16
カ国 80人が参加

10月 25日 平成 18年度予算・税制改正要望書を自民党政務
調査会、厚生労働部会長あて提出

10月 29日 民間病院部会の設置、武田隆男副会長が担当し、
部会長には加藤正弘代議員会議長が就任

10月 31日 川崎二郎氏、厚生労働大臣に就任 第 3次小泉純一郎内閣

11月 2日 日病協は、「医療制度構造改革試案」に関し、国
民の賛同と納得が得られるとは到底考えられない
として、自民党、公明党に意見書を提出

11月 15日 日病協は、平成 18 年度診療報酬改定要望書（12
項目）のうち、8項目について具体的エビデンス
となる各種データを提出

11月 17日 医師・歯科医師・薬剤師調査（平成 16年）、女性
医師 4万人突破

耐震強度偽装事件発覚

11月 24日 四病協は、療養病床に入院する 70歳以上の食費・
居住費を介護保険同様に保険給付の対象から外す
方向に対し、「絶対認めるべきでない」との見解
を厚労省提出

11月 25日 歌舞伎世界無形文化遺産へ
の登録決定

11月 26日 第 63回診療情報管理士認定式を実施、812 人を
認定し、通算 1万 926人

医療の質・安全学会が発足

11月 28日 日本人間ドック学会が日病隣接するビルに移転

12月 1日 政府・与党の取りまとめた「医療制度改革大綱」
に対し反対表明を行う

岩井宏方参与がご逝去

12月 3日 日医・国民医療推進協議会の「国民皆保険制度を
守る国民集会」が東京・日比谷公会堂で開催、医
療制度構造改革試案への反対決議を採択

（平成 17年続く）
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平成17年
12 月 18日 政府は、平成 18年度診療報酬は全体で 3.2%の

引き下げ方針を決定。診療報酬全体で概ね 1.4%
のマイナス、薬価部分で 1.8%のマイナスとなり、
過去最大規模の下げ幅となる

12月 22日 日本の人口、明治 32 年の
統計開始以来初の自然減と
なったことを厚労省が発表

12月 26日 日病協は診療報酬引き下げに対し、社会基盤を形
成する医療の特性を無視したものであるとの意見
書を発表

12月 27日 日医が、今後 5年の医療・保険・福祉のビジョン
を発表

平成 18年
1 月 16日 新年賀詞交歓会を東京で開催

1月 19日 厚労省・医療構造改革推進本部の示した「療養病
床の将来像について（案）」は充分な議論がなされ
ないまま、拙速な方針に走った点を問題視し、反
論の意見書を厚生労働大臣あて提出

1月 24日 日病、全国公私病院連盟による共同調査「平成
17年度病院運営実態分析調査」の集計を取りま
とめる

2月 25日 世界の推計人口65億人突破

2月 28日 平成 18年度介護報酬改定説明会（東京会場・日本
青年館）で開催

3月 10日 日病、全国公私病院連盟との共催による平成 18
年診療報酬改定説明会（東京会場・東京国際フォー
ラム／神戸会場・神戸国際会館）を開催

3月 15日 厚労省が「国立高度専門医療センターの法人化案」
骨格、国立がんセンター等の独法化を示す。

3月 17日 消防庁の「救急需要に関する検討会」は報告書を
取りまとめ、救急搬送は重い順に、タクシー代わ
りの出動要請は断る方針を示す

3月 18日 厚労省は、レセプトのオンライン化に向けて厚労
省令の改正案を公表

3月 25日 平成 17年度代議員会・総会を開催し、17年度補
正予算、18年度事業計画、18年度収支予算を承
認。4月 1日付けで山口和英事務局長から三牧博
明氏に交代となり、山口氏は事務局顧問

3月 29日 医師国家試験合格率は90%、
女性は32.7%

3月 30日 四病協は、「医療法人会計基準検討委員会」を発足

4月 22日 定期常任理事会で病院の医師不足問題を集中論議

第 64回診療情報管理士認定式を実施、1,006 人
を認定し、通算 1万 1,932 人

4月 28日 日病協は、診療報酬問題の検討止まらず、医療政
策全般に関する活動も展開することを確認した

5月 19日 四病協の医療保険・診療報酬委員会は入院基本料
の算定状況等に関する緊急調査を実施し、その結
果を厚労省保険局医療課に提示した

5月 26日 日病協は平成 18年度診療報酬改定影響度調査を
早急に実施する方針を確認した

5月 27日 平成 18年度代議員会・総会を開催し、17年度事
業報告、一般会計・特別会計収支決算を承認

6月 9日 サッカーワールドカップ
ドイツ大会開幕

6月 10、11日 四病協・感染管理者講習会（ICS 養成）を東京・品
川で開催

6月 16日 「精神病院」から「精神科病院」に議員立法案が
可決、成立

（平成 18年続く）
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平成18年
6 月 30日 平成 17年国勢調査速報、

65 歳以上 21%、15 歳未
満 13%

7月 5日 財津晃元副会長がご逝去 北朝鮮ミサイル発射実験実
施

7月 6日 理事会で定款施行細則、選挙規程の一部改正を承
認、WHO本部事務局長候補者への支援を検討、確認

7月 7日 骨太方針 2007決定、社会保障費、自然増 2,200
億円圧縮へ

7月 7、8日 第 56回日本病院学会（土井章弘学会長）が岡山市
で開催、テーマは「新しい病院のあり方をさぐる
～コラボレーションによる地域連携～」

7月 12日 2006 年 AHF 理事会（山本修三会長）を東京で開
催、8カ国 14人が参加

7月 12～14日 国際モダンホスピタルショウ 2006 を開催、テー
マは「確かな健康・医療・福祉～クオリティの高
いサービスをめざして～」

7月 29日 社会保障審議会統計分科会に「疾病、傷害及び死
因分類専門委員会」を常設

7月 31日 規制改革・民間開放推進会議が「医師資格制度の
見直し」を提言

8月 1日 池澤康郎副会長が公明党厚生労働部会において平
成 19年度概算要求、政策要望を説明

8月 3、4日 平成 18年度病院長・幹部職員セミナーを大阪で
開催

8月 22日 若月俊一顧問がご逝去

8月 24日 「冥王星」が惑星から除外、
準惑星に

8月 24、25日 第32回日本診療録管理学会学術大会（森田信人学術
大会長）が福井市で開催、テーマは「医療の質と診
療情報管理～求められる医療と現実のはざまで～」

8月 25日 厚労省平成 16年度国民医療費概況を発表、国民
医療費は 32兆 1,111 億円。日本専門医制審議会
が発足、専門医制度の将来像を検討

9月 14、15日 第 47回日本人間ドック学会学術大会（鈴木信学会
長）第 1回国際人間ドック学会が沖縄県で開催
国際人間ドック学会は、3年に 1度の開催

9月 19日 岡山義雄元顧問がご逝去

9月 26日 柳澤伯夫氏、厚生労働大臣に就任 安倍晋三内閣

9月 29日 安倍晋三首相「健康フロン
ティア戦略」を推進

9月 30日 第 27回病院経営管理者認定式において新たに41
人を認定し、通算 500人

平成19年度役員改選に伴う選挙管理委員会を設置

雑誌・ニュース編集委員会に小委員会を設置

10月 1日 厚労省は、入院基本料算定の端数切り上げ廃止等
の看護比率の緩和措置を適用

10月 4日 民間病院部会が「医療制度改革および療養病床に
関するアンケート調査」について記者会見を実施

10月 5日 社会保険審議会に「後期高齢者医療の特別部会」
を設置し、診療報酬体系を検討

10月 10日 要介護認定調査検討会を再開し、「要支援 2」の
一次判定見直しを図る

安倍首相韓国を訪問、盧武
鉉大統領と首脳会議

10月 17日 日病、日本人間ドック学会、日本人間ドック健診
協会による「人間ドック健診情報管理指導士（仮
称）」の説明会を実施

（平成 18年続く）
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平成18年
10 月 27日 自民党の「医療紛争処理のあり方検討会」で異状

死の届出問題に関するヒアリングが実施され、山
本会長、末永理事が出席し、「医療関連死等を取
り扱う第三者機関を設置し、適切に機能させ、問
題解決を図るべき」と意見表明

10月 29日～
11月 4日

2006 年WHO-FIC ネットワーク会議がチュニジ
ア・チュニスで開催され、わが国から大井副会長
ほか 3人が出席

10月 30日 自民党の「医療・介護・福祉問題を勉強する社会
保障制度研究会」に山本会長ほか 3人の常任理事
が出席し病院医療の問題点等意見提出

10月 31日 厚労省「医療情報の提供のあり方等に関する検討
会」で医療機関の提供情報を合意。年内に関係省
令を改正

11月 6日 四病協は、診療報酬に関わる消費税の損税改称と
して原則課税の要望を自民党政務調査会厚生労働
部会に提出

11月 7日 精神科病院に名称変更を閣議決定。12月 23日か
ら施行

11月 15日 規制改革会議の最終答申骨
子まとまる

11月 25日 全国薬科大学長・薬学部長会議から要請のあった
薬学部学生の実務実習受入れを了承

第 65回診療情報管理士認定式を実施、1,774 人
を認定し、通算 1万 3,706 人

11月 30日 IT システム委員会が「電子カルテの問題点」につ
いて調査を実施

12月 1日 平成 19年 3月末で任期満了となり、役員改選に
伴う選挙人名簿を作成し、会員通知を実施

自民党は平成 18 年度版少子化白書を閣議決定、
ドクーターヘリの全国配備を特別措置法案を決定

12月 12日 自民党税制調査会は、事業税非課税の存続を決定。
社会医療法人の税制優遇措置は平成 20年度以降
とした

12月 13日 日看協が作成した「暴力対策指針」の説明を山本
会長、池澤副会長が受ける

12月 14日 与党が平成 19年度税制改革大綱を示す

12月 16日 WHO-FIC（世界保健機関国際分類ファミリー）に
関する事務協力（WHO-FIC アジアパシフィック
ネットワークへの対応及びWHO-FIC 普及委員会
の運営）を常任理事会で承認

「医師及び看護師の体制確保に関する提言」の取
りまとめを検討

12月 17日 診療情報管理分野の職能 3団体が「日本診療情
報管理士会」として発足（平成 19 年 4月 1日付
けで統合・一本化）することが設立説明会で合意。
新組織の事務局は日病に置く

12月 22日 日病協は、看護師不足問題に関し、厚労省・野村
陽子看護課長との意見交換会を実施

平成 19年
1 月 1日 改正医療法の一部施行（有病診療所の 48時間制限

規程の廃止、病床設置を知事の許可制）
潘基文氏、国際連合事務総
長に就任

1月 5日 日病会員を対象に電子カルテ導入調査を実施
（142病院 5.6%）

1月 10日 日病協は、潜在看護師の掘り起こし等の看護師確
保対策に関する要望を 5項目に取りまとめ厚労省
松谷医政局長、中医協・土田会長に提出

1月 11日 厚労省、終末期医療のガイドライン策定着手へ検
討会を設置（年度内の取りまとめ）

1月 15日 新年賀詞交歓会を帝国ホテルで開催し、国会議員
等 300人余が参加

（平成 19年続く）
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平成19年
1 月 15日 理事会において、日本病院学会の会則を一部変更、

「日本診療情報管理士会」の事務局設置、事務業
務を承認

1月 31日 中医協（総会）は、7:1 入院基本料の新設に伴う看
護師不足問題の打開を求める建議書をまとめ柳澤
伯夫厚生労働大臣に提出した。政府のの規制改革
会議が初会合

2月 5日 平成 18年度補正予算で産科・小児科医の確保に
8億円計上

インドネシア・ジャカルタ
で大洪水発生

2月 9日 柳澤厚労相は、衆議院予算委員会で新医師確保総
合対策を練り直す方針を述べる

2月 14日 日病協は、7:1 看護配置基準問題に係る緊急是正
要望を柳澤厚労大臣に提出

2月 24日 常任理事会で、石井常任理事（中医協委員）が平成
20 年診療報酬改定移行の焦点とみられる課題 3
点（①後期高齢者医療制度における診療報酬のあ
り方、②介護保険での医療費の扱い③包括化を含
めた外来医療のあり方）を示す

2008年のWHOへの支援として、30万米ドル（約
3,660 万円）の拠出を承認

3月 2日 上越市沖日本海海中でメタ
ンハイドレード採取に成功

3月 9日 役員改選に伴う次期理事立候補者氏名を会員に通知

3月 12日 学術研修部・通信教育課の事務、診療情報管理学
会事務を 2階から 8階に移転

3月 13日 安倍首相「安全保障協力に関
する日豪共同宣言」に署名

3月 16日 柳澤厚労相が経済財政諮問会議で保険 IT カード
導入構想を紹介

3月 23日 日病協代表者会議は、中医協委員の推薦候補者（任
期満了に伴う後任候補者推薦）の選出及び事務局
（当面・日病に置く）を検討

3月 24日 理事会において、次期新代議員の選出を承認

平成 18年度総会を開催し、19年度事業計画、収
支予算を承認。役員改選に伴い、新代議員による
次期理事 66人が承認され、新理事会において山
本修三会長（2期目）新執行部が発足

全日病の会長に西澤寛俊氏を選出

3月 26日 認定個人情報保護団体として、厚生労働大臣の認
可を受ける

3月 27日 3月 25 日に発生した能登半島地震の被害状況を
会員（石川・富山両県）に実施

3月 28日 日医が「医療のグランドデザイン」を発表

3月 31日 三牧博明事務局長が辞職

4月 1日 第 5次医療法などが施行（医療情報公表制度の創
設、医療計画の見直し　等）

4月 3日 山本修三新執行部で各種委員会、顧問、参与候補
者を検討

平成20年 4月から施行される「特定健診・保険
指導」の保険者義務化に備え、人間ドック健診管理
指導士の養成を日本人間ドック学会と共同で開始

4月 4日 中山耕作名誉会長（第 9代会長）がご逝去 政府の IT 戦略本部・医療評価委員会が「レセプ
トオンライン化へ診療報酬体系の簡素化」報告書
を公表。医師資格確認の検索システム公表

4月 5日 「尊厳死法制化を考える議員
連盟」が国会議員にアンケー
ト調査をし、90%超は「尊
厳死」を容認

4月 11日 地域医療委員会（林雅人委員長）が「勤務医に関す
る意識調査報告書（5,636 人）」、「医師確保に係る
調査報告書（576病院）」を取りまとめる

（平成 19年続く）
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平成19年
4 月 15日 山本会長主催によるWHOの第 1回 ICD 改定運

営会議の歓迎レセプションを開催

4月 16日 昨年 10月 1 日の人口推計、
日本人 5 万人減少（昭和生
まれ 1億人割れ）

4月 17、18日 ICD（国際疾病分類）改定運営会議を神奈川県・小
田原市で開催

4月 24日 日病協代表者会議で、議長に 島健氏（日精協会
長）、副議長に山本修三日病会長が推薦され、日
病協 3期目がスタート

43年ぶりに全国学力テスト
実施

4月 28日 常任理事会で、日医中川俊男常任理事から、「日
本医師会グランドデザイン 2007～総論～」を講
演願った

第 66回診療情報管理士認定式を実施、721 人を
認定し、通算 1万 4,427 人

5月 4日 総務省、子どもの人口 26
年連続減少、4 月時点で
1,738 万人

5月 9日 政府・与党医師不足対応として、地域拠点病院か
らの派遣方針を固める

5月 10日 公明党「医師不足問題対策本部」で、病院勤務医
を取り巻く過重労働の実態について村上信乃副会
長、林雅人常任理事が出席し、問題提起

5月 12日 政府・与党が年 250 人程度の「地域枠」方針を
固める（卒後 10年勤務を条件）

5月 16日 河野稔元副会長がご逝去

5月 18日 国民医療推進協議会（唐澤祥人会長）主催の「国民
医療を守る全国大会」が開催され、山本会長（協
議会・理事）が参加

WHO2007年版「世界保健
報告」、女性は世界一、男性
は 2位

5月 21日 厚労省、診療科名の抜本見直し案を提示

5月 23日 四病協・総合部会は、「平成 20年度税制改正要望
の重点事項（公益法人制度改革関係）」を合意し、
日医唐澤会長に提出

5月 26日 平成 19年度総会で山本会長は、「病院医療の再生
と質の向上を目指して」等 6項目の活動方針を示
す。18年度事業報告、収支決算、顧問（継続 8人、
新規 3人）、参与（継続 10 人、新規 2人）、名誉
会員 7人を承認

6月 1日 東京消防庁が 6月から救急搬送に「トリアージ制
度」を開始

6月 4日 内閣府が経済財政諮問会議に「骨太方針 2007」
の素案を提示

6月 7日 日病協は、「医療費抑制政策からの転換を求める」
「平成 20年度診療報酬改定要望」を柳澤厚労大臣
に提出

6月 8日 四病協は、「診療報酬改定に向けて（声明）」を厚
生記者会、日比谷クラブに提出

6月 14、15日 第 57回日本病院学会（藤原秀臣学会長）がつくば
市で開催、テーマは「医療と社会の豊かな共生と
新たな創造」

6月 16、17日 感染対策チームの養成として「感染制御講習会」
を開催

6月 26日 緊急臨時的医師派遣として 5道県 6病院に第 1
弾を派遣

7月 8日 中山耕作名誉会長（第 9代会長）の「お別れ会」を
日病、聖隷浜松病院、株式会社日本病院共済会、
中山家の共催で開催（グランドプリンスホテル新
高輪・飛天の間）

（平成 19年続く）
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平成19年
7 月 11～13日 国際モダンホスピタルショウ 2007 を開催、テー

マは「健康増進で築く豊かな医療と福祉～新しい
地域ケアの姿をめざして～」。山本会長による「こ
れからの医療制度下における病院の役割」と題し
てオープニングセッション

7月 17日 新潟県中越沖地震の被災会員に対し山本会長名での
お見舞い電報、新潟県支部を通じ被害状況を調査

7月 24日 OECD「ヘルスデータ 2007年」を発表

7月 25日 四病協・総合部会で「研修・認定センター」の解
散を了承

8月 2、3日 平成 19年度病院長・幹部職員セミナーを開催

8月 22日 四病協・総合部会で「メディカルスクール検討会」
を設置、担当団体は日精協

8月 24日 国民医療費 33兆 1,289 億円

8月 27日 舛添要一氏、厚生労働大臣に就任 安倍改造内閣発足

8月 29日 日医「グランドデザイン・各論」を発表

8月 30日 尾瀬国立公園誕生

8月 30、31日 第 48 回日本人間ドック学会学術大会（中村治雄
学会長）が東京都で開催、テーマは「Aim high in 
Edo」

9月 1日 新事務局長に小林桂雄氏を任命

9月 10、11日 WHO-FIC（世界保健機関国際分類ファミリー）の
第 2回アジア・パシフィックネットワーク会議が
京都市で開催。13カ国、39人が参加

9月 13、14日 第 33回日本診療録管理学会学術大会（武田隆男学
術大会長）が京都市で開催、テーマは「患者本意
の医療と診療情報管理における国際協力～診療記
録のあり方と「ICD」普及支援～」

9月 14日 茨城県支部（藤原秀臣支部長）総会が土浦市で開
催、シンポジウム「病院医療の現状と医療改革へ
の展望」に池澤康郎副会長、石井暎禧理事が出席

厚労省、社会保障審議会医療部会に次期診療報酬
改定の項目を掲示

9月 21日 厚労省、標榜診療科名を来年度から拡大 コムスン高級老人ホーム不
動産業に売却

9月 26日 舛添要一氏、厚生労働大臣に再任 福田康夫内閣

9月 28日 日病協から病院代表として中医協・診療側医科委
員に参画していた石井暎禧常任理事が任期満了と
なり、中医協委員を退任、邉見公雄氏は継続

9月 29日 「規制改革推進のための 3カ年計画（医療関係）」
に関連した未検討事項について常任理事会で意見
交換、山本会長が委員参画している日本学術会議
を通じ意見提出を図ることとした

第28回病院経営管理者認定式において新たに36
人を認定し、通算 536人

10月 1日 日本郵政公社民営化

10月 15日 日病協は、「病院経営の現況調査」結果による前
回のマイナス改定による病院経営の悪化の状況を
舛添厚労大臣、土田中医協会長等に提出

10月 19日 第 2回「医療の質を考えるセミナー」を愛知県病
院協会の後援を得て開催

10月 20日 日本DPC協議会がDPCを「2階建て方式」と提言

10月 29日 緊急医師派遣の第 2弾を北海道、和歌山に決定

11月 1日 自民党の医療紛争処理のあり方検討会に山本会長
（日病協副議長として）が出席し、「診療行為に関連
した死亡の死因究明等のあり方に関する試案～第
2試案～」にほぼ賛成、医療安全調査委員会（仮称）
に届出された場合は、医師法第 21条の届出が不
要となることが法制上、明確されることを要望

11月 7日 東京地裁が混合診療を認める判決

（平成 19年続く）
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平成19年
11 月 9日 民間病院部会（加藤正弘部会長）が看護師の入退職

調査を実施

11月 14日 厚労省は、コンタクトレン
ズ診療所を一斉監査

11月 17日 常任理事会で民間病院部会（加藤正弘部会長）が調
査した「患者の病院選択動向調査」、「看護師の入
退職状況に関する調査」の概要報告

第 67回診療情報管理士認定式を実施、1,208 人
を認定し、通算 1万 5,635 人

11月 20日 政府税調が平成19年度税制改正の答申取りまとめ

11月 25日 織本正慶名誉会員がご逝去

11月 26日 経済財政諮問会議が、予算方針案（医療の歳出改
革）を検討

11月 27日 高知県支部（細木秀美支部長）の総会、講演会に山
本会長、各副会長が出席し、高知県下の会員各位
との意見交換を実施

12月 5日 国民医療推進協議会（唐澤祥人会長）主催の国民医
療を守る決起大会に山本会長が出席

12月 7日 日病協は、「平成 20年度診療報酬改定について」
の要望書を舛添厚生大臣に提出

12月 15日 常任理事会にて、厚労省・医政局　佐藤敏信指導
課長から「新たな医療計画制度」の構想説明

12月 17日 次期診療報酬改定で政府・与党が本体 0.38%プ
ラスで合意

平成 17 年都道府県別生命
表、最長寿は男性は長野県、
女性は沖縄県

12月 18日 日病協は、「病院の看護配置基準に関する要望書」
を厚労省に提出

12月 19日 規制改革会議は、医療従事者の役割分担を第二次
答申に盛り込む

韓国大統領選で李明博氏が
次期大統領に選出

12月 20日 財務省原案で平成 19 年度の厚労省予算 22 兆
1,179 億円

12月 21日 平成 17年医師・歯科医師・薬剤師調査で医療施
設従事者は 26万 3,540 人。総務省が、公立病院
改革ガイドラインを発表

平成 20年
1 月 2日 原油先物相場急騰、初の 1

バレル 100ドル突破

1月 4日 南溢理事（奈良県）がご逝去

1月 15日 新年賀詞交歓会を帝国ホテルで開催し、国会議員、
関係省庁、関係団体から多数参加

米FDAクローン肉の安全宣言

1月 21日 厚労省は、社会保障カードの導入を平成 22年度
を目処にする基本構想を取りまとめ

アジア各地の証券市場が軒
並み暴落

1月 25日 日病協代表者会議終了後の記者会見で、自民党が
提案している「診療行為に係る死因究明制度等に
ついて（案）」の是非について日病協参加団体役員
に実施した調査結果の概要を説明

1月 31日 平成 17年の「病院報告」の概要が発表。（病院の
病床利用率 83.5%）厚労省、院内事故調査の義務
付けを死因究明在り方検討会に提示

毒餃子事件、日中両政府が
調査

2月 9日 中野進元代議員（京都市）がご逝去

2月 15日 厚労省は、社会医療法人関係の省令を告示

2月 20日 厚労省は、死因究明制度の判定基準（届出範囲）
を提示

2月 23日 常任理事会で、日本医療機能評価機構から「産
科医療補償制度」についての内容説明、2009 年
（1/11～2/31）のWHO事業として 30万米ドル
支援を承認

（平成 20年続く）



170

年
表

年月日 日病事項 関連事項 社会情勢

平成20年
2 月 27日 日本医学会会長に高久史麿氏が当選（4月 1日か

ら任期は 2年）

2月 28日 遠山正道元理事（千葉県）がご逝去

3月 2日 ロシア連邦大統領選でドミ
トリ・メドヴェージェフ氏
当選

3月 18日 経済財政諮問会議は、革新的技術に「スーパー特
区」等の創設を方針とした。医師総数は、「充足
している状況にない」と政府答弁書を閣議決定

3月 21日 産科補償制度の運営・組織を日本医療機能評価機
構に決定

3月 22日 理事会で公益法人制度改革関連法（平成 20年 12
月1日施行）され、5年（平成25年11月30日まで）
の間に「公益社団法人」か「一般社団法人」への
移行するため、「公益法人制度見直しに係るプロ
ジェクト委員会」を設置、委員構成は総務委員会
構成員と有識者として、石井孝宜監事、五十嵐邦
彦公認会計士

平成 19年度総会で、19年度補正予算、20年度
事業計画、収支予算、理事 2人の交代、緊急提案
として、古川俊治参議院議員の顧問委嘱を承認

日看協等 5団体で「日本保健師連絡協議会」が発足

小林桂雄事務局長が退任

4月 1日 日病協の議長として、山本修三会長を選任 慶應義塾大学薬学部を新設

新事務局長として横山直一氏を任命

4月 7、8日 山本会長は、日病協議長就任に伴い、日医、厚労省、
衆・参両議院関係国会議員へ挨拶

4月 17日 エストニア共和国の医療施設団が来訪。日病の組
織概要、活動を説明

4月 18日 厚労省と総務省の共同で「長寿医療制度」実施本
部を設置

4月 19日 石川功前理事（社会保険群馬中央総合病院長）が
ご逝去

4月 23日 中医協会長に遠藤明夫氏が就任

4月 25日 日病協代表者会議で、山本議長は、副議長に小山
信彌氏（日本私立医科大学協会・病院部会担当理
事）を選任

スリランカで爆弾テロ続発

4月 26日 平成 20年度第 1回常任理事会で、常任理事、代
議員、参与の交代等を承認。厚労省「医療安全の
確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再
発防止等の在り方に関する試案～第三次試案～」
に関し、日病としての意見取りまとめを協議。病
院経営管理者教育委員会への作業部会の設置、医
院構成を承認

特定医療法人の認定要件を公布

5月 8、9日 韓国で開催されたAHF、IHF 理事会に山本会長が
出席

5月 12日 中国四川省で大地震発生

5月 13日 厚労省「医療安全の確保に向けた医療事故による
死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試
案～第三次試案～」に関し、日病として、基本的
に賛同する旨を厚労省内において記者発表を実施

5月 15日 厚労省から「病院勤務医勤務環境改善事業」を受託

5月 17日 医療安全全国共同行動推進会議主催の「医療が変
わる !医療安全全国共同行動キックオフ・フォー
ラム」が経団連ホールで開催され、大井副会長が
出席

5月 20日 遠山美知代議員（岩手県・遠山病院理事長）がご
逝去

5月 21日 三宅祥三前理事（東京都・武蔵野赤十字病院院長）
がご逝去

中医協・基本問題小委員会でDPC 準備病院をさ
らに拡大することを決定

（平成 20年続く）
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平成20年
5 月 24日 第 68回診療情報管理士認定式を実施、1,872 人

を認定し、通算 1万 7,507 人

5月 28日 第 1回野口英世アフリカ賞授与式（神奈川県・横
浜市）に山本会長が出席

厚労省「医療機関の未収金問題に関する検討会」
で四病協の協力で実施された未収金に関するアン
ケート調査の最終集計結果が報告された

5月 31日 理事会において、長崎県支部支部長の交代、「精
神科医療委員会」の設置を承認

平成 20年度代議員会・総会を開催し、活動方針
として、「今回の診療報酬改定結果の検証」等 5
項目を挙げた。19 年度事業報告、収支決算、理
事の交代（2人）、参与の委嘱（1人）を承認

6月 8日 秋葉原通り魔事件発生

6月 13日 事務管理者研修会（事務管理者委員会と病院経営
管理者協議会との合同開催）で邉見公雄氏（中医協
委員、赤穂市民病院長）から「生命輝かそう日本
の病院～診療報酬改定が示す医療の将来～」と題
し講演

厚労省は、「医療安全調査委員会設置法案（仮称）
大綱案」を公表

6月 13、14日 山本会長は、国際医療セクター評議員会に出席し、
医療の諸問題を参加者と協議

6月 17日 平成 9年の閣議決定「医学部定員の削減方針」を
見直し

7月 3日 島健氏（日精協会長）の叙勲祝賀会に山本会長が
出席

7月 3、4日 第 58回日本病院学会（濱崎充学会長）が山形市で
開催、テーマは「これからの医療の向かうべき途」。
参加者は延べ 4,261 人

7月 7日 洞爺湖サミット開幕

7月 10日 社会医療法人の第一号に「カレスサッポロ」を北
海道が認定

7月 16日 小山田惠氏（全自病協名誉会長）の叙勲祝賀会に
山本会長が出席

7月 16、17日 国際モダンホスピタルショウ 2008 を開催、テー
マは「健康増進で築く豊かな医療と福祉～新しい
地域ケアの姿をめざして～」。池澤副会長の座長
によりランチョンセミナー「病院医療の再生をめ
ざして～これ以上つぶすな！～」を実施。3日間
延べ 7万 7,800 人の来場

7月 17日 四病協は、「平成 21年度税制改正要望の重点事項」
を舛添要一厚生労働大臣等に提出

安心と希望の医療確保ビジョンの具体化の検討会
が初会合

7月 28日 日本医学会主催の「診療関連死の死因究明制度創
設に係る公開討論会」に村上副会長が出席

7月 29日 平成 21年度予算のシーリングを閣議決定、社会
保障費 2,200 億円削減を継続

8月 7日 日医の「医師の団結を目指す委員会（第 1回）」に
佐藤副会長が出席

8月 7、8日 平成 20年度病院長・幹部職員セミナー（大井副会
長担当）開催し、198施設、234人が参加

北京オリンピック開幕

8月 18日 厚労省、医療費適正化計画案を公表

8月 20日 大野病院事件、福島地裁は医師の処置を「標準的
医療」と認定し無罪判決

8月 21、22日 第 34 回日本診療録管理学会学術大会（有賀 徹学
会長）が東京（昭和大学病院）で開催、テーマは「医
療における社会状況と診療情報管理。2日間延べ
3,462 人の参加

8月 25日 日本学術会議の公開講演会で山本会長は、「医療
現場からみた課題」と題し講演

8月 30日 定期常任理事会で、ホスピタルショウ委員会（大
道久委員長）の委員構成を承認

9月 1日 厚労省改革推進室9人体制、他省庁から4人を配置

（平成 20年続く）
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平成20年
9 月 5日 総務省が、介護職員定着の診療報酬改定を厚労省

に勧告

9月 11、12日 第 49 回日本人間ドック学会学術大会（片岡 善彦
学会長／徳島赤十字病院長）が徳島市で開催、テー
マは「厳しい医療情勢下の人間ドック～受診者、
医療者、事業者がともに満足するドックを目指し
て～」。2日間延べ 2,874 人の参加

9月 15日 米大手証券リーマン・ブラ
ザーズ経営破綻

9月 16日 日本学術会議の分科会が専門薬剤師のあるべき姿
を提言

米 FRB 大手保険会社 AIG
に対する融資を承認

9月 22日 福井順元常任理事（長崎県・長崎記念病院顧問）
がご逝去

9月 24日 舛添要一氏、厚生労働大臣就任 麻生太郎内閣

9月 27日 第 6回定期常任理事会で京都大学大学院・今中雄
一教授が「医療の質の経済性の評価・向上」と題
して講演

第29回病院経営管理者認定式において新たに37
人を認定し、通算 573人

10月 1日 社会保険病院、RFOに移管、事業運営は、全国社
会保険協会連合会に委託

10月 7日 小林誠・益川敏英 ･ 南部陽
一郎各氏、ノーベル物理学
賞受賞

10月 8日 平成 21年度税制改正で消費税の損税解消として
原則課税に改めることなど 8項目の要望を自民党
に提出

下村脩氏、ノーベル化学賞
受賞

10月 22日 厚労省委託事業「病院勤務医勤務環境改善事業」
の説明会を大阪で開催（27日：名古屋市、31日：
福岡市で開催）

10月 23日 山本会長は、全国国立大学医学部長会議（山口県・
宇部市）で講演

10月 25日 定期常任理事会において、日病が取り組むべき課
題として、「喫緊の課題」、「短期的課題」「中・長
期的課題」の 3段階に区分したアンケートを役員
に実施

10月25～31日 2008 年WHO-FIC のネットワーク会議がインド
で開催、大井副会長が出席。26カ国 90人の参加

米国司法省、デルタ航空と
ノースウエスト航空の合併
を認可

10月 30日 政府与党、経済対策閣僚会議で介護報酬改定3.0%
引き上げを決定

11月 3、4日 WHO-PHI カンファレンスがインド・デリーで開
催され、山本会長、大井副会長が出席。20 カ国
65人の参加

米国第 44 代大統領にバラ
ク・オバマ氏選出

11月 5日 第 3回アジア・パシフィックネットワーク会議
（インド・デリー）に山本会長、大井副会長が出席。
10カ国が参加

11月 6日 厚労省、フィリピン看護師・介護士の受入れ指針
を公示、受入れ調整は、国際厚生事業団に限定

11月 10日 厚労省、経済産業省が周産期救急システムのモデ
ル事業を共同で実施

11月 12日 AHF理事会が韓国で開催され、山本会長、堺副会
長、秋山国際委員会委員長が出席

11月 15日 定期常任理事会で日病参与の久常節子氏（日看協
会長）が「看護師の養成と確保」と題しての講演

11月 18日 民主党厚生労働部会に﨑原理事が出席し、予算税
制要望を実施

11月 20日 公明党厚生労働部会に池澤副会長が出席し、予算
税制要望を実施

（平成 20年続く）
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平成20年
11 月 21日 事務管理者委員会（佐合茂樹委員長）が取りまとめ

た「平成 20年 4月診療報酬改定に関する緊急ア
ンケート調査・中間報告」を事務管理者研修会で
公表

11月 22日 第 69回診療情報管理士認定式を実施、255 人を
認定し、通算 1万 7,762 人

11月 26日 財政制度審議会は、2,200 億円削減は雇用保険と
後発品での対応と建議

インド ･ ムンバイ同時テロ
事件発生

12月 1日 四病協は、政府に対し医師不足等の諸問題解決に
必要な政策を求める声明を発表

12月 2日 平成 18年医療施設調査（病院報告）で地域診療科
の医師偏在が明らかとなる

12月 2、3日 IHF 理事会がフランス・パリで開催され、堺副会
長が出席

12月 10日 山本会長、池澤副会長は自民党政務調査会に出席
し、「医療提供を行う団体としての医師不足問題
に対する取り組み」を説明

12月 22日 臨床研修委員会は、医師の臨床研修等に関するア
ンケート調査・分析を厚労省に提出

12月 24日 感染症対策委員会は、岡部信彦・国立感染症研究
所感染症情報センター長から「今のインフルエン
ザと新型インフルエンザ対策のうごき」について
説明を受け、病院対応について検討

平成 21 年厚労省予算案 25 兆 1,568 億円（医師
確保に 272億円）

12月 31日 新宿コマ劇場閉館

平成 21年
1 月 1日 産科医療補償制度が施行 日本、国連安全保障理事会

の非常任理事国に

1月 13日 新年賀詞交歓会を帝国ホテルで開催し、国会議員、
関係省庁、関係団体から多数参加

1月 16日 厚労省、医療介護の雇用拡大に関する PT設置

1月 20日 登内眞顧問（元副会長）がご逝去

1月 22日 四病協によるメディカルスクール検討委員会報告
書の記者発表が行われ、山本会長、堺副会長が出席

バラク・オバマ氏、第 44
代米国大統領に就任

1月 26日 ロサンゼルス郊外で史上 2
例目となる 8つ子誕生

1月 27日 元原利武常任理事（兵庫県・明舞中央病院理事長）
がご逝去

2月 10日 四病協は、臨床研修制度のあり方等に関する提言
をまとめ、舛添要一厚生労働大臣に提出

米ロ人工衛星衝突事故

2月 15日 第 34回広島県病院学会において山本会長が、「地
域医療確保に係わる諸問題」と題し講演

2月 21日 中小病院委員会と福岡県病院協会との共催による
情報交換会を福岡市において開催され、山本会長、
佐藤副会長が出席し、「透明化が中小病院の明日を
拓く」をテーマに民間中小病院の経営方策を議論

2月 22日 映画「おくりびと」アカデ
ミー賞最優秀外国映画賞に
選出

2月 25日 第 5回ヘルシー・ソサエティ賞に武田隆男顧問が
受賞され、帝国ホテルにて授与式が開催され、山
本会長、池澤、宮崎両副会長、梶原常任理事、関口、
高橋両理事が出席

3月 2日 天皇陛下御即位二十年奉祝国会議員連盟に山本会
長が出席

3月 8日 登内眞顧問のお別れ会が茨城県・つくば市で開催
され、山本会長、大井副会長が出席

3月 10日 日経平均株価の終値 7,054
円 98 銭を記録、バブル崩
壊後の最安値を更新

（平成 21年続く）
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平成21年
3 月 21日 内閣府が実施した「経済危機克服のための有識者

会合」に山本会長が出席、社会保障分野で提言

3月 25日 厚労省「救命救急士の業務拡大」についての検討
会が初会合。日病協の新議長に小山信彌氏、副議
長に副議長に邉見公雄氏が選任

3月 26日

3月 28日 代議員会・総会が開催され、平成 20年度補正予算、
21 年度暫定予算が承認。総会終了後、伊藤元重
氏（東京大学大学院 経済学研究科教授 経済学研究
科長、総合研究開発機構（NIRA）理事長）が「経済
学者からみた医療問題」と題して講演

4月 5日 北朝鮮ミサイル発射実験を
実施

4月 6日 WHOの ICD担当官ベテルハン・ウースタン氏が
本会を表敬訪問

4月 7～9日 ICD 内科 TAG国際会議が東京国際フォーラムで
開催、2010 年の ICD-11 草案作成に向けての作
業報告、今後の予定等を検討

4月 10日 四病協主催によるメディカルスクールシンポジウ
ムを衆議院第二議員会館で開催。テーマを「メディ
カル・スクール構想」とし医療現場の危機打開と
再建をめざす国会議員連盟（超党派）の議員多数が
出席。本会からは、山本会長、池澤副会長が出席

天皇 ･ 皇后両陛下金婚式を
迎える

4月 16日 厚労省検討会、社会保障カードの基本計画をまと
める。今年度中に実証実験を行う

4月 23日 地域医療再生計画に財政支援（総事業費 4 兆
6,700 億円）

4月 24日 第 1回「医療の質を考えるセミナー」を愛知県で
開催、救急医療の諸問題等のシンポジウムを実施
101人の参加

WHO新型インフルエンザ感染症を確認

4月 28日 医療従業員無料職業紹介所の廃止届けを東京労働
局に提出

5月 8日 四病協の医療従事者対策委員会で厚労省から「経
済連携協定（EPA）」によるインドネシア人看護師・
介護福祉士候補者の受入れについて説明

5月 15日 国際病院連盟の理事会がパリで開催され、堺副会
長が出席

5月 20日 日本政策医療機構の第 1回医療政策国民フォーラ
ムが開催され、山本会長が政策委員（医療提供者
側）として出席

5月 23日 代議員会・総会で平成 21年度事業として、「病院
医療の再生」「医療の質と安全の取り組み」等 10
項目を重点項目に挙げ活動図ることとした。総会
後、厚生労働事務次官の江利川毅氏が「今後の医
療政策等」と題して講演

5月 24日 第 70回診療情報管理士認定式を実施、2,005 人
を認定し、通算 1万 9,767 人

5月 30日 医療安全全国共同行動の医療安全全国フォーラム
で大井副会長が「医療安全の評価と視える化」に
ついて講演

5月 30、31日 感染制御講習会（第 1クール）を開催し、367人の
参加

6月 1日 米 GM連邦倒産法 11 章適
用を申請

6月 4日 厚労省の「医療機器の流通改善に関する懇談会」
に﨑原理事が出席し、医療機器のコード化、デー
タベース標準化について検討

欧州連行加盟 27 カ国で欧
州議会議員選挙始まる

6月 11日 日本政策医療機構の第 2回医療政策国民フォーラ
ムに山本会長が出席し、総選挙において各党がマ
ニフェストで問うべき 3つの重要課題を提言

WHOが警戒レベルを引き上げ、新型インフルエ
ンザは「フェーズ 6」

（平成 21年続く）
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平成21年
6 月 11、12日 第 3回医療セクター評議会に山本会長が出席し、

「新たな医療提供への途」として、医療基本法の
制定、地域中心の医療等を挙げ医療再生に繋げる
べきとして自民、民主両党に提出

6月 12～14日 第 1回臨床研修指導医養成講習会を開催し、50
人の受講修了者

6月 13日 第1回日病支部連絡会を札幌市で開催。13支部中、
7支部の支部長が出席、本会の目的達成のため各
支部との連携を確認。意見交換会では、堺副会長
から「良い臨床医の育成」を講演

6月 15日 日本医療機能評価機構の第 4回産科医療保障制度
運営委員会で大井副会長は、重度脳性麻痺の重症
度、除外基準、本制度における診断書作成の手引
き作成等の対応を図ることとなった

政府の「安心社会実現会議」が報告書を提出。社
会保障番号を 2011年までに

6月 16日 医療経済・税制委員会は、平成 22年度税制改正
に関する要望書を作成し、厚生労働省へ提出

6月 20日 第3回定期常任理事会で代議員（岩手県）の後任推薦

6月 23日 公明党の「社会保障制度調査会・医療制度委員会」
での平成20年度診療報酬改定の評価についてヒア
リングがあり、池澤、佐藤両副会長が出席し、日
病としての次期改定としての重点要望項目を主張

6月 24日 四病協・総合部会は、政府が示した「新型インフ
ルエンザ対策行動計画」に対し各団体から 2人を
選出したプロジェクトチームを設置し、医療・介
護の現場で受けた影響、問題点を取りまとめる

6月 26日 日本慢性期医療協会の浜松大会「やらまいか !慢
性期医療」に山本会長が出席

6月 29日 総務省・厚労省による「傷病者の搬送及び受入れ
の実施基準等に関する検討会」に山本会長が構成
員として出席。各都道府県が実施基準を定めると
ともに実施基準の協議を行う協議会を設置し、基
本的事項、実施基準のガイドライン策定等を行う

厚労省、消防庁が救急搬送・受入れの指針策定。
DPC対象病院に 232 病院が移行、総数は 1,283
病院

7月 1日 厚労省に「社会保険病院等対策本部」を設置。
OECD の発表で、日本の医療費GDP 対比で 21
位（先進国で最低）

7月 4日 NPO医療と法律研究協会主催のインポジウム「医
療の信頼確保と医療安全」が開催され、対談「事
故調スキームを検証する」に大井副会長が出席

7月 10、11日 医療安全管理者養成講習会（第 1クール）が開催さ
れ、177人の受講

7月 15～17日 国際モダンホスピタルショウ 2009 を開催、テー
マは「いのちの輝きを！明日に架ける健康・医療・
福祉」。山本会長がオープニングセッションで「医
療再生への途を求めて～政府・地方自治体、国民、
医療関係者の役割～」を実施。3日間延べ 7 万
6,500 人の来場

7月 17日 医学部定員8,855人、平成22年度過去最大に増員

7月 23、24日 第 59回日本病院学会（宮﨑久義学会長）が熊本市
で開催、テーマは「よりよい医療のあり方を求め
て」。参加者は延べ 5,751 人

7月 31日 日病協は、平成 22年度診療報酬改定に係る要望
書（第 2報）を厚労省に提出。「入院医療全般につ
いて」、「急性期入院医療について」等 6項目

8月 3日 東京地裁において裁判員制
度による初の裁判始まる

8月 6、7日 平成 21年度病院長・幹部職員セミナーを開催し、
185施設、191人が参加

8月 19日 政府新型インフルエンザ流行拡大を宣言

8月 25日 日病協は、「新型インフルエンザ対策について」
の要望書を厚生労働大臣に提出

（平成 21年続く）
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平成21年
8 月 26日 社会保障審議会医療部会（第 9回）に村上副会長が

出席し、平成 22年度診療報酬改定に際し基本方
針に盛り込むべき視点を検討

8月 28日 日医の「医事法関係検討会」に大井副会長が出席
し、「患者をめぐる法的諸問題」として、「医療基
本法」「患者権利法」について検討

8月 30日 民主党衆議院議員総選挙で
圧勝、第 1党に躍進

8月 31日 病院における地球温暖化対策推進協議会（日医・
第 1回）に佐藤副会長が出席し、日医、四病協と
の連携を図り具体的な対策を講じる

9月 2日 国民医療費 34兆 1,360 億円

9月 3日 日病は、日本人間ドック学会創立 50周年記念式
典を共催した。祝賀会には、天皇・皇后両陛下の
行幸によるご臨席を賜り 517人が参加

9月 9日 救急医学会、臨床救急医学会が「救急医療総合研
究機構」を設立

9月 11、12日 医療安全管理者養成講習会（第 2クール）を開催
し、183人の受講

9月 11～13日 臨床研修指導医養成講習会を開催し、50 人の受
講修了者

9月 14～16日 WHO-FIC アジア・パシフィック会議が浜松市で
開催、山本会長、大井、堺両副会長が出席し、世
界各国のプライマリ・ケアにおける ICDの可能性、
対策を検討

9月 16日 長妻昭氏、厚生労働大臣就任 鳩山由紀夫内閣

9月 17、18日 第 35回日本診療情報管理学会学術大会（堺常雄学
術大会長）が静岡県・浜松市で開催、テーマは「診
療情報管理、来し方行く先」。2日間延べ 1,680
人の参加

9月 18日 日本初の（HTV）宇宙ステー
ション補給機、宇宙ステー
ションとの接続に成功

9月 24日 厚労省の「チーム医療推進協議会（第 1回）」が開
催され、村上副会長が出席、「患者の生き方を尊
重した医療実現のために」をテーマとした活動実
施計画を検討

9月 26日 第 30回病院経営管理者認定式において新たに43
人を認定し、通算 616人

10月 1日 消防庁「改正消防法に基づく消防計画に関する調
査検討委員会（第1回）」が開催され、村上副会長
が出席。平成20年6月の法改正された大規模地震
を想定した消防計画策定に伴う具体的手法を検討

10月 7日 産科医療補償制度で初の 5件補償認定

10月 9、10日 WHO-FIC アジア・パシフィックネットワーク会
議が韓国・ソウル市で開催され、大井副会長が
出席。テーマは「プライマリ・ケア」で 27カ国
150人の参加

バラク・オバマ米大統領ノー
ベル平和賞受賞

10月 15日 台風 9号で被災した兵庫県下の会員「佐用共立病
院」「佐用中央病院」の 2施設を山本会長が訪問

10月 16日 閣議で地域再生医療、750億円減額を決定

10月 17日 故諸橋芳夫元会長の「没後 10年諸橋記念シンポ
ジウム」が国保旭中央病院で開催され、本会から
山本会長が出席

10月 23日 日病協代表者会議で平成 22年度診療報酬改定に
対する要望に対し、「精神科救急・合併症入院料
の算定要件の変更についての具第的要望」を提示

10月 24日 平成 22年役員改選に伴い選挙管理委員会を設置、
5人の委員就任を承認

（平成 21年続く）
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平成21年
10 月 24日 統計情報委員会（齊藤壽一委員長）が取りまとめた

「医師の業務負担軽減に係る調査報告書」を公表

厚労省の委託事業「病院勤務医勤務改善環境改善
事業」（検討・評価委員会：委員長：武林亨慶応大
学医学部教授、副委員長：池澤副会長）の報告書
が完成

11月 3日 第 58回日本農村医学会学術大会が横浜市で開催、
テーマは「地域医療を支える」。山本会長が、シ
ンポジウム「地域医療再生への途」、大井副会長
は教育講演「我が国の高齢化と運動器疾患」と題
し講演

アジア病院連盟の理事会が韓国・ソウルで開催。
堺国際委員会委員長、土谷委員会委員が出席。
AHF会長の選出が協議され、次期はインドネシア、
次々期はオーストラリアが決定

11月 4日 医療制度委員会が実施した「医師の夜間勤務の実
態」についての調査報告書が取りまとめられ、今
後の活動基礎資料とする

11月 7、8日 感染制御講習会（第 2クール）を開催し、368人の
参加

11月10～13日 国際病院連盟の理事会がブラジル・リオデジャネイ
ロで開催。堺国際委員会委員長が出席し、新憲章案、
次期会長選出、世界病院会議等について協議

11月 11日 山本会長が平成21年秋の叙勲で旭日中綬章を受章 行政刷新会議で診療報酬改定の基本方針を決定

11月 12日 厚労省の「国際医療・福祉専門家受入れ支援協議
会」が開催され、梶原常任理事が出席。EPAによ
る看護師・介護福祉士候補者の受入れ現状、受入
れ施設への支援対策等を検討

11月 16日 自民党厚生労働部会・厚生関係団体委員合同会議
において、平成 22年度予算・税制について要望

11月 19日 事務管理者研修会で病院の未収金対策等をテーマ
に挙げ開催、214人の参加者

11月 20日 医療の質を考えるセミナー（第 2回）を東京・武蔵
野市で開催し、99人の参加

11月 21日 全日病鹿児島大会に山本会長が出席

11月 23日 医療安全全国共同行動全国フォーラムが開催さ
れ、日病協から小山信彌議長、大井検討委員会世
話役が出席

11月 26日 民主党が「適切な医療費を考える議員連盟」を設
置。政府税制調査会が事業税非課税存続を決定

円相場急騰、1ドル：86円
29銭を記録

11月 27日 日病協は「平成 22年度診療報酬改定に係る要望
書（第 3報）」を厚労省に提出

厚労省の社会保障審議会統計分科会「疾病、傷害
及び死因分類専門委員会」に大井副会長が出席し、
WHO-FIC 韓国会議での模様として ICD-11 のα、
β版作成の進捗状況を説明。また、日本診療情報
管理学会としての ICDの構造上の問題としての留
意、解決策を提案

11月 30日 厚労省の「内服薬処方箋の記載方法の在り方に関
する検討会」に齊藤常任理事が出席し、報告書取
りまとめの骨子案を検討

12月 1日 平成 22年役員改選に伴う選挙告示を実施 欧州連合の新基本条約であ
るリスボン条約が発効

12月 3日 社会保障審議会医療部会（第 11回）に村上副会長
が出席し、平成 22年度診療報酬改定の基本方針
として、重点課題 2点と 4つの視点等を検討

12月 4日 日医の「医事法関係検討会」に大井副会長が出席
し、答申案について検討

（平成 21年続く）
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平成21年
12 月 11日 民主党への要望は各都道府県下の民主党議員を通

じ要望提出することとなり、東京都支部（池澤支部
長）は支部会員に対し厚労省の考え方への支援協
力の署名運動を展開。各支部へも呼びかけを実施

12月11、12日 医療安全管理者養成講習会（第 3クール）を開催
し、180人の受講

12月11～13日 第 3回臨床研修指導医養成講習会を開催し、50
人の受講修了者

12月 16日 自民党政務調査会厚生労働部会診療報酬WGの
ヒアリングに日病協から小山信彌議長が出席し、
入院基本料の大幅アップを求める

12月 21日 日本医療機能評価機構の第5回産科医療保障制度
運営委員会に大井副会長が出席し、産科医療補償
制度の動向、補償審査の実施状況等についての検討

12月 23日 診療報酬10ぶりにプラス改定（ネツト0.19%増、
技術料は 1.55%増、平成 22年 4月～）

12月 25日 病院における地球温暖化対策推進協議会（日医・
第 2回）に佐藤副会長が出席し、各団体における
自主行動計画の実施方針、四病協会員へのフォ
ローアップのためのアンケート実施を検討。本会
としては、日病ニュース、ホームページ掲載対応
を通じて周知

平成 22年
1 月 1日 厚労省の耐震改修状況調査、前回より 5.4 ポイン

ト上昇

1月 4日 ドバイに世界一の超高層ビ
ル、ブルジェ・ハリファが
オープン

1月 12日 新年賀詞交歓会を帝国ホテルで開催し、国会議員、
関係省庁、関係団体から総勢 303人の参加

第 3回定期理事会で定款施行細則第 7条により新
代議員 118人を選出

1月 15日 四病協は、「緊急保障制度の医療分野（介護分野含
む）への拡大要望を経済産業省に提出

1月 25日 四病協の「EPAに基づく外国人看護師受入れに関
するワーキンググループ」が開催され、佐藤副会
長、梶原常任理事が出席し、現行制度の問題点を
討議

経済産業省の「保健医療情報標準化会議（第 15
回）」に大井副会長が出席し、医薬品データマス
タの開発、地域医療再生基金における IT 活用に
よる地域医療連携等を検討

地域医療の再生計画で有識者会議が初会合

2月 1日 選挙規程第 1条に基づき第二次選挙人名簿を作成 厚労省の検討会で救命救急士の処置 2行為拡大を
了承

2月 3日 がん拠点病院 19施設を新指定、更新は 319施設

2月 11日 日看協「看護職のワーク・ライフ・バランス推進
フォーラム」が開催され、山本会長が挨拶参加

2月 12日 中医協、診療報酬改定（案）を答申 冬期バンクーバーオリン
ピック開幕

2月 19日 日病、全国公私の共同調査「平成21年病院運営実
態分析調査（平成21年6月調査）」の概要を発表

2月 20日 日病（中小病院委員会）、和歌山県病院協会との共
催による「情報交換会」を和歌山市で開催。山本
会長、大井副会長が出席、28施設、106人の参加

2月 22日 特定健診・特定保健指導評価協議会設立総会に山
本会長、宮崎副会長が出席

医学部新設にあたり、全国医学部長病院長会議が
要望書「百害あって一利なし」

2月 24日 第 6回ヘルシー・ソサエティ賞授与式（東京・帝
国ホテル）に山本会長が出席

（平成 22年続く）
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平成22年
2 月 24日 四病協として「医療・介護分野における専門的金

融機関の必要性と存続について」の要望書を厚生
労働大臣に提出

2月 26日 山本修三先生の旭日中綬章受章を祝う会を開催

2月 27日 WHOの国際分類ファミリーの ICDの普及支援と
して 2011年分 30万米ドルの支援を承認

2月 27、28日 感染制御講習会（第 3クール）を開催し、369人の
参加

3月 5日 厚労省「医療施設動態調査（平成 21年 12月末）」
を発表

3月 10日 診療報酬改定説明会（東京会場・全国公私病院連
盟担当）を開催し、3,600 人の参加

3月 11日 行政刷新会議に分科会を設置。規制改革は「患者
の立場を優先」

3月 12日 四病協として「経済連携協定（EPA）に基づく外国
人看護師・介護福祉士候補者受入れに関する問題
点の指摘と提言」を厚生労働大臣に提出

3月 12日 四病協として「医療施設の耐震改修に対する国庫
補助について」の要望を厚生労働大臣に提出

3月 12～14日 第 4回臨床研修指導医養成講習会を開催し、50
人の受講修了者

3月 13日 宇沢弘文参与の「ブループラネット賞受章記念会」
に山本会長が出席

3月 14日 石橋晃代議員（東京都・救世軍ブース記念病院名
誉院長）がご逝去

3月 15日 診療報酬改定説明会（神戸会場）を開催し、2,852
人の参加

3月 16日 日医「医師の団結を目指す委員会」発足

3月 18日 高橋勝三元副会長（武蔵野赤十字病院名誉院長）
がご逝去

3月 19日 日本医療機能評価機構の第 3回理事会に大井副会
長が出席。平成 21年度受審状況、病院機能評価
の社会的影響に関する調査報告結果を検討

3月 26日 韓国哨戒艦沈没事件発生

3月 27日 地域医療委員会（林雅人委員長）は「疲弊する地域
の病院医療について」の報告書を取りまとめる

平成21年度代議員会・総会を開催し、22年度事
業計画、収支予算を承認。また、新理事会を開催し、
役員改選が行われ23年度以降の新執行部（新理事
66人、新監事2人）を選出。新理事の互選により、
会長には、堺常雄氏（静岡県・聖隷浜松病院）、副
会長は、今泉暢登志氏（福岡県・福岡赤十字病院）、
高橋正彦氏（茨城県・茨城西南医療センター病院）、
末永裕之氏（愛知県・小牧市民病院）、相澤孝夫氏
（長野県・相澤病院）、梶原優氏（千葉県・板倉病院）、
大道道大氏（大阪府・森之宮病院）が選出

3月 31日 山本修三会長以下、現執行部、役員は任期を終了

4月 1日 堺常雄会長による新執行部発足 病院の明細書発行（原則無料で義務化）

4月 2日 堺会長、職員への挨拶、辞令交付を実施 タイ・バンコクで政権退陣
を求めるデモ多発

4月 8～16日 厚労省、関係団体への新任挨拶を実施

4月 9日 平成 22年 1月の医療施設動態調査、病院の一般
病床は 90万 5,951 床

4月 14日 アイスランド、エイヤフェイ
ヤトルヨークトル火山噴火

4月 23日 仕分け作業第 2弾スタート（厚労省関係は 7事業
が対象）

（平成 22年続く）
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平成22年
4 月 24日 新執行部による第 1回定期常任理事会を開催。席

上、新任挨拶、会務運営への支援、協力依頼を述
べた。今後の基本活動方針として、病院医療の再
生等を重点項目に挙げ、重点項目達成に伴う委員
会の骨子、外部監事（1人）、名誉会長、名誉会員、
顧問・参与候補（案）を検討し、承認され、5月期
代議員会、総会に上程

5月 1日 上海万博開幕

5月 6日 専門医制評価・認定機構が制度の基本設計案、第
三者機関による専門医制度を検討

5月 12日 厚労省・チーム医療推進会議に堺会長出席 厚労省・チーム医療推進会議発足

5月 14日 平成 22 年版高齢化白書、閣議決定、2009 年の
高齢化率 22.7%

5月 20日 四病協・メディカルスクールの検討を再開

5月 21日 新執行部披露パーティをホテルオークラ東京にて
開催し、約 300人の参加

5月 22日 代議員会・総会を開催し、平成 21年度事業報告、
収支決算、22年度事業計画を承認。同日は、顧問・
参与、名誉会長、名誉会員の推薦、各種委員会設
置についても承認を得た。総会終了後に全自病協
の邉見会長による特別講演を実施

5月 26日 中医協・技術とモノの分離を診療側が提案

5月 27日 全自病協総会にて、堺会長が特別講演を実施

5月 29日 診療情報管理士認定授与式を品川・新高輪プリン
スホテルで開催し、堺会長から認定証を授与

6月 1～3日 2010 年 IHF 第 1 回理事会が 6月 3 日にシカゴ
で開催され、堺会長が出席し、IHF の意義、役割
の明確化等を検討

6月 2日 人口減は過去最大、出生数
2万 1,000 人減少

6月 3日 経済産業省「産業構造ビジョン 2010」を公表

6月 4日 救急相談窓口整備事業を廃止

6月 5日 堺会長、武蔵野赤十字病院にて講演

6月 8日 長妻昭氏、厚生労働大臣再任 菅直人内閣

6月 11日 国立がん研究センターが新標語「全ての活動はが
ん患者のために」理念を公表

サッカーワールドカップ南
アフリカ大会開幕

6月 13日 惑星探査機 ｢はやぶさ｣ 帰還

6月 19日 唐澤祥人前日医会長退任慰労パーティに堺会長出席

6月 24日 安藤たかお氏、出陣式 ジュリア ･ ギラード豪初の
女性首相に

6月 26日 平成 22年度第 3回定期常任理事会において、今
後の政治とのかかわりについて役員各位との意見
交換を実施、IHF 理事山本修三名誉会長から、堺
会長への交代を承認

山口県支部長の交代を承認。水田英司支部長（小
野田赤十字病院長）から三浦修支部長（防府消化器
病センター 防府胃腸病院院長）に交代。齊藤壽一
氏（前常任理事）の参与委嘱を常任理事会が承認
し、理事会での審議を経て代議員への書面審理を
実施

7月 1日 株式会社日本病院共済会で「病院物語」を発刊

7月 14～16日 国際モダンホスピタルショウ 2010 を開催、テー
マは「いのちの輝きを！明日に架ける健康・医療・
福祉」。堺会長がオープニングセッションで「輝
ける明日の病院医療に向けて」を実施。3日間延
べ 7万 9,150 人の来場

7月 16日 第 7次看護職員需給見通し、供給は約 164 万人
で充足率は99.4%。チーム医療推進対策検討ワー
キングを設置

（平成 22年続く）
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平成22年
7 月 21日 日病創立 60 年記念事業に伴う実行委員会（委員

長：梶原 優 副会長）、実行委員会WG（ワーキング）
創立 60年記念誌編集委員会（委員長：大道道大副
会長）の委員構成を承認

契約職員の雇用（派遣職員からの切り替え）、契約
職員就業規則を承認

第 62回日本病院学会（平成 24年 6月 21日（木）
～22 日（金））は、岡留健一郎氏（済生会福岡総合
病院長）のもと福岡市で開催することを承認

7月 22日 株式会社日本病院共済会で「医学史の旅～ギリ
シャ・エーゲ海の島々～」を発刊

7月 22、23日 第 60回日本病院学会（山田實紘学会長）が岐阜市
で開催、テーマは「医療人の協働と明日を拓く
力～人間 50 年から 100 年へ～」。参加者は延べ
5,024 人

7月 23日 出産一時金月 2回に変更

7月 26日 平均寿命、男女とも過去最高。男性 79.59、女性
86.44

8 月 5、6日 平成 22 年度病院長・幹部職員セミナーを開催。
163施設 175人の参加

8月 7日 インドネシアから EPA で看護師、介護士候補が
来日（第 3回目）

8月 10日 熊本県支部総会で堺会長が「民主党政権と医療界
～医療提供体制再編を考える～」と題し講演

WHO、新型インフルエンザ終息宣言

8月 16日 平成 21年度概算医療費 1.2 兆円増の 35兆円に

8月 20日 高齢者医療制度改革会議が「中間とりまとめ」

8月 21日 愛知県支部長の交代を承認。福田浩三支部長から
松本隆利支部長（八千代病院理事長）に交代

委員会運営規則の一部変更を承認。（オブザー
バー、アドバイザーの項目を追加）

8月 26、27日 第 51回日本人間ドック学会学術大会（旭川市）が
開催

8月 27日 平成 22年度版「厚生労働白書」を閣議決定

8月 30日 政府、経済対策として、病院の耐震化や医療・介
護の規制制度改革の基本方針を決定

9月 2日 平成 21年の人口動態統計、
出生率は 1.37

9 月 7日 新成長戦略説を閣議決定、
議長は菅首相

9月 10日 メディカル・イノベーション構想を厚労省など 3
省が年内取りまとめを決定

9月 14日 100歳高齢者 2万3,269人、
過去最高

9月 16、17日 第 36回日本診療情報管理学会学術大会（夏川周介
学術大会長）が長野市で開催、テーマは「医療変
革期における診療情報管理」。2日間延べ 1,838
人の参加

9月 17日 細川律夫氏、厚生労働大臣就任 菅直人内閣

9月 27日～
10月 1日

スイス（ジュネーブ）で開催された ICD改定運営会
議に参加

9月 29日 茨城県支部（藤原秀臣支部長）総会が土浦市で開催
され、堺会長が「医療の動向と使命～今後の医療
の進むべき道～」と題し講演

10月 1日 社会保障・人口問題研究所所長に西村周三氏が就任

10月 6日 文部科学省、医学部新設で有識者会議を年内設置
を表明

鈴木章・根岸英一ノーベル
化学賞受賞

10月 8日 地域医療再生基金に約 2,200 億円、2010 年度補
正予算を閣議決定

（平成 22年続く）
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平成22年
10 月 8、9日 第25回全国医療法人経営セミナーに堺会長が出席

10月 14日 医療経済フォーラムジャパンの公開シンポジウム
「医療再生」で堺会長がシンポジストとして講演

10月16～22日 カナダ（トロント）で開催されたWHO-FIC ネット
ワーク会議に出席

10月18～21日 AHF理事会インドネシア（ジャカルタ）に堺会長が
出席

10月 23日 常任理事会で、公益法人制度改革対応として、「一
般社団法人」への移行を承認し、順次、理事会、
代議員会、総会の議決を経て承認を得ることとした

桜井充参議院議員の顧問退任を承認し、代議員会
に上程

10月 24日 全国社会保険協会連合会の研修会「医療事故が起
こったときのあるべき対応」で堺会長が講演

10月 28日 厚労省の懇談会で終末期医療の報告書を大筋合意

11月 1日 第 63回日本医師会設立医学大会に堺会長が出席

11月 6日 「病院診療の質向上とチーム医療に関するシンポ
ジウム」が昭和大学病院で開催され、堺会長ほか
副会長が出席

11月10～13日 IHF 理事会がスイス（ジュネーブ）で開催され、
IHF 理事に山本修三名誉会長から堺常雄会長への
交代が承認

11月13、14日 横浜でAPEC首脳会議開催

11月13～20日 イタリア（ミラノ）で開催された IFHRO（診療緑協
会国際）に出席。通信教育課の横堀由喜子職員が
アジア地区の ICD普及役員に選任

11月 22日 第 7次看護職需要見通し提示、5年後に 150 万
1,000 人の看護師需要

11月 23日 韓国延坪島砲撃事件発生

11月 24日 平成 20年度国民医療費 34兆 8,084 億円

11月 27日 臨床研修委員会に「専門医制度小委員会」、「メディ
カルスクール小委員会」の設置を承認。病院中堅
職員育成研修事業を承認

11月 30日 林雅人理事（前常任理事）がご逝去

12月 3日 全国厚生農業協同組合連合会・病院長セミナーで
堺会長が講演

12月 4～6日 東京でWHO-FICアジアパシフィック会議を開催
（6カ国の参加）

伝統医学を ICD-11 に組み入れ、WHO、2015
年改定で発表

12月 5日 中後勝元常任理事がご逝去

12月 14日 第 3者機関検討委員会が検討開始、認定は、日本
専門医機構

12月 15日 地域医療支援センター、15カ所で先行実施

12月 19日 林雅人理事のお別れ会が秋田県（横手市）で開催さ
れ、堺会長が弔辞を述べ、山本名誉会長、大井利
夫顧問、藤原常任理事等が出席

平成 23年
1 月 7日 内閣官房に医療イノベーション推進室を設置

1月 11日 新年賀詞交歓会を都内ホテルで開催

理事会で「一般社団法人」への移行を承認。桜井
充顧問の退任、委員会運営規則の一部改正、小委
員会の設置、齊藤壽一氏の参与委嘱を承認

日病香川県支部の設立を承認。小川裕道代議員（香
川県済生会病院院長）から中川義信氏（国立病院機
構香川小児病院院長）への香川県代議員（公的）の
交代を承認

（平成 23年続く）
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平成23年
1 月 11日 理事会は、平成 23年度事業計画（案）の策定を検

討。医療安全全国共同行動「共同行動 2011」の
継続参加を見送り

1月 17日 中後勝元常任理事のお別れ会に大道道大副会長が
会長代理で出席

チーム医療推進会議が看護師の医行為の業務範囲
を検討

1月 19日 介護保険法施行細則の一部改正「要介護認定の有
効期間上限」の一部を延長

1月 21日 中医協が次期同時改定に向けての議論開始 菅首相が細川厚労相に社会
保障政策案を４月までの策
定指示

1月 26日 行政刷新会議分科会が規制・
制度改革、約 250項目の中
間まとめを了承。3月末に
閣議決定

1月 28日 堺会長が、文部科学省主催の「今後の医学部入学
定員の在り方等に関する検討会（第 2回）」で有識
者としてヒアリングに出席

平成 22年度産科医療功労者厚生労働大臣表彰（施
設表彰）として、３会員（秋田赤十字病院、総合病
院聖隷浜松病院、国立病院機構 岡山医療センター）
が表彰

2月 4日 情報連携基盤技術WGが番号制度のシステム整
備へ初会合

2月 5日 高知市で開催した「中小病院委員会・情報交換会」で
堺会長が基調講演「中小病院が元気をだすために」
を講演

社会保障と税の一体改革を
議論する政府の「集中検討
会議」が始まる

2月 7日 政府は平成 27 年 1 月の利
用開始を目指した「税と社
会保障の共通番号制度」の
作業部会の初会合を開く

2月 9日 中医協がDPCの包括範囲の議論開始

2月 10日 がん拠点病院に 11病院が認定、計 388病院

2月 17日 社保審医療部会が医師配置「40対 1」を議論 日インドネシア EPA協定に
署名

2月 18日 消防庁平成 22年速報で救急出動件数が過去最高
の 546万件

2月 21日 専門医認定・評価機構の社員総会で「日本専門医
認定機構」をおおむね了承

2月 25日 日病協が患者からのADR申し入れ調査

2月 26日 平成 22 年度第 11 回定期常任理事会で役員会資
料のデータ配信化（PDF 移行）が採択された。一般
社団法人への移行に伴う「選挙管理委員会」が設
置され、委員に池澤康郎、大井利夫、齊藤壽一、
宮崎忠昭、山本修三各氏が選出。23 年度の事業
計画（案）、収支予算（案）が承認され、3月期定期
理事会、代議員会、総会に上程

2月 28日 厚労省・看護教育の報告書を公表、各都道府県に
通知

3月 1日 厚労省・看護課が特定看護師の業務試行事業の募
集開始

3月 9日 社保審医療部会が一般病床の機能分化に関する見
解を取りまとめ

3月 10日 全日病が公益社団への移行を理事会、代議員会で
承認

3月 11日 2時 46 分宮城県三陸沖にマグニチュード 9.0 の
大地震が発生。当日、日病内に災害対策本部（本
部長：堺常雄）、聖隷浜松病院内にサブを設置

東北地方太平洋沖地震発生
（午後２時 46分）

3月 13日 会員の被害状況、患者受入れ支援等の情報収集を
行い、義援金の募集を実施。また、政府の「被害
者健康対策チーム」に梶原副会長が参画し支援協
力体制を行う、義援金募集の窓口設置を行う

（平成 23年続く）
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平成23年
3 月 13日 東日本大震災に関する行政等からの通知、東京電

力（株）による計画停電に係る医療機関の対応を
ホームページに掲載

3月 14日 災害対策本部で大震災に伴い、日病の役員会、各
種委員会、講習会、セミナー等の開催対応を検討、
日本透析医会の被害情報ネットワークとの日病
ホームページの連携を検討

厚労省が心のケアチームを宮城県へ１チーム派遣

3月 15日 堺本部長は、医療材料（真空採血管）の供給不足を
懸念し、厚労省医政局・経済課に在庫確認。IHF、
AHF への支援要請を実施

3月 24～26日 福島県檜枝岐の避難所支援として、神奈川県・相
模原協同病院から医療チーム（医師、看護師、ソー
シャルワーカー、事務）を派遣

3月 26日 一般社団法人への移行、平成 23 度事業計画案、
収支予算案が代議員会、総会で承認。災害対策本
部の活動現状を会員に報告



営 業 案 内 

Business Profi le

株式会社　日本病院共済会

質の高いサービスを提供するとともに、病院と企業の架け橋となることをめざしています。

〒102-0082 東京都千代田区一番町13番地一番町法眼坂ビル

TEL 03-3264-9888（代）  FAX 03-3222-0016

株式会社日本病院共済会は、社団法人日本病院会の営業活動
を担当する企業として 1974年に設立されました。以来、
病院賠償責任保険などの各種損害保険の代理店としてリスク
の軽減と、会員病院向け人材育成用の書籍を日本病院会出版
として発行し、医療機器などの斡旋業務を通じて病院経営を
サポートしています。また2007年には派遣業の許可も取
得、2009年には職業紹介事業に参画、医師の紹介事業を
開始し、会員病院への支援に努めることで会員の皆様と確か
な信頼関係を築き上げております。



保険代理店業務
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日本病院会の病院賠償責任保険のメリット

１．保険料は団体割引 20％が適用されており、個別に加入するよりもかなり割安です。
２．ご加入いただいている病院には、医療紛争防止等に役立つさまざまな情報および支援サービス
をご提供します。

　　［例］・医療安全情報ＷＥＢサービス

　　　　・「医療事故・医療紛争対応」冊子の提供サービス

　　　　・「困った院内トラブル対応」冊子の提供サービス

３．医療紛争に詳しい専門弁護士の相談窓口制度をご利用いただけます。
４．万一の事故の際、日本病院共済会および損保ジャパンが病院のためにお手伝いさせていただき、
事故解決のために最も適切な方法をご連絡するとともに、会員病院と協力して紛争処理に最
善を尽くします。また、損保ジャパンでは、全国に医療紛争に詳しく、長年の実績を持つ弁
護士や鑑定医・相談医のネットワークを持っており紛争解決に向けた対応も万全です。

医療紛争処理の一助としてご活用いただけます。

院内暴力や未収金対応の備えとなります。

医療安全や医療紛争防止など医療機関の各種リスクマネジメント活動に
役立つ実践的な情報を提供するＷＥＢサービスです。

病院
病院賠償責任保険
（医師賠償責任保険）

医者
勤務医師賠償責任保険

看護師
看護職賠償責任保険

介護施設
介護保険法・障害者
自立支援法の指定事業者
向け賠償責任保険
（ウォームハート）

医療従事者
医療従事者賠償責任保険

保育所
保育所総合保険



● 日本病院会・団体契約 ●

❖病院賠償責任保険（医師賠償責任保険）
　引受：損害保険ジャパン

事故（①医療上の事故②建物や設備の使用・管理上の事
故③給食等による事故など）により患者さん等に損害
を与え、病院（医院・診療所・介護老人保健施設）が法律
上の責任を負担した場合、相手方に対し支払わなけれ
ばならない損害賠償金を保険金としてお支払いします。

❖勤務医師賠償責任保険
　引受：損害保険ジャパン

医療上の事故により患者さんに損害を与え、勤務医師
個人が法律上の責任を負担した場合、相手方に対し支
払わなければならない損害賠償金を保険金としてお支
払いします。日本病院会会員施設に勤務されている医
師の方が個人で加入される保険です。インターネット
からも申し込めます。https://www.nichibyo.jp/hoken/

❖看護職賠償責任保険
　引受：損害保険ジャパン

病院に勤務する看護職者を対象とし、対象者が行う
業務に起因して患者さん等の身体に障害を発生させ
た場合に、対象者が法律上の賠償責任を負担するこ
とによって被る損害賠償金を保険金としてお支払い
します。

❖介護保険法・障害者自立支援法の指定事業
者向け賠償責任保険（ウォームハート）

　引受：損害保険ジャパン

介護保険サービスの提供にあたり、発生するであろ
う様々なリスクをカバーします。 指定事業者の申
請に必要な賠償資力も確保できます。

❖現金総合保険 　　　  
引受：損害保険ジャパン

病院内または輸送中において、窃盗・強盗等により被っ
た現金ならびに小切手の損害を総合的に補償します。

● 団体契約以外 ●

❖看護学校学生傷害保険
引受：あいおいニッセイ同和損害保険

看護学校生の「学校管理下」の傷害事故と授業中・
実習中の賠償事故を補償します。

❖自動車保険

❖医療従事者賠償責任保険
　引受：損害保険ジャパン

診療放射線技師等の医療従事者が、それぞれの法律
の規定する業務の遂行に起因して患者さん等の身体
に障害が発生し、該当医療従事者個人が法律上の責
任を負担した場合、相手方に対し支払わなければな
らない損害賠償金を保険金としてお支払いします。

❖医療廃棄物排出者責任保険
　引受：損害保険ジャパン

医療機関が排出した廃棄物が不法投棄され、廃棄物
処理法・国内バーゼル法に基づく措置命令・除去費
用の求償を受けた場合に、廃棄物の除去や汚染土壌
の浄化にかかる費用などを保険金額を限度に保険金
をお支払いします。

❖個人情報漏えい保険（個人情報取扱事業者保険）
　引受：損害保険ジャパン

偶然の事由により、個人情報を漏えいしたことまた
はその恐れに起因して、病院に対して損害賠償請求
がなされた場合に、その損害賠償金を保険金として
お支払いします。

❖病院火災賠償責任保険
　引受：あいおいニッセイ同和損害保険

病院施設の火災・爆発事故によって患者さん等に損
害を与えた場合に補償いたします。

❖保育所総合保険
　引受：あいおいニッセイ同和損害保険

病院職員の子弟のために病院が開設している保育所
に対する保険です。「保育所施設賠償責任保険」と
「園児見舞金保険（傷害保険）」をセットにした保育
所の総合補償プランです。

❖火災保険

❖傷害保険

❖年金払積立傷害保険等各種積立保険

❖その他各種損害保険

＊保険のご案内は概要を説明したものです。詳細は（株）日本病院共済会にご照会ください。

※上記保険は、日本病院会団体契約扱いのため、
20％の割引が適用となります。

承認番号　：SJ11-04559
承認年月日：2011/08/10



❖社団法人日本病院会会員、公益社団法人日本人間ドック学会施設会員むけの有料
　職業紹介サイトです。
全国的に深刻化している医師不足、看護師不足問題に対処するため、日本病院会の唯一の関連組織
である（株）日本病院共済会が（社）日本病院会会員病院、（公社）日本人間ドック学会施設会員に
お応えできる人材を斡旋する紹介事業を展開いたします。会員施設の円滑な運営を支援いたします。

❖成約時の手数料も特別価格を設定いたします。
会員の共済事業の一環として、地域医療等、国民医療の確保に主眼をおいた事業として行います。
登録費、広告費などの初期費用は有りません。成約手数料についても、 会員価格（約 10％）を設
定いたします。詳しい内容はお問い合わせください。

❖面談者は医師等の有資格者が行います。
転職希望者への事前面談は病院会で活躍された先生方や弊社役員などの経験豊富な有資格者が行
います。転職希望者へのコンサルティングを適切に行い、入職への動機付け支援を図ります。

❖定年退職予定者の再就職の斡旋にもご利用下さい。
定年退職を迎える経験豊富な医師、看護師の方々の永年蓄積された経験などを生かしていただく
ために、会員病院よりご推薦頂いた方々を優先的に斡旋いたします。

医
師
を
お
捜
し
の
医
療
機
関
は
是
非
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

有料職業紹介サイト

有料職業紹介許可番号 13－ユ－ 303883



日本病院会 創立 60年記念誌編集委員会

編集委員長　大道　道大

　日本病院会は平成 13 年に 50 周年の大きな節目を迎え、記

念式典と共に 50 年史を発行した。それは、過去 50 年の日本

病院会の歩みと、日本の医療情勢の変化を網羅した素晴らしい

ものになっている。しかし、社会の変化は加速し、特に今世紀

になってからの 10年は医療界にとっても激変の時代となった。

また 60周年と言えば人でいう還暦である。この節目に日本病

院会は一般社団法人として本年より新たな歩みを始める。

　そこで一つの区切りとしてこの 60年史を発行することとし

た。この 60 年史は社団法人としての日本病院会の最後の 10

年間の足跡を中心に記録したものである。改めて日本病院会の

軌跡を俯瞰していただければ多岐にわたる活動がお分かりいた

だけると思う。

　編集に当たっては顧問や諸先輩の先生方や日本病院会事務

局、編集委員の並々ならぬご努力があり、ここに改めて感謝申

し上げる。

　10 年後に、そんな厳しい頃もあったなと笑顔で思い起こせ

るような時代になっている事を期待しつつ、編集後記としたい。

編 集 後 記
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